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〔
省

令
〕

〇
電
波
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
（
総
務
四
五
）

〇
自
動
車
登
録
規
則
及
び
道
路
交
通
に
関
す

る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法

の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
（
国
土
交
通
五
九
）

〔
法
規
的
告
示
〕

〇
災
害
対
応
車
両
等
登
録
規
程

（
内
閣
府
九
二
）

〇
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
、
携
帯
移
動
業

務
の
無
線
局
、
簡
易
無
線
局
及
び
構
内
無

線
局
の
申
請
の
審
査
に
適
用
す
る
受
信
設

備
の
特
性
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す

る
件
（
総
務
一
五
二
）

〇
無
線
局
免
許
申
請
書
等
に
添
付
す
る
無
線

局
事
項
書
等
の
各
欄
の
記
載
に
用
い
る

コ
ー
ド
（
無
線
局
の
目
的
コ
ー
ド
及
び
通

信
事
項
コ
ー
ド
を
除
く
。）を
定
め
る
件
の

一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
一
五
三
）

〇
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の

無
線
局
の
無
線
設
備
の
技
術
的
条
件
を
定

め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
一
五
四
）

〇
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接

続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続

方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
の
送

信
装
置
で
あ
っ
て
、
時
分
割
複
信
方
式
を

用
い
る
も
の
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
無
線

局
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
件
の
一
部
を

改
正
す
る
件
（
同
一
五
五
）

〇
工
事
設
計
書
の
記
載
の
一
部
を
省
略
す
る

こ
と
が
で
き
る
適
合
表
示
無
線
設
備
を
定

め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
一
五
六
）

〇
外
国
の
無
線
局
等
の
無
線
設
備
が
電
波
法

第
三
章
に
定
め
る
技
術
基
準
に
相
当
す
る

技
術
基
準
に
適
合
す
る
事
実
を
定
め
る
件

の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
一
五
七
）

〇
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施

策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確

保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
十
九
条
第

一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
号
に

規
定
す
る
所
得
税
法
別
表
第
二
か
ら
別
表

第
四
ま
で
に
定
め
る
金
額
及
び
復
興
特
別

所
得
税
の
額
の
計
算
を
勘
案
し
て
財
務
大

臣
が
定
め
る
表
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改

正
す
る
件
（
財
務
一
二
二
）

〇
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施

策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確

保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
十
九
条
第

一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
号
に

規
定
す
る
所
得
税
法
第
百
八
十
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
が
定
め
る
方
法

及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
計
算
を
勘

案
し
て
財
務
大
臣
が
定
め
る
方
法
を
定
め

る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件（
同
一
二
三
）

〇
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟

並
び
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
病
院
、

基
礎
係
数
、
機
能
評
価
係
数
Ⅰ
、
機
能
評

価
係
数
Ⅱ
、
救
急
補
正
係
数
及
び
激
変
緩

和
係
数
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
厚
生
労
働
一
五
一
）

〇
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び

患
者
申
出
療
養
並
び
に
施
設
基
準
の
一
部

を
改
正
す
る
件
（
同
一
五
二
）

〇
特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
の
一
部
を
改

正
す
る
件
（
同
一
五
三
）

〇
療
担
規
則
及
び
薬
担
規
則
並
び
に
療
担
基

準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
掲

示
事
項
等
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
一
五
四
）

〇
対
面
に
よ
る
点
呼
と
同
等
の
効
果
を
有
す

る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る

方
法
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る

告
示
（
国
土
交
通
三
四
七
）

〔
そ
の
他
告
示
〕

〇
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な

実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に

関
す
る
法
律
第
十
条
の
内
閣
総
理
大
臣
が

指
定
す
る
公
的
給
付
を
定
め
る
告
示

（
デ
ジ
タ
ル
庁
五
）

〇
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
別
表
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定

め
る
命
令
第
七
十
四
条
の
内
閣
総
理
大
臣

及
び
総
務
大
臣
が
定
め
る
事
務
を
定
め
る

告
示
（
デ
ジ
タ
ル
庁
・
総
務
一
〇
）

〇
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
第
十
九
条
第
八
号
に
基
づ
く
利
用
特
定

個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
命
令
第
百
六

十
二
条
の
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣

が
定
め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
告
示

（
同
一
一
）

〇
本
邦
外
に
在
住
す
る
日
本
人
向
け
の
広
報

を
送
信
す
る
無
線
局
の
運
用
に
関
す
る
件

の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
総
務
一
五
八
）

〇
個
人
向
け
国
債
の
発
行
等
に
関
す
る
省
令

第
四
条
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
中
途

換
金
に
係
る
個
人
向
け
国
債
の
買
入
消
却

に
関
す
る
件
（
財
務
一
二
四
）

〇
協
同
農
業
普
及
事
業
の
運
営
に
関
す
る
指

針
を
定
め
る
件
（
農
林
水
産
六
七
四
）

〇
屋
久
島
空
港
の
施
設
の
変
更
を
許
可
し
た

件
（
国
土
交
通
三
四
八
）

〇
自
動
車
登
録
番
号
標
及
び
車
両
番
号
標
の

塗
色
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る

件
（
同
三
四
九
）

〔
叙
位
・
叙
勲
〕

〔
褒

賞
〕

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

果
樹
農
業
の
振
興
を
図
る
た
め
の
基
本
方
針

の
公
表
に
つ
い
て
（
農
林
水
産
省
）

花
き
産
業
及
び
花
き
の
文
化
の
振
興
に
関
す

る
基
本
方
針
の
公
表
に
つ
い
て
（
同
）

茶
業
及
び
お
茶
の
文
化
の
振
興
に
関
す
る
基

本
方
針
の
公
表
に
つ
い
て
（
同
）

基
本
測
量
関
係
事
項
公
告
（
国
土
交
通
省
）

〔
資

料
〕

国
庫
歳
入
歳
出
状
況
（
令
和
六
年
度
令
和
七

年
二
月
分
）（
財
務
省
）





省

令

電
波
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を

掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
特
定
無
線
局
の
無
線
設
備
の
規
格
）

（
特
定
無
線
局
の
無
線
設
備
の
規
格
）

第
十
五
条
の
三

法
第
二
十
七
条
の
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
設
備
の
規
格
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
無
線

局
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
五
条
の
三

﹇
同
上
﹈

﹇
一

略
﹈

﹇
一

同
上
﹈

二

電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
陸
上
移
動
局

二

﹇
同
上
﹈

﹇

〜

略
﹈

﹇

〜

同
上
﹈

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
第
一
項
（
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）

及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
の
う
ち
陸
上
移
動
局
に
係
る
も
の

﹇
新
設
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
第
二
項
（
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）

及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
の
う
ち
陸
上
移
動
局
に
係
る
も
の

﹇
新
設
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
三
第
一
項
（
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）

に
規
定
す
る
技
術
基
準
の
う
ち
陸
上
移
動
局
に
係
る
も
の

﹇
新
設
﹈

〜

﹇
略
﹈

〜

﹇
同
上
﹈

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
九
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
の
う
ち

陸
上
移
動
局
に
係
る
も
の

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
八
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
の
う
ち

陸
上
移
動
局
に
係
る
も
の

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
九
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
の
う
ち

陸
上
移
動
局
（
自
営
等
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
（
無
線
局
根
本
基
準
第
三
条
第
二
号
の
二

に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
陸
上
移
動
局
を
除
く
。）に
係
る
も
の

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
八
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
の
う
ち

陸
上
移
動
局
（
自
営
等
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
（
無
線
局
根
本
基
準
第
三
条
第
二
号
の
二

に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
陸
上
移
動
局
を
除
く
。）に
係
る
も
の

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
、
第
五
項
及
び
第
九
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
の
う
ち

陸
上
移
動
局
に
係
る
も
の

﹇
新
設
﹈

﹇
三
〜
七
の
二

略
﹈

﹇
三
〜
七
の
二

同
上
﹈

七
の
三

設
備
規
則
第
三
条
第
十
号
に
規
定
す
る
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
う
ち
陸

上
移
動
局
（
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。）

七
の
三

﹇
同
上
﹈

﹇

・

略
﹈

﹇

・

同
上
﹈

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
九
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
の
う
ち

陸
上
移
動
局
に
係
る
も
の

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
八
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
の
う
ち

陸
上
移
動
局
に
係
る
も
の

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
総
務
省
令
第
四
十
五
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
電
波
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎





設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
九
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
の
う
ち

陸
上
移
動
局
（
自
営
等
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
を
除
く
。）に
係
る
も
の

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
八
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
の
う
ち

陸
上
移
動
局
（
自
営
等
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
を
除
く
。）に
係
る
も
の

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
、
第
五
項
及
び
第
九
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
の
う
ち

陸
上
移
動
局
に
係
る
も
の

﹇
新
設
﹈

七
の
四

ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
無
線
局
の
う
ち
陸
上
移
動
局
（
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

を
除
く
。）

七
の
四

﹇
同
上
﹈

﹇

略
﹈

﹇

同
上
﹈

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
第
一
項
（
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）

及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
の
う
ち
陸
上
移
動
局
に
係
る
も
の

﹇
新
設
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
第
二
項
（
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）

及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
の
う
ち
陸
上
移
動
局
に
係
る
も
の

﹇
新
設
﹈

﹇
八
〜
十

略
﹈

﹇
八
〜
十

同
上
﹈

十
一

前
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
地
局

十
一

﹇
同
上
﹈

﹇

〜

略
﹈

﹇

〜

同
上
﹈

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
及
び
第
八
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

﹇
十
二

略
﹈

﹇
十
二

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

（
無
線
局
免
許
手
続
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

無
線
局
免
許
手
続
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

下
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を

掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
第
二
号
第
２
地
上
一
般
放
送
局
、
非
常
局
、
気
象
援
助
局
、
標
準
周
波
数
局
、
特
別
業
務
の
局
、海
岸
局
、

基
地
局
、
携
帯
基
地
局
、
無
線
呼
出
局
、
陸
上
移
動
中
継
局
、
陸
上
局
、
移
動
局
、
特
定
実
験
試
験
局
、
実
験

試
験
局
、
固
定
局
、
航
空
局
、
無
線
標
識
局
、
無
線
航
行
陸
上
局
、
無
線
標
定
陸
上
局
、
無
線
標
定
移
動
局
、

無
線
測
位
局
、
海
岸
地
球
局
、
航
空
地
球
局
、
携
帯
基
地
地
球
局
、
携
帯
移
動
地
球
局
及
び
地
球
局
の
無
線
局

事
項
書
の
様
式
（
第
４
条
、
第
12条
関
係
）（
総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
が
こ
の
様
式
に
代
わ
る
も
の
と
し

て
認
め
た
場
合
は
、
そ
れ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。）

別
表
第
二
号
第
２
［
同
左
］

宇
宙
無
線
通
信
を
行
う
実
験
試
験
局
の
う
ち
、
船
舶
に
開
設
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
別
表
第
二
号
第
３
の
と
お

り
と
し
、
航
空
機
に
開
設
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
別
表
第
二
号
第
４
の
様
式
の
と
お
り
と
し
、
宇
宙
物
体
に
開
設

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
二
号
第
５
の
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報



宇宙無線通信を行う実験試験局であつて、船舶、航空機又は宇宙物体に開設するもの以外のも
のについては、本様式中「海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球
局」とあるのは、「宇宙無線通信を行う実験試験局であつて、船舶、航空機又は宇宙物体に開設す
るもの以外のもの」と読み替える。
アマチュア局であつて、人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するものにつ
いては、本様式のとおりとする。この場合において、本様式中「人工衛星局」とあるのは「人工
衛星に開設するアマチュア局」と、「地球局」とあるのは「人工衛星に開設するアマチュア局の無
線設備を遠隔操作するアマチュア局」と読み替える。
［様式略］ ［様式同左］
［注１～17 略］ ［注１～17 同左］
18 17の欄は、次によること。なお、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を
要しない。また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要しな
い。

18 ［同左］

 移動しない無線局の場合（ＰＨＳの基地局、携帯無線通信を行う基地局、ローカル５Ｇ


（設備規則第３条第15号に規定するものをいう。以下同じ。）の基地局、広帯域移動無線ア

クセスシステムの基地局、


フェムトセル基地局、特定陸上移動中継局及び特定地球局の場
合を除く。）

 移動しない無線局の場合（ＰＨＳの基地局、


フェムトセル基地局、特定陸上移動中継局
及び特定地球局の場合を除く。）

［ア～ウ 略］ ［ア～ウ 同左］
［ 略］ ［ 同左］


携帯無線通信を行う基地局、ローカル５Ｇの基地局及び広帯域移動無線アクセスシステ

ムの基地局の場合


［新設］

ア

設置場所のにレ印を付けること。


イ

送信所、受信所、通信所等無線設備の無線設備で設置場所を異にするものについては、

設置場所番号の欄に個別の番号を付し、設置場所の区別コードの欄に無線局種別等コー

ド表により該当するコードを記載し、それぞれの設置場所を「何県何市何町〇〇〇

何内」のように記載すること。異にしないものについては、設置場所番号の欄及び設置

場所の区別コードの欄は記載しないこととし、設置場所を同様に記載すること。




［略］ 


［同左］



［略］ 


［同左］



［略］ 


［同左］

［19～21 略］ ［19～21 同左］
22 22の欄は、次によること。 22 ［同左］
［～ 略］ ［～ 同左］
 ローカル５Ｇ


の無線局であり、地域社会の諸課題の解決に寄与するものにあつては、受
けようとする免許の対象区域における地域社会の諸課題の解決に寄与する計画及び当該計
画が確実に実施される根拠を記載すること。

 ローカル５Ｇ（設備規則第３条第15号に規定するものをいう。以下同じ。


）の無線局であ
り、地域社会の諸課題の解決に寄与するものにあつては、受けようとする免許の対象区域
における地域社会の諸課題の解決に寄与する計画及び当該計画が確実に実施される根拠を
記載すること。

［～ 略］ ［～ 同左］
［23～25 略］ ［23～25 同左］

令
和

年

月


日
水
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報





別
表
第
二
号
の
二
第
２
地
上
一
般
放
送
局
、
非
常
局
、
気
象
援
助
局
、
標
準
周
波
数
局
、
特
別
業
務
の
局
、
海

岸
局
、
基
地
局
、
携
帯
基
地
局
、
無
線
呼
出
局
、
陸
上
移
動
中
継
局
、
陸
上
局
、
移
動
局
、
特
定
実
験
試
験
局

及
び
実
験
試
験
局
の
工
事
設
計
書
の
様
式
（
第
４
条
、
第
12条
関
係
）（
総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
が
こ
の

様
式
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
認
め
た
場
合
は
、
そ
れ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。）

別
表
第
二
号
の
二
第
２
［
同
左
］

［
様
式
略
］

［
様
式
同
左
］

［
注
１
～
15
略
］

［
注
１
～
15
同
左
］

16
16の
欄
は
、
空
中
線
系
番
号
の
別
に
、
次
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

16
［
同
左
］

［

～

略
］

［

～

同
左
］


ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
（
設
備
規
則
第
３
条
第
15号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。）の
無
線
局
及
び
広
帯
域
移









































動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
（
設
備
規
則
第
３
条
第
10号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。）の
無
線
局
で
あ










































つ
て
、
2575

M
H
z を
超
え
2595

M
H
z 以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
で
、
単
純
反
射
板










































（
無
給
電
中
継
装
置
（
施
行
規
則
第
２
条
第
１
項
第
44号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。）で
あ
つ
て
、
電










































波
を
増
幅
又
は
集
約
せ
ず
、
反
射
に
よ
り
伝
搬
方
向
を
変
化
さ
せ
る
装
置
を
い
う
。）を
使
用
す
る
場
合










































は
、「
単
純
反
射
板
を
使
用
す
る
。」と
記
載
す
る
こ
と
。
























［
新
設
］

［
17～
27
略
］

［
17～
27
同
左
］

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
下
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
下
線
は
注
記
で
あ
る
。

（
無
線
設
備
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正

後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
（
二
重
下
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
三
条

こ
の
規
則
の
規
定
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
次
の
定
義
に
従
う
も
の
と
す
る
。

第
三
条

﹇
同
上
﹈

﹇
一
〜
四
の
六

略
﹈

﹇
一
〜
四
の
六

同
上
﹈

四
の
七

「
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無

線
通
信
」
と
は
、
通
信
方
式
に
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
と
時
分
割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方

式
及
び
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す

る
周
波
数
分
割
複
信
方
式
（
半
複
信
方
式
を
含
む
。）又
は
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
携
帯
無
線
通
信
を
い

う
。

四
の
七

「
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無

線
通
信
」
と
は
、
通
信
方
式
に
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
と
時
分
割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方

式
及
び
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す

る
周
波
数
分
割
複
信
方
式
又
は
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
携
帯
無
線
通
信
を
い
う
。

﹇
五
〜
十
六

略
﹈

﹇
五
〜
十
六

同
上
﹈

（
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を

行
う
無
線
局
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
無
線
局
等
の
無
線
設
備
）

（
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を

行
う
無
線
局
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
無
線
局
等
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
六
の
十
二

シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続

方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
及
び
ロ
ー
カ
ル

５
Ｇ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
（
陸
上
移
動
中
継
局
に
あ
つ
て
は
第
二
号
、

陸
上
移
動
局
（
中
継
（
携
帯
無
線
通
信
又
は
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
無
線
局
に
よ
る
無
線
通
信
の
中
継
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
行
う
も
の
に
限
る
。）に
あ
つ
て
は
同
号
及
び
第
四
号
の
条
件
に
限
る
。）に
適
合

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
九
条
の
六
の
十
二

﹇
同
上
﹈

﹇
表
略
﹈

﹇
表
同
上
﹈

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報



三

陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。）の
無
線
設
備
（
第
五
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）は
、
前

二
号
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。）の
無
線
設
備
は
、
前
二
号
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に

掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
イ
〜
ホ

略
﹈

﹇
イ
〜
ホ

同
上
﹈

﹇
四

略
﹈

﹇
四

同
上
﹈

五

第
三
号
（
ホ
を
除
く
。）の
規
定
は
、
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

認
め
ら
れ
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
前
二
号
」

と
あ
る
の
は
「
第
一
号
（
ヘ
を
除
く
。）及
び
前
号
」
と
、
同
号
ハ
中
「
四
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
（
複
数
の

空
中
線
端
子
を
用
い
た
送
信
の
場
合
に
あ
つ
て
は
八
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
）」と
あ
る
の
は
「
二
〇
〇
ミ
リ

ワ
ッ
ト
以
下
」
と
し
、
同
号
ホ
中
の
表
を
次
の
表
の
と
お
り
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
（
MHz
）

周
波
数
幅
（
MHz
）

五

四
・
五
一
五

一
〇

九
・
三
七
五

一
五

一
四
・
二
三
五

二
〇

一
九
・
〇
九
五

２

シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を

行
う
基
地
局
、
陸
上
移
動
中
継
局
又
は
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

で
あ
つ
て
、
二
七
GHz
を
超
え
二
八
・
二
GHz
以
下
又
は
二
九
・
一
GHz
を
超
え
二
九
・
五
GHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波

を
送
信
す
る
も
の
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
基
地
局
、
陸
上
移
動
中
継
局
又
は
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ

て
、
二
八
・
二
GHz
を
超
え
二
九
・
一
GHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
（
陸

上
移
動
中
継
局
に
あ
つ
て
は
第
二
号
、
陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
に
限
る
。）に
あ
つ
て
は
同
号
及
び
第

四
号
の
条
件
に
限
る
。）に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

﹇
同
上
﹈

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

三

陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。）の
無
線
設
備
（
第
五
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）は
、
第

一
号
及
び
前
号
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。）の
無
線
設
備
は
、
第
一
号
及
び
前
号
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

﹇
イ
〜
ホ

略
﹈

﹇
イ
〜
ホ

同
上
﹈

﹇
四

略
﹈

﹇
四

同
上
﹈

五

第
三
号
の
規
定
は
、
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
陸

上
移
動
局
の
無
線
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
第
一
号
及
び
前
号
」
と
あ

る
の
は
「
第
一
号
（
ヘ
を
除
く
。）及
び
前
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

﹇
３
〜
７

略
﹈

﹇
３
〜
７

同
上
﹈

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 



第
四
十
九
条
の
六
の
十
三

シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続

方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
周
波
数
分
割
複
信
方
式
（
半
複

信
方
式
を
含
む
。）を
用
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
四
十
九
条
の
六
の
十
三

シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続

方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い

る
も
の
で
あ
つ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電

波
を
送
信
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
表
略
﹈

﹇
表
同
上
﹈

一

一
般
的
条
件

一

﹇
同
上
﹈

イ

通
信
方
式
は
、
基
地
局
か
ら
陸
上
移
動
局
へ
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方

式
と
時
分
割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
を
、
陸
上
移
動
局
か
ら
基
地
局
へ
送
信
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使

用
す
る
複
信
方
式
（
第
四
号
に
規
定
す
る
陸
上
移
動
局
と
の
通
信
に
あ
つ
て
は
半
複
信
方
式
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。）で
あ
る
こ
と
。

イ

通
信
方
式
は
、
基
地
局
か
ら
陸
上
移
動
局
へ
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方

式
と
時
分
割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
を
、
陸
上
移
動
局
か
ら
基
地
局
へ
送
信
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使

用
す
る
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

﹇
ロ
〜
チ

略
﹈

﹇
ロ
〜
チ

同
上
﹈

﹇
二

略
﹈

﹇
二

同
上
﹈

三

陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
（
次
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）は
、
前
二
号
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、

次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
は
、
前
二
号
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
イ
〜
ホ

略
﹈

﹇
イ
〜
ホ

同
上
﹈

四

前
号
の
規
定
は
、
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
陸
上

移
動
局
の
無
線
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
前
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第

一
号
（
ヘ
を
除
く
。）及
び
前
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

﹇
新
設
﹈

﹇
２
・
３

略
﹈

﹇
２
・
３

同
上
﹈

（
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線

ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
等
の
無
線
設
備
）

（
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線

ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
等
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二

シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接

続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
、
陸
上
移
動
中
継
局
又
は
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備

で
あ
つ
て
、
二
、
五
四
五
MHz
を
超
え
二
、
六
五
五
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二

﹇
同
上
﹈

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

﹇
２

略
﹈

﹇
２

同
上
﹈

３

第
一
項
の
陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。）の
無
線
設
備
（
第
五
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）

は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。）の
無
線
設
備
は
、同
項
各
号
に
掲
げ
る
条
件
の
ほ
か
、

次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

三

送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
絶
対

利
得
四
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
空
中
線
電
力
の
最
大
値
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低

下
分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

三

送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
絶
対

利
得
四
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
四
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
（
複
数
の
空
中
線
端
子
を
用
い
た
送
信
の
場
合
は
八
〇

〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
）
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
空
中
線
の
利

得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

﹇
四

略
﹈

﹇
四

同
上
﹈

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報



﹇ ４ 略 ﹈ ﹇ ４ 同 上 ﹈

５ 第 三 項 の 規 定 は 、 キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い る こ と が で き な い と 認 め ら れ る 陸 上

移 動 局 の 無 線 設 備 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 項 中 「 第 一 項 各 号 」 と あ る の は 「 第

一 項 各 号 （ 第 一 号 ホ を 除 く 。 ） 」 と 、 同 項 第 二 号 中 「 四 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 （ 複 数 の 空 中 線 端 子

を 用 い た 送 信 の 場 合 に あ つ て は 八 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 ） 」 と あ る の は 「 二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 」

と 読 み 替 え る も の と す る 。

﹇ 新 設 ﹈

６ 〜 ９ ﹇ 略 ﹈ ５ 〜 ８ ﹇ 同 上 ﹈

別表第二号（第６条関係） 別表第二号（第６条関係）
［第１～第11 略］ ［第１～第11 同左］
第12 携帯無線通信の中継を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及
び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符
号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備
の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無
線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線
局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波
数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数
分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線
通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携
帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交
周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシング
ルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無
線局及びローカル５Ｇの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第１から第４まで
の規定にかかわらず、次のとおりとする。この規定の適用を受ける周波数を指定する場合に
は、占有周波数帯幅の許容値を電波の型式に冠して表示する。

第12 ［同左］

［１～５ 略］ ［１～５ 同左］
６ シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通
信を行う無線局及びローカル５Ｇの無線局の無線設備

６ ［同左］

［ 略］ ［ 同左］
 第49条の６の12第１項に規定する陸上移動局の無線設備  ［同左］
ア

チャネル間隔が５MHzのもの


５MHz


［新設］
イ

～ス

［略］ ア


～シ

［同左］

セ

陸上移動局（携帯無線通信又はローカル５Ｇの無線局による無線通信の中継を行う
ものを除く。）の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しな
い複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔に応じてイからシ


までに定

める値

ス

陸上移動局（携帯無線通信又はローカル５Ｇの無線局による無線通信の中継を行う
ものを除く。）の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しな
い複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔に応じてアからサ


までに定

める値
ソ

陸上移動局（携帯無線通信又はローカル５Ｇの無線局による無線通信の中継を行う

ものを除く。）の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いることがで

きないと認められるもの


各搬送波のチャネル間隔に応じてアからエまでに定める値


（ただし、ローカル５Ｇの無線局の無線設備にあつては、イ又はエに定める値。


）

［新設］

 第49条の６の12第２項に規定する基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局の無線設備  ［同左］
［ア～カ 略］ ［ア～カ 同左］

令
和

年

月


日
水
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報





キ

陸上移動局（携帯無線通信又はローカル５Ｇの無線局による無線通信の中継を行う

ものを除く。）の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いることがで

きないと認められるもの


各搬送波のチャネル間隔に応じてア又はイに定める値


［新設］

［ 略］ ［ 同左］
［第13～第51 略］ ［第13～第51 同左］
第52 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接
続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式
又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの
無線設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方
式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の
占有周波数帯幅の許容値は、第１から第４までの規定にかかわらず、次のとおりとする。こ
の規定の適用を受ける周波数を指定する場合には、電波の型式に冠して表示する。

第52 ［同左］

［１ 略］ ［１ 同左］
２ シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動
無線アクセスシステムの無線局の無線設備

２ ［同左］



チャネル間隔が５MHzのもの


５MHz


［新設］


［略］ 


［同左］



チャネル間隔が15MHzのもの


15MHz


［新設］


～

［略］ 


～

［同左］



陸上移動局（中継を行うものを除く。）の無線設備であつて、キャリアアグリゲーショ
ン技術を用いて連続する複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔の総和
に応じてから


までに定める値



陸上移動局（中継を行うものを除く。）の無線設備であつて、キャリアアグリゲーショ
ン技術を用いて連続する複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔の総和
に応じてから


までに定める値



陸上移動局（中継を行うものを除く。）の無線設備であつて、キャリアアグリゲーショ
ン技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔に応
じて及びから


までに定める値



陸上移動局（中継を行うものを除く。）の無線設備であつて、キャリアアグリゲーショ
ン技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔に応
じてから


までに定める値


陸上移動局（中継を行うものを除く。）の無線設備であつて、キャリアアグリゲーショ

ン技術を用いることができないと認められるもの


各搬送波のチャネル間隔に応じて


からまでに定める値


［新設］

［第53～第80 略］ ［第53～第80 同左］

備 考 表 中 の ﹇ ﹈ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。

（ 特 定 無 線 設 備 の 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 特 定 無 線 設 備 の 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 六 年 郵 政 省 令 第 三 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る そ の 標 記 部

分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 こ れ を 加 え る 。

改 正 後 改 正 前

（ 特 定 無 線 設 備 等 ） （ 特 定 無 線 設 備 等 ）

第 二 条 法 第 三 十 八 条 の 二 の 二 第 一 項 の 特 定 無 線 設 備 は 、 次 の と お り と す る 。 第 二 条 ﹇ 同 上 ﹈

﹇ 一 〜 十 一 の 三 十 の 二 略 ﹈ ﹇ 一 〜 十 一 の 三 十 の 二 同 上 ﹈

十 一 の 三 十 の 三 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 一 項 （ 第 一 号 、 第 二 号 及 び 第 五 号 に 係 る 部

分 に 限 る 。 ） 及 び 第 七 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 陸 上 移 動 局 に 使 用 す る

た め の 無 線 設 備

﹇ 新 設 ﹈

﹇ 十 一 の 三 十 一 〜 十 一 の 三 十 一 の 四 略 ﹈ ﹇ 十 一 の 三 十 一 〜 十 一 の 三 十 一 の 四 同 上 ﹈

令
和

年

月


日
水
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報





十
一
の
三
十
二

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
第
二
項
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限

る
。）及
び
第
七
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の

無
線
設
備

十
一
の
三
十
二

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
第
二
項
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限

る
。）に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

十
一
の
三
十
二
の
二

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
第
二
項
（
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。）及
び
第
七
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す

る
た
め
の
無
線
設
備

十
一
の
三
十
二
の
二

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
第
二
項
（
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。）に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無

線
設
備

十
一
の
三
十
二
の
三

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
第
二
項
（
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。）及
び
第
七
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す

る
た
め
の
無
線
設
備

﹇
新
設
﹈

﹇
十
一
の
三
十
三
〜
十
一
の
三
十
四

略
﹈

﹇
十
一
の
三
十
三
〜
十
一
の
三
十
四

同
上
﹈

十
一
の
三
十
四
の
二

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
三
第
一
項
（
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。）に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無

線
設
備

﹇
新
設
﹈

﹇
十
二
〜
五
十
四
の
四

略
﹈

﹇
十
二
〜
五
十
四
の
四

同
上
﹈

五
十
四
の
五

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設

備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

五
十
四
の
五

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設

備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

五
十
四
の
五
の
二

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
、
第
七
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
そ
の
無

線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

五
十
四
の
五
の
二

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
そ
の
無

線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

五
十
四
の
五
の
三

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
そ
の
無

線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

五
十
四
の
五
の
三

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
そ
の
無

線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

五
十
四
の
五
の
四

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
、
第
六
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
そ
の
無

線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
中
継
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

五
十
四
の
五
の
四

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
、
第
五
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
そ
の
無

線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
中
継
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

五
十
四
の
六

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設

備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

五
十
四
の
六

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
そ
の
無
線
設

備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

五
十
四
の
六
の
二

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
そ
の
無

線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

五
十
四
の
六
の
二

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
そ
の
無

線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

五
十
四
の
六
の
三

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
、
第
五
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
そ
の
無

線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

﹇
新
設
﹈

﹇
五
十
五
〜
八
十
一

略
﹈

﹇
五
十
五
〜
八
十
一

同
上
﹈

﹇
２

略
﹈

﹇
２

同
上
﹈

別
表
第
一
号

技
術
基
準
適
合
証
明
の
た
め
の
審
査
（
第
六
条
及
び
第
二
十
五
条
関
係
）

別
表
第
一
号

﹇
同
上
﹈

一

技
術
基
準
適
合
証
明
の
た
め
の
審
査
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

﹇
同
上
﹈

﹇

・

略
﹈

﹇

・

同
上
﹈

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 



特 性 試 験 ﹇ 同 上 ﹈

申 込 設 備 に つ い て 、 次 に 従 つ て 試 験 を 行 い 、 か つ 、 技 術 基 準 に 適 合 す る も の で あ る か ど

う か に つ い て 審 査 を 行 う 。

﹇ 同 上 ﹈

ア 次 の 表 の 一 の 欄 に 掲 げ る 装 置 に つ い て は 、 同 表 の 二 の 欄 に 掲 げ る 試 験 項 目 ご と に そ れ

ぞ れ 同 表 の 三 の 欄 に 掲 げ る 測 定 器 等 を 使 用 し て 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 試 験 方 法 又 は こ

れ と 同 等 以 上 の 方 法 に よ り 同 表 の 四 の 欄 の 特 定 無 線 設 備 の 種 別 に 従 つ て 試 験 を 行 う 。

ア ﹇ 同 上 ﹈

﹇ 表 別 紙 二 挿 入 ﹈ ﹇ 表 別 紙 一 挿 入 ﹈

﹇ 注 １ 〜 24 略 ﹈ ﹇ 注 １ 〜 24 同 上 ﹈

﹇ イ ・ ウ 略 ﹈ ﹇ イ ・ ウ 同 上 ﹈

﹇ 二 ・ 三 略 ﹈ ﹇ 二 ・ 三 同 上 ﹈

様式第７号（第８条、第20条、第27条及び第36条関係） 様式第７号（第８条、第20条、第27条及び第36条関係）
表示は、次の様式に記号Ｒ及び技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号を付加したものと
する。

［同左］

［様式略］ ［様式同左］
［注１～３ 略］ ［注１～３ 同左］
４ 技術基準適合証明番号の最初の３文字は総務大臣が別に定める登録証明機関又は承認証
明機関の区別とし、４文字目又は４文字目及び５文字目は特定無線設備の種別に従い次表
に定めるとおりとし、その他の文字等は総務大臣が別に定めるとおりとすること。

４ ［同左］

特定無線設備の種別 記号 特定無線設備の種別 記号

［略］ ［略］ ［同左］ ［同左］

第２条第１項第11号の30の２に掲げる無線設備 ＤＱ 第２条第１項第11号の30の２に掲げる無線設備 ＤＱ

第２条第１項第11号の30の３に掲げる無線設備 ＰＱ

［略］ ［略］ ［同左］ ［同左］

第２条第１項第11号の32の２に掲げる無線設備 ＨＱ 第２条第１項第11号の32の２に掲げる無線設備 ＨＱ

第２条第１項第11号の32の３に掲げる無線設備 ＱＱ

［略］ ［略］ ［同左］ ［同左］

第２条第１項第11号の34に掲げる無線設備 ＫＲ 第２条第１項第11号の34に掲げる無線設備 ＫＲ

第２条第１項第11号の34の２に掲げる無線設備 ＲＱ

［略］ ［略］ ［同左］ ［同左］

第２条第１項第54号の６の２に掲げる無線設備 ＮＱ 第２条第１項第54号の６の２に掲げる無線設備 ＮＱ

第２条第１項第54号の６の３に掲げる無線設備 ＳＱ

［略］ ［略］ ［同左］ ［同左］

［５ 略］ ［５ 同左］

備 考 表 中 の ﹇ ﹈ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。

附 則

こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

令
和

年

月


日
水
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






﹇
別
紙
一
﹈

﹇
同
上
﹈
四

特
定
無
線
設
備
の
種
別

﹇
同
上
﹈
第
二
条
第
一

項
第
十
一
号

の
三
十
の
二

の
無
線
設
備

﹇
同
上
﹈
第
二
条
第
一

項
第
十
一
号

の
三
十
二
の

二
の
無
線
設

備

﹇
同
上
﹈
第
二
条
第
一

項
第
十
一
号

の
三
十
四
の

無
線
設
備

﹇
同
上
﹈
第
二
条
第
一

項
第
五
十
四

号
の
六
の
二

の
無
線
設
備

﹇
同
上
﹈

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇注
13

〇注
15

〇注
15

〇

〇注
15

〇

〇

〇

〇

〇

﹇
別
紙
二
﹈

﹇
略
﹈
四

特
定
無
線
設
備
の
種
別

﹇
略
﹈
第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
の
三
十
の
二
の
無
線
設
備

﹇
略
﹈
第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
の
三
十
二
の
二
の
無
線
設
備

﹇
略
﹈
第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
の
三
十
四
の
無
線
設
備

﹇
略
﹈
第
二
条
第
一
項
第
五
十
四
号
の
六
の
二
の
無
線
設
備

﹇
略
﹈

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇注
13

〇注
15

〇注
15

〇

〇注
15

〇

〇

〇

〇

〇

第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
の
三
十
の
三
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
の
三
十
二
の
三
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
の
三
十
四
の
二
の
無
線
設
備

第
二
条
第
一
項
第
五
十
四
号
の
六
の
三
の
無
線
設
備

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇注
13

〇注
13

〇注
13

〇注
13

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 



自 動 車 登 録 規 則 及 び 道 路 交 通 に 関 す る 条 約 の 実 施 に 伴 う 道 路 運 送 車 両 法 の 特 例 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令

（ 自 動 車 登 録 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 自 動 車 登 録 規 則 （ 昭 和 四 十 五 年 運 輸 省 令 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め る 。

改 正 後 改 正 前

別表第一（第十三条関係） 別表第一（第十三条関係）

運輸監理部、運輸支局又は
自動車検査登録事務所

使 用 の 本 拠 の 位 置
表示する
文字

運輸監理部、運輸支局又は
自動車検査登録事務所

使 用 の 本 拠 の 位 置
表示する
文字

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

帯広運輸支局 帯広運輸支局の管轄区域（帯広市に限る。）内 帯広 帯広運輸支局 帯広運輸支局の管轄区域内 帯広

帯広運輸支局の管轄区域（帯広市を除く。）内 十勝

青森運輸支局 青森運輸支局の管轄区域（弘前市、中津軽郡


及び南津軽郡（田舎館村に限る。


）を除く。）内
青森 青森運輸支局 青森運輸支局の管轄区域（弘前市及び中津軽


郡

を除く。）内

青森

青森運輸支局の管轄区域（弘前市、中津軽郡


及び南津軽郡（田舎館村に限る。


）に限る。）内
弘前 青森運輸支局の管轄区域（弘前市及び中津軽


郡

に限る。）内

弘前

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

栃木運輸支局 栃木運輸支局の管轄区域（日光市、大田原市、
那須塩原市、塩谷郡（塩谷町に限る。）及び那
須郡（那須町に限る。）を除く。）内

宇都宮 栃木運輸支局 栃木運輸支局の管轄区域（大田原市、那須塩
原市及び那須郡（那須町に限る。）を除く。）内

宇都宮

栃木運輸支局の管轄区域（日光市及び塩谷郡
（塩谷町に限る。）に限る。）内

日光 栃木運輸支局の管轄区域（大田原市、那須塩
原市及び那須郡（那須町に限る。）に限る

那須

栃木運輸支局の管轄区域（大田原市、那須塩
原市及び那須郡（那須町に限る。）に限る。）内

那須

足立自動車検査登録事務所 足立自動車検査登録事務所の管轄区域（江東
区、葛飾区及び江戸川区を除く。）内

足立 足立自動車検査登録事務所 足立自動車検査登録事務所の管轄区域（江東
区及び葛飾区を除く。）内

足立

足立自動車検査登録事務所の管轄区域（江東
区に限る。）内

江東 足立自動車検査登録事務所の管轄区域（江東
区に限る。）内

江東

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

令
和

年

月


日
水
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報

〇 国 土 交 通 省 令 第 五 十 九 号

道 路 運 送 車 両 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 百 八 十 五 号 ） 第 九 条 、 第 七 十 六 条 及 び 第 九 十 七 条 の 三 第 三 項 並 び に 道 路 交 通 に 関 す る 条 約 の 実 施 に 伴 う 道 路 運 送 車 両 法 の 特 例 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三 十 九 年 法 律 第

百 九 号 ） 第 六 条 の 規 定 に 基 づ き 、 自 動 車 登 録 規 則 及 び 道 路 交 通 に 関 す る 条 約 の 実 施 に 伴 う 道 路 運 送 車 両 法 の 特 例 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 七 年 四 月 三 十 日 国 土 交 通 大 臣 臨 時 代 理

国 務 大 臣 浅 尾 慶 一 郎






（ 道 路 交 通 に 関 す る 条 約 の 実 施 に 伴 う 道 路 運 送 車 両 法 の 特 例 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 道 路 交 通 に 関 す る 条 約 の 実 施 に 伴 う 道 路 運 送 車 両 法 の 特 例 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 昭 和 三

十 九 年 運 輸 省 令 第 六 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 号 様 式 注 の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

運輸監理部、
運輸支局又は
自動車検査登
録事務所を表
示する文字

ラテン
文字

運輸監理部、
運輸支局又は
自動車検査登
録事務所を表
示する文字

ラテン
文字

運輸監理部、
運輸支局又は
自動車検査登
録事務所を表
示する文字

ラテン
文字

運輸監理部、
運輸支局又は
自動車検査登
録事務所を表
示する文字

ラテン
文字

札幌 ＳＰＳ 栃 ＴＧ 長岡 ＮＧＯ 神戸 ＨＧＫ

札 ＳＰ 前橋 ＧＭＭ 上越 ＮＧＪ 姫路 ＨＧＨ

函館 ＨＤＨ 高崎 ＧＭＴ 新 ＮＧ 兵 ＨＧ

函 ＨＤ 群馬 ＧＭＧ 富山 ＴＹＴ 奈良 ＮＲＮ

旭川 ＡＫＡ 群 ＧＭ 富 ＴＹ 飛鳥 ＮＲＡ

旭 ＡＫ 大宮 ＳＴＯ 金沢 ＩＫＫ 奈 ＮＲ

室蘭 ＷＫＷＭＲＭ ＳＴＷ ＩＫＩ川口 石川 和歌山

苫小牧 ＭＲＴ 川越 ＳＴＧ 石 ＩＫ 和 ＷＫ

室 ＭＲ 所沢 ＳＴＴ 長野 ＮＮＮ 鳥取 ＴＴＴ

釧路 ＫＲＫ 熊谷 ＳＴＫ 松本 ＮＮＭ 鳥 ＴＴ

知床 ＫＲＳ 春日部 ＳＴＢ 諏訪 ＮＮＳ 島根 ＳＮ

釧 ＫＲ 越谷 ＳＴＹ 南信州 ＮＮＩ 出雲 ＳＮＩ

帯広 ＯＨＯ 埼玉 ＳＴＳ 安曇野 ＮＮＡ 島 ＳＭ

十勝 ＯＨＴ 埼 ＳＴ 長 ＮＮ 岡山 ＯＹＯ

帯 ＯＨ 千葉 ＣＢＣ 福井 ＦＩ 倉敷 ＯＹＫ

北見 ＫＩＫ 成田 ＣＢＴ 岐阜 ＧＦＧ 岡 ＯＹ

知床 ＫＩＳ 市川 ＣＢＩ 飛騨 ＧＦＨ 広島 ＨＳＨ

北 ＫＩ 船橋 ＣＢＦ 岐 ＧＦ 福山 ＨＳＦ

青森 ＡＭＡ 習志野 ＣＢＮ 静岡 ＳＺＳ 広 ＨＳ

足立自動車検査登録事務所の管轄区域（葛飾
区に限る。）内

葛飾 足立自動車検査登録事務所の管轄区域（葛飾
区に限る。）内

葛飾

足立自動車検査登録事務所の管轄区域（江戸
川区に限る。）内

江戸川

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

松本自動車検査登録事務所 松本自動車検査登録事務所の管轄区域（岡谷
市、飯田市、諏訪市、茅野市、安曇野市、諏
訪郡、下伊那郡、東筑摩郡（生坂村に限る。）
及び北安曇郡（池田町及び松川村に限る。）を
除く。）内

松本 松本自動車検査登録事務所 松本自動車検査登録事務所の管轄区域（岡谷
市、諏訪市、茅野市及び諏訪郡を除く。）内

松本

松本自動車検査登録事務所の管轄区域（岡谷
市、諏訪市、茅野市及び諏訪郡に限る。）内

諏訪 松本自動車検査登録事務所の管轄区域（岡谷
市、諏訪市、茅野市及び諏訪郡に限る。）内

諏訪

松本自動車検査登録事務所の管轄区域（飯田
市及び下伊那郡に限る。）内

南信州

松本自動車検査登録事務所の管轄区域（安曇
野市、東筑摩郡（生坂村に限る。）及び北安曇
郡（池田町及び松川村に限る。）に限る。）内

安曇野

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

令
和

年

月


日
水
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報
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弘
前

Ａ
Ｍ
Ｓ
袖
ヶ
浦

Ｃ
Ｂ
Ｓ
浜
松

Ｓ
Ｚ
Ｈ
下
関

Ｙ
Ｕ
Ｓ

八
戸

Ａ
Ｍ
Ｈ
市
原

Ｃ
Ｂ
Ｈ
沼
津

Ｓ
Ｚ
Ｎ
山
口

Ｙ
Ｕ
Ｙ

青
Ａ
Ｍ

松
戸

Ｃ
Ｂ
Ｍ
伊
豆

Ｓ
Ｚ
Ｉ
山

Ｙ
Ｕ

盛
岡

Ｉ
Ｔ
Ｍ
野
田

Ｃ
Ｂ
Ｄ
富
士
山

Ｓ
Ｚ
Ｆ
徳
島

Ｔ
Ｓ
Ｔ

岩
手

Ｉ
Ｔ
Ｉ
柏

Ｃ
Ｂ
Ｋ
静

Ｓ
Ｚ

徳
Ｔ
Ｓ

平
泉

Ｉ
Ｔ
Ｈ
千

Ｃ
Ｂ

名
古
屋

Ａ
Ｃ
Ｎ
高
松

Ｋ
Ａ
Ｔ

岩
Ｉ
Ｔ

品
川

Ｔ
Ｋ
Ｓ
豊
橋

Ａ
Ｃ
Ｔ
香
川

Ｋ
Ａ
Ｋ

仙
台

Ｍ
Ｇ
Ｓ
世
田
谷

Ｔ
Ｋ
Ｇ
岡
崎

Ａ
Ｃ
Ｚ
香

Ｋ
Ａ

宮
城

Ｍ
Ｇ
Ｍ
品

Ｔ
Ｏ
Ｓ
三
河

Ａ
Ｃ
Ｍ
愛
媛

Ｅ
Ｈ

宮
Ｍ
Ｇ

練
馬

Ｔ
Ｋ
Ｎ
豊
田

Ａ
Ｃ
Ｙ
高
知

Ｋ
Ｃ
Ｋ

秋
田

Ａ
Ｔ
Ａ
杉
並

Ｔ
Ｋ
Ｍ
一
宮

Ａ
Ｃ
Ｉ
高

Ｋ
Ｃ

秋
Ａ
Ｔ

板
橋

Ｔ
Ｋ
Ｉ
尾
張
小
牧

Ａ
Ｃ
Ｏ
福
岡

Ｆ
Ｏ
Ｆ

山
形

Ｙ
Ａ

練
Ｔ
Ｏ
Ｎ
春
日
井

Ａ
Ｃ
Ｋ
北
九
州

Ｆ
Ｏ
Ｋ

庄
内

Ｙ
Ａ
Ｓ
足
立

Ｔ
Ｋ
Ａ
愛

Ａ
Ｃ

久
留
米

Ｆ
Ｏ
Ｒ

福
島

Ｆ
Ｓ

江
東

Ｔ
Ｋ
Ｋ
三
重

Ｍ
Ｅ
Ｍ
筑
豊

Ｆ
Ｏ
Ｃ

会
津

Ｆ
Ｓ
Ａ
葛
飾

Ｔ
Ｋ
Ｕ
四
日
市

Ｍ
Ｅ
Ｙ
福

Ｆ
Ｏ

郡
山

Ｆ
Ｓ
Ｋ
江
戸
川

Ｔ
Ｋ
Ｅ
伊
勢
志
摩

Ｍ
Ｅ
Ｉ
佐
賀

Ｓ
Ａ
Ｓ

白
河

Ｆ
Ｓ
Ｓ
足

Ｔ
Ｏ
Ａ
鈴
鹿

Ｍ
Ｅ
Ｓ
佐

Ｓ
Ａ

い
わ
き

Ｆ
Ｓ
Ｉ
八
王
子

Ｔ
Ｋ
Ｈ
三

Ｍ
Ｅ

長
崎

Ｎ
Ｓ

水
戸

Ｉ
Ｇ
Ｍ
多
摩

Ｔ
Ｋ
Ｔ
滋
賀

Ｓ
Ｉ
Ｓ
佐
世
保

Ｎ
Ｓ
Ｓ

土
浦

Ｉ
Ｇ
Ｔ
多

Ｔ
Ｏ
Ｔ
滋

Ｓ
Ｉ

熊
本

Ｋ
Ｕ
Ｋ

つ
く
ば

Ｉ
Ｇ
Ｋ
横
浜

Ｋ
Ｎ
Ｙ
京
都

Ｋ
Ｔ
Ｋ
熊

Ｋ
Ｕ

茨
城

Ｉ
Ｇ
Ｉ
川
崎

Ｋ
Ｎ
Ｋ
京

Ｋ
Ｔ

大
分

Ｏ
Ｔ

茨
Ｉ
Ｇ

湘
南

Ｋ
Ｎ
Ｎ
大
阪

Ｏ
Ｓ
Ｏ
宮
崎

Ｍ
Ｚ

宇
都
宮

Ｔ
Ｇ
Ｕ
相
模

Ｋ
Ｎ
Ｓ
な
に
わ

Ｏ
Ｓ
Ｎ
鹿
児
島

Ｋ
Ｏ
Ｋ

法

規

的

告

示

日
光

Ｔ
Ｇ
Ｋ
神

Ｋ
Ｎ

堺
Ｏ
Ｓ
Ｓ
奄
美

Ｋ
Ｏ
Ａ

那
須

Ｔ
Ｇ
Ｎ
山
梨

Ｙ
Ｎ

和
泉

Ｏ
Ｓ
Ｚ
鹿

Ｋ
Ｏ

と
ち
ぎ

Ｔ
Ｇ
Ｃ
富
士
山

Ｙ
Ｎ
Ｆ
大

Ｏ
Ｓ

沖
縄

Ｏ
Ｎ
Ｏ

栃
木

Ｔ
Ｇ
Ｔ
新
潟

Ｎ
Ｇ
Ｎ
泉

Ｏ
Ｓ
Ｉ
沖

Ｏ
Ｎ

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
五
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
道
路
運
送
車
両
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
自
動
車
登
録
番
号
又
は
第
六
十
条

第
一
項
若
し
く
は
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
車
両
番
号
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
に
よ
り
新

た
に
自
動
車
登
録
規
則
第
十
三
条
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
十
七
、
第
三
十
六
条
の
十
八
若

し
く
は
第
六
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
当
該
自
動
車
登
録
番
号
又
は
当
該
車
両

番
号
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
自
動
車
登
録
規
則
別
表
第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

〇
内
閣
府
告
示
第
九
十
二
号

災
害
対
応
車
両
等
登
録
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

林

芳
正

災
害
対
応
車
両
等
登
録
規
程

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
災
害
対
応
車
両
等
の
登
録
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
、

又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
災
害
対
応
車
両
の
活
用
を
も
っ
て
、
応
急
的
に
、
必
要
な
救
助
を

行
い
、
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
又
は
被
害
を
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
の
保
護
と
社
会
の
秩
序
の
保
全
及
び
住
民

の
生
活
の
安
定
と
被
災
地
の
速
や
か
な
復
興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
災
害
対
応
車
両
」
と
は
、
災
害
が
発
生
し
、又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、

災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
又
は
被
害
を
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
の
保
護
と
社
会
の
秩
序
の
保
全
及
び
住
民
の
生
活

の
安
定
と
被
災
地
の
速
や
か
な
復
興
に
資
す
る
た
め
に
活
用
さ
れ
る
車
両
（
人
が
乗
車
し
、
又
は
貨
物
が
積
載
さ
れ

て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
状
態
に
お
け
る
も
の
を
い
い
、
他
の
車
両
を
牽け
ん

引
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該

牽け
ん

引
さ
れ
て
い
る
車
両
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の
用
途
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

一

避
難
所

二

応
急
仮
設
住
宅

三

便
所

四

次
の
い
ず
れ
か
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
も
の

イ

炊
き
出
し

ロ

洗
濯

ハ

入
浴

２

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
登
録
災
害
対
応
車
両
」
と
は
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
災
害
対
応
車

両
を
い
う
。





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
３

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
災
害
対
応
車
両
調
整
法
人
」
と
は
、
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
に
、
災
害
対
応
車
両
の
配
車
調
整
等
を
行
う
法
人
を
い
う
。

４

こ
の
規
程
に
お
い
て
「
登
録
災
害
対
応
車
両
調
整
法
人
」
と
は
、
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
災

害
対
応
車
両
調
整
法
人
を
い
う
。

（
登
録
）

第
三
条

災
害
対
応
車
両
の
所
有
者
は
、
そ
の
所
有
す
る
災
害
対
応
車
両
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
又
は
災
害
救
助

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
救
助
実
施
市
の
長
（
以
下
「
都
道
府
県

知
事
等
」
と
い
う
。）の
要
請
に
基
づ
き
、
当
該
都
道
府
県
知
事
等
に
提
供
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ

の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

災
害
対
応
車
両
調
整
法
人
は
、
都
道
府
県
知
事
等
の
要
請
に
基
づ
き
、
当
該
都
道
府
県
知
事
等
に
、
そ
の
会
員
が

所
有
す
る
災
害
対
応
車
両
を
提
供
す
る
た
め
の
配
車
調
整
等
を
行
う
法
人
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣

の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
登
録
は
、
五
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
失

う
。

４

前
項
の
更
新
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
登
録
の
有

効
期
間
」
と
い
う
。）の
満
了
の
日
ま
で
に
そ
の
申
請
に
対
す
る
処
分
が
さ
れ
な
い
と
き
は
、
従
前
の
登
録
は
、
登
録

の
有
効
期
間
の
満
了
後
も
そ
の
処
分
が
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

５

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
の
更
新
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
登
録
の
有
効
期
間
は
、
従
前
の
登
録
期
間
満

了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
す
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
の
申
請
）

第
四
条

前
条
第
一
項
の
登
録
（
同
条
第
三
項
の
登
録
の
更
新
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

災
害
対
応
車
両
の
所
有
者
に
関
す
る
情
報
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
連
絡
先

ロ

法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
員
の
氏
名

ハ

地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
長
の
氏
名
及
び
担
当
部
局
名
並
び
に
連
絡
先

ニ

未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
商
号
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
役
員
の
氏
名
）

ホ

営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ヘ

災
害
対
応
車
両
の
所
有
者
が
、
そ
の
所
有
す
る
災
害
対
応
車
両
に
関
連
す
る
事
業
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整

に
関
す
る
業
務
を
実
施
す
る
団
体
に
加
入
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
加
入
し
て
い
る
団
体
の
名
称

４

前
条
第
二
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
区
域
を
管
轄

す
る
都
道
府
県
知
事
等
の
要
請
に
基
づ
き
、
そ
の
会
員
が
所
有
す
る
災
害
対
応
車
両
（
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る

基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。）を
当
該
都
道
府
県
知
事
等
に
提
供
す
る
た
め
、
真

に
配
車
調
整
等
を
行
う
こ
と

を
条
件
と
し
て
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

５

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
前
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
第
六
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
並
び
に
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
類
と
し
て
の
災
害
対
応
車
両

の
図
面
（
設
計
図
書
、
竣
工
図
書
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
面
）
及
び
そ
の
写
真
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

６

第
二
項
の
申
請
書
に
は
、
前
条
第
二
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
第
六
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
並
び
に
定
款
そ
の
他
当
該
団
体
の
活
動
内
容
が
分
か
る
資
料
を
添
付
す
る
も
の
と

す
る
。

７

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
第
五
項
又
は
前
項
に
規

定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
の
実
施
）

第
五
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
登
録
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
条
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
拒
否
す
る
場
合
を
除
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
災
害
対
応
車
両
登
録
簿
に
登
録
す

る
も
の
と
す
る
。

一

前
条
第
一
項
各
号
又
は
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

二

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
災
害
対
応
車
両
登
録
簿
の
作
成
を
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の

他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情

報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）の
作
成
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

登
録
災
害
対
応
車
両
の
所
有
者
及
び
登
録
災
害
対
応
車
両
調
整
法
人
は
、
前
項
の
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
さ
れ

た
災
害
対
応
車
両
登
録
簿
を
閲
覧
し
、
そ
の
登
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

４

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
申
請
者
に
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。

（
登
録
の
拒
否
）

第
六
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
災
害
対
応
車
両
の
所
有
者
又

は
災
害
対
応
車
両
調
整
法
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、そ
の
登
録
を
拒
否
す
る
も
の
と
す
る
。

一

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

二

第
九
条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。）の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経

過
し
な
い
者
（
当
該
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
取
消
し
の
日
前
三
十
日

以
内
に
当
該
法
人
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。）

二

災
害
対
応
車
両
に
関
す
る
情
報
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

種
別

ロ

製
造
年
月

ハ

規
格

ニ

平
時
に
お
け
る
設
置
場
所
及
び
用
途

ホ

災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
供
さ
れ
る
見
込
み
の
用
途
（
第
二
条
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
用
途
を
い
う
。）

ヘ

過
去
の
災
害
時
に
お
け
る
活
動
実
績
の
有
無
及
び
そ
の
内
容

ト

災
害
対
応
車
両
の
提
供
に
係
る
対
価

チ

第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
を
上
回
る
基
準
に
適
合
す
る
場
合
は
そ
の
旨

リ

そ
の
他
内
閣
総
理
大
臣
が
別
に
定
め
る
事
項

２

前
条
第
二
項
の
登
録
（
同
条
第
三
項
の
登
録
の
更
新
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

商
号
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
連
絡
先

二

役
員
の
氏
名

三

設
立
目
的
及
び
業
務
内
容

四

会
員
数

五

未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
商
号
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
役
員
の
氏
名
）

六

営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

七

そ
の
他
内
閣
総
理
大
臣
が
別
に
定
め
る
事
項

３

前
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
区
域
を
管
轄

す
る
都
道
府
県
知
事
等
の
要
請
に
基
づ
き
、
そ
の
所
有
す
る
災
害
対
応
車
両
を
当
該
都
道
府
県
知
事
等
に
提
供
す
る

こ
と
、
又
は
、
そ
の
可
否
に
つ
い
て
真

に
検
討
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。


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三

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算

し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者

四

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に

規
定
す
る
暴
力
団
員
又
は
同
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
第
七
号

に
お
い
て
「
暴
力
団
員
等
」
と
い
う
。）

五

営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
そ
の
法
定
代
理
人
が
前
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の

六

法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
役
員
の
う
ち
に
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

七

暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
災
害
対
応
車
両

が
、
そ
の
機
能
を
適
切
に
発
揮
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
別
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る

と
き
は
、
そ
の
登
録
を
拒
否
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
登
録
申
請
書
若
し
く
は
そ
の
添
付
書
類
の
う
ち
に
重
要
な

事
項
に
つ
い
て
虚
偽
の
記
載
が
あ
り
、
若
し
く
は
重
要
な
事
実
の
記
載
が
抜
け
て
い
る
と
き
は
、
第
三
条
第
一
項
又

は
第
二
項
の
登
録
を
拒
否
す
る
も
の
と
す
る
。

４

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
拒
否
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
理
由
を
示
し
て
、
そ

の
旨
を
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
変
更
の
届
出
等
）

第
七
条

登
録
災
害
対
応
車
両
の
所
有
者
は
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ

の
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
内
閣
総
理
大
臣
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
が
前
条
第
一
項
第

六
号
又
は
第
七
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
事
項
を
災
害
対
応
車
両
登
録
簿
に
登
録
す
る
も
の
と
す
る
。

３

登
録
災
害
対
応
車
両
の
所
有
者
は
、
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
日

か
ら
十
四
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
内
閣
総
理
大
臣
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
自
ら
災
害
対
応
車
両
登
録
簿
を
変
更
す

る
も
の
と
す
る
。

４

登
録
災
害
対
応
車
両
の
所
有
者
は
、そ
の
所
有
す
る
登
録
災
害
対
応
車
両
に
つ
い
て
、売
却
そ
の
他
の
処
分
を
行
っ

た
こ
と
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
等
に
提
供
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
日
か
ら
十
四
日
以
内

に
、
そ
の
旨
を
内
閣
総
理
大
臣
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

５

登
録
災
害
対
応
車
両
調
整
法
人
は
、
第
四
条
第
二
項
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
十

四
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
内
閣
総
理
大
臣
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
自
ら
災
害
対
応
車
両
登
録
簿
を
変
更
す
る
も
の

と
す
る
。

６

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
が
前
条
第
一
項
第

六
号
又
は
第
七
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
事
項
を
災
害
対
応
車
両
登
録
簿
に
登
録
す
る
も
の
と
す
る
。

７

登
録
災
害
対
応
車
両
調
整
法
人
は
、
解
散
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
消
滅
し
た
場
合
な
ど
、
都
道
府
県
知
事
等
に
、

そ
の
会
員
が
所
有
す
る
災
害
対
応
車
両
を
提
供
す
る
た
め
の
配
車
調
整
等
を
行
う
こ
と
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
に

は
、
そ
の
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
内
閣
総
理
大
臣
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

８

第
四
条
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
は
、
第
一
項
、
第
三
項
、
第
四
項
、
第
五
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

に
準
用
す
る
。

９

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
登
録
災
害
対
応
車
両
の
所
有
者
及
び
登
録
災
害
対
応
車
両
調
整
法
人
は
、
毎
年

四
月
末
日
及
び
十
月
末
日
時
点
で
、
災
害
対
応
車
両
登
録
簿
の
記
載
内
容
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

（
災
害
対
応
車
両
登
録
簿
の
閲
覧
）

第
八
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
災
害
対
応
車
両
登
録
簿
を
関
係
者
の
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
の
取
消
し
等
）

第
九
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
登
録
災
害
対
応
車
両
に
係
る
登
録
を
取

り
消
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

登
録
災
害
対
応
車
両
の
所
有
者
が
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
と
き
。

二

登
録
災
害
対
応
車
両
の
所
有
者
が
第
六
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。

三

登
録
災
害
対
応
車
両
が
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。

四

登
録
災
害
対
応
車
両
の
所
有
者
に
、
こ
の
規
程
に
違
反
す
る
な
ど
の
不
正
な
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と

き
。

五

そ
の
他
登
録
災
害
対
応
車
両
の
所
有
者
の
活
動
の
実
態
に
鑑
み
、
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
と
き
。

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
登
録
災
害
対
応
車
両
調
整
法
人
に
係
る
登
録

を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

登
録
災
害
対
応
車
両
調
整
法
人
が
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
三
条
第
二
項
の
登
録
を
受
け
た
と
き
。

二

登
録
災
害
対
応
車
両
調
整
法
人
が
第
六
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。

三

登
録
災
害
対
応
車
両
調
整
法
人
に
、
こ
の
規
程
に
違
反
す
る
な
ど
の
不
正
な
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と

き
。

四

そ
の
他
登
録
災
害
対
応
車
両
調
整
法
人
の
活
動
の
実
態
に
鑑
み
、
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
と
き
。

３

第
六
条
第
四
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
登
録
の
抹
消
）

第
十
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
が
そ
の
効
力
を
失
っ
た
と
き
、
第
七
条
第
三
項
若

し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
又
は
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取

り
消
し
た
と
き
は
、
当
該
登
録
を
抹
消
す
る
も
の
と
す
る
。

（
災
害
対
応
車
両
の
提
供
に
係
る
手
続
）

第
十
一
条

都
道
府
県
知
事
等
は
、
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
災
害
対
応
車
両
の
提
供
を
必

要
と
す
る
場
合
に
は
、
災
害
対
応
車
両
登
録
簿
を
参
照
し
、
提
供
の
可
否
、
期
間
、
費
用
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
に

つ
い
て
、
登
録
災
害
対
応
車
両
の
所
有
者
又
は
登
録
災
害
対
応
車
両
調
整
法
人
と
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
地
域
に
お
け
る
被
災
状
況
等
を
踏
ま
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事

等
又
は
登
録
災
害
対
応
車
両
の
所
有
者
若
し
く
は
登
録
災
害
対
応
車
両
調
整
法
人
に
対
し
、
災
害
対
応
車
両
の
提
供

先
と
な
る
都
道
府
県
知
事
等
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、調
整
を
行
う
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
求
め
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
等
又
は
登
録
災
害
対
応
車
両
の
所
有
者
若
し
く
は
登
録
災
害
対
応
車
両
調

整
法
人
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
そ
の
求
め
に
応
じ
る
も
の
と
す
る
。

４

登
録
災
害
対
応
車
両
の
所
有
者
は
、
そ
の
所
有
す
る
登
録
災
害
対
応
車
両
を
都
道
府
県
知
事
等
に
提
供
し
た
場
合

は
、
遅
滞
な
く
、
自
ら
災
害
対
応
車
両
登
録
簿
を
更
新
し
、
そ
の
旨
を
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

５

内
閣
総
理
大
臣
は
、
災
害
救
助
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
災
害
対
応
車
両
の
提
供
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事

等
が
支
弁
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
負
担
す
る
。

（
報
告
徴
収
）

第
十
二
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
災
害
対
策
の
実
施
に
際
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
登
録
災
害
対
応
車
両
の

所
有
者
に
対
し
、
そ
の
所
有
す
る
登
録
災
害
対
応
車
両
に
関
し
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
様
式
）

第
十
三
条

第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
申
請
書
、
第
五
条
第
四
項
及
び
第
六
条
第
四
項
の
通
知
、第
七
条
第
一
項
、

第
三
項
、
第
四
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
の
届
出
の
様
式
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。





次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分

に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

﹇
一
〜
六

略
﹈

﹇
一
〜
六

同
上
﹈

六
の
二

シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通

信
（
設
備
規
則
第
三
条
第
四
号
の
七
に
規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交

周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
行
う
無
線
局
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
（
設

備
規
則
第
三
条
第
十
五
号
に
規
定
す
る
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
無
線
局
の
審
査
に
適
用
す
る

受
信
設
備
の
特
性

六
の
二

﹇
同
上
﹈

１

時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
の
受
信
設
備

１

﹇
同
上
﹈

二
、
三
三
〇
MHz
を
超
え
二
、
三
七
〇
MHz
以
下
、
三
・
四
GHz
を
超
え
四
・
一
GHz
以
下
又
は
四
・
五
GHz
を
超

え
五
・
〇
GHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
受
信
設
備

﹇
同
上
﹈

ア

感
度

ア

﹇
同
上
﹈

﹇

略
﹈

﹇

同
上
﹈

陸
上
移
動
局
の
感
度

陸
上
移
動
局
の
感
度

希
望
波
（
符
号
化
率
が
三
分
の
一
で
あ
つ
て
、
四
相
位
相
変
調
の
信
号
で
変
調
さ
れ
た
搬
送
波
）

の
受
信
電
力
が
次
の

又
は

の
各
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
帯
域
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
に
応
じ
た
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
感
度
の
場
合
に
お
い
て
、
ス
ル
ー
プ
ッ
ト
が

そ
の
最
大
値
の
九
五
％
以
上
で
あ
る
こ
と
。

希
望
波
（
符
号
化
率
が
三
分
の
一
で
あ
つ
て
、
四
相
位
相
変
調
の
信
号
で
変
調
さ
れ
た
搬
送
波
）

の
受
信
電
力
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
帯
域
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
チ
ャ
ネ
ル
間
隔

に
応
じ
た
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
感
度
の
場
合
に
お
い
て
、
ス
ル
ー
プ
ッ
ト
が
そ
の
最
大
値
の

九
五
％
以
上
で
あ
る
こ
と
。

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
第
一
項
各
号
（
第
五
号
を
除
く
。）に
お
い
て
無
線
設
備
の

条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局

周
波
数
帯
域
（
GHz
）

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
（
MHz
）

基
準
感
度
（
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ

リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す

る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同

じ
。））

周
波
数
帯
域
（
GHz
）

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
（
MHz
）

基
準
感
度
（
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ

リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す

る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同

じ
。））

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
注

略
﹈

﹇
注

同
上
﹈

に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

﹇
新
設
﹈

周
波
数
帯
域
（
GHz
）

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
（
MHz
）

基
準
感
度
（
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ

リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す

る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同

じ
。））

二
・
三
三
〇
を
超
え
二
・

三
七
〇
以
下

五

（
－
）
九
六
・
五

一
〇

（
－
）
九
三
・
三

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
総
務
省
告
示
第
百
五
十
二
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
昭
和
六
十
一
年
郵
政
省
告
示
第
三
百
九
十
五
号
（
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
、
携
帯
移
動
業
務
の
無
線
局
、
簡
易
無
線
局

及
び
構
内
無
線
局
の
申
請
の
審
査
に
適
用
す
る
受
信
設
備
の
特
性
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎





一
五

（
－
）
九
一
・
五

二
〇

（
－
）
九
〇
・
二

三
・
四
を
超
え
三
・
八
以

下

五

（
－
）
九
五
・
五

一
〇

（
－
）
九
二
・
三

一
五

（
－
）
九
〇
・
五

二
〇

（
－
）
八
九
・
二

三
・
八
を
超
え
四
・
一
以

下

五

（
－
）
九
五
・
〇

一
〇

（
－
）
九
一
・
八

一
五

（
－
）
九
〇
・
〇

二
〇

（
－
）
八
八
・
七

四
・
五
を
超
え
五
・
〇
以

下

五

（
－
）
九
五
・
五

一
〇

（
－
）
九
二
・
三

二
〇

（
－
）
八
九
・
二

イ

ブ
ロ
ッ
キ
ン
グ
特
性

イ

﹇
同
上
﹈

﹇

略
﹈

﹇

同
上
﹈

陸
上
移
動
局
の
ブ
ロ
ッ
キ
ン
グ
特
性

﹇
同
上
﹈

一
の
搬
送
波
を
受
信
す
る
場
合
（
二
、
三
三
〇
MHz
を
超
え
二
、
三
七
〇
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電

波
を
受
信
す
る
も
の
に
限
る
。）

﹇
同
上
﹈

基
準
感
度
よ
り
次
の
表
の
二
の
欄
に
掲
げ
る
デ
シ
ベ
ル
分
高
い
希
望
波
（
符
号
化
率
が
三
分
の

一
で
あ
つ
て
、
四
相
位
相
変
調
の
信
号
で
変
調
さ
れ
た
搬
送
波
）
に
対
し
、
同
表
の
一
の
欄
に
掲

げ
る
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
に
応
じ
た
同
表
の
三
の
欄
に
掲
げ
る
離
調
周
波
数
だ
け
離
れ
た
周
波
数
に
お

い
て
五
MHz
幅
の
変
調
さ
れ
た
第
一
妨
害
波
を
（
－
）
五
六
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ

ベ
ル
と
す
る
。
以
下
こ
の

に
お
い
て
同
じ
。）の
電
力
で
加
え
、
同
表
の
四
の
欄
に
掲
げ
る
離
調

周
波
数
だ
け
離
れ
た
周
波
数
に
お
い
て
五
MHz
幅
の
変
調
さ
れ
た
第
二
妨
害
波
を
（
－
）
四
四
デ
シ

ベ
ル
の
電
力
で
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
各
ス
ル
ー
プ
ッ
ト
が
そ
の
最
大
値
の
九
五
％
以
上
で
あ

る
こ
と
。

﹇
同
上
﹈

一

チ
ャ
ネ
ル
間

隔
（
MHz
）

二

希
望
波
の
受
信
電

力
と
基
準
感
度
の
差

分
（
dB
）

三

第
一
妨
害
波
の

離
調
周
波
数（
MHz
）

四

第
二
妨
害
波
の

離
調
周
波
数（
MHz
）

一

チ
ャ
ネ
ル
間

隔
（
MHz
）

二

希
望
波
の
受
信
電

力
と
基
準
感
度
の
差

分
（
dB
）

三

第
一
妨
害
波
の

離
調
周
波
数（
MHz
）

四

第
二
妨
害
波
の

離
調
周
波
数（
MHz
）

五

六

一
〇

一
五
以
上

一
〇

六

一
二
・
五

一
七
・
五
以
上

一
〇

六

一
二
・
五

一
七
・
五
以
上

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇

〜

略
﹈

﹇

〜

同
上
﹈

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報



ウ

隣
接
チ
ャ
ネ
ル
選
択
度

ウ

﹇
同
上
﹈

﹇

略
﹈

﹇

同
上
﹈

陸
上
移
動
局
の
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
選
択
度

﹇
同
上
﹈

一
の
搬
送
波
を
受
信
す
る
場
合
（
二
、
三
三
〇
MHz
を
超
え
二
、
三
七
〇
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電

波
を
受
信
す
る
も
の
に
限
る
。）

﹇
同
上
﹈

基
準
感
度
よ
り
一
四
デ
シ
ベ
ル
高
い
希
望
波
（
符
号
化
率
が
三
分
の
一
で
あ
つ
て
、
四
相
位
相

変
調
の
信
号
で
変
調
さ
れ
た
搬
送
波
）
に
対
し
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
に
応

じ
た
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
離
調
周
波
数
だ
け
離
れ
た
周
波
数
に
お
い
て
五
MHz
幅
の
変
調
さ
れ
た

妨
害
波
を
基
準
感
度
よ
り
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
デ
シ
ベ
ル
分
高
い
電
力
で
加
え
た
場
合
に
お
い

て
、
ス
ル
ー
プ
ッ
ト
が
そ
の
最
大
値
の
九
五
％
以
上
で
あ
る
こ
と
。

﹇
同
上
﹈

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
（
MHz
）

離
調
周
波
数
（
MHz
）

変
調
さ
れ
た
妨
害
波
の
電
力
と

基
準
感
度
の
差
分
（
dB
）

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
（
MHz
）

離
調
周
波
数
（
MHz
）

変
調
さ
れ
た
妨
害
波
の
電
力
と

基
準
感
度
の
差
分
（
dB
）

五

五

四
五
・
五

一
〇

七
・
五

四
五
・
五

一
〇

七
・
五

四
五
・
五

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇

〜

略
﹈

﹇

〜

同
上
﹈

エ

相
互
変
調
特
性

エ

﹇
同
上
﹈

﹇

略
﹈

﹇

同
上
﹈

陸
上
移
動
局
の
相
互
変
調
特
性

﹇
同
上
﹈

一
の
搬
送
波
を
受
信
す
る
場
合
（
二
、
三
三
〇
MHz
を
超
え
二
、
三
七
〇
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電

波
を
受
信
す
る
も
の
に
限
る
。）

﹇
同
上
﹈

基
準
感
度
よ
り
次
の
表
の
二
の
欄
に
掲
げ
る
デ
シ
ベ
ル
分
高
い
希
望
波
（
符
号
化
率
が
三
分
の

一
で
あ
つ
て
、
四
相
位
相
変
調
の
信
号
で
変
調
さ
れ
た
搬
送
波
）
に
対
し
、
次
の
表
の
一
の
欄
に

掲
げ
る
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
に
応
じ
た
同
表
の
三
の
欄
に
掲
げ
る
離
調
周
波
数
だ
け
離
れ
た
周
波
数
に

お
い
て
変
調
の
な
い
妨
害
波
を
、
同
表
の
四
の
欄
に
掲
げ
る
離
調
周
波
数
だ
け
離
れ
た
周
波
数
に

お
い
て
五
MHz
幅
の
変
調
さ
れ
た
妨
害
波
を
、
そ
れ
ぞ
れ
（
－
）
四
六
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト

を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。）の
電
力
で
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
ス
ル
ー
プ
ッ
ト
が
そ
の
最
大
値
の

九
五
％
以
上
で
あ
る
こ
と
。

﹇
同
上
﹈

一

チ
ャ
ネ
ル
間

隔
（
MHz
）

二

希
望
波
の
受
信
電

力
と
基
準
感
度
の
差

分
（
dB
）

三

変
調
の
な
い
妨

害
波
の
離
調
周
波

数
（
MHz
）

四

変
調
さ
れ
た
妨

害
波
の
離
調
周
波

数
（
MHz
）

一

チ
ャ
ネ
ル
間

隔
（
MHz
）

二

希
望
波
の
受
信
電

力
と
基
準
感
度
の
差

分
（
dB
）

三

変
調
の
な
い
妨

害
波
の
離
調
周
波

数
（
MHz
）

四

変
調
さ
れ
た
妨

害
波
の
離
調
周
波

数
（
MHz
）

五

六

一
〇

二
〇

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 



一
〇

六

一
二
・
五

二
五

一
〇

六

一
二
・
五

二
五

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇

〜

略
﹈

﹇

〜

同
上
﹈

二
七
GHz
を
超
え
二
九
・
五
GHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
受
信
設
備

﹇
同
上
﹈

ア

感
度

ア

﹇
同
上
﹈

﹇

略
﹈

﹇

同
上
﹈

陸
上
移
動
局
の
感
度

﹇
同
上
﹈

希
望
波
（
符
号
化
率
が
三
分
の
一
で
あ
つ
て
、
四
相
位
相
変
調
の
信
号
で
変
調
さ
れ
た
搬
送
波
）

の
受
信
電
力
が
次
の

又
は

の
各
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
帯
域
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
に
応
じ
た
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
感
度
の
場
合
に
お
い
て
、
ス
ル
ー
プ
ッ
ト
が

そ
の
最
大
値
の
九
五
％
以
上
で
あ
る
こ
と
。

希
望
波
（
符
号
化
率
が
三
分
の
一
で
あ
つ
て
、
四
相
位
相
変
調
の
信
号
で
変
調
さ
れ
た
搬
送
波
）

の
受
信
電
力
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
帯
域
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
チ
ャ
ネ
ル
間
隔

に
応
じ
た
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
感
度
の
場
合
に
お
い
て
、
ス
ル
ー
プ
ッ
ト
が
そ
の
最
大
値
の

九
五
％
以
上
で
あ
る
こ
と
。

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
第
二
項
各
号
（
第
五
号
を
除
く
。）に
お
い
て
無
線
設
備
の

条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局

周
波
数
帯
域
（
GHz
）

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
（
MHz
）

基
準
感
度
（
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ

リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す

る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同

じ
。））

周
波
数
帯
域
（
GHz
）

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
（
MHz
）

基
準
感
度
（
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ

リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す

る
。））

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

﹇
新
設
﹈

周
波
数
帯
域
（
GHz
）

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
（
MHz
）

基
準
感
度
（
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ

リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す

る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同

じ
。））

二
七
を
超
え
二
九
・
五
以

下

五
〇

（
－
）
八
二
・
八
九

一
〇
〇

（
－
）
七
九
・
八
九

﹇
イ
〜
エ

略
﹈

﹇
イ
〜
エ

同
上
﹈

２

周
波
数
分
割
複
信
方
式
（
半
複
信
方
式
の
も
の
を
含
む
。）を
用
い
る
も
の
の
受
信
設
備

２

周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
の
受
信
設
備

感
度

﹇
同
上
﹈

﹇
ア

略
﹈

﹇
ア

同
上
﹈
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イ

陸
上
移
動
局
の
感
度

イ

﹇
同
上
﹈

希
望
波
（
符
号
化
率
が
三
分
の
一
で
あ
つ
て
、
四
相
位
相
変
調
の
信
号
で
変
調
さ
れ
た
搬
送
波
）
の

受
信
電
力
が
次
の

又
は

の
各
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
帯
域
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
チ
ャ

ネ
ル
間
隔
に
応
じ
た
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
感
度
の
場
合
に
お
い
て
、
ス
ル
ー
プ
ッ
ト
が
そ
の
最

大
値
の
九
五
％
以
上
で
あ
る
こ
と
。

希
望
波
（
符
号
化
率
が
三
分
の
一
で
あ
つ
て
、
四
相
位
相
変
調
の
信
号
で
変
調
さ
れ
た
搬
送
波
）
の

受
信
電
力
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
帯
域
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
に
応

じ
た
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
感
度
の
場
合
に
お
い
て
、
ス
ル
ー
プ
ッ
ト
が
そ
の
最
大
値
の
九
五
％

以
上
で
あ
る
こ
と
。

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
三
第
一
項
各
号
（
第
四
号
を
除
く
。）に
お
い
て
無
線
設
備
の

条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局

周
波
数
帯
域
（
MHz
）

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
（
MHz
）

基
準
感
度
（
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ

リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す

る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同

じ
。））

周
波
数
帯
域
（
MHz
）

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
（
MHz
）

基
準
感
度
（
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ

リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す

る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同

じ
。））

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
注

略
﹈

﹇
注

同
上
﹈

に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

﹇
新
設
﹈

周
波
数
帯
域
（
MHz
）

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
（
MHz
）

基
準
感
度
（
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ

リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す

る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同

じ
。））

七
七
三
を
超
え
八
〇
三
以

下

五

（
－
）
九
五
・
三

一
〇

（
－
）
九
一
・
八

一
五

（
－
）
八
九
・
八

二
〇

（
－
）
八
七
・
一

八
六
〇
を
超
え
八
七
五
以

下

五

（
－
）
九
四
・
三

一
〇

（
－
）
九
〇
・
八

一
五

（
－
）
八
九
・
〇

二
〇

（
－
）
八
三
・
九

八
七
五
を
超
え
八
九
〇
以

下

五

（
－
）
九
四
・
八

一
〇

（
－
）
九
一
・
一

一
五

（
－
）
八
九
・
三

二
〇

（
－
）
八
三
・
一

九
四
五
を
超
え
九
六
〇
以

下

五

（
－
）
九
三
・
八

一
〇

（
－
）
九
〇
・
一

一
五

（
－
）
八
七
・
七

二
〇

（
－
）
八
二
・
一

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 



一
、
四
七
五
・
九
を
超
え

一
、
五
一
〇
・
九
以
下

五

（
－
）
九
六
・
八

一
〇

（
－
）
九
三
・
一

一
五

（
－
）
九
一
・
三

二
〇

（
－
）
八
六
・
一

一
、
八
〇
五
を
超
え
一
、

八
八
〇
以
下

五

（
－
）
九
三
・
八

一
〇

（
－
）
九
〇
・
一

一
五

（
－
）
八
八
・
三

二
〇

（
－
）
八
七
・
一

二
、
一
一
〇
を
超
え
二
、

一
七
〇
以
下

五

（
－
）
九
六
・
八

一
〇

（
－
）
九
三
・
一

一
五

（
－
）
九
一
・
三

二
〇

（
－
）
九
〇
・
一

﹇

〜

略
﹈

﹇

〜

同
上
﹈

﹇
七
〜
二
十
四

略
﹈

﹇
七
〜
二
十
四

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
第
23号

無
線
設
備
の
規
格
コ
ー
ド

別
表
第
23号

［
同
左
］

項
目

コ
ー
ド

項
目

コ
ー
ド

［
略
］

［
略
］

［
同
左
］

［
同
左
］

設
備
規
則
第
49条
の
29の
２
第
１
項
、
第
７
項





及
び
第
９
項





に
お
い
て
そ
の
無
線
設

備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
基
地
局
の
無
線
設
備

Ｂ
Ｗ
Ａ
Ｎ
Ｆ
Ｃ

設
備
規
則
第
49条
の
29の

２
第
１
項
、
第
６
項





及
び
第
８
項





に
お
い
て
そ
の
無
線
設

備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
基
地
局
の
無
線
設
備

Ｂ
Ｗ
Ａ
Ｎ
Ｆ
Ｃ

設
備
規
則
第
49条
の
29の
２
第
１
項
、
第
８
項





及
び
第
９
項





に
お
い
て
そ
の
無
線
設

備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
基
地
局
の
無
線
設
備

Ｂ
Ｗ
Ａ
Ｎ
Ｆ
Ｂ

設
備
規
則
第
49条
の
29の

２
第
１
項
、
第
７
項





及
び
第
８
項





に
お
い
て
そ
の
無
線
設

備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
基
地
局
の
無
線
設
備

Ｂ
Ｗ
Ａ
Ｎ
Ｆ
Ｂ

［
略
］

［
略
］

［
同
左
］

［
同
左
］

設
備
規
則
第
49条
の
６
の
12第
１
項
（
第
１
号
、
第
２
号
及
び
第
４
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。）に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局
の
無

線
設
備
の
う
ち
、
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
で
あ
つ
て
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア

周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信

を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備

Ｔ
Ｄ
Ｎ
Ｒ
１
Ｒ

設
備
規
則
第
49条
の
６
の
12第
１
項
（
第
１
号
、
第
２
号
及
び
第
４
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。）に
お
い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動
局
の
無

線
設
備
の
う
ち
、
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
で
あ
つ
て
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア

周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信

を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備

Ｔ
Ｄ
Ｎ
Ｒ
１
Ｒ

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
総
務
省
告
示
第
百
五
十
三
号

無
線
局
免
許
手
続
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
別
表
第
二
号
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
年
総
務
省
告
示
第
三
百
五
十
六
号
（
無
線
局
免
許
申
請
書
等
に
添
付
す
る
無
線
局
事
項
書
等
の
各
欄
の
記
載

に
用
い
る
コ
ー
ド
（
無
線
局
の
目
的
コ
ー
ド
及
び
通
信
事
項
コ
ー
ド
を
除
く
。）を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎





設備規則第49条の６の12第１項（第１号、第２号及び第５号に係る部分
に限る。）においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無
線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア
周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信
を行う無線局の無線設備

ＴＤＮ１ＲＣ

設備規則第49条の６の12第１項（第１号、第２号及び第５号に係る部分
に限る。）及び第７項においてその無線設備の条件が定められている陸上
移動局の無線設備のうち、ローカル５Ｇの無線局の無線設備

Ｌ５Ｇ１ＲＣ

［略］ ［略］ ［同左］ ［同左］

設備規則第49条の６の12第２項（第１号、第２号及び第４号に係る部分
に限る。）においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無
線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア
周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信
を行う無線局の無線設備

ＴＤＮＲ２Ｒ 設備規則第49条の６の12第２項（第１号、第２号及び第４号に係る部分
に限る。）においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無
線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア
周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信
を行う無線局の無線設備

ＴＤＮＲ２Ｒ

設備規則第49条の６の12第２項（第１号、第２号及び第５号に係る部分
に限る。）においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無
線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア
周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信
を行う無線局の無線設備

ＴＤＮ２ＲＣ

設備規則第49条の６の12第２項（第１号、第２号及び第５号に係る部分
に限る。）及び第７項においてその無線設備の条件が定められている陸上
移動局の無線設備のうち、ローカル５Ｇの無線局の無線設備

Ｌ５Ｇ２ＲＣ

設備規則第49条の６の13に規定する陸上移動局の無線設備 ＦＤＮＲ 設備規則第49条の６の13に規定する陸上移動局の無線設備 ＦＤＮＲ

設備規則第49条の６の13第１項（第１号、第２号及び第４号に係る部分
に限る。）に規定する陸上移動局の無線設備

ＦＤＮＲＲＣ

［略］ ［略］ ［同左］ ［同左］

設備規則第49条の29の２第１項、第３項及び第９項においてその無線設
備の条件が定められている陸上移動局の無線設備

ＢＷＡＮＲ 設備規則第49条の29の２第１項、第３項及び第８項においてその無線設
備の条件が定められている陸上移動局の無線設備

ＢＷＡＮＲ

設備規則第49条の29の２第１項、第４項及び第９項においてその無線設
備の条件が定められている陸上移動局の無線設備

ＢＷＡＮＲＲ 設備規則第49条の29の２第１項、第４項及び第８項においてその無線設
備の条件が定められている陸上移動局の無線設備

ＢＷＡＮＲＲ

設備規則第49条の29の２第１項、第５項及び第９項においてその無線設
備の条件が定められている陸上移動局の無線設備

ＢＷＡＲＣ

［略］ ［略］ ［同左］ ［同左］

備 考 表 中 の ﹇ ﹈ の 記 載 は 注 記 で あ る 。

令
和

年

月


日
水
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

﹇
一
・
二

略
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

三

シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線

ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備

三

﹇
同
上
﹈

１

隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

１

﹇
同
上
﹈

﹇

略
﹈

﹇

同
上
﹈

陸
上
移
動
局
の
送
信
装
置

﹇
同
上
﹈

一
の
搬
送
波
を
送
信
す
る
送
信
装
置

﹇
同
上
﹈

次
の
表
の
一
の
欄
に
掲
げ
る
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
に
応
じ
、
同
表
の
二
の
欄
に
掲
げ
る
離
調
周
波
数
だ
け

離
れ
た
周
波
数
を
中
心
と
す
る
同
表
の
三
の
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
幅
当
た
り
の
平
均
電
力
が
、
同
表
の

四
の
欄
に
掲
げ
る
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
の
許
容
値
以
下
の
値
で
あ
る
こ
と
。

次
の
表
の
一
の
欄
に
掲
げ
る
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
に
応
じ
、
同
表
の
二
の
欄
に
掲
げ
る
離
調
周
波
数
だ
け

離
れ
た
周
波
数
を
中
心
と
す
る
同
表
の
三
の
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
幅
あ
た
り
の
平
均
電
力
が
、
同
表
の

四
の
欄
に
掲
げ
る
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
の
許
容
値
以
下
の
値
で
あ
る
こ
と
。

一

チ
ャ
ネ
ル

間
隔
（
MHz
）

二

離
調
周
波
数

（
MHz
）（
注
）

三

周
波
数
幅

四

隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電

力
の
許
容
値

一

チ
ャ
ネ
ル

間
隔
（
MHz
）

二

離
調
周
波
数

（
MHz
）（
注
）

三

周
波
数
幅

四

隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電

力
の
許
容
値

五

五

五

二
デ
シ
ベ
ル

一
〇

一
〇

一
〇

二
デ
シ
ベ
ル

一
〇

一
〇

一
〇

二
デ
シ
ベ
ル

一
五

一
五

一
五

二
・
八
七
デ
シ
ベ
ル

二
〇

二
〇

二
〇

三
デ
シ
ベ
ル

二
〇

二
〇

二
〇

三
デ
シ
ベ
ル

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
注

略
﹈

﹇
注

同
上
﹈

﹇

略
﹈

﹇

同
上
﹈

﹇

略
﹈

﹇

同
上
﹈

﹇
２
・
３

略
﹈

﹇
２
・
３

同
上
﹈

４

帯
域
外
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

４

﹇
同
上
﹈

﹇

略
﹈

﹇

同
上
﹈

陸
上
移
動
局
の
送
信
装
置

﹇
同
上
﹈

一
の
搬
送
波
を
送
信
す
る
送
信
装
置

﹇
同
上
﹈

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
離
調
周
波
数
だ
け
離
れ

た
周
波
数
を
中
心
と
す
る
不
要
発
射
の
強
度
に
つ
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
不
要
発
射
の
強
度
の

許
容
値
を
満
た
す
こ
と
。

﹇
同
上
﹈

チ
ャ
ネ
ル
間
隔

（
MHz
）

離
調
周
波
数
（
MHz
）

（
注
）

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

チ
ャ
ネ
ル
間
隔

（
MHz
）

離
調
周
波
数
（
MHz
）

（
注
）

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

五

七
・
五
以
上
八
・
五

未
満

任
意
の
一
、
〇
〇
〇
kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

が
（
－
）
一
三
デ
シ
ベ
ル
以
下

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
総
務
省
告
示
第
百
五
十
四
号

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
四
十
九
条
の
二
十
九
第
八
項
、
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
第
二
号
、
第
四
項
第
五
号
及
び
第
九
項
並
び
に
別
表
第
三
号
45
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十

四
年
総
務
省
告
示
第
四
百
三
十
五
号
（
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎





八
・
五
以
上
一
二
・

五
未
満

任
意
の
一
、
〇
〇
〇
kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

が
（
－
）
二
五
デ
シ
ベ
ル
以
下

一
〇

一
〇
以
上
一
五
未
満

任
意
の
一
、
〇
〇
〇
kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

が
（
－
）
一
三
デ
シ
ベ
ル
以
下

一
〇

一
〇
以
上
一
五
未
満

任
意
の
一
、
〇
〇
〇
kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

が
（
－
）
一
三
デ
シ
ベ
ル
以
下

一
五
以
上
二
〇
未
満

任
意
の
一
、
〇
〇
〇
kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

が
（
－
）
二
五
デ
シ
ベ
ル
以
下

一
五
以
上
二
〇
未
満

任
意
の
一
、
〇
〇
〇
kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

が
（
－
）
二
五
デ
シ
ベ
ル
以
下

一
五

一
二
・
五
以
上
二

二
・
五
未
満

任
意
の
一
、
〇
〇
〇
kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

が
（
－
）
一
三
デ
シ
ベ
ル
以
下

二
二
・
五
以
上
二

七
・
五
未
満

任
意
の
一
、
〇
〇
〇
kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

が
（
－
）
二
五
デ
シ
ベ
ル
以
下

二
〇

一
五
以
上
三
〇
未
満

任
意
の
一
、
〇
〇
〇
kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

が
（
－
）
一
三
デ
シ
ベ
ル
以
下

二
〇

一
五
以
上
三
〇
未
満

任
意
の
一
、
〇
〇
〇
kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

が
（
－
）
一
三
デ
シ
ベ
ル
以
下

三
〇
以
上
三
五
未
満

任
意
の
一
、
〇
〇
〇
kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

が
（
－
）
二
五
デ
シ
ベ
ル
以
下

三
〇
以
上
三
五
未
満

任
意
の
一
、
〇
〇
〇
kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

が
（
－
）
二
五
デ
シ
ベ
ル
以
下

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
注

略
﹈

﹇
注

同
上
﹈

﹇

略
﹈

﹇

同
上
﹈

﹇

略
﹈

﹇

同
上
﹈

５

ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

５

﹇
同
上
﹈

﹇

略
﹈

﹇

同
上
﹈

陸
上
移
動
局
の
送
信
装
置

﹇
同
上
﹈

一
の
搬
送
波
を
送
信
す
る
送
信
装
置

﹇
同
上
﹈

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
帯
に
お
い
て
、
不
要
発
射
の
強
度
が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
不
要

発
射
の
強
度
の
許
容
値
を
満
た
す
こ
と
。

﹇
同
上
﹈

﹇
表
略
﹈

﹇
表
同
上
﹈

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 



注

二
、
五
三
五
MHz
以
上
二
、
六
五
五
MHz
未
満
の
周
波
数
帯
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
に

つ
い
て
は
、
五
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は
送
信
周
波
数
帯
域
の
中
心
周
波

数
か
ら
一
二
・
五
MHz
以
上
、
一
〇
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は
送
信
周
波
数

帯
域
の
中
心
周
波
数
か
ら
二
〇
MHz
以
上
、
一
五
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は

送
信
周
波
数
帯
域
の
中
心
周
波
数
か
ら
二
七
・
五
MHz
以
上
、
二
〇
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る
送
信

装
置
に
あ
っ
て
は
送
信
周
波
数
帯
域
の
中
心
周
波
数
か
ら
三
五
MHz
以
上
、
三
〇
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間
隔

と
す
る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は
送
信
周
波
数
帯
域
の
中
心
周
波
数
か
ら
五
〇
MHz
以
上
、
四
〇
MHz
を

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は
送
信
周
波
数
帯
域
の
中
心
周
波
数
か
ら
六
五
MHz
以
上

及
び
五
〇
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は
送
信
周
波
数
帯
域
の
中
心
周
波
数
か

ら
八
〇
MHz
以
上
と
な
る
周
波
数
帯
に
限
り
適
用
す
る
。

注

二
、
五
三
五
MHz
以
上
二
、
六
五
五
MHz
未
満
の
周
波
数
帯
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
に

つ
い
て
は
、
一
〇
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は
送
信
周
波
数
帯
域
の
中
心
周

波
数
か
ら
二
〇
MHz
以
上
、
二
〇
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は
送
信
周
波
数
帯

域
の
中
心
周
波
数
か
ら
三
五
MHz
以
上
、
三
〇
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は
送

信
周
波
数
帯
域
の
中
心
周
波
数
か
ら
五
〇
MHz
以
上
、
四
〇
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る
送
信
装
置
に

あ
っ
て
は
送
信
周
波
数
帯
域
の
中
心
周
波
数
か
ら
六
五
MHz
以
上
及
び
五
〇
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す

る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は
送
信
周
波
数
帯
域
の
中
心
周
波
数
か
ら
八
〇
MHz
以
上
と
な
る
周
波
数
帯
に

限
り
適
用
す
る
。

﹇

略
﹈

﹇

同
上
﹈

﹇

略
﹈

﹇

同
上
﹈

﹇
６
〜
８

略
﹈

﹇
６
〜
８

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

一

シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を

行
う
無
線
局
の
送
信
装
置
の
う
ち
、
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
二
、三
三
〇
MHz
を
超
え
二
、

三
七
〇
MHz
以
下
、
三
・
四
GHz
を
超
え
四
・
一
GHz
以
下
、
四
・
五
GHz
を
超
え
四
・
六
GHz
以
下
又
は
四
・
九
GHz
を
超

え
五
・
〇
GHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
（
陸
上
移
動
中
継
局
に
あ
っ
て
は
三
・
四
GHz
を
超
え

三
・
六
GHz
以
下
又
は
四
・
九
GHz
を
超
え
五
・
〇
GHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
、陸
上
移
動
局（
携

帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
に
限
る
。）に
あ
っ
て
は
三
・
四
GHz
を
超
え
四
・
一
GHz
以
下
、
四
・
五
GHz
を
超

え
四
・
六
GHz
以
下
又
は
四
・
九
GHz
を
超
え
五
・
〇
GHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
限
る
。）及
び

一

﹇
同
上
﹈

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
総
務
省
告
示
第
百
五
十
五
号

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
第
一
項
第
二
号
及
び
別
表
第
三
号
17

の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
三
十
一
年
総
務
省
告
示
第
二
十
三
号
（
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割

多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
の
送
信
装
置
で
あ
っ
て
、
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
及
び
ロ
ー
カ
ル
五
Ｇ
の
無
線
局
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎





１

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
第
一
項
第
二
号
の
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
無
線
局
の
送
信
装
置

の
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
の
許
容
値
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

１

﹇
同
上
﹈

﹇

略
﹈

﹇

同
上
﹈

ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
無
線
局
の
送
信
装
置
で
あ
っ
て
、
四
・
六
GHz
を
超
え
四
・
九
GHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送

信
す
る
も
の
（
陸
上
移
動
中
継
局
に
あ
っ
て
は
、
四
・
八
GHz
を
超
え
四
・
九
GHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信

す
る
も
の
に
限
る
。）の
技
術
的
条
件

陸
上
移
動
局
（
中
継
（
携
帯
無
線
通
信
又
は
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
無
線
局
に
よ
る
無
線
通
信
の
中
継
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）を
行
う
も
の
を
除
く
。）の
送
信
装
置

﹇
同
上
﹈

ア

一
の
搬
送
波
を
送
信
す
る
送
信
装
置

ア

﹇
同
上
﹈

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
離
調
周
波
数
だ
け
離
れ

た
周
波
数
を
中
心
と
す
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
幅
当
た
り
の
平
均
電
力
が
、
搬
送
波
の
電
力

よ
り
も
三
〇
・
二
デ
シ
ベ
ル
（
空
中
線
電
力
が
二
三
dBm
以
下
で
あ
る
場
合
は
二
九
・
二
デ
シ
ベ
ル
）
以

上
低
い
値
又
は
（
－
）
五
〇
dBm
以
下
の
値
で
あ
る
こ
と
。

﹇
同
上
﹈

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
（
MHz
）

離
調
周
波
数
（
MHz
）（
注
）

周
波
数
幅
（
MHz
）

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
（
MHz
）

離
調
周
波
数
（
MHz
）（
注
）

周
波
数
幅
（
MHz
）

五

五

四
・
五
一
五

一
〇

一
〇

九
・
三
七
五

一
〇

一
〇

九
・
三
七
五

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
注

略
﹈

﹇
注

同
上
﹈

﹇
イ
・
ウ

略
﹈

﹇
イ
・
ウ

同
上
﹈

﹇

・

略
﹈

﹇

・

同
上
﹈

２

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
第
一
項
第
二
号
の
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
無
線
局
の
送
信
装
置

の
相
互
変
調
特
性
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

２

﹇
同
上
﹈

﹇

略
﹈

﹇

同
上
﹈

陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。）の
送
信
装
置

﹇
同
上
﹈

ア

一
の
搬
送
波
を
送
信
す
る
送
信
装
置
又
は
隣
接
し
な
い
複
数
の
搬
送
波
を
同
時
に
送
信
す
る
送
信
装

置

ア

﹇
同
上
﹈

希
望
波
を
定
格
出
力
で
送
信
し
た
状
態
で
、
次
の
表
の
一
の
欄
に
掲
げ
る
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
に
応
じ
た

同
表
の
二
の
欄
に
掲
げ
る
離
調
周
波
数
だ
け
離
れ
た
無
変
調
の
妨
害
波
を
希
望
波
の
定
格
出
力
よ
り
四

〇
デ
シ
ベ
ル
低
い
送
信
電
力
で
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
同
表
の
三
の
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
幅
あ
た
り

に
発
生
す
る
相
互
変
調
波
の
平
均
電
力
が
、
同
表
の
四
の
欄
に
掲
げ
る
相
互
変
調
波
の
電
力
の
許
容
値

以
下
で
あ
る
こ
と
。

﹇
同
上
﹈

一

チ
ャ
ネ
ル
間
隔

（
MHz
）

二

離
調
周
波
数（
MHz
）

（
注
１
）

三

周
波
数
幅
（
MHz
）

四

相
互
変
調
波
の

電
力
の
許
容
値

（
dBc
）（
注
２
）

一

チ
ャ
ネ
ル
間
隔

（
MHz
）

二

離
調
周
波
数（
MHz
）

（
注
１
）

三

周
波
数
幅
（
MHz
）

四

相
互
変
調
波
の

電
力
の
許
容
値

（
dBc
）（
注
２
）

五

五

四
・
五
一
五

（
－
）
二
九

一
〇

四
・
五
一
五

（
－
）
三
五

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 



一
〇

一
〇

九
・
三
七
五

（
－
）
二
九

一
〇

一
〇

九
・
三
七
五

（
－
）
二
九

二
〇

九
・
三
七
五

（
－
）
三
五

二
〇

九
・
三
七
五

（
－
）
三
五

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
注
１
・
２

略
﹈

﹇
注
１
・
２

同
上
﹈

﹇
イ

略
﹈

﹇
イ

同
上
﹈

﹇
３
〜
５

略
﹈

﹇
３
〜
５

同
上
﹈

６

設
備
規
則
別
表
第
三
号
17

の
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の

許
容
値
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

６

﹇
同
上
﹈

﹇

略
﹈

﹇

同
上
﹈

陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。）の
送
信
装
置

﹇
同
上
﹈

ア

一
の
搬
送
波
を
送
信
す
る
送
信
装
置
又
は
隣
接
し
な
い
複
数
の
搬
送
波
を
同
時
に
送
信
す
る
送
信
装

置

ア

﹇
同
上
﹈

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
離
調
周
波
数
だ
け
離
れ

た
周
波
数
を
中
心
と
す
る
不
要
発
射
の
強
度
に
つ
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
不
要
発
射
の
強
度
の

許
容
値
を
満
た
す
こ
と
。

﹇
同
上
﹈

チ
ャ
ネ
ル
間
隔

（
MHz
）

離
調
周
波
数
（
MHz
）

（
注
１
）

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

チ
ャ
ネ
ル
間
隔

（
MHz
）

離
調
周
波
数
（
MHz
）

（
注
１
）

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

五

一
未
満

任
意
の
五
〇
kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が（
－
）

一
一
・
二
dBm
以
下
の
値

一
以
上
五
未
満

任
意
の
一
、
〇
〇
〇
kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

が
（
－
）
八
・
二
dBm
以
下
の
値

五
以
上
六
未
満

任
意
の
一
、
〇
〇
〇
kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

が
（
－
）
一
一
・
二
dBm
以
下
の
値

六
以
上
一
〇
未
満

任
意
の
一
、
〇
〇
〇
kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

が
（
－
）
二
三
・
二
dBm
以
下
の
値

一
〇

一
未
満

任
意
の
一
〇
〇
kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が

（
－
）
一
一
・
二
dBm
以
下
の
値

一
〇

一
未
満

任
意
の
一
〇
〇
kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が

（
－
）
一
一
・
二
dBm
以
下
の
値

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報



一
以
上
五
未
満

任
意
の
一
、
〇
〇
〇
kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

が
（
－
）
八
・
二
dBm
以
下
の
値

一
以
上
五
未
満

任
意
の
一
、
〇
〇
〇
kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

が
（
－
）
八
・
二
dBm
以
下
の
値

五
以
上
一
〇
未
満

任
意
の
一
、
〇
〇
〇
kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

が
（
－
）
一
一
・
二
dBm
以
下
の
値

五
以
上
一
〇
未
満

任
意
の
一
、
〇
〇
〇
kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

が
（
－
）
一
一
・
二
dBm
以
下
の
値

一
〇
以
上
一
五
未
満

任
意
の
一
、
〇
〇
〇
kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

が
（
－
）
二
三
・
二
dBm
以
下
の
値

一
〇
以
上
一
五
未
満

任
意
の
一
、
〇
〇
〇
kHz
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

が
（
－
）
二
三
・
二
dBm
以
下
の
値

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
注
１
・
２

略
﹈

﹇
注
１
・
２

同
上
﹈

﹇
イ

略
﹈

﹇
イ

同
上
﹈

７

設
備
規
則
別
表
第
三
号
17

の
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強

度
の
許
容
値
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

７

﹇
同
上
﹈

﹇

略
﹈

﹇

同
上
﹈

陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。）の
送
信
装
置

﹇
同
上
﹈

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
帯
に
お
い
て
、
不
要
発
射
の
強
度
が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
不
要
発

射
の
強
度
の
許
容
値
を
満
た
す
こ
と
。

﹇
同
上
﹈

﹇
表
略
﹈

﹇
表
同
上
﹈

注
１

五
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は
送
信
周
波
数
帯
域
の
中
心
周
波
数
か
ら
一

二
・
五
MHz
以
上
、
一
〇
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は
送
信
周
波
数
帯
域
の
中
心

周
波
数
か
ら
二
〇
MHz
以
上
、
一
五
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は
送
信
周
波
数
帯

域
の
中
心
周
波
数
か
ら
二
七
・
五
MHz
以
上
、
二
〇
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は

送
信
周
波
数
帯
域
の
中
心
周
波
数
か
ら
三
五
MHz
以
上
、
二
五
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る
送
信
装
置
に

あ
っ
て
は
送
信
周
波
数
帯
域
の
中
心
周
波
数
か
ら
四
二
・
五
MHz
以
上
、
三
〇
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す

る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は
送
信
周
波
数
帯
域
の
中
心
周
波
数
か
ら
五
〇
MHz
以
上
、
四
〇
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル

間
隔
と
す
る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は
送
信
周
波
数
帯
域
の
中
心
周
波
数
か
ら
六
五
MHz
以
上
、
五
〇
MHz
を

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は
送
信
周
波
数
帯
域
の
中
心
周
波
数
か
ら
八
〇
MHz
以
上
、

六
〇
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は
送
信
周
波
数
帯
域
の
中
心
周
波
数
か
ら
九
五

注
１

一
〇
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は
送
信
周
波
数
帯
域
の
中
心
周
波
数
か
ら

二
〇
MHz
以
上
、
一
五
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は
送
信
周
波
数
帯
域
の
中
心
周

波
数
か
ら
二
七
・
五
MHz
以
上
、
二
〇
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は
送
信
周
波
数

帯
域
の
中
心
周
波
数
か
ら
三
五
MHz
以
上
、
二
五
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は
送

信
周
波
数
帯
域
の
中
心
周
波
数
か
ら
四
二
・
五
MHz
以
上
、
三
〇
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る
送
信
装
置

に
あ
っ
て
は
送
信
周
波
数
帯
域
の
中
心
周
波
数
か
ら
五
〇
MHz
以
上
、
四
〇
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る

送
信
装
置
に
あ
っ
て
は
送
信
周
波
数
帯
域
の
中
心
周
波
数
か
ら
六
五
MHz
以
上
、
五
〇
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間

隔
と
す
る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は
送
信
周
波
数
帯
域
の
中
心
周
波
数
か
ら
八
〇
MHz
以
上
、
六
〇
MHz
を

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は
送
信
周
波
数
帯
域
の
中
心
周
波
数
か
ら
九
五
MHz
以
上
、

八
〇
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は
送
信
周
波
数
帯
域
の
中
心
周
波
数
か
ら
一
二

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 



﹇
注
２
〜
６

略
﹈

﹇
注
２
〜
６

同
上
﹈

﹇

・

略
﹈

﹇

・

同
上
﹈

﹇
８
・
９

略
﹈

﹇
８
・
９

同
上
﹈

﹇
二

略
﹈

﹇
二

同
上
﹈

﹇
別
図
第
一
号
・
別
図
第
二
号

略
﹈

﹇
別
図
第
一
号
・
別
図
第
二
号

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

MHz
以
上
、
八
〇
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は
送
信
周
波
数
帯
域
の
中
心
周
波
数

か
ら
一
二
五
MHz
以
上
、
九
〇
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は
送
信
周
波
数
帯
域
の

中
心
周
波
数
か
ら
一
四
〇
MHz
以
上
及
び
一
〇
〇
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は
送

信
周
波
数
帯
域
の
中
心
周
波
数
か
ら
一
五
五
MHz
以
上
と
な
る
周
波
数
帯
に
限
り
、
こ
の
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
を
適
用
す
る
。

五
MHz
以
上
、
九
〇
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は
送
信
周
波
数
帯
域
の
中
心
周
波

数
か
ら
一
四
〇
MHz
以
上
及
び
一
〇
〇
MHz
を
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は
送
信
周
波
数

帯
域
の
中
心
周
波
数
か
ら
一
五
五
MHz
以
上
と
な
る
周
波
数
帯
に
限
り
、
こ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
不
要

発
射
の
強
度
の
許
容
値
を
適
用
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
郵
政
省
令
第
三
十
七
号
）
第
二
条

第
一
項
第
一
号
の
九
か
ら
第
二
号
の
二
ま
で
、
第
三
号
の
二
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
九
号
、
第
十
一
号
の
三
、
第

十
一
号
の
四
、
第
十
一
号
の
六
の
二
か
ら
第
十
一
号
の
八
の
二
ま
で
、
第
十
一
号
の
十
の
二
か
ら
第
十
一
号
の
十

二
ま
で
、
第
十
一
号
の
十
五
、
第
十
一
号
の
十
七
、
第
十
一
号
の
十
九
か
ら
第
十
一
号
の
十
九
の
三
ま
で
、
第
十

一
号
の
二
十
の
二
、
第
十
一
号
の
二
十
の
三
、
第
十
一
号
の
二
十
の
五
か
ら
第
十
一
号
の
二
十
一
ま
で
、
第
十
一

号
の
二
十
三
か
ら
第
十
一
号
の
二
十
六
ま
で
、
第
十
一
号
の
三
十
、
第
十
一
号
の
三
十
の
三
、
第
十
一
号
の
三
十

二
、
第
十
一
号
の
三
十
二
の
三
、
第
十
一
号
の
三
十
四
、
第
十
一
号
の
三
十
四
の
二
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
、

第
十
五
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
、
第
二
十
号
の
二
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
、
第
二
十
三
号
、
第
二
十
三
号
の
二
、

第
二
十
四
号
か
ら
第
二
十
八
号
ま
で
、
第
二
十
八
号
の
三
か
ら
第
三
十
一
号
ま
で
、
第
三
十
八
号
か
ら
第
四
十
五

号
ま
で
、
第
五
十
一
号
、
第
五
十
二
号
の
二
、
第
五
十
二
号
の
三
、
第
五
十
四
号
か
ら
第
五
十
四
号
の
四
ま
で
、

第
五
十
四
号
の
六
、
第
五
十
四
号
の
六
の
三
及
び
第
六
十
三
号
に
掲
げ
る
無
線
設
備

特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
郵
政
省
令
第
三
十
七
号
）
第
二
条

第
一
項
第
一
号
の
九
か
ら
第
二
号
の
二
ま
で
、
第
三
号
の
二
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
九
号
、
第
十
一
号
の
三
、
第

十
一
号
の
四
、
第
十
一
号
の
六
の
二
か
ら
第
十
一
号
の
八
の
二
ま
で
、
第
十
一
号
の
十
の
二
か
ら
第
十
一
号
の
十

二
ま
で
、
第
十
一
号
の
十
五
、
第
十
一
号
の
十
七
、
第
十
一
号
の
十
九
か
ら
第
十
一
号
の
十
九
の
三
ま
で
、
第
十

一
号
の
二
十
の
二
、
第
十
一
号
の
二
十
の
三
、
第
十
一
号
の
二
十
の
五
か
ら
第
十
一
号
の
二
十
一
ま
で
、
第
十
一

号
の
二
十
三
か
ら
第
十
一
号
の
二
十
六
ま
で
、
第
十
一
号
の
三
十
、
第
十
一
号
の
三
十
二
、第
十
一
号
の
三
十
四
、

第
十
二
号
、
第
十
四
号
、
第
十
五
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
、
第
二
十
号
の
二
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
、
第
二
十
三

号
、
第
二
十
三
号
の
二
、
第
二
十
四
号
か
ら
第
二
十
八
号
ま
で
、
第
二
十
八
号
の
三
か
ら
第
三
十
一
号
ま
で
、
第

三
十
八
号
か
ら
第
四
十
五
号
ま
で
、
第
五
十
一
号
、
第
五
十
二
号
の
二
、
第
五
十
二
号
の
三
、
第
五
十
四
号
か
ら

第
五
十
四
号
の
四
ま
で
、
第
五
十
四
号
の
六
及
び
第
六
十
三
号
に
掲
げ
る
無
線
設
備

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
総
務
省
告
示
第
百
五
十
六
号

無
線
局
免
許
手
続
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
第
十
五
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
五
年
郵
政
省
告
示
第
四
百
七
号
（
工
事
設
計
書
の
記
載
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
適
合
表
示
無
線

設
備
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

〇
総
務
省
告
示
第
百
五
十
七
号

無
線
局
免
許
手
続
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
第
三
十
条
の
二
第
二
項
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
総
務
省
告
示
第
三
百
四
十
四
号
（
外
国
の
無
線
局
等
の
無
線
設
備
が
電
波
法
第
三
章
に
定
め

る
技
術
基
準
に
相
当
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
事
実
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎





次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍

線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、

こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

﹇
一

略
﹈

﹇
一

同
上
﹈

二

次
の
各
号
に
掲
げ
る
無
線
設
備
の
規
格
に
係
る
特
定
無
線
局
の
包
括
免
許
人
が
法
第
百
三
条
の
六
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
本
邦
内
に
お
い
て
運
用
し
よ
う
と
す
る
同
項
第
一
号
の
無
線
局
の
無
線
設
備
が
当
該
各
号
に
定

め
る
技
術
基
準
に
相
当
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
と
の
事
実
は
、
当
該
無
線
設
備
が
当
該
各
号
に
定
め
る
技

術
基
準
に
相
当
す
る
国
際
電
気
通
信
連
合
無
線
通
信
部
門
の
勧
告
又
はT

h
ird

G
en
era
tio
n
P
a
rtn
ersh
ip

P
ro
ject

の
技
術
仕
様
書
に
定
め
る
技
術
基
準
に
準
拠
し
た
外
国
の
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
外

国
の
法
令
に
よ
り
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
（
本
邦
内
の
他
の
無
線
局
の
運
用
を
阻
害
す
る
よ
う
な
混
信
そ
の
他

の
妨
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。）で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

二

﹇
同
上
﹈

﹇
１
〜
７

略
﹈

﹇
１
〜
７

同
上
﹈

８

施
行
規
則
第
十
五
条
の
三
第
二
号

及
び
第
七
号
の
四

に
掲
げ
る
規
格

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六

の
十
二
第
一
項
（
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
技
術
基

準

﹇
新
設
﹈

９

施
行
規
則
第
十
五
条
の
三
第
二
号

及
び
第
七
号
の
四

に
掲
げ
る
規
格

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六

の
十
二
第
二
項
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。）及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

８

施
行
規
則
第
十
五
条
の
三
第
二
号

及
び
第
七
号
の
四

に
掲
げ
る
規
格

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六

の
十
二
第
二
項
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。）及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

10

施
行
規
則
第
十
五
条
の
三
第
二
号

及
び
第
七
号
の
四

に
掲
げ
る
規
格

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六

の
十
二
第
二
項
（
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
技
術
基

準

﹇
新
設
﹈

11

施
行
規
則
第
十
五
条
の
三
第
二
号

に
掲
げ
る
規
格

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
三
第
一
項
（
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。）に
規
定
す
る
技
術
基
準

９

施
行
規
則
第
十
五
号
の
三
第
二
号

に
掲
げ
る
規
格

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
三
（
第
一
号
か

ら
第
三
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。）に
規
定
す
る
技
術
基
準

12

施
行
規
則
第
十
五
条
の
三
第
二
号

に
掲
げ
る
規
格

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
三
第
一
項
（
第

一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）に
規
定
す
る
技
術
基
準

﹇
新
設
﹈

13

施
行
規
則
第
十
五
条
の
三
第
二
号

に
掲
げ
る
規
格

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
八
に
規
定
す
る
技

術
基
準

10

施
行
規
則
第
十
五
条
の
三
第
二
号

に
掲
げ
る
規
格

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
八
に
規
定
す
る
技

術
基
準

14

施
行
規
則
第
十
五
条
の
三
第
二
号

及
び
第
七
号
の
三

に
掲
げ
る
規
格

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二

十
九
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
八
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

11

施
行
規
則
第
十
五
条
の
三
第
二
号

及
び
第
七
号
の
三

に
掲
げ
る
規
格

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二

十
九
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
八
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

15

施
行
規
則
第
十
五
条
の
三
第
二
号

及
び
第
七
号
の
三

に
掲
げ
る
規
格

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二

十
九
第
一
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

12

施
行
規
則
第
十
五
条
の
三
第
二
号

及
び
第
七
号
の
三

に
掲
げ
る
規
格

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二

十
九
第
一
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

16

施
行
規
則
第
十
五
条
の
三
第
二
号

及
び
第
七
号
の
三

に
掲
げ
る
規
格

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二

十
九
の
二
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
九
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

13

施
行
規
則
第
十
五
条
の
三
第
二
号

に
掲
げ
る
規
格

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
第
一
項
、

第
三
項
及
び
第
八
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

17

施
行
規
則
第
十
五
条
の
三
第
二
号

及
び
第
七
号
の
三

に
掲
げ
る
規
格

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二

十
九
の
二
第
一
項
、
第
五
項
及
び
第
九
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

﹇
新
設
﹈

18

﹇
略
﹈

14

﹇
同
上
﹈

﹇
三

略
﹈

﹇
三

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 



その月の社会保
険料等控除後の
給与等の金額

甲

乙扶 養 親 族 等 の 数

０ 人 １ 人 ２ 人 ３ 人 ４ 人 ５ 人 ６ 人 ７ 人

以 上 未 満 税 額 税 額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

105000円未満 0 0 0 0 0 0 0 0 その月の社会保
険料等控除後の
給与等の金額の
3063％に相当
する金額

105000 107000 170 0 0 0 0 0 0 0 3800
107000 109000 280 0 0 0 0 0 0 0 3800
109000 111000 380 0 0 0 0 0 0 0 3900
111000 113000 480 0 0 0 0 0 0 0 4000
113000 115000 580 0 0 0 0 0 0 0 4100

115000 117000 680 0 0 0 0 0 0 0 4100
117000 119000 790 0 0 0 0 0 0 0 4200
119000 121000 890 0 0 0 0 0 0 0 4300
121000 123000 990 0 0 0 0 0 0 0 4300
123000 125000 1090 0 0 0 0 0 0 0 4400

125000 127000 1190 0 0 0 0 0 0 0 4700
127000 129000 1300 0 0 0 0 0 0 0 5000
129000 131000 1400 0 0 0 0 0 0 0 5300
131000 133000 1500 0 0 0 0 0 0 0 5500
133000 135000 1600 0 0 0 0 0 0 0 5800

135000 137000 1710 0 0 0 0 0 0 0 6100
137000 139000 1810 190 0 0 0 0 0 0 6400
139000 141000 1910 300 0 0 0 0 0 0 6700
141000 143000 2010 400 0 0 0 0 0 0 7000
143000 145000 2110 500 0 0 0 0 0 0 7400

145000 147000 2220 600 0 0 0 0 0 0 7700
147000 149000 2320 700 0 0 0 0 0 0 8000
149000 151000 2420 810 0 0 0 0 0 0 8300
151000 153000 2520 910 0 0 0 0 0 0 8600
153000 155000 2620 1010 0 0 0 0 0 0 8900

155000 157000 2730 1110 0 0 0 0 0 0 9200
157000 159000 2830 1210 0 0 0 0 0 0 9500
159000 161000 2910 1300 0 0 0 0 0 0 9800
161000 163000 2980 1370 0 0 0 0 0 0 10100
163000 165000 3050 1440 0 0 0 0 0 0 10400

165000 167000 3120 1510 0 0 0 0 0 0 10700
167000 169000 3200 1580 0 0 0 0 0 0 11000
169000 171000 3270 1650 0 0 0 0 0 0 11300
171000 173000 3340 1730 100 0 0 0 0 0 11500
173000 175000 3410 1800 170 0 0 0 0 0 11800

175000 177000 3480 1870 250 0 0 0 0 0 12100
177000 179000 3550 1940 320 0 0 0 0 0 12500
179000 181000 3620 2010 390 0 0 0 0 0 12800
181000 183000 3700 2080 460 0 0 0 0 0 13300
183000 185000 3770 2150 530 0 0 0 0 0 14000

185000 187000 3840 2230 600 0 0 0 0 0 14700
187000 189000 3910 2300 670 0 0 0 0 0 15400
189000 191000 3980 2370 750 0 0 0 0 0 16100
191000 193000 4050 2440 820 0 0 0 0 0 16800
193000 195000 4120 2510 890 0 0 0 0 0 17600

別表第一 令和８年１月１日以後の給与所得の源泉徴収税額表（月額表）（法第二十九条
関係）



令
和

年

月


日
水
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報

〇 財 務 省 告 示 第 百 二 十 二 号

東 日 本 大 震 災 か ら の 復 興 の た め の 施 策 を 実 施 す る た め に 必 要 な 財 源 の 確 保 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 平

成 二 十 三 年 法 律 第 百 十 七 号 ） 第 二 十 九 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に 基 づ き 、 同 号 に 規 定 す る 所 得 税 法 （ 昭

和 四 十 年 法 律 第 三 十 三 号 ） 別 表 第 二 か ら 別 表 第 四 ま で に 定 め る 金 額 及 び 復 興 特 別 所 得 税 の 額 の 計 算 を

勘 案 し て 財 務 大 臣 が 定 め る 表 を 定 め る 件 （ 平 成 二 十 四 年 三 月 財 務 省 告 示 第 百 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 し 、 令 和 八 年 一 月 一 日 以 後 に 支 払 う べ き 同 項 に 規 定 す る 給 与 等 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 支

払 う べ き 同 項 に 規 定 す る 給 与 等 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

令 和 七 年 四 月 三 十 日 財 務 大 臣 加 藤 勝 信

本 文 第 二 項 第 一 号 中 「 主 た る 給 与 等 に 係 る 源 泉 控 除 対 象 配 偶 者 及 び 控 除 対 象 扶 養 親 族 」 を 「 主 た る

給 与 等 に 係 る 源 泉 控 除 対 象 配 偶 者 及 び 源 泉 控 除 対 象 親 族 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 控 除 対 象 扶 養 親 族 」

を 「 源 泉 控 除 対 象 親 族 」 に 改 め 、 本 文 第 三 項 第 一 号 イ 及 び 並 び に 第 二 号 イ 中 「 主 た る 給 与 等 に 係

る 源 泉 控 除 対 象 配 偶 者 及 び 控 除 対 象 扶 養 親 族 」 を 「 主 た る 給 与 等 に 係 る 源 泉 控 除 対 象 配 偶 者 及 び 源 泉

控 除 対 象 親 族 」 に 改 め 、 本 文 第 四 項 中 「 を 提 出 し た 」 を 「 又 は 従 た る 給 与 に つ い て の 扶 養 控 除 等 申 告

書 を 提 出 し た 」 に 、「 当 該 申 告 書 」 を 「 こ れ ら の 申 告 書 」 に 、「 給 与 所 得 者 の 扶 養 控 除 等 申 告 書 に 」 を 「 給

与 所 得 者 の 扶 養 控 除 等 申 告 書 又 は 従 た る 給 与 に つ い て の 扶 養 控 除 等 申 告 書 に 」 に 改 め 、 本 文 第 五 項 中

「 控 除 対 象 扶 養 親 族 」 を 「 源 泉 控 除 対 象 親 族 」 に 改 め 、 同 項 を 本 文 第 六 項 と し 、 本 文 第 四 項 の 次 に 次

の 一 項 を 加 え る 。

５ 給 与 所 得 者 の 扶 養 控 除 等 申 告 書 又 は 従 た る 給 与 に つ い て の 扶 養 控 除 等 申 告 書 を 提 出 し た 居 住 者

（ 以 下 こ の 項 に お い て 「 対 象 居 住 者 」 と い う 。 ） の こ れ ら の 申 告 書 に 源 泉 控 除 対 象 親 族 （ 所 得 税 法 第

八 十 四 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 親 族 に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） で あ る 旨 の 記 載 が さ れ

た 者 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 対 象 者 」 と い う 。 ） が 、 他 の 者 を 、 当 該 対 象 者 の 提 出 し た 給 与 所 得 者 の

扶 養 控 除 等 申 告 書 又 は 従 た る 給 与 に つ い て の 扶 養 控 除 等 申 告 書 に 記 載 さ れ た 源 泉 控 除 対 象 親 族 と し

て 同 法 第 百 八 十 五 条 第 一 項 第 一 号 若 し く は 第 二 号 又 は 第 百 八 十 六 条 第 一 項 第 一 号 若 し く は 第 二 項 第

一 号 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 に は 、 当 該 対 象 者 は 当 該 対 象 居 住 者 の 提 出 し た 給 与 所 得 者 の 扶 養 控

除 等 申 告 書 又 は 従 た る 給 与 に つ い て の 扶 養 控 除 等 申 告 書 に 源 泉 控 除 対 象 親 族 で あ る 旨 の 記 載 が さ れ

て い な い も の と し て 、 第 二 項 第 一 号 及 び 第 二 号 並 び に 第 三 項 第 一 号 イ 及 び 第 二 号 イ の 規 定 を 適 用 す

る 。
別 表 第 一 か ら 別 表 第 三 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。






その月の社会保
険料等控除後の
給与等の金額

甲

乙扶 養 親 族 等 の 数

０ 人 １ 人 ２ 人 ３ 人 ４ 人 ５ 人 ６ 人 ７ 人

以 上 未 満 税 額 税 額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

195000 197000 4200 2580 960 0 0 0 0 0 18300
197000 199000 4270 2650 1030 0 0 0 0 0 19000
199000 201000 4340 2730 1100 0 0 0 0 0 19700
201000 203000 4410 2800 1170 0 0 0 0 0 20400
203000 205000 4480 2870 1250 0 0 0 0 0 21000

205000 207000 4550 2940 1320 0 0 0 0 0 21700
207000 209000 4630 3010 1390 0 0 0 0 0 22500
209000 211000 4700 3080 1460 0 0 0 0 0 23000
211000 213000 4770 3150 1530 0 0 0 0 0 23600
213000 215000 4840 3230 1600 0 0 0 0 0 24100

215000 217000 4910 3300 1670 0 0 0 0 0 24700
217000 219000 4980 3370 1750 130 0 0 0 0 25300
219000 221000 5050 3440 1820 200 0 0 0 0 25800
221000 224000 5150 3520 1910 300 0 0 0 0 26400
224000 227000 5250 3630 2020 400 0 0 0 0 27500

227000 230000 5360 3740 2120 510 0 0 0 0 28500
230000 233000 5460 3850 2240 610 0 0 0 0 29500
233000 236000 5570 3950 2340 720 0 0 0 0 30500
236000 239000 5680 4060 2450 830 0 0 0 0 31500
239000 242000 5790 4170 2550 940 0 0 0 0 32600

242000 245000 5890 4280 2660 1040 0 0 0 0 33600
245000 248000 6000 4380 2770 1150 0 0 0 0 34600
248000 251000 6110 4490 2880 1260 0 0 0 0 35500
251000 254000 6220 4590 2980 1370 0 0 0 0 36600
254000 257000 6320 4710 3090 1470 0 0 0 0 37600

257000 260000 6430 4810 3200 1580 0 0 0 0 38600
260000 263000 6530 4920 3310 1680 0 0 0 0 39600
263000 266000 6650 5020 3410 1800 170 0 0 0 40600
266000 269000 6750 5140 3520 1900 290 0 0 0 41700
269000 272000 6860 5240 3620 2010 390 0 0 0 42700

272000 275000 6960 5350 3740 2110 500 0 0 0 43700
275000 278000 7080 5450 3840 2230 600 0 0 0 44700
278000 281000 7180 5560 3950 2330 710 0 0 0 45600
281000 284000 7290 5670 4050 2440 820 0 0 0 46700
284000 287000 7390 5780 4170 2540 930 0 0 0 47800

287000 290000 7500 5880 4270 2650 1030 0 0 0 48900
290000 293000 7610 5990 4380 2760 1140 0 0 0 50000
293000 296000 7720 6100 4480 2870 1250 0 0 0 51300
296000 299000 7820 6210 4590 2970 1360 0 0 0 52400
299000 302000 7930 6320 4700 3080 1470 0 0 0 53600

302000 305000 8060 6440 4820 3210 1590 0 0 0 54500
305000 308000 8180 6570 4940 3330 1720 0 0 0 55200
308000 311000 8300 6690 5060 3450 1840 210 0 0 56100
311000 314000 8550 6810 5190 3570 1960 340 0 0 56900
314000 317000 8790 6930 5310 3700 2080 460 0 0 57700

317000 320000 9040 7060 5430 3820 2210 580 0 0 58500
320000 323000 9280 7180 5550 3940 2330 700 0 0 59500
323000 326000 9530 7300 5680 4060 2450 830 0 0 60500
326000 329000 9770 7420 5800 4190 2570 950 0 0 61600
329000 332000 10020 7550 5920 4310 2700 1070 0 0 62600
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332000 335000 10260 7670 6040 4430 2820 1190 0 0 63700
335000 338000 10510 7790 6170 4550 2940 1320 0 0 64700
338000 341000 10750 7910 6290 4680 3060 1440 0 0 65800
341000 344000 11000 8040 6410 4800 3190 1560 0 0 66800
344000 347000 11240 8160 6530 4920 3310 1680 0 0 67800

347000 350000 11490 8280 6660 5040 3430 1810 190 0 68800
350000 353000 11730 8500 6780 5170 3550 1930 320 0 69800
353000 356000 11980 8750 6900 5290 3680 2050 440 0 70900
356000 359000 12220 9000 7020 5410 3800 2170 560 0 71900
359000 362000 12470 9240 7150 5530 3920 2300 680 0 72900

362000 365000 12710 9490 7270 5660 4040 2420 810 0 73900
365000 368000 12960 9730 7390 5780 4170 2540 930 0 74900
368000 371000 13200 9980 7510 5900 4290 2660 1050 0 76000
371000 374000 13450 10220 7640 6020 4410 2790 1170 0 76900
374000 377000 13690 10470 7760 6150 4530 2910 1300 0 77800

377000 380000 13940 10710 7880 6270 4660 3030 1420 0 78700
380000 383000 14180 10960 8000 6390 4780 3150 1540 0 79600
383000 386000 14430 11200 8130 6510 4900 3280 1660 0 80600
386000 389000 14670 11450 8250 6640 5020 3400 1790 170 82000
389000 392000 14920 11690 8450 6760 5150 3520 1910 300 83600

392000 395000 15160 11940 8700 6880 5270 3640 2030 420 85400
395000 398000 15410 12180 8940 7000 5390 3770 2150 540 87100
398000 401000 15650 12430 9190 7130 5510 3890 2280 660 88700
401000 404000 15900 12670 9430 7250 5640 4010 2400 790 90500
404000 407000 16140 12920 9680 7370 5760 4140 2520 910 92200

407000 410000 16390 13160 9920 7490 5880 4260 2640 1030 93800
410000 413000 16630 13410 10170 7620 6000 4380 2770 1150 95600
413000 416000 16880 13650 10410 7740 6130 4500 2890 1280 97300
416000 419000 17120 13900 10660 7860 6250 4630 3010 1400 98900
419000 422000 17370 14140 10900 7980 6370 4750 3130 1520 100700

422000 425000 17610 14390 11150 8110 6490 4870 3260 1640 102400
425000 428000 17860 14630 11390 8230 6620 4990 3380 1770 104000
428000 431000 18100 14880 11640 8400 6740 5120 3500 1890 105800
431000 434000 18350 15120 11880 8650 6860 5240 3620 2010 107500
434000 437000 18590 15370 12130 8890 6980 5360 3750 2130 109100

437000 440000 18840 15610 12370 9140 7110 5480 3870 2260 110900
440000 443000 19080 15860 12620 9380 7230 5610 3990 2380 112600
443000 446000 19330 16100 12860 9630 7350 5730 4110 2500 114200
446000 449000 19570 16350 13110 9870 7470 5850 4240 2620 116000
449000 452000 19860 16590 13350 10120 7600 5970 4360 2750 117600

452000 455000 20350 16840 13600 10360 7720 6100 4480 2870 119400
455000 458000 20840 17080 13840 10610 7840 6220 4600 2990 121100
458000 461000 21330 17330 14090 10850 7960 6340 4730 3110 122700
461000 464000 21820 17570 14330 11100 8090 6460 4850 3240 124500
464000 467000 22310 17820 14580 11340 8210 6590 4970 3360 126200

467000 470000 22800 18060 14820 11590 8360 6710 5090 3480 127800
470000 473000 23290 18310 15070 11830 8610 6830 5220 3600 129600
473000 476000 23780 18550 15320 12080 8850 6950 5340 3730 131200
476000 479000 24270 18800 15560 12320 9100 7080 5460 3850 132800
479000 482000 24760 19040 15810 12570 9340 7200 5580 3970 134500
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482000 485000 25250 19290 16050 12810 9590 7320 5710 4090 136100
485000 488000 25740 19530 16300 13060 9830 7440 5830 4220 137600
488000 491000 26230 19780 16540 13300 10080 7570 5950 4340 139300
491000 494000 26720 20260 16790 13550 10320 7690 6070 4460 140900
494000 497000 27210 20750 17030 13790 10570 7810 6200 4580 142500

497000 500000 27700 21240 17280 14040 10810 7930 6320 4710 144100
500000 503000 28190 21730 17520 14280 11060 8060 6440 4830 145700
503000 506000 28680 22220 17770 14530 11300 8180 6570 4950 147300
506000 509000 29170 22710 18010 14770 11550 8310 6690 5070 149000
509000 512000 29660 23200 18260 15020 11790 8560 6810 5200 150500

512000 515000 30150 23690 18500 15260 12040 8800 6930 5320 152100
515000 518000 30640 24180 18750 15510 12280 9050 7060 5440 153800
518000 521000 31130 24670 18990 15750 12530 9290 7180 5560 155400
521000 524000 31620 25160 19240 16000 12770 9540 7300 5690 156900
524000 527000 32110 25650 19480 16240 13020 9780 7420 5810 158600

527000 530000 32600 26140 19730 16490 13260 10030 7550 5930 160200
530000 533000 33090 26630 20160 16730 13510 10270 7670 6050 161600
533000 536000 33580 27120 20650 16980 13750 10520 7790 6180 163200
536000 539000 34070 27610 21140 17220 14000 10760 7910 6300 164600
539000 542000 34560 28100 21630 17470 14240 11010 8040 6420 166000

542000 545000 35050 28590 22130 17710 14490 11250 8160 6540 167500
545000 548000 35540 29080 22620 17960 14730 11500 8280 6670 169000
548000 551000 36030 29570 23110 18200 14980 11740 8500 6790 170500
551000 554000 36570 30110 23650 18480 15240 12020 8780 6920 171900
554000 557000 37120 30660 24200 18760 15520 12290 9060 7060 173400

557000 560000 37670 31210 24750 19030 15790 12570 9330 7200 174900
560000 563000 38230 31760 25300 19310 16070 12840 9610 7330 176300
563000 566000 38780 32310 25850 19580 16350 13120 9880 7470 177900
566000 569000 39330 32870 26400 19930 16620 13400 10160 7610 179300
569000 572000 39880 33420 26950 20480 16900 13670 10430 7750 180700

572000 575000 40430 33970 27510 21030 17170 13950 10710 7880 182200
575000 578000 40980 34520 28060 21580 17450 14220 10990 8030 183700
578000 581000 41530 35070 28610 22140 17720 14500 11260 8160 185200
581000 584000 42090 35620 29160 22690 18000 14770 11540 8300 186600
584000 587000 42640 36170 29710 23240 18280 15050 11810 8580 188100

587000 590000 43190 36730 30260 23790 18550 15330 12090 8850 189600
590000 593000 43740 37280 30810 24340 18830 15600 12360 9130 191000
593000 596000 44290 37830 31370 24890 19100 15880 12640 9400 192600
596000 599000 44840 38380 31920 25440 19380 16150 12920 9680 194000
599000 602000 45390 38930 32470 25990 19650 16430 13190 9950 195400

602000 605000 45950 39480 33020 26550 20080 16700 13470 10230 197000
605000 608000 46500 40030 33570 27100 20630 16980 13740 10510 198400
608000 611000 47050 40580 34120 27650 21190 17250 14020 10780 199900
611000 614000 47600 41140 34670 28200 21740 17530 14290 11060 201300
614000 617000 48150 41690 35220 28750 22290 17810 14570 11330 202800

617000 620000 48700 42240 35780 29300 22840 18080 14850 11610 204300
620000 623000 49250 42790 36330 29850 23390 18360 15120 11880 205700
623000 626000 49800 43340 36880 30410 23940 18630 15400 12160 207300
626000 629000 50360 43890 37430 30960 24490 18910 15670 12440 208700
629000 632000 50910 44440 37980 31510 25050 19180 15950 12710 210100
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632000 635000 51460 45000 38530 32060 25600 19460 16220 12990 211700
635000 638000 52010 45550 39080 32610 26150 19740 16500 13260 213100
638000 641000 52560 46100 39640 33160 26700 20240 16780 13540 214600
641000 644000 53110 46650 40190 33710 27250 20790 17050 13810 215900
644000 647000 53660 47200 40740 34260 27800 21340 17330 14090 217000

647000 650000 54220 47750 41290 34820 28350 21890 17600 14370 218000
650000 653000 54770 48300 41840 35370 28900 22440 17880 14640 219000
653000 656000 55320 48850 42390 35920 29460 22990 18150 14920 220000
656000 659000 55870 49410 42940 36470 30010 23540 18430 15190 221000
659000 662000 56420 49960 43490 37020 30560 24100 18700 15470 222100

662000 665000 56970 50510 44050 37570 31110 24650 18980 15740 223100
665000 668000 57520 51060 44600 38120 31660 25200 19260 16020 224100
668000 671000 58070 51610 45150 38680 32210 25750 19530 16300 225000
671000 674000 58630 52160 45700 39230 32760 26300 19830 16570 226000
674000 677000 59180 52710 46250 39780 33320 26850 20380 16850 227100

677000 680000 59730 53270 46800 40330 33870 27400 20930 17120 228100
680000 683000 60280 53820 47350 40880 34420 27950 21480 17400 229100
683000 686000 60830 54370 47910 41430 34970 28510 22030 17670 230100
686000 689000 61380 54920 48460 41980 35520 29060 22580 17950 231500
689000 692000 61930 55470 49010 42530 36070 29610 23140 18220 233000

692000 695000 62490 56020 49560 43090 36620 30160 23690 18500 234500
695000 698000 63040 56570 50110 43640 37170 30710 24240 18780 236100
698000 701000 63590 57120 50660 44190 37730 31260 24790 19050 237600
701000 704000 64140 57680 51210 44740 38280 31810 25340 19330 239100
704000 707000 64690 58230 51760 45290 38830 32370 25890 19600 240800

707000 710000 65250 58780 52320 45850 39380 32920 26450 19980 242300
710000 713000 65860 59390 52930 46470 39990 33530 27070 20590 243800
713000 716000 66480 60000 53540 47080 40610 34140 27680 21210 245300
716000 719000 67090 60620 54150 47690 41220 34750 28290 21820 246900
719000 722000 67700 61230 54770 48300 41830 35370 28900 22430 248400

722000 725000 68320 61840 55380 48920 42440 35980 29520 23040 250000
725000 728000 68930 62450 55990 49530 43060 36590 30130 23660 251600
728000 731000 69540 63070 56600 50140 43670 37210 30740 24270 253100
731000 734000 70150 63680 57220 50750 44280 37820 31350 24880 254600
734000 737000 70770 64290 57830 51370 44890 38430 31970 25490 256200

737000 740000 71380 64900 58440 51980 45510 39040 32580 26110 257700

740000円 71680 65210 58750 52290 45810 39350 32890 26410 259200

740000円を超え

790000円に満た

ない金額

740000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のう

ち740000円を超える金額の2042％に相当する金額を加算した金額

259200 円 に、
その月の社会保
険料等控除後の
給与等の金額の
うち 740000 円
を超える金額の
4084％に相当
する金額を加算
した金額

令
和

年

月


日
水
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報








その月の社会保
険料等控除後の
給与等の金額

甲

乙扶 養 親 族 等 の 数

０ 人 １ 人 ２ 人 ３ 人 ４ 人 ５ 人 ６ 人 ７ 人

以 上 未 満 税 額 税 額
円 円 円 円 円 円 円 円

790000円 81890 75420 68960 62500 56020 49560 43100 36620

790000円を超え

960000円に満た

ない金額

790000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のう

ち790000円を超える金額の23483％に相当する金額を加算した金額

円 円 円 円 円 円 円 円
960000円 121820 115340 108880 102420 95940 89480 83020 76540

960000円を超え

1710000円に満た

ない金額

960000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のう

ち960000円を超える金額の33693％に相当する金額を加算した金額

円
1710000円

円 円 円 円 円 円 円 円
374520 368040 361580 355120 348640 342180 335720 329240 655400

1710000円を超え

2130000円に満た

ない金額

1710000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のう

ち1710000円を超える金額の4084％に相当する金額を加算した金額

655400 円 に、
その月の社会保
険料等控除後の
給与等の金額の
うち1710000円
を超える金額の
45945％に相当
する金額を加算
した金額

円 円 円 円 円 円 円 円
2130000円 549440 542970 536500 530040 523570 517110 510640 504170

2130000円を超え

2170000円に満た

ない金額

2130000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のう

ち2130000円を超える金額の4084％に相当する金額を加算した金額

円 円 円 円 円 円 円 円
2170000円 571220 564750 558280 551820 545350 538880 532420 525950

2170000円を超え

2210000円に満た

ない金額

2170000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のう

ち2170000円を超える金額の4084％に相当する金額を加算した金額

円 円 円 円 円 円 円 円
2210000円 593000 586520 580060 573600 567120 560660 554200 547730

2210000円を超え

2250000円に満た

ない金額

2210000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のう

ち2210000円を超える金額の4084％に相当する金額を加算した金額

円 円 円 円 円 円 円 円
2250000円 614770 608300 601840 595380 588900 582440 575980 569500

2250000円を超え

3500000円に満た

ない金額

2250000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のう

ち2250000円を超える金額の4084％に相当する金額を加算した金額



その月の社会保
険料等控除後の
給与等の金額

甲

乙扶 養 親 族 等 の 数

０ 人 １ 人 ２ 人 ３ 人 ４ 人 ５ 人 ６ 人 ７ 人

以 上 未 満 税 額 税 額
円 円 円 円 円 円 円 円

3500000円 1125270 1118800 1112340 1105880 1099400 1092940 1086480 1080000

3500000円を超え
る金額

3500000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のう
ち3500000円を超える金額の45945％に相当する金額を加算した金額

扶養親族等の数が７人を超える場合には、扶養親族等の数が７人の場合の税額から、その７人を超える

１人ごとに1610円を控除した金額

従たる給与につ
いての扶養控除
等申告書が提出
されている場合
には、当該申告
書に記載された
扶養親族等の数
に応じ、扶養親
族等１人ごとに
1610 円を、上
の各欄によって
求めた税額から
控除した金額

(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
 「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族をいう。
 「社会保険料等」とは、所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料及び同法第七十五条第二項に規
定する小規模企業共済等掛金をいう。

(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があった居住者については、
 まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額
を控除した金額を求める。
 当該申告書により申告された扶養親族等（所得税法第百八十六条の二の規定により当該申告書に記載が
されていないものとされる源泉控除対象配偶者及び同法第百八十六条の三の規定により当該申告書に記載
がされていないものとされる源泉控除対象親族を除くものとし、当該扶養親族等が同法第百九十四条第五
項に規定する国外居住親族（において「国外居住親族」という。）である場合には同項に規定する書類の
提出又は提示がされた扶養親族等に限る。以下このにおいて同じ。）の数が７人以下である場合には、
により求めた金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その
行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額
が、その求める税額である。
 当該申告書により申告された扶養親族等の数が７人を超える場合には、により求めた金額に応じて、
扶養親族等の数が７人であるものとしてにより求めた税額から、扶養親族等の数が７人を超える１人ご
とに1610円を控除した金額が、その求める税額である。
 及びの場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する
旨の記載があるとき（当該勤労学生が所得税法第二条第一項第三十二号ロ又はハに掲げる者に該当すると
きは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、同法第百九十四条第四項に規定する書類の
提出又は提示があったとき）は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに１人を加算した数を、当
該申告書にその居住者の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は同法第八十五条第二項に規定す
る同居特別障害者（当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、同法第百九十四条第
五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。）がある旨の記載があ
るときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに１人を加算した数を、それぞれ及びの扶養
親族等の数とする。

 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者（従たる給与についての扶養控除等申告書の提出が
あった居住者を含む。）については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除さ
れる社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金
額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額（従たる給与についての
扶養控除等申告書の提出があった場合には、当該申告書により申告された扶養親族等（所得税法第百八十六
条の二の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者及び同法第百八十六
条の三の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象親族を除くものとし、当該
扶養親族等が同法第百九十五条第五項の記載がされた者である場合には同項に規定する書類の提出又は提示
がされた扶養親族等に限る。）の数に応じ、その申告された扶養親族等１人ごとに1610円を控除した金額）
が、その求める税額である。
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別表第二 令和８年１月１日以後の給与所得の源泉徴収税額表（日額表）（法第二十九条
関係）



その日の社会保
険料等控除後の
給与等の金額

甲

乙 丙扶 養 親 族 等 の 数

０ 人 １ 人 ２ 人 ３ 人 ４ 人 ５ 人 ６ 人 ７ 人

以 上 未 満 税 額 税 額 税 額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

3500円未満 0 0 0 0 0 0 0 0 その日の社会保険料等控
除後の給与
等の金額の
3063 ％に相
当する金額

0

3500 3600 5 0 0 0 0 0 0 0 120 0
3600 3700 10 0 0 0 0 0 0 0 130 0
3700 3800 15 0 0 0 0 0 0 0 130 0
3800 3900 20 0 0 0 0 0 0 0 130 0
3900 4000 25 0 0 0 0 0 0 0 140 0

4000 4100 30 0 0 0 0 0 0 0 140 0
4100 4200 35 0 0 0 0 0 0 0 150 0
4200 4300 40 0 0 0 0 0 0 0 160 0
4300 4400 45 0 0 0 0 0 0 0 170 0
4400 4500 50 0 0 0 0 0 0 0 190 0

4500 4600 55 5 0 0 0 0 0 0 200 0
4600 4700 60 10 0 0 0 0 0 0 220 0
4700 4800 65 15 0 0 0 0 0 0 230 0
4800 4900 70 20 0 0 0 0 0 0 260 0
4900 5000 75 25 0 0 0 0 0 0 270 0

5000 5100 80 30 0 0 0 0 0 0 290 0
5100 5200 85 35 0 0 0 0 0 0 300 0
5200 5300 90 40 0 0 0 0 0 0 310 0
5300 5400 95 40 0 0 0 0 0 0 330 0
5400 5500 100 45 0 0 0 0 0 0 340 0

5500 5600 100 50 0 0 0 0 0 0 360 0
5600 5700 105 55 0 0 0 0 0 0 370 0
5700 5800 110 55 5 0 0 0 0 0 390 0
5800 5900 115 60 5 0 0 0 0 0 400 0
5900 6000 115 65 10 0 0 0 0 0 420 0

6000 6100 120 65 15 0 0 0 0 0 430 0
6100 6200 125 70 15 0 0 0 0 0 470 0
6200 6300 125 75 20 0 0 0 0 0 500 0
6300 6400 130 75 25 0 0 0 0 0 540 0
6400 6500 135 80 30 0 0 0 0 0 570 0

6500 6600 135 85 30 0 0 0 0 0 610 0
6600 6700 140 90 35 0 0 0 0 0 640 0
6700 6800 150 90 40 0 0 0 0 0 680 0
6800 6900 155 95 40 0 0 0 0 0 710 0
6900 7000 155 100 45 0 0 0 0 0 750 0

7000 7100 160 100 50 0 0 0 0 0 780 0
7100 7200 165 105 50 0 0 0 0 0 810 0
7200 7300 165 110 55 5 0 0 0 0 840 0
7300 7400 170 110 60 5 0 0 0 0 860 0
7400 7500 175 115 65 10 0 0 0 0 900 0

7500 7600 175 120 65 15 0 0 0 0 930 0
7600 7700 180 125 70 15 0 0 0 0 960 0
7700 7800 185 125 75 20 0 0 0 0 990 0
7800 7900 190 130 75 25 0 0 0 0 1030 0
7900 8000 190 135 80 30 0 0 0 0 1060 0



その日の社会保
険料等控除後の
給与等の金額

甲

乙 丙扶 養 親 族 等 の 数

０ 人 １ 人 ２ 人 ３ 人 ４ 人 ５ 人 ６ 人 ７ 人

以 上 未 満 税 額 税 額 税 額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

8000 8100 195 135 85 30 0 0 0 0 1090 0
8100 8200 200 140 85 35 0 0 0 0 1130 0
8200 8300 200 150 90 40 0 0 0 0 1160 0
8300 8400 205 150 95 40 0 0 0 0 1190 0
8400 8500 210 155 100 45 0 0 0 0 1240 0

8500 8600 210 160 100 50 0 0 0 0 1270 0
8600 8700 215 165 105 50 0 0 0 0 1300 0
8700 8800 220 165 110 55 5 0 0 0 1330 0
8800 8900 225 170 110 60 5 0 0 0 1370 0
8900 9000 225 175 115 65 10 0 0 0 1400 0

9000 9100 230 175 120 65 15 0 0 0 1430 0
9100 9200 235 180 120 70 15 0 0 0 1470 0
9200 9300 235 185 125 75 20 0 0 0 1500 0
9300 9400 240 185 130 75 25 0 0 0 1530 0
9400 9500 245 190 135 80 25 0 0 0 1570 0

9500 9600 245 195 135 85 30 0 0 0 1600 0
9600 9700 250 200 140 85 35 0 0 0 1640 0
9700 9800 255 200 150 90 40 0 0 0 1680 0
9800 9900 260 205 150 95 40 0 0 0 1730 1
9900 10000 260 210 155 100 45 0 0 0 1760 5

10000 10100 265 210 160 100 50 0 0 0 1800 8
10100 10200 270 215 165 105 55 0 0 0 1830 12
10200 10300 275 220 165 110 55 5 0 0 1850 15
10300 10400 280 225 170 115 60 10 0 0 1880 19
10400 10500 285 230 175 115 65 10 0 0 1910 22

10500 10600 295 230 180 120 70 15 0 0 1930 26
10600 10700 300 235 185 125 75 20 0 0 1960 29
10700 10800 310 240 185 130 75 25 0 0 2000 33
10800 10900 320 245 190 135 80 30 0 0 2030 36
10900 11000 325 250 195 135 85 30 0 0 2060 40

11000 11100 335 250 200 140 90 35 0 0 2100 43
11100 11200 340 255 205 150 95 40 0 0 2130 47
11200 11300 350 260 205 155 95 45 0 0 2160 51
11300 11400 360 265 210 160 100 50 0 0 2210 55
11400 11500 365 270 215 160 105 50 0 0 2240 58

11500 11600 375 270 220 165 110 55 5 0 2270 62
11600 11700 380 275 225 170 115 60 5 0 2310 65
11700 11800 395 285 225 175 115 65 10 0 2340 69
11800 11900 405 290 230 180 120 70 15 0 2370 72
11900 12000 410 300 235 180 125 70 20 0 2410 76

12000 12100 420 310 240 185 130 75 25 0 2440 79
12100 12200 425 315 245 190 135 80 25 0 2470 83
12200 12300 435 325 245 195 135 85 30 0 2510 86
12300 12400 445 330 250 200 140 90 35 0 2540 90
12400 12500 450 340 255 200 150 90 40 0 2570 93

12500 12600 460 350 260 205 155 95 45 0 2600 98
12600 12700 465 355 265 210 160 100 45 0 2630 101
12700 12800 475 365 265 215 160 105 50 0 2660 105
12800 12900 485 370 270 220 165 110 55 0 2700 108
12900 13000 490 380 275 220 170 110 60 5 2750 112

令
和

年

月


日
水
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報








その日の社会保
険料等控除後の
給与等の金額

甲

乙 丙扶 養 親 族 等 の 数

０ 人 １ 人 ２ 人 ３ 人 ４ 人 ５ 人 ６ 人 ７ 人

以 上 未 満 税 額 税 額 税 額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

13000 13100 500 395 285 225 175 115 65 10 2810 115
13100 13200 505 400 290 230 180 120 65 15 2870 119
13200 13300 515 410 300 235 180 125 70 20 2920 122
13300 13400 525 415 305 240 185 130 75 20 2980 126
13400 13500 530 425 315 240 190 130 80 25 3030 129

13500 13600 540 435 325 245 195 135 85 30 3090 133
13600 13700 545 440 330 250 200 140 85 35 3140 136
13700 13800 555 450 340 255 200 150 90 40 3210 140
13800 13900 565 455 345 260 205 155 95 40 3260 144
13900 14000 570 465 355 260 210 155 100 45 3320 149

14000 14100 580 475 365 265 215 160 105 50 3380 153
14100 14200 585 480 370 270 220 165 105 55 3430 157
14200 14300 595 490 380 275 220 170 110 60 3490 161
14300 14400 605 495 385 280 225 175 115 60 3540 165
14400 14500 610 505 400 290 230 175 120 65 3600 169

14500 14600 620 515 410 295 235 180 125 70 3660 173
14600 14700 625 520 415 305 240 185 125 75 3720 177
14700 14800 640 530 425 315 240 190 130 80 3770 181
14800 14900 650 535 430 320 245 195 135 80 3830 185
14900 15000 655 545 440 330 250 195 140 85 3880 189

15000 15100 670 555 450 335 255 200 150 90 3940 193
15100 15200 685 560 455 345 260 205 150 95 4000 198
15200 15300 700 570 465 355 260 210 155 100 4050 202
15300 15400 715 575 470 360 265 215 160 100 4110 206
15400 15500 730 585 480 370 270 215 165 105 4170 210

15500 15600 750 595 490 375 275 220 170 110 4230 214
15600 15700 765 600 495 385 280 225 170 115 4280 218
15700 15800 780 610 505 400 290 230 175 120 4340 222
15800 15900 795 615 510 405 295 235 180 120 4390 226
15900 16000 810 625 520 415 305 235 185 125 4440 230

16000 16100 830 640 530 420 310 240 190 130 4500 234
16100 16200 845 645 535 430 320 245 190 135 4550 238
16200 16300 860 655 545 440 330 250 195 140 4600 242
16300 16400 880 665 550 445 335 255 200 140 4660 247
16400 16500 895 680 560 455 345 255 205 150 4720 251

16500 16600 915 695 570 460 350 260 210 155 4770 255
16600 16700 930 710 575 470 360 265 210 160 4820 259
16700 16800 945 730 585 480 370 270 215 165 4870 263
16800 16900 960 745 590 485 375 275 220 165 4930 267
16900 17000 975 760 600 495 385 280 225 170 4980 271

17000 17100 995 775 610 500 395 285 230 175 5030 275
17100 17200 1010 790 615 510 405 295 230 180 5080 279
17200 17300 1025 810 625 520 415 300 235 185 5150 283
17300 17400 1040 825 635 525 420 310 240 185 5200 287
17400 17500 1055 840 645 535 430 320 245 190 5250 292

17500 17600 1075 855 655 540 435 325 250 195 5300 296
17600 17700 1090 870 660 550 445 335 250 200 5360 300
17700 17800 1105 895 675 560 455 340 255 205 5400 304
17800 17900 1125 910 695 565 460 350 260 205 5450 308
17900 18000 1140 925 710 575 470 360 265 210 5500 312



その日の社会保
険料等控除後の
給与等の金額

甲

乙 丙扶 養 親 族 等 の 数

０ 人 １ 人 ２ 人 ３ 人 ４ 人 ５ 人 ６ 人 ７ 人

以 上 未 満 税 額 税 額 税 額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

18000 18100 1160 940 725 580 475 365 270 215 5550 316
18100 18200 1175 955 740 590 485 375 270 220 5610 320
18200 18300 1190 975 755 600 495 380 275 225 5650 324
18300 18400 1205 990 775 605 500 395 285 225 5700 328
18400 18500 1225 1010 790 615 510 405 295 230 5750 332

18500 18600 1240 1025 810 625 520 415 305 235 5800 336
18600 18700 1260 1045 830 640 530 420 310 240 5850 341
18700 18800 1280 1060 845 645 535 430 320 245 5890 345
18800 18900 1295 1080 865 655 545 440 330 250 5940 349
18900 19000 1315 1100 885 670 555 450 340 255 5990 353

19000 19100 1330 1115 905 690 565 460 350 260 6040 357
19100 19200 1350 1140 925 705 575 465 355 265 6100 361
19200 19300 1375 1155 940 725 580 475 365 270 6140 365
19300 19400 1390 1175 960 740 590 485 375 270 6190 369
19400 19500 1410 1195 975 760 600 495 385 280 6240 373

19500 19600 1425 1210 995 780 610 505 400 285 6290 378
19600 19700 1445 1230 1015 795 620 510 405 295 6340 386
19700 19800 1465 1245 1030 815 625 520 415 305 6380 395
19800 19900 1480 1265 1050 830 640 530 425 315 6430 403
19900 20000 1500 1285 1065 850 650 540 435 325 6480 411

20000 20100 1515 1300 1085 870 660 550 445 330 6530 419
20100 20200 1535 1320 1105 890 675 555 450 340 6590 427
20200 20300 1555 1335 1125 910 695 565 460 350 6630 435
20300 20400 1570 1355 1145 925 710 575 470 360 6680 444
20400 20500 1590 1380 1160 945 730 585 480 370 6730 452

20500 20600 1610 1395 1180 965 745 595 490 375 6780 460
20600 20700 1630 1415 1200 980 765 600 495 385 6830 468
20700 20800 1650 1430 1215 1000 785 610 505 400 6870 476
20800 20900 1665 1450 1235 1015 800 620 515 410 6920 484
20900 21000 1685 1470 1250 1035 820 635 525 420 6970 493

21000 21100 1700 1485 1270 1055 835 645 535 425 7020 501
21100 21200 1720 1505 1290 1070 855 650 540 435 7080 509
21200 21300 1740 1520 1305 1090 880 660 550 445 7120 517
21300 21400 1755 1540 1325 1105 895 680 560 455 7170 525
21400 21500 1775 1560 1340 1130 915 700 570 465 7210 533

21500 21600 1790 1575 1365 1150 930 715 580 470 7250 542
21600 21700 1810 1595 1385 1165 950 735 585 480 7280 550
21700 21800 1830 1615 1400 1185 970 750 595 490 7310 558
21800 21900 1850 1635 1420 1200 985 770 605 500 7340 566
21900 22000 1870 1655 1435 1220 1005 790 615 510 7380 574

22000 22100 1885 1670 1455 1240 1020 805 625 515 7410 582
22100 22200 1905 1690 1475 1255 1040 825 635 525 7440 591
22200 22300 1925 1705 1490 1275 1060 840 645 535 7480 599
22300 22400 1940 1725 1510 1290 1075 860 655 545 7510 607
22400 22500 1960 1745 1525 1310 1095 885 665 555 7550 615

22500 22600 1975 1760 1545 1330 1110 900 685 560 7590 623
22600 22700 1995 1780 1565 1345 1135 920 705 570 7620 631
22700 22800 2015 1795 1580 1370 1155 935 720 580 7650 640
22800 22900 2030 1815 1600 1385 1170 955 740 590 7680 648
22900 23000 2050 1835 1620 1405 1190 975 755 600 7730 656

令
和

年

月


日
水
曜
日
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外
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号
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官
報


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

その日の社会保
険料等控除後の
給与等の金額

甲

乙 丙扶 養 親 族 等 の 数

０ 人 １ 人 ２ 人 ３ 人 ４ 人 ５ 人 ６ 人 ７ 人

以 上 未 満 税 額 税 額 税 額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

23000 23100 2065 1855 1640 1425 1205 990 775 605 7780 664
23100 23200 2085 1875 1660 1440 1225 1010 795 615 7830 672
23200 23300 2110 1890 1675 1460 1245 1025 810 625 7880 681
23300 23400 2125 1910 1695 1475 1260 1045 830 640 7940 689
23400 23500 2145 1930 1710 1495 1280 1065 845 650 7990 697

23500 23600 2160 1945 1730 1515 1295 1080 865 655 8050 705
23600 23700 2180 1965 1750 1530 1315 1100 890 670 8100 713
23700 23800 2200 1985 1770 1550 1335 1125 910 690 8150 721
23800 23900 2220 2005 1790 1570 1355 1145 930 710 8200 730
23900 24000 2240 2025 1810 1590 1380 1165 950 730 8250 738

24000円 2250 2035 1820 1600 1390 1175 960 740 8300 746

24000円を超え

26500円に満た

ない金額

24000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

のうち24000円を超える金額の2042％に相当する金額を加算した金額

8300 円 に、
その日の社会
保険料等控除
後の給与等の
金額のうち
24000円を超
える金額の
4084 ％に相
当する金額を
加算した金額

746円に、そ
の日の社会保
険料等控除後
の給与等の金
額 の う ち
24000円を超
える金額の
1021 ％に相
当する金額を
加算した金額

円 円 円 円 円 円 円 円 円
26500円 2760 2545 2330 2115 1900 1685 1470 1250 1001

26500円を超え

32500円に満た

ない金額

26500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

のうち26500円を超える金額の23483％に相当する金額を加算した金額

1001 円 に、
その日の社会
保険料等控除
後の給与等の
金額のうち
26500円を超
える金額の
2042 ％に相
当する金額を
加算した金額

円 円 円 円 円 円 円 円 円
32500円 4170 3955 3740 3525 3310 3095 2880 2660 2226

32500円を超え

57500円に満た

ない金額

32500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

のうち32500円を超える金額の33693％に相当する金額を加算した金額

2226 円 に、
その日の社会
保険料等控除
後の給与等の
金額のうち
32500円を超
える金額の
25525％に相
当する金額を
加算した金額



その日の社会保
険料等控除後の
給与等の金額

甲

乙 丙扶 養 親 族 等 の 数

０ 人 １ 人 ２ 人 ３ 人 ４ 人 ５ 人 ６ 人 ７ 人

以 上 未 満 税 額 税 額 税 額

57500円
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

12595 12380 12165 11950 11735 11520 11305 11085 21980 8608

57500円を超え

71000円に満た

ない金額

57500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

のうち57500円を超える金額の4084％に相当する金額を加算した金額

21980円に、
その日の社会
保険料等控除
後の給与等の
金額のうち
57500円を超
える金額の
45945％に相
当する金額を
加算した金額

8608 円 に、
その日の社会
保険料等控除
後の給与等の
金額のうち
57500円を超
える金額の
33693％に相
当する金額を
加算した金額

71000円
円 円 円 円 円 円 円 円

18225 18010 17795 17575 17360 17145 16935 16715

71000円を超え

72500円に満た

ない金額

71000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

のうち71000円を超える金額の4084％に相当する金額を加算した金額

72500円
円 円 円 円 円 円 円 円

19020 18805 18590 18370 18160 17945 17730 17510

72500円を超え

73500円に満た

ない金額

72500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

のうち72500円を超える金額の4084％に相当する金額を加算した金額

73500円
円 円 円 円 円 円 円 円

19615 19400 19185 18965 18750 18535 18320 18100

73500円を超え

75000円に満た

ない金額

73500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

のうち73500円を超える金額の4084％に相当する金額を加算した金額

75000円
円 円 円 円 円 円 円 円

20410 20195 19980 19760 19545 19330 19120 18900

75000円を超え

116500円に満

たない金額

75000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

のうち75000円を超える金額の4084％に相当する金額を加算した金額

令
和

年

月


日
水
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報








その日の社会保
険料等控除後の
給与等の金額

甲

乙 丙扶 養 親 族 等 の 数

０ 人 １ 人 ２ 人 ３ 人 ４ 人 ５ 人 ６ 人 ７ 人

以 上 未 満 税 額 税 額 税 額
円

(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
 「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族をいう。
 「社会保険料等」とは、所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料及び同法第七十五条第二項に規
定する小規模企業共済等掛金をいう。

(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があった居住者については、
 まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額
を控除した金額を求める。
 当該申告書により申告された扶養親族等（所得税法第百八十六条の二の規定により当該申告書に記載が
されていないものとされる源泉控除対象配偶者及び同法第百八十六条の三の規定により当該申告書に記載
がされていないものとされる源泉控除対象親族を除くものとし、当該扶養親族等が同法第百九十四条第五
項に規定する国外居住親族（において「国外居住親族」という。）である場合には同項に規定する書類の
提出又は提示がされた扶養親族等に限る。以下このにおいて同じ。）の数が７人以下である場合には、
により求めた金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その
行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額
が、その求める税額である。
 当該申告書により申告された扶養親族等の数が７人を超える場合には、により求めた金額に応じて、
扶養親族等の数が７人であるものとしてにより求めた税額から、扶養親族等の数が７人を超える１人ご
とに50円を控除した金額が、その求める税額である。
 及びの場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する
旨の記載があるとき（当該勤労学生が所得税法第二条第一項第三十二号ロ又はハに掲げる者に該当すると
きは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、同法第百九十四条第四項に規定する書類の
提出又は提示があったとき）は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに１人を加算した数を、当
該申告書にその居住者の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は同法第八十五条第二項に規定す
る同居特別障害者（当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、同法第百九十四条第
五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。）がある旨の記載があ
るときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに１人を加算した数を、それぞれ及びの扶養
親族等の数とする。

116500円
円 円 円 円 円 円 円 円

37360 37145 36930 36710 36495 36280 36070 35850 28486

116500円 を 超

える金額

116500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

のうち116500円を超える金額の45945％に相当する金額を加算した金額

28486円に、
その日の社会
保険料等控除
後の給与等の
金額のうち
116500 円 を
超える金額の
4084 ％に相
当する金額を
加算した金額

扶養親族等の数が７人を超える場合には、扶養親族等の数が７人の場合の税額から、その７

人を超える１人ごとに50円を控除した金額

従たる給与に
ついての扶養
控除等申告書
が提出されて
いる場合に
は、当該申告
書に記載され
た扶養親族等
の数に応じ、
扶養親族等１
人ごとに50円
を、上の各欄
によって求め
た税額から控
除した金額



 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者（従たる給与についての扶養控除等申告書の提出が
あった居住者を含む。）については、
 に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される
社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」
欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額（従たる給与についての扶
養控除等申告書の提出があった場合には、当該申告書により申告された扶養親族等（所得税法第百八十六
条の二の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者及び同法第百八十
六条の三の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象親族を除くものとし、
当該扶養親族等が同法第百九十五条第五項の記載がされた者である場合には同項に規定する書類の提出又
は提示がされた扶養親族等に限る。）の数に応じ、その申告された扶養親族等１人ごとに50円を控除した金
額）が、その求める税額である。
 その給与等が所得税法第百八十五条第一項第三号に掲げる給与等であるときは、その居住者のその日の
給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に
応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わる
ところに記載されている金額が、その求める税額である。

令
和

年

月


日
水
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






賞 与 の
金 額 に
乗 ず べ
き 率

甲

乙扶 養 親 族 等 の 数

０ 人 １ 人 ２ 人 ３ 人 ４ 人 ５ 人 ６ 人 ７ 人 以 上

前 月 の 社 会 保 険 料 等 控 除 後 の 給 与 等 の 金 額 前月の社会保険料等控
除後の給与等の金額

以 上 未 満 以 上 未 満 以 上 未 満 以 上 未 満 以 上 未 満 以 上 未 満 以 上 未 満 以 上 未 満 以 上 未 満
％ 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

0000 82千円未満 107千円未満 143千円未満 181千円未満 218千円未満 251千円未満 284千円未満 317千円未満

別表第三 令和８年１月１日以後の賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表（法第二十九条関係）

2042 82 94 107 250 143 276 181 300 218 300 251 304 284 343 317 383
4084 94 260 250 289 276 321 300 354 300 387 304 412 343 438 383 463
6126 260 309 289 346 321 377 354 405 387 431 412 457 438 483 463 508

8168 309 342 346 373 377 400 405 424 431 452 457 479 483 505 508 529
10210 342 372 373 401 400 426 424 452 452 477 479 503 505 527 529 552 224千円未満
12252 372 402 401 430 426 457 452 484 477 509 503 531 527 553 552 578

14294 402 433 430 463 457 492 484 517 509 540 531 564 553 589 578 614
16336 433 520 463 520 492 525 517 550 540 577 564 604 589 630 614 657
18378 520 605 520 621 525 636 550 651 577 666 604 681 630 697 657 708

20420 605 684 621 705 636 728 651 751 666 774 681 798 697 821 708 845 224 295
22462 684 715 705 739 728 764 751 788 774 813 798 838 821 862 845 887
24504 715 752 739 778 764 804 788 830 813 856 838 881 862 907 887 933

26546 752 795 778 821 804 848 830 876 856 903 881 930 907 957 933 985
28588 795 854 821 882 848 910 876 938 903 966 930 994 957 1022 985 1051
30630 854 922 882 952 910 983 938 1013 966 1044 994 1074 1022 1104 1051 1135 295 527

32672 922 1318 952 1342 983 1367 1013 1391 1044 1416 1074 1440 1104 1464 1135 1489
35735 1318 1521 1342 1526 1367 1526 1391 1538 1416 1555 1440 1555 1464 1555 1489 1583
38798 1521 2621 1526 2645 1526 2669 1538 2693 1555 2716 1555 2740 1555 2764 1583 2788 527 1118

41861 2621 3495 2645 3527 2669 3559 2693 3590 2716 3622 2740 3654 2764 3685 2788 3717

45945 3495千円以上 3527千円以上 3559千円以上 3590千円以上 3622千円以上 3654千円以上 3685千円以上 3717千円以上 1118千円以上

（注） この表における用語については、次に定めるところによる。
 「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族をいう。
 「社会保険料等」とは、所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料及び同法第七十五条第二項に規定する小規模企業共済等掛金をいう。

（備考） 賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。
 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があった居住者については、に該当する場合を除き、
 まず、その居住者の前月中の給与等（賞与を除く。以下この表において同じ。）の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額（以下この表において「前月中の社会保険料等の金額」という。）を控除した
金額を求める。
 次に、当該申告書により申告された扶養親族等（所得税法第百八十六条の二の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者及び同法第百八十六条の三の規定により当該申告書に記載がされ
ていないものとされる源泉控除対象親族を除くものとし、当該扶養親族等が同法第百九十四条第五項に規定する国外居住親族（において「国外居住親族」という。）である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされ
た扶養親族等に限る。において同じ。）の数とにより求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
 により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
 の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき（当該勤労学生が所得税法第二条第一項第三十二号ロ又はハに掲げる者に該当するとき
は、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、同法第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があったとき）は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに１人を加算した数を、当該申告書にその居
住者の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は同法第八十五条第二項に規定する同居特別障害者（当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、同法第百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提
示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。）がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに１人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。
 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者（従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があった居住者を含む。）については、に該当する場合を除き、
 その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
 により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
 により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合又はその賞与の金額（当該金額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、その控除後の金額）が前月
中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第三項第一号イ若しくはロ又は第二号の規定により税額を計算する。
 からまでの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から
控除される社会保険料等の金額を当該倍数で除して計算した金額をもって、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料等の金額とみなす。
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
年

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
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号
)

官
報






別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
そ
の
月
の
社
会
保
険
料
等

控
除
後
の
給
与
等
の
金
額

給
与

所
得

控
除

の
額

以
上

以
下

円
円

158333
54167円

158334
299999

そ
の
月
の
社
会
保
険
料
等
控
除
後
の
給
与
等
の
金
額
×
30％

＋
6667円

300000
549999

そ
の
月
の
社
会
保
険
料
等
控
除
後
の
給
与
等
の
金
額
×
20％

＋
36667円

550000
708330

そ
の
月
の
社
会
保
険
料
等
控
除
後
の
給
与
等
の
金
額
×
10％

＋
91667円
162500円


給
与
所
得
控
除
の
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
上
げ
た
額
を
も
っ
て
そ
の
求
め
る
給

与
所
得
控
除
の
額
と
す
る
。

708331

円
以
下

円
以
上

別
表
第
二
中
「扶

養
控
除
の
額

」
の
次
に
「又

は
特
定
親
族
特
別
控
除
の
額

」
を
加
え
、「控

除
対
象
扶
養
親
族

」
を

「源
泉
控
除
対
象
親
族

」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
三
そ
の
月
の
社
会
保
険
料
等

控
除
後
の
給
与
等
の
金
額

基
礎

控
除

の
額

以
上

以
下

円
円

2120833
48334円

2120834
2162499

40000円
2162500

2204166
26667円

2204167
2245833

13334円
０
円

2245834

円
以
下

円
以
上

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
三

別
表
第
三

都
道
府
県

病
院

基
礎
係
数
機
能
評
価

係
数
Ⅱ

救
急
補
正

係
数

激
変
緩
和

係
数

都
道
府
県

病
院

基
礎
係
数
機
能
評
価

係
数
Ⅱ

救
急
補
正

係
数

激
変
緩
和

係
数

（
略
）

（
略
）

30470



削
除


削
除


削
除


削
除


削
除


削
除


30470



東
京


医
療
法
人
啓
仁
会
吉
祥
寺
南
病
院












10451




00986




00321




－
00236




（
略
）

（
略
）

30761



削
除


削
除


削
除


削
除


削
除


削
除


30761



静
岡


社
会
医
療
法
人
駿
甲
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ホ
ス
ピ
タ
ル
甲
賀
病
院





















10451




00645




00256




00000




（
略
）

（
略
）

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
財
務
省
告
示
第
百
二
十
三
号

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平

成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
号
に
規

定
す
る
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
百
八
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
が
定
め
る
方
法

及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
計
算
を
勘
案
し
て
財
務
大
臣
が
定
め
る
方
法
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
四
年
三
月
財
務

省
告
示
第
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
一
月
一
日
以
後
に
支
払
う
べ
き
法
第
二
十
九
条
第

一
項
に
規
定
す
る
給
与
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
払
う
べ
き
同
項
に
規
定
す
る
給
与
等
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

財
務
大
臣

加
藤

勝
信

本
文
第
一
項
第
三
号
中
「
主
た
る
給
与
等
に
係
る
源
泉
控
除
対
象
配
偶
者
及
び
控
除
対
象
扶
養
親
族
」
を
「
主
た
る

給
与
等
に
係
る
源
泉
控
除
対
象
配
偶
者
及
び
源
泉
控
除
対
象
親
族
」
に
改
め
、「
扶
養
控
除
の
額
」
の
下
に
「
若
し
く
は

特
定
親
族
特
別
控
除
の
額
」
を
加
え
、
本
文
第
二
項
第
二
号
中
「
第
二
条
第
一
項
第
三
十
四
号
の
二
」
を
「
第
二
条
第

一
項
第
三
十
四
号
の
五
」
に
、「
控
除
対
象
扶
養
親
族
」
を
「
源
泉
控
除
対
象
親
族
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と

し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等
申
告
書
を
提
出
し
た
所
得
税
法
第
百
八
十
九
条
第
一
項
の
居
住
者
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
対
象
居
住
者
」
と
い
う
。）の
当
該
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等
申
告
書
に
同
法
第
二
条
第
一
項
第
三

十
四
号
の
五
に
規
定
す
る
源
泉
控
除
対
象
親
族（
同
法
第
八
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
親
族
に
限
る
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
源
泉
控
除
対
象
親
族
」
と
い
う
。）で
あ
る
旨
の
記
載
が
さ
れ
た
者
（
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
「
対
象
者
」
と
い
う
。）が
、
他
の
者
を
、
当
該
対
象
者
の
提
出
し
た
同
法
第
百
九
十
四
条
第
八
項
に
規
定
す

る
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等
申
告
書
又
は
同
法
第
百
九
十
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
従
た
る
給
与
に
つ
い
て
の

扶
養
控
除
等
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
源
泉
控
除
対
象
親
族
と
し
て
同
法
第
百
八
十
五
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は

第
二
号
又
は
第
百
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
当

該
対
象
者
は
当
該
対
象
居
住
者
の
提
出
し
た
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等
申
告
書
に
源
泉
控
除
対
象
親
族
で
あ
る

旨
の
記
載
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
十
一
号

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
）
第
一
号
た
だ
し
書
並
び
に
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
三

号
）
別
表
４
か
ら
６
ま
で
及
び
20
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
並
び
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
病
院
、
基
礎
係
数
、
機
能
評
価
係
数
Ⅰ
、
機
能
評
価
係
数
Ⅱ
、
救
急
補
正
係
数
及
び
激
変
緩
和
係
数
（
平
成

二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
五
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿





（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
三

先
進
医
療
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
個
別
に
認
め
ら
れ

た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
実
施
す
る
先
進
医
療

第
三

先
進
医
療
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
個
別
に
認
め
ら
れ

た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
実
施
す
る
先
進
医
療

一
〜
十

（
略
）

一
〜
十

（
略
）

十
一

削
除

十
一

シ
ク
ロ
ホ
ス
フ
ァ
ミ
ド
静
脈
内
投
与
及
び
自
家
末
梢し

よ
う

血
幹
細
胞
移
植
術
の
併
用
療
法

全
身
性
強
皮

症
（
ス
テ
ロ
イ
ド
又
は
少
な
く
と
も
一
種
類
の
ス
テ
ロ
イ
ド
以
外
の
免
疫
抑
制
剤
に
抵
抗
性
を
有
す
る
も
の

に
限
る
。）

十
二
〜
二
十
四

（
略
）

十
二
〜
二
十
四

（
略
）

二
十
五

削
除

二
十
五

マ
ル
チ
プ
レ
ッ
ク
ス
遺
伝
子
パ
ネ
ル
検
査

進
行
再
発
固
形
が
ん
（
非
小
細
胞
肺
が
ん
、
乳
が
ん
、

胃
が
ん
、
大
腸
が
ん
、
膵す
い

が
ん
又
は
胆
道
が
ん
に
限
る
。）

二
十
六
〜
五
十
七

（
略
）

二
十
六
〜
五
十
七

（
略
）

五
十
八

ギ
ル
テ
リ
チ
ニ
ブ
経
口
投
与
療
法

進
行
再
発
非
小
細
胞
肺
が
ん
（
ロ
ル
ラ
チ
ニ
ブ
経
口
投
与
療
法

が
不
忍
容
で
あ
る
も
の
又
は
ロ
ル
ラ
チ
ニ
ブ
経
口
投
与
療
法
に
抵
抗
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
Ａ
Ｌ
Ｋ

融
合
遺
伝
子
陽
性
の
も
の
に
限
る
。）

（
新
設
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
九

在
宅
自
己
注
射
指
導
管
理
料
、
間
歇け
つ

注
入
シ
リ
ン
ジ
ポ
ン
プ
加
算
、
持
続
血
糖
測
定
器
加
算
及
び
注

入
器
用
注
射
針
加
算
に
規
定
す
る
注
射
薬

別
表
第
九

在
宅
自
己
注
射
指
導
管
理
料
、
間
歇け
つ

注
入
シ
リ
ン
ジ
ポ
ン
プ
加
算
、
持
続
血
糖
測
定
器
加
算
及
び
注

入
器
用
注
射
針
加
算
に
規
定
す
る
注
射
薬

（
略
）

（
略
）

ロ
ザ
ノ
リ
キ
シ
ズ
マ
ブ
製
剤

ロ
ザ
ノ
リ
キ
シ
ズ
マ
ブ
製
剤

レ
ブ
リ
キ
ズ
マ
ブ
製
剤

（
新
設
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
十

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
注
射
薬
等

第
十

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
注
射
薬
等

一

療
担
規
則
第
二
十
条
第
二
号
ト
及
び
療
担
基
準
第
二
十
条
第
三
号
ト
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
保
険
医

が
投
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
注
射
薬

一

療
担
規
則
第
二
十
条
第
二
号
ト
及
び
療
担
基
準
第
二
十
条
第
三
号
ト
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
保
険
医

が
投
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
注
射
薬

イ
ン
ス
リ
ン
製
剤
、
ヒ
ト
成
長
ホ
ル
モ
ン
剤
、
遺
伝
子
組
換
え
活
性
型
血
液
凝
固
第
Ⅶ
因
子
製
剤
、
乾
燥

濃
縮
人
血
液
凝
固
第
Ⅹ
因
子
加
活
性
化
第
Ⅶ
因
子
製
剤
、
乾
燥
人
血
液
凝
固
第
Ⅷ
因
子
製
剤
、
遺
伝
子
組
換

え
型
血
液
凝
固
第
Ⅷ
因
子
製
剤
、
乾
燥
人
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
、
遺
伝
子
組
換
え
型
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因

イ
ン
ス
リ
ン
製
剤
、
ヒ
ト
成
長
ホ
ル
モ
ン
剤
、
遺
伝
子
組
換
え
活
性
型
血
液
凝
固
第
Ⅶ
因
子
製
剤
、
乾
燥

濃
縮
人
血
液
凝
固
第
Ⅹ
因
子
加
活
性
化
第
Ⅶ
因
子
製
剤
、
乾
燥
人
血
液
凝
固
第
Ⅷ
因
子
製
剤
、
遺
伝
子
組
換

え
型
血
液
凝
固
第
Ⅷ
因
子
製
剤
、
乾
燥
人
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
、
遺
伝
子
組
換
え
型
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
十
二
号

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九
十
五
号
）
第
一
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び
患
者
申
出
療
養
並
び
に
施
設
基

準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
五
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
十
三
号

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
五
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
十
四
号

保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
第
二
十
条
第
二
号
ト
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
五
十
八

年
厚
生
省
告
示
第
十
四
号
）
第
二
十
条
第
三
号
ト
の
規
定
に
基
づ
き
、
療
担
規
則
及
び
薬
担
規
則
並
び
に
療
担
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
掲
示
事
項
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う

に
改
正
し
、
令
和
七
年
五
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿





子
製
剤
、
活
性
化
プ
ロ
ト
ロ
ン
ビ
ン
複
合
体
、
乾
燥
人
血
液
凝
固
因
子
抗
体
迂う

回
活
性
複
合
体
、
性
腺
刺
激

ホ
ル
モ
ン
放
出
ホ
ル
モ
ン
剤
、
性
腺
刺
激
ホ
ル
モ
ン
製
剤
、
ゴ
ナ
ド
ト
ロ
ピ
ン
放
出
ホ
ル
モ
ン
誘
導
体
、
ソ

マ
ト
ス
タ
チ
ン
ア
ナ
ロ
グ
、
顆か

粒
球
コ
ロ
ニ
ー
形
成
刺
激
因
子
製
剤
、
自
己
連
続
携
行
式
腹
膜
灌か
ん

流
用
灌か
ん

流

液
、
在
宅
中
心
静
脈
栄
養
法
用
輸
液
、
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
ア
ル
フ
ァ
製
剤
、
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
ベ
ー
タ

製
剤
、
ブ
プ
レ
ノ
ル
フ
ィ
ン
製
剤
、
抗
悪
性
腫
瘍
剤
、
グ
ル
カ
ゴ
ン
製
剤
、
グ
ル
カ
ゴ
ン
様
ペ
プ
チ
ド

１

受
容
体
ア
ゴ
ニ
ス
ト
、
ヒ
ト
ソ
マ
ト
メ
ジ
ン
Ｃ
製
剤
、
人
工
腎
臓
用
透
析
液
（
在
宅
血
液
透
析
を
行
っ
て
い

る
患
者
（
以
下
「
在
宅
血
液
透
析
患
者
」
と
い
う
。）に
対
し
て
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。）、
血
液
凝
固
阻
止

剤
（
在
宅
血
液
透
析
患
者
に
対
し
て
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。）、
生
理
食
塩
水
（
在
宅
血
液
透
析
患
者
に
対

し
て
使
用
す
る
場
合
及
び
本
号
に
掲
げ
る
注
射
薬
を
投
与
す
る
に
当
た
り
そ
の
溶
解
又
は
希
釈
に
用
い
る
場

合
に
限
る
。）、
プ
ロ
ス
タ
グ
ラ
ン
ジ
ン
I２
製
剤
、
モ
ル
ヒ
ネ
塩
酸
塩
製
剤
、
エ
タ
ネ
ル
セ
プ
ト
製
剤
、
注
射

用
水
（
本
号
に
掲
げ
る
注
射
薬
を
投
与
す
る
に
当
た
り
そ
の
溶
解
又
は
希
釈
に
用
い
る
場
合
に
限
る
。）、
ペ

グ
ビ
ソ
マ
ン
ト
製
剤
、
ス
マ
ト
リ
プ
タ
ン
製
剤
、
フ
ェ
ン
タ
ニ
ル
ク
エ
ン
酸
塩
製
剤
、
複
方
オ
キ
シ
コ
ド
ン

製
剤
、
ベ
タ
メ
タ
ゾ
ン
リ
ン
酸
エ
ス
テ
ル
ナ
ト
リ
ウ
ム
製
剤
、
デ
キ
サ
メ
タ
ゾ
ン
リ
ン
酸
エ
ス
テ
ル
ナ
ト
リ

ウ
ム
製
剤
、
デ
キ
サ
メ
タ
ゾ
ン
メ
タ
ス
ル
ホ
安
息
香
酸
エ
ス
テ
ル
ナ
ト
リ
ウ
ム
製
剤
、
プ
ロ
ト
ン
ポ
ン
プ
阻

害
剤
、
H２
遮
断
剤
、
カ
ル
バ
ゾ
ク
ロ
ム
ス
ル
ホ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
製
剤
、
ト
ラ
ネ
キ
サ
ム
酸
製
剤
、
フ
ル
ル

ビ
プ
ロ
フ
ェ
ン
ア
キ
セ
チ
ル
製
剤
、
メ
ト
ク
ロ
プ
ラ
ミ
ド
製
剤
、
プ
ロ
ク
ロ
ル
ペ
ラ
ジ
ン
製
剤
、
ブ
チ
ル
ス

コ
ポ
ラ
ミ
ン
臭
化
物
製
剤
、
グ
リ
チ
ル
リ
チ
ン
酸
モ
ノ
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
・
グ
リ
シ
ン
・
Ｌ

シ
ス
テ
イ
ン
塩

酸
塩
配
合
剤
、
ア
ダ
リ
ム
マ
ブ
製
剤
、
エ
リ
ス
ロ
ポ
エ
チ
ン
（
在
宅
血
液
透
析
又
は
在
宅
腹
膜
灌か
ん

流
を
行
っ

て
い
る
患
者
の
う
ち
腎
性
貧
血
状
態
に
あ
る
も
の
に
対
し
て
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。）、
ダ
ル
ベ
ポ
エ
チ
ン

（
在
宅
血
液
透
析
又
は
在
宅
腹
膜
灌か
ん

流
を
行
っ
て
い
る
患
者
の
う
ち
腎
性
貧
血
状
態
に
あ
る
も
の
に
対
し
て

使
用
す
る
場
合
に
限
る
。）、
テ
リ
パ
ラ
チ
ド
製
剤
、
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
製
剤
、
ヘ
パ
リ
ン
カ
ル
シ
ウ
ム
製
剤
、

オ
キ
シ
コ
ド
ン
塩
酸
塩
製
剤
、
ア
ポ
モ
ル
ヒ
ネ
塩
酸
塩
製
剤
、
セ
ル
ト
リ
ズ
マ
ブ
ペ
ゴ
ル
製
剤
、
ト
シ
リ
ズ

マ
ブ
製
剤
、
メ
ト
レ
レ
プ
チ
ン
製
剤
、
ア
バ
タ
セ
プ
ト
製
剤
、
ｐ
Ｈ
４
処
理
酸
性
人
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
（
皮

下
注
射
）
製
剤
、
電
解
質
製
剤
、
注
射
用
抗
菌
薬
、
エ
ダ
ラ
ボ
ン
製
剤
（
筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症
患
者
に
対

し
て
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。）、
ア
ス
ホ
タ
ー
ゼ

ア
ル
フ
ァ
製
剤
、
グ
ラ
チ
ラ
マ
ー
酢
酸
塩
製
剤
、
脂
肪

乳
剤
、
セ
ク
キ
ヌ
マ
ブ
製
剤
、
エ
ボ
ロ
ク
マ
ブ
製
剤
、
ブ
ロ
ダ
ル
マ
ブ
製
剤
、
ア
リ
ロ
ク
マ
ブ
製
剤
、
ベ
リ

ム
マ
ブ
製
剤
、
イ
キ
セ
キ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
ゴ
リ
ム
マ
ブ
製
剤
、
エ
ミ
シ
ズ
マ
ブ
製
剤
、イ
カ
チ
バ
ン
ト
製
剤
、

サ
リ
ル
マ
ブ
製
剤
、
デ
ュ
ピ
ル
マ
ブ
製
剤
、
ヒ
ド
ロ
モ
ル
フ
ォ
ン
塩
酸
塩
製
剤
、
イ
ン
ス
リ
ン
・
グ
ル
カ
ゴ

ン
様
ペ
プ
チ
ド

１
受
容
体
ア
ゴ
ニ
ス
ト
配
合
剤
、
ヒ
ド
ロ
コ
ル
チ
ゾ
ン
コ
ハ
ク
酸
エ
ス
テ
ル
ナ
ト
リ
ウ
ム

製
剤
、
遺
伝
子
組
換
え
ヒ
トv

o
n
W
illeb
ra
n
d

因
子
製
剤
、
ブ
ロ
ス
マ
ブ
製
剤
、
ア
ガ
ル
シ
ダ
ー
ゼ

ア

ル
フ
ァ
製
剤
、
ア
ガ
ル
シ
ダ
ー
ゼ

ベ
ー
タ
製
剤
、
ア
ル
グ
ル
コ
シ
ダ
ー
ゼ

ア
ル
フ
ァ
製
剤
、
イ
デ
ュ
ル

子
製
剤
、
活
性
化
プ
ロ
ト
ロ
ン
ビ
ン
複
合
体
、
乾
燥
人
血
液
凝
固
因
子
抗
体
迂う

回
活
性
複
合
体
、
性
腺
刺
激

ホ
ル
モ
ン
放
出
ホ
ル
モ
ン
剤
、
性
腺
刺
激
ホ
ル
モ
ン
製
剤
、
ゴ
ナ
ド
ト
ロ
ピ
ン
放
出
ホ
ル
モ
ン
誘
導
体
、
ソ

マ
ト
ス
タ
チ
ン
ア
ナ
ロ
グ
、
顆か

粒
球
コ
ロ
ニ
ー
形
成
刺
激
因
子
製
剤
、
自
己
連
続
携
行
式
腹
膜
灌か
ん

流
用
灌か
ん

流

液
、
在
宅
中
心
静
脈
栄
養
法
用
輸
液
、
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
ア
ル
フ
ァ
製
剤
、
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
ベ
ー
タ

製
剤
、
ブ
プ
レ
ノ
ル
フ
ィ
ン
製
剤
、
抗
悪
性
腫
瘍
剤
、
グ
ル
カ
ゴ
ン
製
剤
、
グ
ル
カ
ゴ
ン
様
ペ
プ
チ
ド

１

受
容
体
ア
ゴ
ニ
ス
ト
、
ヒ
ト
ソ
マ
ト
メ
ジ
ン
Ｃ
製
剤
、
人
工
腎
臓
用
透
析
液
（
在
宅
血
液
透
析
を
行
っ
て
い

る
患
者
（
以
下
「
在
宅
血
液
透
析
患
者
」
と
い
う
。）に
対
し
て
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。）、
血
液
凝
固
阻
止

剤
（
在
宅
血
液
透
析
患
者
に
対
し
て
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。）、
生
理
食
塩
水
（
在
宅
血
液
透
析
患
者
に
対

し
て
使
用
す
る
場
合
及
び
本
号
に
掲
げ
る
注
射
薬
を
投
与
す
る
に
当
た
り
そ
の
溶
解
又
は
希
釈
に
用
い
る
場

合
に
限
る
。）、
プ
ロ
ス
タ
グ
ラ
ン
ジ
ン
I２
製
剤
、
モ
ル
ヒ
ネ
塩
酸
塩
製
剤
、
エ
タ
ネ
ル
セ
プ
ト
製
剤
、
注
射

用
水
（
本
号
に
掲
げ
る
注
射
薬
を
投
与
す
る
に
当
た
り
そ
の
溶
解
又
は
希
釈
に
用
い
る
場
合
に
限
る
。）、
ペ

グ
ビ
ソ
マ
ン
ト
製
剤
、
ス
マ
ト
リ
プ
タ
ン
製
剤
、
フ
ェ
ン
タ
ニ
ル
ク
エ
ン
酸
塩
製
剤
、
複
方
オ
キ
シ
コ
ド
ン

製
剤
、
ベ
タ
メ
タ
ゾ
ン
リ
ン
酸
エ
ス
テ
ル
ナ
ト
リ
ウ
ム
製
剤
、
デ
キ
サ
メ
タ
ゾ
ン
リ
ン
酸
エ
ス
テ
ル
ナ
ト
リ

ウ
ム
製
剤
、
デ
キ
サ
メ
タ
ゾ
ン
メ
タ
ス
ル
ホ
安
息
香
酸
エ
ス
テ
ル
ナ
ト
リ
ウ
ム
製
剤
、
プ
ロ
ト
ン
ポ
ン
プ
阻

害
剤
、
H２
遮
断
剤
、
カ
ル
バ
ゾ
ク
ロ
ム
ス
ル
ホ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
製
剤
、
ト
ラ
ネ
キ
サ
ム
酸
製
剤
、
フ
ル
ル

ビ
プ
ロ
フ
ェ
ン
ア
キ
セ
チ
ル
製
剤
、
メ
ト
ク
ロ
プ
ラ
ミ
ド
製
剤
、
プ
ロ
ク
ロ
ル
ペ
ラ
ジ
ン
製
剤
、
ブ
チ
ル
ス

コ
ポ
ラ
ミ
ン
臭
化
物
製
剤
、
グ
リ
チ
ル
リ
チ
ン
酸
モ
ノ
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
・
グ
リ
シ
ン
・
Ｌ

シ
ス
テ
イ
ン
塩

酸
塩
配
合
剤
、
ア
ダ
リ
ム
マ
ブ
製
剤
、
エ
リ
ス
ロ
ポ
エ
チ
ン
（
在
宅
血
液
透
析
又
は
在
宅
腹
膜
灌か
ん

流
を
行
っ

て
い
る
患
者
の
う
ち
腎
性
貧
血
状
態
に
あ
る
も
の
に
対
し
て
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。）、
ダ
ル
ベ
ポ
エ
チ
ン

（
在
宅
血
液
透
析
又
は
在
宅
腹
膜
灌か
ん

流
を
行
っ
て
い
る
患
者
の
う
ち
腎
性
貧
血
状
態
に
あ
る
も
の
に
対
し
て

使
用
す
る
場
合
に
限
る
。）、
テ
リ
パ
ラ
チ
ド
製
剤
、
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
製
剤
、
ヘ
パ
リ
ン
カ
ル
シ
ウ
ム
製
剤
、

オ
キ
シ
コ
ド
ン
塩
酸
塩
製
剤
、
ア
ポ
モ
ル
ヒ
ネ
塩
酸
塩
製
剤
、
セ
ル
ト
リ
ズ
マ
ブ
ペ
ゴ
ル
製
剤
、
ト
シ
リ
ズ

マ
ブ
製
剤
、
メ
ト
レ
レ
プ
チ
ン
製
剤
、
ア
バ
タ
セ
プ
ト
製
剤
、
ｐ
Ｈ
４
処
理
酸
性
人
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
（
皮

下
注
射
）
製
剤
、
電
解
質
製
剤
、
注
射
用
抗
菌
薬
、
エ
ダ
ラ
ボ
ン
製
剤
（
筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症
患
者
に
対

し
て
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。）、
ア
ス
ホ
タ
ー
ゼ

ア
ル
フ
ァ
製
剤
、
グ
ラ
チ
ラ
マ
ー
酢
酸
塩
製
剤
、
脂
肪

乳
剤
、
セ
ク
キ
ヌ
マ
ブ
製
剤
、
エ
ボ
ロ
ク
マ
ブ
製
剤
、
ブ
ロ
ダ
ル
マ
ブ
製
剤
、
ア
リ
ロ
ク
マ
ブ
製
剤
、
ベ
リ

ム
マ
ブ
製
剤
、
イ
キ
セ
キ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
ゴ
リ
ム
マ
ブ
製
剤
、
エ
ミ
シ
ズ
マ
ブ
製
剤
、イ
カ
チ
バ
ン
ト
製
剤
、

サ
リ
ル
マ
ブ
製
剤
、
デ
ュ
ピ
ル
マ
ブ
製
剤
、
ヒ
ド
ロ
モ
ル
フ
ォ
ン
塩
酸
塩
製
剤
、
イ
ン
ス
リ
ン
・
グ
ル
カ
ゴ

ン
様
ペ
プ
チ
ド

１
受
容
体
ア
ゴ
ニ
ス
ト
配
合
剤
、
ヒ
ド
ロ
コ
ル
チ
ゾ
ン
コ
ハ
ク
酸
エ
ス
テ
ル
ナ
ト
リ
ウ
ム

製
剤
、
遺
伝
子
組
換
え
ヒ
トv

o
n
W
illeb
ra
n
d

因
子
製
剤
、
ブ
ロ
ス
マ
ブ
製
剤
、
ア
ガ
ル
シ
ダ
ー
ゼ

ア

ル
フ
ァ
製
剤
、
ア
ガ
ル
シ
ダ
ー
ゼ

ベ
ー
タ
製
剤
、
ア
ル
グ
ル
コ
シ
ダ
ー
ゼ

ア
ル
フ
ァ
製
剤
、
イ
デ
ュ
ル

ス
ル
フ
ァ
ー
ゼ
製
剤
、
イ
ミ
グ
ル
セ
ラ
ー
ゼ
製
剤
、
エ
ロ
ス
ル
フ
ァ
ー
ゼ

ア
ル
フ
ァ
製
剤
、
ガ
ル
ス
ル

フ
ァ
ー
ゼ
製
剤
、
セ
ベ
リ
パ
ー
ゼ
ア
ル
フ
ァ
製
剤
、
ベ
ラ
グ
ル
セ
ラ
ー
ゼ

ア
ル
フ
ァ
製
剤
、
ラ
ロ
ニ
ダ
ー

ゼ
製
剤
、
メ
ポ
リ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
オ
マ
リ
ズ
マ
ブ
製
剤
（
季
節
性
ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎
の
治
療
の
た
め
に
使

用
す
る
場
合
を
除
く
。）、
テ
デ
ュ
グ
ル
チ
ド
製
剤
、
サ
ト
ラ
リ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
ビ
ル
ト
ラ
ル
セ
ン
製
剤
、
レ

ム
デ
シ
ビ
ル
製
剤
、
ガ
ル
カ
ネ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
オ
フ
ァ
ツ
ム
マ
ブ
製
剤
、
ボ
ソ
リ
チ
ド
製
剤
、
エ
レ
ヌ
マ
ブ

製
剤
、
ア
バ
ロ
パ
ラ
チ
ド
酢
酸
塩
製
剤
、
カ
プ
ラ
シ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
乾
燥
濃
縮
人
Ｃ
１

イ
ン
ア
ク
チ
ベ
ー

タ
ー
製
剤
、
フ
レ
マ
ネ
ズ
マ
ブ
製
剤
（
四
週
間
に
一
回
投
与
す
る
場
合
に
限
る
。）、
メ
ト
ト
レ
キ
サ
ー
ト
製

ス
ル
フ
ァ
ー
ゼ
製
剤
、
イ
ミ
グ
ル
セ
ラ
ー
ゼ
製
剤
、
エ
ロ
ス
ル
フ
ァ
ー
ゼ

ア
ル
フ
ァ
製
剤
、
ガ
ル
ス
ル

フ
ァ
ー
ゼ
製
剤
、
セ
ベ
リ
パ
ー
ゼ
ア
ル
フ
ァ
製
剤
、
ベ
ラ
グ
ル
セ
ラ
ー
ゼ

ア
ル
フ
ァ
製
剤
、
ラ
ロ
ニ
ダ
ー

ゼ
製
剤
、
メ
ポ
リ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
オ
マ
リ
ズ
マ
ブ
製
剤
（
季
節
性
ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎
の
治
療
の
た
め
に
使

用
す
る
場
合
を
除
く
。）、
テ
デ
ュ
グ
ル
チ
ド
製
剤
、
サ
ト
ラ
リ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
ビ
ル
ト
ラ
ル
セ
ン
製
剤
、
レ

ム
デ
シ
ビ
ル
製
剤
、
ガ
ル
カ
ネ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
オ
フ
ァ
ツ
ム
マ
ブ
製
剤
、
ボ
ソ
リ
チ
ド
製
剤
、
エ
レ
ヌ
マ
ブ

製
剤
、
ア
バ
ロ
パ
ラ
チ
ド
酢
酸
塩
製
剤
、
カ
プ
ラ
シ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
乾
燥
濃
縮
人
Ｃ
１

イ
ン
ア
ク
チ
ベ
ー

タ
ー
製
剤
、
フ
レ
マ
ネ
ズ
マ
ブ
製
剤
（
四
週
間
に
一
回
投
与
す
る
場
合
に
限
る
。）、
メ
ト
ト
レ
キ
サ
ー
ト
製
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二

（
略
）

二

（
略
）

剤
、
チ
ル
ゼ
パ
チ
ド
製
剤
、
ビ
メ
キ
ズ
マ
ブ
製
剤
（
四
週
間
を
超
え
る
間
隔
で
投
与
す
る
場
合
を
除
く
。）、

ホ
ス
レ
ボ
ド
パ
・
ホ
ス
カ
ル
ビ
ド
パ
水
和
物
配
合
剤
、ペ
グ
バ
リ
ア
ー
ゼ
製
剤
、パ
ビ
ナ
フ
ス
プ

ア
ル
フ
ァ

製
剤
、
ア
バ
ル
グ
ル
コ
シ
ダ
ー
ゼ

ア
ル
フ
ァ
製
剤
、
ラ
ナ
デ
ル
マ
ブ
製
剤
、
ネ
モ
リ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
ペ
グ

セ
タ
コ
プ
ラ
ン
製
剤
、
ジ
ル
コ
プ
ラ
ン
ナ
ト
リ
ウ
ム
製
剤
、
コ
ン
シ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
テ
ゼ
ペ
ル
マ
ブ
製
剤
、

オ
ゾ
ラ
リ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
ト
ラ
ロ
キ
ヌ
マ
ブ
製
剤
、
エ
フ
ガ
ル
チ
ギ
モ
ド

ア
ル
フ
ァ
・
ボ
ル
ヒ
ア
ル
ロ
ニ

ダ
ー
ゼ

ア
ル
フ
ァ
配
合
剤
、
ド
ブ
タ
ミ
ン
塩
酸
塩
製
剤
、
ド
パ
ミ
ン
塩
酸
塩
製
剤
、
ノ
ル
ア
ド
レ
ナ
リ
ン

製
剤
、
ベ
ド
リ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
ミ
リ
キ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
乾
燥
濃
縮
人
プ
ロ
テ
イ
ン
Ｃ
製
剤
、
メ
コ
バ
ラ
ミ
ン

製
剤
、
ベ
ン
ラ
リ
ズ
マ
ブ
製
剤
（
四
週
間
を
超
え
る
間
隔
で
投
与
す
る
場
合
を
除
く
。）、
マ
ル
ス
タ
シ
マ
ブ

製
剤
、
ロ
ザ
ノ
リ
キ
シ
ズ
マ
ブ
製
剤
及
び
レ
ブ
リ
キ
ズ
マ
ブ
製
剤

剤
、
チ
ル
ゼ
パ
チ
ド
製
剤
、
ビ
メ
キ
ズ
マ
ブ
製
剤
（
四
週
間
を
超
え
る
間
隔
で
投
与
す
る
場
合
を
除
く
。）、

ホ
ス
レ
ボ
ド
パ
・
ホ
ス
カ
ル
ビ
ド
パ
水
和
物
配
合
剤
、ペ
グ
バ
リ
ア
ー
ゼ
製
剤
、パ
ビ
ナ
フ
ス
プ

ア
ル
フ
ァ

製
剤
、
ア
バ
ル
グ
ル
コ
シ
ダ
ー
ゼ

ア
ル
フ
ァ
製
剤
、
ラ
ナ
デ
ル
マ
ブ
製
剤
、
ネ
モ
リ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
ペ
グ

セ
タ
コ
プ
ラ
ン
製
剤
、
ジ
ル
コ
プ
ラ
ン
ナ
ト
リ
ウ
ム
製
剤
、
コ
ン
シ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
テ
ゼ
ペ
ル
マ
ブ
製
剤
、

オ
ゾ
ラ
リ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
ト
ラ
ロ
キ
ヌ
マ
ブ
製
剤
、
エ
フ
ガ
ル
チ
ギ
モ
ド

ア
ル
フ
ァ
・
ボ
ル
ヒ
ア
ル
ロ
ニ

ダ
ー
ゼ

ア
ル
フ
ァ
配
合
剤
、
ド
ブ
タ
ミ
ン
塩
酸
塩
製
剤
、
ド
パ
ミ
ン
塩
酸
塩
製
剤
、
ノ
ル
ア
ド
レ
ナ
リ
ン

製
剤
、
ベ
ド
リ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
ミ
リ
キ
ズ
マ
ブ
製
剤
、
乾
燥
濃
縮
人
プ
ロ
テ
イ
ン
Ｃ
製
剤
、
メ
コ
バ
ラ
ミ
ン

製
剤
、
ベ
ン
ラ
リ
ズ
マ
ブ
製
剤
（
四
週
間
を
超
え
る
間
隔
で
投
与
す
る
場
合
を
除
く
。）、
マ
ル
ス
タ
シ
マ
ブ

製
剤
及
び
ロ
ザ
ノ
リ
キ
シ
ズ
マ
ブ
製
剤

改

正

後

改

正

前

（
総
則
）

（
総
則
）

第
一
条

自
動
車
運
送
事
業
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。）が
、
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則（
以
下「
運

輸
規
則
」
と
い
う
。）第
二
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
（
以

下
「
輸
送
安
全
規
則
」
と
い
う
。）第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
用
自
動
車
の
運

行
の
業
務
に
従
事
す
る
運
転
者
又
は
特
定
自
動
運
行
保
安
員
（
以
下
「
運
転
者
等
」
と
い
う
。）に
対
し
て
、
対

面
に
よ
る
点
呼
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
点
呼
に
関

し
、
そ
の
機
能
等
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
一
条

自
動
車
運
送
事
業
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。）が
、
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則（
以
下「
運

輸
規
則
」
と
い
う
。）第
二
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
（
以

下
「
輸
送
安
全
規
則
」
と
い
う
。）第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
用
自
動
車
の
運

行
の
業
務
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
運
転
者
又
は
特
定
自
動
運
行
保
安
員
（
以
下
「
運
転
者
等
」
と
い
う
。）に
対

し
て
、
対
面
に
よ
る
点
呼
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う

点
呼
に
関
し
、
そ
の
機
能
等
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
用
語
）

（
用
語
）

第
二
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
運
輸
規
則
及
び
輸
送
安
全
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の

例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
運
輸
規
則
及
び
輸
送
安
全
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の

例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

業
務
前
自
動
点
呼

運
輸
規
則
及
び
輸
送
安
全
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
者
が
、
機
器
を
用
い
て
、

事
業
用
自
動
車
の
運
行
の
業
務
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
運
転
者
等
に
対
し
て
行
う
点
呼
を
い
う
。

（
新
設
）

三

（
略
）

二

（
略
）

（
削
る
）

三

完
全
子
会
社
等

事
業
者
の
完
全
子
会
社
（
法
人
が
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
の
全
部
を
有
す
る
他
の
会
社

を
い
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
人
及
び
そ
の
一
若
し
く
は
二
以
上
の
完
全
子
会
社
又
は
法
人
の
一
若
し

く
は
二
以
上
の
完
全
子
会
社
が
そ
の
総
株
主
の
議
決
権
の
全
部
を
有
す
る
他
の
会
社
は
、
当
該
法
人
の
完
全

子
会
社
と
み
な
す
。）若
し
く
は
完
全
親
会
社
（
会
社
を
完
全
子
会
社
と
す
る
他
の
会
社
を
い
う
。）又
は
当
該

事
業
者
と
完
全
親
会
社
が
同
一
で
あ
る
他
の
会
社
を
い
う
。

（
点
呼
に
使
用
す
る
機
器
の
種
類
）

（
点
呼
に
使
用
す
る
機
器
の
種
類
）

第
三
条

対
面
に
よ
る
点
呼
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う

点
呼
に
使
用
す
る
機
器
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条

対
面
に
よ
る
点
呼
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う

点
呼
に
使
用
す
る
機
器
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

対
面
に
よ
る
点
呼
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

対
面
に
よ
る
点
呼
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
を
定
め
る
告
示
（
令
和
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍

線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
四
十
七
号

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
運
輸
省
令
第
四
十
四
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
二
号
）
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

の
規
定
に
基
づ
き
、
対
面
に
よ
る
点
呼
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

国
土
交
通
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

浅
尾
慶
一
郎





二

業
務
前
自
動
点
呼
で
使
用
す
る
機
器
（
以
下
「
業
務
前
自
動
点
呼
機
器
」
と
い
う
。）

（
新
設
）

三

業
務
後
自
動
点
呼
で
使
用
す
る
機
器
（
以
下
「
業
務
後
自
動
点
呼
機
器
」
と
い
う
。）

二

業
務
後
自
動
点
呼
で
使
用
す
る
機
器
（
以
下
「
自
動
点
呼
機
器
」
と
い
う
。）

（
遠
隔
点
呼
の
実
施
）

（
遠
隔
点
呼
の
実
施
）

第
四
条

遠
隔
点
呼
は
、
点
呼
を
行
う
運
行
管
理
者
等
（
運
行
管
理
者
若
し
く
は
補
助
者
又
は
貨
物
軽
自
動
車
安

全
管
理
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）が
属
す
る
自
社
営
業
所
又
は
自
社
営
業
所
の
車
庫
と
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か

の
場
所
（
当
該
自
社
営
業
所
と
同
一
の
事
業
及
び
種
別
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）と
の
間
（
以
下
「
遠
隔
点
呼
実

施
地
点
間
」
と
い
う
。）に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条

遠
隔
点
呼
は
、
点
呼
を
行
う
運
行
管
理
者
等
が
い
る
自
社
営
業
所
又
は
自
社
営
業
所
の
車
庫
と
次
に
掲

げ
る
い
ず
れ
か
の
場
所
と
の
間
（
以
下
「
遠
隔
点
呼
実
施
地
点
間
」
と
い
う
。）に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。

一

自
社
営
業
所
又
は
自
社
営
業
所
の
車
庫

一

自
社
営
業
所
又
は
当
該
営
業
所
の
車
庫

二

他
社
営
業
所
又
は
他
社
営
業
所
の
車
庫

二

完
全
子
会
社
等
の
営
業
所
又
は
当
該
営
業
所
の
車
庫

三

（
略
）

三

（
略
）

（
遠
隔
点
呼
機
器
の
機
能
の
要
件
）

（
遠
隔
点
呼
機
器
の
機
能
の
要
件
）

第
五
条

遠
隔
点
呼
機
器
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条

遠
隔
点
呼
機
器
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

遠
隔
点
呼
を
行
う
運
行
管
理
者
等
が
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
通
話

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
随
時
明
瞭
に
確
認
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

一

遠
隔
点
呼
を
行
う
運
行
管
理
者
又
は
補
助
者
（
以
下
「
運
行
管
理
者
等
」
と
い
う
。）が
次
に
掲
げ
る
事
項

に
つ
い
て
、
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
随
時
明
瞭
に
確

認
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

イ
〜
ニ

（
略
）

イ
〜
ニ

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

八

遠
隔
点
呼
を
受
け
た
運
転
者
等
ご
と
に
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記

録
し
、
遠
隔
点
呼
実
施
地
点
間
で
共
有
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
記
録
を
一
年
間
保
存
す
る
機
能
を
有
す
る
こ

と
。

八

遠
隔
点
呼
を
受
け
た
運
転
者
等
ご
と
に
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記

録
し
、
遠
隔
点
呼
実
施
地
点
間
で
共
有
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
記
録
を
一
年
間
保
存
す
る
機
能
を
有
す
る
こ

と
。

イ

業
務
前
の
遠
隔
点
呼
に
係
る
事
項

イ

業
務
前
の
遠
隔
点
呼
に
係
る
事
項

遠
隔
点
呼
を
行
っ
た
運
行
管
理
者
等
の
氏
名

遠
隔
点
呼
を
行
っ
た
者
の
氏
名

（
略
）

（
略
）

遠
隔
点
呼
を
受
け
た
運
転
者
等
が
従
事
す
る
運
行
の
業
務
に
係
る
事
業
用
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番

号
又
は
車
両
番
号
そ
の
他
の
当
該
事
業
用
自
動
車
を
識
別
で
き
る
表
示

遠
隔
点
呼
を
受
け
た
運
転
者
等
が
従
事
す
る
運
行
の
業
務
に
係
る
事
業
用
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番

号
そ
の
他
の
当
該
事
業
用
自
動
車
を
識
別
で
き
る
記
号
、
番
号
等

〜

（
略
）

〜

（
略
）

運
行
管
理
者
又
は
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
が
運
転
者
等
に
対
し
伝
え
る
指
示
事
項

運
行
管
理
者
が
運
転
者
等
に
対
し
伝
え
る
指
示
事
項

運
行
管
理
者
又
は
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
が
、
当
該
運
転
者
等
が
事
業
用
自
動
車
の
運
行
の
業

務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
断
し
た
場
合
の
理
由
及
び
代
替
措
置
の
内
容

運
行
管
理
者
が
、
当
該
運
転
者
等
が
事
業
用
自
動
車
の
運
行
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
判
断
し
た
場
合
の
理
由
及
び
代
替
措
置
の
内
容

・

（
略
）

・

（
略
）

五

遠
隔
点
呼
を
行
う
運
行
管
理
者
等
が
、
遠
隔
点
呼
を
受
け
る
運
転
者
の
疾
病
、
疲
労
、
睡
眠
不
足
そ
の
他

の
理
由
に
よ
り
安
全
な
運
転
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
の
有
無
を
、
平
時
と
比
較
し
て
確
認
で
き
る

機
能
を
有
す
る
こ
と
。

五

遠
隔
点
呼
を
行
う
運
行
管
理
者
等
が
、
遠
隔
点
呼
を
受
け
る
運
転
者
の
疾
病
、
疲
労
、
睡
眠
不
足
そ
の
他

の
理
由
に
よ
り
安
全
な
運
転
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
の
有
無
を
、
平
常
時
と
比
較
し
て
確
認
で
き

る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

六
・
七

（
略
）

六
・
七

（
略
）

ロ

業
務
後
の
遠
隔
点
呼
に
係
る
事
項

ロ

業
務
後
の
遠
隔
点
呼
に
係
る
事
項

遠
隔
点
呼
を
行
っ
た
運
行
管
理
者
等
の
氏
名

遠
隔
点
呼
を
行
っ
た
者
の
氏
名

（
略
）

（
略
）

遠
隔
点
呼
を
受
け
た
運
転
者
等
が
従
事
す
る
運
行
の
業
務
に
係
る
事
業
用
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番

号
又
は
車
両
番
号
そ
の
他
の
当
該
事
業
用
自
動
車
を
識
別
で
き
る
表
示

遠
隔
点
呼
を
受
け
た
運
転
者
等
が
従
事
す
る
運
行
の
業
務
に
係
る
事
業
用
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番

号
そ
の
他
の
当
該
事
業
用
自
動
車
を
識
別
で
き
る
記
号
、
番
号
等

〜

（
略
）

〜

（
略
）

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 



ハ

運
輸
規
則
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
途
中
の
遠
隔
点
呼
に
係
る
事
項

ハ

運
輸
規
則
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
途
中
の
遠
隔
点
呼
に
係
る
事
項

遠
隔
点
呼
を
行
っ
た
運
行
管
理
者
等
の
氏
名

遠
隔
点
呼
を
行
っ
た
者
の
氏
名

（
略
）

（
略
）

遠
隔
点
呼
を
受
け
た
運
転
者
等
が
従
事
す
る
運
行
の
業
務
に
係
る
事
業
用
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番

号
又
は
車
両
番
号
そ
の
他
の
当
該
事
業
用
自
動
車
を
識
別
で
き
る
表
示

遠
隔
点
呼
を
受
け
た
運
転
者
等
が
従
事
す
る
運
行
の
業
務
に
係
る
事
業
用
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番

号
そ
の
他
の
当
該
事
業
用
自
動
車
を
識
別
で
き
る
記
号
、
番
号
等

〜

（
略
）

〜

（
略
）

ニ

輸
送
安
全
規
則
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
途
中
の
遠
隔
点
呼
に
係
る
事
項

ニ

輸
送
安
全
規
則
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
途
中
の
遠
隔
点
呼
に
係
る
事
項

遠
隔
点
呼
を
行
っ
た
運
行
管
理
者
等
の
氏
名

遠
隔
点
呼
を
行
っ
た
者
の
氏
名

（
略
）

（
略
）

遠
隔
点
呼
を
受
け
た
運
転
者
等
が
従
事
す
る
運
行
の
業
務
に
係
る
事
業
用
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番

号
又
は
車
両
番
号
そ
の
他
の
当
該
事
業
用
自
動
車
を
識
別
で
き
る
表
示

遠
隔
点
呼
を
受
け
た
運
転
者
等
が
従
事
す
る
運
行
の
業
務
に
係
る
事
業
用
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番

号
そ
の
他
の
当
該
事
業
用
自
動
車
を
識
別
で
き
る
記
号
、
番
号
等

〜

（
略
）

〜

（
略
）

運
行
管
理
者
又
は
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
が
運
転
者
等
に
対
し
伝
え
る
指
示
事
項

運
行
管
理
者
が
運
転
者
等
に
対
し
伝
え
る
指
示
事
項

・

（
略
）

・

（
略
）

九
・
十

（
略
）

九
・
十

（
略
）

十
一

電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
第
八
号
（
イ

、
ロ

及
び
ニ

を
除
く
。）に
掲
げ
る
事
項
及
び
第

九
号
の
記
録
に
つ
い
て
、
遠
隔
点
呼
機
器
に
保
存
さ
れ
た
情
報
を
Ｃ
Ｓ
Ｖ
形
式
で
、
電
磁
的
記
録
と
し
て
出

力
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

十
一

電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
第
八
号
（
イ

及
び
ロ

を
除
く
。）に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
九
号
の

記
録
に
つ
い
て
、
遠
隔
点
呼
機
器
に
保
存
さ
れ
た
情
報
を
Ｃ
Ｓ
Ｖ
形
式
で
、
電
磁
的
記
録
と
し
て
出
力
す
る

機
能
を
有
す
る
こ
と
。

（
遠
隔
点
呼
実
施
時
の
遵
守
事
項
）

（
遠
隔
点
呼
実
施
時
の
遵
守
事
項
）

第
七
条

事
業
者
及
び
運
行
管
理
者
等
は
、
遠
隔
点
呼
を
行
う
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
七
条

事
業
者
及
び
運
行
管
理
者
等
は
、
遠
隔
点
呼
を
行
う
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

遠
隔
点
呼
を
行
う
運
行
管
理
者
又
は
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
は
、
運
転
者
等
が
事
業
用
自
動
車
の
運

行
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
断
し
た
場
合
、
直
ち
に
当
該
運
転
者
等
の
属
す
る
営
業
所
の

運
行
管
理
者
等
に
連
絡
す
る
こ
と
。

五

遠
隔
点
呼
を
行
う
運
行
管
理
者
は
、
運
転
者
等
が
事
業
用
自
動
車
の
運
行
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
判
断
し
た
場
合
、直
ち
に
当
該
運
転
者
等
の
属
す
る
営
業
所
の
運
行
管
理
者
等
に
連
絡
す
る
こ
と
。

六

前
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
事
業
者
は
、
遠
隔
点
呼
を
行
う
運
行
管
理
者
又
は
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理

者
が
事
業
用
自
動
車
の
運
行
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
断
し
た
運
転
者
等
の
属
す
る
営
業

所
に
お
い
て
、
代
替
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
整
え
る
こ
と
。

六

前
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
事
業
者
は
、
遠
隔
点
呼
を
行
う
運
行
管
理
者
が
事
業
用
自
動
車
の
運
行
の
業

務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
断
し
た
運
転
者
等
の
属
す
る
営
業
所
に
お
い
て
、
代
替
措
置
を
講
じ

る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
整
え
る
こ
と
。

七

（
略
）

七

（
略
）

八

他
の
事
業
者
と
の
間
で
遠
隔
点
呼
を
行
う
場
合
は
、
当
該
遠
隔
点
呼
の
実
施
に
当
た
り
、道
路
運
送
法（
昭

和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律

第
八
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
（
第
三
十
五
条
第
六
項
及
び
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）の
許
可
を
要
す
る
受
委
託
契
約
に
つ
い
て
、
事
業
者
と
当
該
他
の
事
業
者
と
の
間
に
お

い
て
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

八

完
全
子
会
社
等
と
の
間
で
遠
隔
点
呼
を
行
う
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
、
事
業
者
及
び
完
全
子
会
社
等
の
間

に
お
い
て
、
遠
隔
点
呼
の
実
施
に
必
要
な
事
項
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。

九

（
略
）

九

（
略
）

十

事
業
者
（
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
及
び
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
に
限
る
。）は
、
遠
隔
点
呼
の

実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
運
行
管
理
規
程
に
明
記
す
る
こ
と
。

十

事
業
者
は
、
遠
隔
点
呼
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
運
行
管
理
規
程
に
明
記
す

る
と
と
も
に
、
運
行
管
理
者
等
、
運
転
者
等
そ
の
他
の
関
係
者
に
周
知
す
る
こ
と
。

十
一

事
業
者
は
、
前
号
の
事
項
に
つ
い
て
、
運
行
管
理
者
等
、
運
転
者
等
そ
の
他
の
関
係
者
に
周
知
す
る
こ

と
。

（
新
設
）

十
二

（
略
）

十
一

（
略
）
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（
自
動
点
呼
の
実
施
）

（
業
務
後
自
動
点
呼
の
実
施
）

第
八
条

業
務
前
自
動
点
呼
及
び
業
務
後
自
動
点
呼
（
以
下
「
自
動
点
呼
」
と
い
う
。）は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
に

お
い
て
、
自
動
点
呼
を
受
け
よ
う
と
す
る
運
転
者
等
の
属
す
る
営
業
所
の
運
行
管
理
者
等
が
当
該
運
転
者
等
に

対
し
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条

業
務
後
自
動
点
呼
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
、
業
務
後
自
動
点
呼
を
受
け
よ
う
と
す
る
運
転
者

等
の
属
す
る
営
業
所
の
運
行
管
理
者
等
が
当
該
運
転
者
等
に
対
し
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

運
転
者
等
が
自
動
点
呼
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
所
が
当
該
運
転
者
等
の
属
す
る
営
業
所
又
は
当
該
営
業
所

の
車
庫
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
業
務
に
係
る
事
業
用
自
動
車
内
、
待
合
所
、
宿
泊
施
設
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
場
所

二

運
転
者
等
が
従
事
す
る
運
行
の
業
務
を
終
了
し
た
場
所
が
当
該
運
転
者
等
の
属
す
る
営
業
所
又
は
当
該
営

業
所
の
車
庫
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
業
務
に
係
る
事
業
用
自
動
車
内
、
待
合
所
、
宿
泊
施
設
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
場
所

（
自
動
点
呼
機
器
の
機
能
の
要
件
）

（
自
動
点
呼
機
器
の
機
能
の
要
件
）

第
九
条

業
務
前
自
動
点
呼
機
器
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

一

第
二
十
号
に
掲
げ
る
業
務
前
自
動
点
呼
に
必
要
な
事
項
の
確
認
、
判
断
及
び
記
録
を
実
施
で
き
る
機
能
を

有
す
る
こ
と
。

二

運
行
管
理
者
等
が
、
運
転
者
等
ご
と
の
業
務
前
自
動
点
呼
の
実
施
予
定
及
び
当
該
業
務
前
自
動
点
呼
に
責

任
を
持
つ
運
行
管
理
者
又
は
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
の
氏
名
を
入
力
で
き
、
当
該
業
務
前
自
動
点
呼
の

実
施
状
況
及
び
実
施
結
果
を
確
認
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

三

業
務
前
自
動
点
呼
を
受
け
る
運
転
者
等
に
つ
い
て
、
生
体
認
証
符
号
等
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
確
実
に

識
別
す
る
機
能
を
有
し
、
生
体
認
証
符
号
等
に
よ
る
識
別
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
業
務
前
自
動
点
呼
を
開
始

す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

四

運
転
者
に
よ
る
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
の
使
用
前
又
は
使
用
中
に
当
該
運
転
者
に
つ
い
て
生
体
認
証
符
号
等

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
確
実
に
識
別
す
る
機
能
を
有
し
、
業
務
前
自
動
点
呼
が
開
始
さ
れ
た
後
に
、
生
体

認
証
符
号
等
に
よ
る
識
別
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
が
作
動
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
前
号
又
は
第
七
号
の
生
体
認
証
符
号
等
に
よ
る
識
別
の
直
後
に
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
を
使
用
す
る

場
合
に
は
、
本
号
の
生
体
認
証
符
号
等
に
よ
る
識
別
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五

運
転
者
が
行
う
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
に
よ
る
測
定
の
結
果
検
知
さ
れ
た
呼
気
中
の
ア
ル
コ
ー
ル
の
有
無
又

は
そ
の
濃
度
及
び
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
使
用
時
の
静
止
画
又
は
動
画
を
自
動
的
に
記
録
及
び
保
存
す
る
機
能

を
有
す
る
こ
と
。

六

運
転
者
が
行
う
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
運
転
者
の
呼
気
中
に
ア
ル
コ
ー
ル
が
検
知
さ

れ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
運
行
管
理
者
又
は
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
に
対
し
警
報
又
は
通
知
を
発
す
る

機
能
を
有
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
業
務
前
自
動
点
呼
を
中
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

七

運
転
者
に
よ
る
健
康
状
態
測
定
機
能（
運
転
者
の
体
温
及
び
血
圧
を
測
定
す
る
機
能
を
い
う
。以
下
同
じ
。）

の
使
用
前
又
は
使
用
中
に
当
該
運
転
者
に
つ
い
て
生
体
認
証
符
号
等
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
確
実
に
識
別

す
る
機
能
を
有
し
、
生
体
認
証
符
号
等
に
よ
る
識
別
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
健
康
状
態
測
定
機
能
が
作
動
す

る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
三
号
又
は
第
四
号
の
生
体
認
証
符
号
等
に
よ
る
識
別
の
直
後
に
健
康

状
態
測
定
機
能
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
本
号
の
生
体
認
証
符
号
等
に
よ
る
識
別
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

八

健
康
状
態
測
定
機
能
に
よ
る
測
定
値
と
運
行
管
理
者
又
は
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
設

定
し
た
運
転
者
ご
と
の
平
時
の
値
の
差
異
を
自
動
的
に
記
録
及
び
保
存
す
る
機
能
を
有
す
る
と
と
も
に
、
測

定
値
の
有
効
時
間
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
当
該
有
効
時
間
を
経
過
し
た
測
定
値
は
無
効
と
し
て
再
測
定

を
求
め
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

九

運
転
者
の
疾
病
、
疲
労
、
睡
眠
不
足
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
安
全
な
運
転
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ

れ
の
有
無
に
係
る
申
告
の
結
果
を
記
録
及
び
保
存
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
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十

前
二
号
の
結
果
か
ら
安
全
な
運
転
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
の
有
無
に
つ
い
て
自
動
で
判
定
を
行

う
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
号
に
基
づ
く
判
定
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
運
行
管
理

者
又
は
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
が
運
転
者
ご
と
に
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

十
一

前
号
の
結
果
、
安
全
な
運
転
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
判
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
直

ち
に
運
行
管
理
者
又
は
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
に
対
し
警
報
又
は
通
知
を
発
す
る
機
能
を
有
し
、
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
業
務
前
自
動
点
呼
を
中
断
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

十
二

前
号
に
よ
り
業
務
前
自
動
点
呼
が
中
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
運
行
管
理
者
等
が
同
号
の
判
定
に
至
っ
た

内
容
を
確
認
し
、
運
行
管
理
者
又
は
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
が
運
行
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
判
断
し
た
場
合
に
限
り
、
運
行
管
理
者
又
は
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
が
業
務
前
自
動
点
呼
を
再
開

す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
有
し
、
業
務
前
自
動
点
呼
が
再
開
さ
れ
た
旨
、
自
動
的
に
記
録
及
び
保
存
す
る

機
能
を
有
す
る
こ
と
。

十
三

前
号
の
機
能
に
よ
り
業
務
前
自
動
点
呼
を
再
開
す
る
場
合
に
お
い
て
、
生
体
認
証
符
号
等
に
よ
る
識
別

が
行
わ
れ
た
場
合
に
限
り
、
業
務
前
自
動
点
呼
を
中
断
し
た
時
点
か
ら
再
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
有

す
る
こ
と
。

十
四

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
点
検
の
結
果
を
記
録
及
び
保

存
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

十
五

特
定
自
動
運
行
保
安
員
に
あ
っ
て
は
、
特
定
自
動
運
行
事
業
用
自
動
車
に
よ
る
運
送
を
行
う
た
め
に
必

要
な
自
動
運
行
装
置
の
設
定
の
状
況
に
関
す
る
確
認
の
結
果
を
記
録
及
び
保
存
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

十
六

前
二
号
の
結
果
、
異
常
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
運
行
管
理
者
又
は
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管

理
者
に
対
し
警
報
又
は
通
知
を
発
す
る
機
能
を
有
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
業
務
前
自
動
点
呼
を
中
止
す

る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

十
七

運
行
管
理
者
又
は
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
が
運
転
者
等
に
対
し
て
伝
え
る
指
示
事
項
を
、
当
該
運

転
者
等
ご
と
に
画
面
表
示
又
は
音
声
に
よ
り
伝
達
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

十
八

第
二
十
号
に
掲
げ
る
業
務
前
自
動
点
呼
に
必
要
な
全
て
の
確
認
、
判
断
及
び
記
録
が
な
さ
れ
た
場
合
に

は
、
業
務
前
自
動
点
呼
が
完
了
し
た
旨
を
運
転
者
等
が
明
瞭
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
表
示
が
な
さ
れ
る

機
能
を
有
し
、
当
該
確
認
、
判
断
及
び
記
録
が
な
さ
れ
な
い
場
合
又
は
故
障
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
は
、
業

務
前
自
動
点
呼
を
完
了
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

十
九

運
転
者
等
ご
と
に
業
務
前
自
動
点
呼
の
実
施
予
定
時
刻
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
当
該
実
施
予
定
時

刻
か
ら
事
業
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
時
間
を
経
過
し
て
も
業
務
前
自
動
点
呼
が
完
了
し
な
い
場
合
に
は
、

運
行
管
理
者
等
に
対
し
警
報
又
は
通
知
を
発
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

二
十

業
務
前
自
動
点
呼
を
受
け
た
運
転
者
等
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、

か
つ
、
そ
の
記
録
を
一
年
間
保
存
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

イ

業
務
前
自
動
点
呼
に
責
任
を
負
う
運
行
管
理
者
又
は
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
の
氏
名

ロ

業
務
前
自
動
点
呼
を
受
け
た
運
転
者
等
の
氏
名

ハ

業
務
前
自
動
点
呼
を
受
け
た
運
転
者
等
が
従
事
し
よ
う
と
す
る
運
行
の
業
務
に
係
る
事
業
用
自
動
車
の

自
動
車
登
録
番
号
又
は
車
両
番
号
そ
の
他
の
当
該
事
業
用
自
動
車
を
識
別
で
き
る
表
示

ニ

業
務
前
自
動
点
呼
の
実
施
日
時

ホ

点
呼
の
方
法

ヘ

運
転
者
に
あ
っ
て
は
、
業
務
前
自
動
点
呼
を
受
け
た
運
転
者
の
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
に
よ
る
測
定
結
果

及
び
酒
気
帯
び
の
有
無
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ト

運
転
者
に
あ
っ
て
は
、
業
務
前
自
動
点
呼
を
受
け
た
運
転
者
の
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
の
使
用
に
係
る
生

体
認
証
符
号
等
に
よ
る
識
別
時
及
び
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
に
よ
る
測
定
時
の
、
当
該
運
転
者
の
顔
が
明
瞭

に
確
認
で
き
る
静
止
画
又
は
動
画

チ

運
転
者
等
が
業
務
前
自
動
点
呼
を
受
け
て
い
る
状
況
が
明
瞭
に
確
認
で
き
る
静
止
画
又
は
動
画

リ

第
八
条
第
二
号
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
業
務
前
自
動
点
呼
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
運
転
者
等
が

点
呼
を
受
け
た
場
所

ヌ

運
転
者
に
あ
っ
て
は
、
業
務
前
自
動
点
呼
を
受
け
た
運
転
者
の
体
温
及
び
血
圧
の
測
定
値
と
運
行
管
理

者
又
は
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
た
運
転
者
ご
と
の
平
時
の
値
の
差
異

ル

運
転
者
に
あ
っ
て
は
、
業
務
前
自
動
点
呼
を
受
け
た
運
転
者
の
疾
病
、
疲
労
、
睡
眠
不
足
そ
の
他
の
理

由
に
よ
り
安
全
な
運
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
の
有
無
に
つ
い
て
の
確
認
の
結
果

ヲ

運
転
者
に
あ
っ
て
は
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
点
検

の
結
果

ワ

特
定
自
動
運
行
保
安
員
に
あ
っ
て
は
、
特
定
自
動
運
行
事
業
用
自
動
車
に
よ
る
運
送
を
行
う
た
め
に
必

要
な
自
動
運
行
装
置
の
設
定
の
状
況
に
関
す
る
確
認
の
結
果

カ

運
行
管
理
者
又
は
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
が
運
転
者
等
に
対
し
伝
え
る
指
示
事
項

ヨ

業
務
前
自
動
点
呼
を
中
断
し
、
再
開
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
中
断
に
至
っ
た
判
定
結
果
及
び
再

開
の
判
断
を
行
っ
た
運
行
管
理
者
又
は
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
の
氏
名

タ

運
行
管
理
者
又
は
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
が
、
当
該
運
転
者
等
が
事
業
用
自
動
車
の
運
行
の
業
務

に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
断
し
た
場
合
の
理
由
及
び
代
替
措
置
の
内
容

レ

そ
の
他
必
要
な
事
項

二
十
一

業
務
前
自
動
点
呼
機
器
が
故
障
し
た
場
合
、
故
障
発
生
日
時
及
び
故
障
内
容
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り

記
録
し
、
そ
の
記
録
を
一
年
間
保
存
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

二
十
二

電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
第
二
十
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
前
号
の
記
録
の
修
正
若
し
く
は
消

去
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
第
二
十
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
前

号
の
記
録
が
修
正
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
修
正
前
の
情
報
が
保
存
さ
れ
、
か
つ
、
消
去
で
き
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
。

二
十
三

電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
第
二
十
号
に
掲
げ
る
事
項
（
ト
及
び
チ
を
除
く
。）及
び
第
二
十
一

号
の
記
録
に
つ
い
て
、
業
務
前
自
動
点
呼
機
器
に
保
存
さ
れ
た
情
報
を
Ｃ
Ｓ
Ｖ
形
式
で
、
電
磁
的
記
録
と
し

て
出
力
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

２

業
務
後
自
動
点
呼
機
器
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条

自
動
点
呼
機
器
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

運
行
管
理
者
等
が
、
運
転
者
等
ご
と
の
業
務
後
自
動
点
呼
の
実
施
予
定
及
び
当
該
業
務
後
自
動
点
呼
に
責

任
を
持
つ
運
行
管
理
者
又
は
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
の
氏
名
を
入
力
で
き
、
当
該
業
務
後
自
動
点
呼
の

実
施
状
況
及
び
実
施
結
果
を
確
認
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

二

運
行
管
理
者
等
が
、
運
転
者
等
ご
と
の
業
務
後
自
動
点
呼
の
実
施
予
定
及
び
当
該
業
務
後
自
動
点
呼
に
責

任
を
持
つ
運
行
管
理
者
の
氏
名
を
入
力
で
き
、
当
該
業
務
後
自
動
点
呼
の
実
施
状
況
及
び
実
施
結
果
を
確
認

で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

四

運
転
者
に
よ
る
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
の
使
用
前
又
は
使
用
中
に
当
該
運
転
者
に
つ
い
て
生
体
認
証
符
号
等

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
確
実
に
識
別
す
る
機
能
を
有
し
、
業
務
後
自
動
点
呼
が
開
始
さ
れ
た
後
に
、
生
体

認
証
符
号
等
に
よ
る
識
別
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
が
作
動
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
前
号
の
生
体
認
証
符
号
等
に
よ
る
識
別
の
直
後
に
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、

本
号
の
生
体
認
証
符
号
等
に
よ
る
識
別
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

運
転
者
に
よ
る
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
の
使
用
前
又
は
使
用
中
に
当
該
運
転
者
に
つ
い
て
生
体
認
証
符
号
等

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
確
実
に
識
別
す
る
機
能
を
有
し
、
生
体
認
証
符
号
等
に
よ
る
識
別
が
行
わ
れ
た
場

合
に
、
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
が
作
動
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
前
号
の
生
体
認
証
符
号
等
に
よ

る
識
別
の
直
後
に
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、本
号
の
生
体
認
証
符
号
等
に
よ
る
識
別
は
、

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五

（
略
）

五

（
略
）
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六

運
転
者
が
行
う
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
運
転
者
の
呼
気
中
に
ア
ル
コ
ー
ル
が
検
知
さ

れ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
運
行
管
理
者
又
は
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
に
対
し
警
報
又
は
通
知
を
発
す
る

機
能
を
有
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
業
務
後
自
動
点
呼
を
中
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

六

運
転
者
が
行
う
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
運
転
者
の
呼
気
中
に
ア
ル
コ
ー
ル
が
検
知
さ

れ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
運
行
管
理
者
に
対
し
警
報
又
は
通
知
を
発
す
る
機
能
を
有
し
、
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
業
務
後
自
動
点
呼
を
完
了
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

七

運
転
者
等
が
従
事
し
た
運
行
の
業
務
に
係
る
事
業
用
自
動
車
、
道
路
及
び
運
行
の
状
況
及
び
交
替
す
る
運

転
者
等
に
対
す
る
通
告
に
つ
い
て
、
運
転
者
等
が
報
告
し
た
内
容
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、
運
行
管

理
者
等
が
確
認
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

七

運
転
者
等
が
従
事
し
た
運
行
の
業
務
に
係
る
事
業
用
自
動
車
、
道
路
及
び
運
行
の
状
況
及
び
交
替
す
る
運

転
者
等
に
対
す
る
通
告
に
つ
い
て
、
運
転
者
等
が
口
頭
で
報
告
し
た
内
容
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、

運
行
管
理
者
等
が
確
認
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

八

運
行
管
理
者
又
は
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
が
運
転
者
等
に
対
し
て
伝
え
る
指
示
事
項
を
、
当
該
運
転

者
等
ご
と
に
画
面
表
示
又
は
音
声
に
よ
り
伝
達
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

八

運
行
管
理
者
が
運
転
者
等
に
対
し
て
伝
え
る
指
示
事
項
を
、
当
該
運
転
者
等
ご
と
に
画
面
表
示
又
は
音
声

に
よ
り
伝
達
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

九

（
略
）

九

（
略
）

十

運
転
者
等
ご
と
に
業
務
後
自
動
点
呼
の
実
施
予
定
時
刻
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
当
該
実
施
予
定
時
刻

か
ら
事
業
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
時
間
を
経
過
し
て
も
業
務
後
自
動
点
呼
が
完
了
し
な
い
場
合
に
は
、
運

行
管
理
者
等
に
対
し
警
報
又
は
通
知
を
発
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

十

運
転
者
等
ご
と
に
業
務
後
自
動
点
呼
の
実
施
予
定
時
刻
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
当
該
予
定
時
刻
か
ら

事
業
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
時
間
を
経
過
し
て
も
業
務
後
自
動
点
呼
が
完
了
し
な
い
場
合
に
は
、
運
行
管

理
者
等
に
対
し
警
報
又
は
通
知
を
発
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

十
一

業
務
後
自
動
点
呼
を
受
け
た
運
転
者
等
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、

か
つ
、
そ
の
記
録
を
一
年
間
保
存
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

十
一

業
務
後
自
動
点
呼
を
受
け
た
運
転
者
等
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、

か
つ
、
そ
の
記
録
を
一
年
間
保
存
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

イ

業
務
後
自
動
点
呼
に
責
任
を
負
う
運
行
管
理
者
又
は
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
の
氏
名

イ

業
務
後
自
動
点
呼
に
責
任
を
負
う
運
行
管
理
者
の
氏
名

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

ハ

業
務
後
自
動
点
呼
を
受
け
た
運
転
者
等
が
従
事
し
た
運
行
の
業
務
に
係
る
事
業
用
自
動
車
の
自
動
車
登

録
番
号
又
は
車
両
番
号
そ
の
他
の
当
該
事
業
用
自
動
車
を
識
別
で
き
る
表
示

ハ

業
務
後
自
動
点
呼
を
受
け
た
運
転
者
等
が
従
事
し
た
運
行
の
業
務
に
係
る
事
業
用
自
動
車
の
自
動
車
登

録
番
号
又
は
当
該
事
業
用
自
動
車
を
識
別
で
き
る
記
号
、
番
号
等

ニ
〜
ヲ

（
略
）

ニ
〜
ヲ

（
略
）

十
二

業
務
後
自
動
点
呼
機
器
が
故
障
し
た
場
合
、
故
障
発
生
日
時
及
び
故
障
内
容
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記

録
し
、
そ
の
記
録
を
一
年
間
保
存
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

十
二

自
動
点
呼
機
器
が
故
障
し
た
場
合
、
故
障
発
生
日
時
及
び
故
障
内
容
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
し
、

そ
の
記
録
を
一
年
間
保
存
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

十
三

（
略
）

十
三

（
略
）

十
四

電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
（
ト
及
び
チ
を
除
く
。）及
び
第
十
二
号
の

記
録
に
つ
い
て
、
業
務
後
自
動
点
呼
機
器
に
保
存
さ
れ
た
情
報
を
Ｃ
Ｓ
Ｖ
形
式
で
、
電
磁
的
記
録
と
し
て
出

力
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

十
四

電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
十
二
号
の
記
録
に
つ
い
て
、
自
動

点
呼
機
器
に
保
存
さ
れ
た
情
報
を
Ｃ
Ｓ
Ｖ
形
式
で
、
電
磁
的
記
録
と
し
て
出
力
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

（
自
動
点
呼
機
器
を
設
置
す
る
施
設
及
び
環
境
の
要
件
）

（
自
動
点
呼
機
器
を
設
置
す
る
施
設
及
び
環
境
の
要
件
）

第
十
条

業
務
前
自
動
点
呼
機
器
又
は
業
務
後
自
動
点
呼
機
器
を
設
置
す
る
施
設
及
び
環
境
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条

な
り
す
ま
し
、
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
の
不
正
使
用
及
び
第
八
条
各
号
に
掲
げ
る
場
所
以
外
で
業
務
後
自

動
点
呼
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
そ
の
他
の
撮
影
機
器
に
よ
り
、
運
行
管
理
者
等

が
業
務
後
自
動
点
呼
を
受
け
る
運
転
者
等
の
全
身
を
業
務
後
自
動
点
呼
の
実
施
中
又
は
終
了
後
に
明
瞭
に
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

一

な
り
す
ま
し
、
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
及
び
健
康
状
態
測
定
機
能
に
係
る
機
器
の
不
正
使
用
並
び
に
第
八
条

各
号
に
掲
げ
る
場
所
以
外
で
自
動
点
呼
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
そ
の
他
の
撮

影
機
器
に
よ
り
、
運
行
管
理
者
等
が
自
動
点
呼
を
受
け
る
運
転
者
等
の
全
身
を
自
動
点
呼
の
実
施
中
又
は
終

了
後
に
明
瞭
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

二

自
動
点
呼
が
途
絶
し
な
い
た
め
に
必
要
な
通
信
環
境
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

（
自
動
点
呼
実
施
時
の
遵
守
事
項
）

（
業
務
後
自
動
点
呼
実
施
時
の
遵
守
事
項
）

第
十
一
条

事
業
者
及
び
運
行
管
理
者
等
は
、
業
務
前
自
動
点
呼
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

一

事
業
者
（
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
及
び
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
に
限
る
。）は
、
業
務
前
自
動

点
呼
の
運
用
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
運
行
管
理
規
程
に
明
記
す
る
こ
と
。

二

事
業
者
は
、
前
号
の
事
項
に
つ
い
て
、
運
行
管
理
者
等
、運
転
者
等
そ
の
他
の
関
係
者
に
周
知
す
る
こ
と
。

三

事
業
者
は
、
業
務
前
自
動
点
呼
機
器
の
使
用
方
法
、
故
障
時
の
対
応
等
に
つ
い
て
運
行
管
理
者
等
、
運
転

者
等
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
適
切
に
教
育
及
び
指
導
を
行
う
こ
と
。
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四

事
業
者
は
、
第
八
条
第
一
号
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
業
務
前
自
動
点
呼
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
場
所

以
外
で
業
務
前
自
動
点
呼
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
業
務
前
自
動
点
呼
機
器
が
業
務
前
自
動
点

呼
実
施
場
所
か
ら
持
ち
出
さ
れ
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

五

事
業
者
は
、
業
務
前
自
動
点
呼
機
器
を
適
切
に
使
用
、
管
理
及
び
保
守
す
る
こ
と
に
よ
り
、
常
に
正
常
に

作
動
す
る
状
態
に
保
持
す
る
こ
と
。

六

運
行
管
理
者
等
は
、
運
転
者
等
ご
と
に
、
あ
ら
か
じ
め
業
務
前
自
動
点
呼
の
実
施
予
定
を
業
務
前
自
動
点

呼
機
器
に
入
力
し
、
業
務
前
自
動
点
呼
の
実
施
結
果
を
適
宜
確
認
し
、
点
呼
の
未
実
施
を
防
止
す
る
こ
と
。

七

業
務
前
自
動
点
呼
を
実
施
す
る
予
定
時
刻
か
ら
事
業
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
時
間
を
経
過
し
て
も
業
務

前
自
動
点
呼
が
完
了
し
な
い
場
合
に
は
、
運
行
管
理
者
等
が
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を

整
備
す
る
こ
と
。

八

事
業
者
は
、
運
転
者
等
が
携
行
品
を
確
実
に
携
行
し
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

九

事
業
者
は
、
運
行
管
理
者
等
及
び
運
転
者
等
の
間
で
早
急
に
報
告
す
る
必
要
が
あ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

業
務
前
自
動
点
呼
の
実
施
に
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
間
で
速
や
か
に
報
告
が
な
さ
れ
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

十

運
転
者
が
酒
気
を
帯
び
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
運
行
管
理
者
又
は
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管

理
者
が
当
該
運
転
者
の
状
態
を
確
認
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る

こ
と
。

十
一

運
転
者
が
安
全
な
運
転
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
業
務
前
自
動
点
呼
機
器
に
よ
っ
て

判
定
さ
れ
た
場
合
は
、
運
行
管
理
者
又
は
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
が
当
該
運
転
者
の
状
態
を
確
認
す
る

た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

十
二

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
点
検
の
結
果
に
異
常
が
認
め

ら
れ
た
場
合
、
運
行
管
理
者
又
は
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
が
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
体

制
を
整
備
す
る
こ
と
。

十
三

特
定
自
動
運
行
保
安
員
に
対
し
て
点
呼
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
特
定
自
動
運
行
事
業
用
自
動
車
に
よ

る
運
送
を
行
う
た
め
に
必
要
な
自
動
運
行
装
置
の
設
定
の
状
況
に
関
す
る
確
認
の
結
果
に
異
常
が
認
め
ら
れ

た
場
合
に
、
運
行
管
理
者
又
は
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
が
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
体
制

を
整
備
す
る
こ
と
。

十
四

業
務
前
自
動
点
呼
機
器
の
故
障
等
に
よ
り
業
務
前
自
動
点
呼
を
行
う
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
、

業
務
前
自
動
点
呼
を
受
け
る
運
転
者
等
の
属
す
る
営
業
所
の
運
行
管
理
者
等
に
よ
る
対
面
点
呼
そ
の
他
の
実

施
が
認
め
ら
れ
て
い
る
点
呼
を
行
う
体
制
を
整
え
る
こ
と
。

十
五

事
業
者
は
、
運
転
者
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
対
象
者
」
と
い
う
。）の
識
別
に
必
要
な
生
体
認
証

符
号
等
や
健
康
状
態
に
係
る
測
定
結
果
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
対
象
者
の
同
意
を
得
る
こ

と
。

十
六

業
務
前
自
動
点
呼
を
行
う
運
行
管
理
者
等
は
、
第
八
条
第
二
号
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
運
転
者
等
が

業
務
前
自
動
点
呼
を
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
運
転
者
等
を
選
任
し
て
い
る
事
業
者
が

定
め
た
場
所
で
業
務
前
自
動
点
呼
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
、
当
該
業
務
前
自
動
点
呼
の
実
施
中
又
は
終
了
後

に
静
止
画
又
は
動
画
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
。

２

事
業
者
及
び
運
行
管
理
者
等
は
、
業
務
後
自
動
点
呼
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条

事
業
者
及
び
運
行
管
理
者
等
は
、
業
務
後
自
動
点
呼
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

事
業
者
（
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
及
び
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
に
限
る
。）は
、
業
務
後
自
動

点
呼
の
運
用
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
運
行
管
理
規
程
に
明
記
す
る
こ
と
。

一

事
業
者
は
、
業
務
後
自
動
点
呼
の
運
用
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
運
行
管
理
規
程
に

明
記
す
る
と
と
も
に
、
運
行
管
理
者
等
、
運
転
者
等
そ
の
他
の
関
係
者
に
周
知
す
る
こ
と
。

二

事
業
者
は
、
前
号
の
事
項
に
つ
い
て
、
運
行
管
理
者
等
、運
転
者
等
そ
の
他
の
関
係
者
に
周
知
す
る
こ
と
。

（
新
設
）
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三

事
業
者
は
、
業
務
後
自
動
点
呼
機
器
の
使
用
方
法
、
故
障
時
の
対
応
等
に
つ
い
て
運
行
管
理
者
等
、
運
転

者
等
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
適
切
に
教
育
及
び
指
導
を
行
う
こ
と
。

二

事
業
者
は
、
自
動
点
呼
機
器
の
使
用
方
法
、
故
障
時
の
対
応
等
に
つ
い
て
運
行
管
理
者
、
運
転
者
等
そ
の

他
の
関
係
者
に
対
し
、
適
切
に
教
育
及
び
指
導
を
行
う
こ
と
。

四

事
業
者
は
、
第
八
条
第
一
号
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
業
務
後
自
動
点
呼
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
場
所

以
外
で
業
務
後
自
動
点
呼
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
業
務
後
自
動
点
呼
機
器
が
業
務
後
自
動
点

呼
実
施
場
所
か
ら
持
ち
出
さ
れ
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

三

事
業
者
は
、
第
八
条
第
一
号
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
業
務
後
自
動
点
呼
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
場
所

以
外
で
業
務
後
自
動
点
呼
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
業
務
後
自
動
点
呼
に
用
い
る
自
動
点
呼
機

器
が
業
務
後
自
動
点
呼
実
施
場
所
か
ら
持
ち
出
さ
れ
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

五

事
業
者
は
、
業
務
後
自
動
点
呼
機
器
を
適
切
に
使
用
、
管
理
及
び
保
守
す
る
こ
と
に
よ
り
、
常
に
正
常
に

作
動
す
る
状
態
に
保
持
す
る
こ
と
。

四

事
業
者
は
、
自
動
点
呼
機
器
を
適
切
に
使
用
、
管
理
及
び
保
守
す
る
こ
と
に
よ
り
、
常
に
正
常
に
作
動
す

る
状
態
に
保
持
す
る
こ
と
。

六

運
行
管
理
者
等
は
、
運
転
者
等
ご
と
に
、
あ
ら
か
じ
め
業
務
後
自
動
点
呼
の
実
施
予
定
を
業
務
後
自
動
点

呼
機
器
に
入
力
し
、
業
務
後
自
動
点
呼
の
実
施
結
果
を
適
宜
確
認
し
、
点
呼
の
未
実
施
を
防
止
す
る
こ
と
。

五

運
行
管
理
者
等
は
、
運
転
者
等
ご
と
の
業
務
後
自
動
点
呼
の
実
施
予
定
及
び
実
施
結
果
を
適
宜
確
認
し
、

点
呼
の
未
実
施
を
防
止
す
る
こ
と
。

七
・
八

（
略
）

六
・
七

（
略
）

九

事
業
者
は
、
運
行
管
理
者
等
及
び
運
転
者
等
の
間
で
早
急
に
報
告
す
る
必
要
が
あ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

業
務
後
自
動
点
呼
の
実
施
に
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
間
で
速
や
か
に
報
告
が
な
さ
れ
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

八

運
行
管
理
者
等
に
対
し
早
急
に
報
告
す
る
必
要
が
あ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
業
務
後
自
動
点
呼
の
実
施
に

か
か
わ
ら
ず
、
運
転
者
等
か
ら
運
行
管
理
者
等
に
対
し
速
や
か
に
報
告
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

十

運
転
者
が
酒
気
を
帯
び
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
運
行
管
理
者
又
は
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管

理
者
が
当
該
運
転
者
の
状
態
を
確
認
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る

こ
と
。

九

運
転
者
が
酒
気
を
帯
び
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
運
行
管
理
者
が
当
該
運
転
者
の
状
態
を
確

認
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

十
一

業
務
後
自
動
点
呼
機
器
の
故
障
等
に
よ
り
業
務
後
自
動
点
呼
を
行
う
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
、

業
務
後
自
動
点
呼
を
受
け
る
運
転
者
等
の
属
す
る
営
業
所
の
運
行
管
理
者
等
に
よ
る
対
面
点
呼
そ
の
他
の
実

施
が
認
め
ら
れ
て
い
る
点
呼
を
行
う
体
制
を
整
え
る
こ
と
。

十

自
動
点
呼
機
器
の
故
障
等
に
よ
り
業
務
後
自
動
点
呼
を
行
う
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
、
業
務
後
自

動
点
呼
を
受
け
る
運
転
者
等
の
属
す
る
営
業
所
の
運
行
管
理
者
等
に
よ
る
対
面
点
呼
そ
の
他
の
実
施
が
認
め

ら
れ
て
い
る
点
呼
を
行
う
体
制
を
整
え
る
こ
と
。

十
二

事
業
者
は
、
運
転
者
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
対
象
者
」
と
い
う
。）の
識
別
に
必
要
な
生
体
認
証

符
号
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
対
象
者
の
同
意
を
得
る
こ
と
。

十
一

事
業
者
は
、
運
転
者
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
対
象
者
」
と
い
う
。）の
識
別
に
必
要
な
生
体
認
証

符
号
等
、
あ
ら
か
じ
め
、
対
象
者
の
同
意
を
得
る
こ
と
。

十
三

（
略
）

十
二

（
略
）

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

そ

の

他

告

示

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
デ
ジ
タ
ル
庁
告
示
第
五
号

公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律

第
三
十
八
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の

登
録
等
に
関
す
る
法
律
第
十
条
の
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
公
的
給
付
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

林

芳
正

一

令
和
六
年
度
東
京
都
立
川
市
物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
給
付
金
（
三
万
円
給
付
）（
原
油
価
格
や
物
価
高
騰
等
の
影

響
に
鑑
み
、
令
和
六
年
度
立
川
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
東
京
都
立
川
市
か
ら
、
低
所
得
者
世
帯
を
支
援

す
る
観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
を
い
う
。）

二

令
和
六
年
度
東
京
都
国
立
市
住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
対
象
臨
時
給
付
金
（
令
和
七
年
支
給
分
）（
原
油
価
格

や
物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、
令
和
六
年
度
国
立
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
東
京
都
国
立
市
か
ら
、
低

所
得
者
世
帯
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
を
い
う
。）

三

令
和
七
年
度
東
京
都
東
大
和
市
子
育
て
応
援
給
付
金
（
原
油
価
格
や
物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、
令
和
六
年
度

東
大
和
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
東
京
都
東
大
和
市
か
ら
、
子
育
て
世
帯
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支
給
さ

れ
る
給
付
を
い
う
。）

四

令
和
六
年
度
神
奈
川
県
綾
瀬
市
住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
に
対
す
る
生
活
支
援
特
別
給
付
金
（
追
加
分
）（
原

油
価
格
や
物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、
令
和
六
年
度
綾
瀬
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
神
奈
川
県
綾
瀬
市

か
ら
、
低
所
得
者
世
帯
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
を
い
う
。）

五

令
和
六
年
度
新
潟
県
南
魚
沼
市
価
格
高
騰
緊
急
支
援
給
付
金
（
住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
給
付
）（
原
油
価
格

や
物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、
令
和
六
年
度
南
魚
沼
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、新
潟
県
南
魚
沼
市
か
ら
、

低
所
得
者
世
帯
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
を
い
う
。）

六

令
和
六
年
度
新
潟
県
南
魚
沼
市
価
格
高
騰
緊
急
支
援
給
付
金
（
子
育
て
世
帯
加
算
分
）（
原
油
価
格
や
物
価
高
騰
等

の
影
響
に
鑑
み
、
令
和
六
年
度
南
魚
沼
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
新
潟
県
南
魚
沼
市
か
ら
、
低
所
得
で
あ

る
子
育
て
世
帯
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
を
い
う
。）

七

令
和
六
年
度
新
潟
県
南
魚
沼
市
福
祉
灯
油
購
入
費
助
成
金
（
原
油
価
格
や
物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、
令
和
六

年
度
南
魚
沼
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
新
潟
県
南
魚
沼
市
か
ら
、
地
域
住
民
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支
給

さ
れ
る
給
付
を
い
う
。）

八

令
和
六
年
度
京
都
府
長
岡
京
市
生
活
応
援
給
付
金
（
五
千
円
給
付
）（
原
油
価
格
や
物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、

令
和
六
年
度
長
岡
京
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
京
都
府
長
岡
京
市
か
ら
、
地
域
住
民
を
支
援
す
る
観
点
か

ら
支
給
さ
れ
る
給
付
を
い
う
。）

九

令
和
六
年
度
長
崎
県
大
村
市
価
格
高
騰
重
点
支
援
給
付
金
（
原
油
価
格
や
物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、
令
和
六

年
度
大
村
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
長
崎
県
大
村
市
か
ら
、
低
所
得
者
世
帯
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支
給

さ
れ
る
給
付
を
い
う
。）

十

令
和
六
年
度
沖
縄
県
石
垣
市
物
価
高
騰
対
策
臨
時
給
付
金
（
非
課
税
世
帯
等
給
付
金
・
こ
ど
も
加
算
）（
原
油
価
格

や
物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、
令
和
六
年
度
石
垣
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
沖
縄
県
石
垣
市
か
ら
、
低

所
得
者
世
帯
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
を
い
う
。）

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。
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令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
二

令
和
六
年
度
東
京
都
国
立
市
住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
対
象
臨
時
給
付
金
（
令
和
七
年
支
給
分
）（
原
油
価
格

や
物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、
令
和
六
年
度
国
立
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
東
京
都
国
立
市
か
ら
、
低

所
得
者
世
帯
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
を
い
う
。）の
支
給
を
実
施
す
る
た
め
の
基
礎
と
す
る
情
報

（
入
所
等
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情
報
、
生
活
保
護
関
係
情
報
、
地
方
税
関
係
情
報
、
公
的
給
付
支
給
等
口
座
登

録
簿
関
係
情
報
、
令
和
五
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
一
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
五
年
度
物
価
高

騰
対
策
給
付
金
（
第
二
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
六
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
一
号
）
の
支
給
に

関
す
る
情
報
及
び
令
和
六
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
二
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。）の
管
理
に
関

す
る
事
務

三

令
和
七
年
度
東
京
都
東
大
和
市
子
育
て
応
援
給
付
金
（
原
油
価
格
や
物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、
令
和
六
年
度

東
大
和
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
東
京
都
東
大
和
市
か
ら
、
子
育
て
世
帯
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支
給
さ

れ
る
給
付
を
い
う
。）の
支
給
を
実
施
す
る
た
め
の
基
礎
と
す
る
情
報
（
地
方
税
関
係
情
報
、
児
童
扶
養
手
当
関
係
情

報
（
児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
に
関
す
る
情
報

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
児
童
手
当
関
係
情
報
（
児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
に
よ
る
児
童

手
当
及
び
旧
特
例
給
付
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
七
号
）

附
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
児
童
手
当
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
給
付
を
い
う
。）の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
公
的
給

付
支
給
等
口
座
登
録
簿
関
係
情
報
及
び
令
和
六
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
二
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
を

含
む
。）の
管
理
に
関
す
る
事
務

四

令
和
六
年
度
神
奈
川
県
綾
瀬
市
住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
に
対
す
る
生
活
支
援
特
別
給
付
金
（
追
加
分
）（
原

油
価
格
や
物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、
令
和
六
年
度
綾
瀬
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
神
奈
川
県
綾
瀬
市

か
ら
、
低
所
得
者
世
帯
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
を
い
う
。）の
支
給
を
実
施
す
る
た
め
の
基
礎
と
す

る
情
報
（
入
所
等
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情
報
、
生
活
保
護
関
係
情
報
、
地
方
税
関
係
情
報
、
公
的
給
付
支
給
等

口
座
登
録
簿
関
係
情
報
、
令
和
五
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
一
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
五
年
度

物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
二
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
六
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
一
号
）
の

支
給
に
関
す
る
情
報
及
び
令
和
六
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
二
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。）の
管

理
に
関
す
る
事
務

五

令
和
六
年
度
新
潟
県
南
魚
沼
市
価
格
高
騰
緊
急
支
援
給
付
金
（
住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
給
付
）（
原
油
価
格

や
物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、
令
和
六
年
度
南
魚
沼
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、新
潟
県
南
魚
沼
市
か
ら
、

低
所
得
者
世
帯
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
を
い
う
。）の
支
給
を
実
施
す
る
た
め
の
基
礎
と
す
る
情
報

（
入
所
等
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情
報
、
生
活
保
護
関
係
情
報
、
地
方
税
関
係
情
報
、
公
的
給
付
支
給
等
口
座
登

録
簿
関
係
情
報
、
令
和
五
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
一
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
五
年
度
物
価
高

騰
対
策
給
付
金
（
第
二
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
六
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
一
号
）
の
支
給
に

関
す
る
情
報
及
び
令
和
六
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
二
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。）の
管
理
に
関

す
る
事
務

六

令
和
六
年
度
新
潟
県
南
魚
沼
市
価
格
高
騰
緊
急
支
援
給
付
金
（
子
育
て
世
帯
加
算
分
）（
原
油
価
格
や
物
価
高
騰
等

の
影
響
に
鑑
み
、
令
和
六
年
度
南
魚
沼
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
新
潟
県
南
魚
沼
市
か
ら
、
低
所
得
で
あ

る
子
育
て
世
帯
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
を
い
う
。）の
支
給
を
実
施
す
る
た
め
の
基
礎
と
す
る
情
報

（
地
方
税
関
係
情
報
、
児
童
扶
養
手
当
関
係
情
報
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
関
係
情
報
（
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支

給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
に
よ
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
に
関
す
る
情
報
を

い
う
。）、
児
童
手
当
関
係
情
報
、
公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録
簿
関
係
情
報
及
び
令
和
五
年
度
子
育
て
世
帯
生
活
支

援
特
別
給
付
金
（
令
和
五
年
三
月
予
備
費
使
用
及
び
令
和
五
年
度
予
算
に
係
る
子
育
て
関
連
給
付
金
に
係
る
差
押
禁

止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
令
和
五
年
三
月
予
備
費
使
用
に

係
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
を
い
う
。）の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。）の
管
理
に
関
す
る
事
務

七

令
和
六
年
度
新
潟
県
南
魚
沼
市
福
祉
灯
油
購
入
費
助
成
金
（
原
油
価
格
や
物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、
令
和
六

年
度
南
魚
沼
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
新
潟
県
南
魚
沼
市
か
ら
、
地
域
住
民
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支
給

さ
れ
る
給
付
を
い
う
。）の
支
給
を
実
施
す
る
た
め
の
基
礎
と
す
る
情
報
（
入
所
等
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情
報
、

生
活
保
護
関
係
情
報
、
地
方
税
関
係
情
報
、
公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録
簿
関
係
情
報
、
令
和
五
年
度
物
価
高
騰
対

策
給
付
金
（
第
一
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
五
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
二
号
）
の
支
給
に
関
す

る
情
報
、
令
和
六
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
一
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
及
び
令
和
六
年
度
物
価
高
騰
対

策
給
付
金
（
第
二
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。）の
管
理
に
関
す
る
事
務

八

令
和
六
年
度
京
都
府
長
岡
京
市
生
活
応
援
給
付
金
（
五
千
円
給
付
）（
原
油
価
格
や
物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、

令
和
六
年
度
長
岡
京
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
京
都
府
長
岡
京
市
か
ら
、
地
域
住
民
を
支
援
す
る
観
点
か

ら
支
給
さ
れ
る
給
付
を
い
う
。）の
支
給
を
実
施
す
る
た
め
の
基
礎
と
す
る
情
報
（
地
方
税
関
係
情
報
、
公
的
給
付
支

給
等
口
座
登
録
簿
関
係
情
報
及
び
令
和
五
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金（
第
一
号
）の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。）

の
管
理
に
関
す
る
事
務

〇
デ
ジ
タ
ル
庁

総

務

省
告
示
第
十
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
の
主
務
省
令
で
定
め
る

事
務
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
五
号
）
第
七
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政
手
続
に

お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る

命
令
第
七
十
四
条
の
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
定
め
る
事
務
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

林

芳
正

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

一

令
和
六
年
度
東
京
都
立
川
市
物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
給
付
金
（
三
万
円
給
付
）（
原
油
価
格
や
物
価
高
騰
等
の
影

響
に
鑑
み
、
令
和
六
年
度
立
川
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
東
京
都
立
川
市
か
ら
、
低
所
得
者
世
帯
を
支
援

す
る
観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
を
い
う
。）の
支
給
を
実
施
す
る
た
め
の
基
礎
と
す
る
情
報
（
入
所
等
の
措
置
の
実

施
に
関
す
る
情
報
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
に
よ
る
入
所
等
の
措
置
の
実
施
に
関
す

る
情
報
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
に
よ
る
入
所
等
の
措
置
の
実
施
に
関
す

る
情
報
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
に
よ
る
入
所
等
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情

報
及
び
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）に
よ
る
福
祉
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）、
生
活
保
護
関
係
情
報
（
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
に
よ
る
保
護
の
実
施

に
関
す
る
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
地
方
税
関
係
情
報
（
地
方
税
法（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

そ
の
他
の
地
方
税
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
税
額
又
は
そ
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
事

項
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録
簿
関
係
情
報
（
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅

速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
条
第

三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
令
和
五
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第

一
号
）（
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
二
条
第
一

号
に
規
定
す
る
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
五
年
度
物
価
高
騰
対

策
給
付
金（
第
二
号
）（
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則（
令
和
五
年
内
閣
府
・

総
務
省
・
財
務
省
令
第
一
号
）
第
二
条
第
一
号
イ
、
ロ
及
び
ヘ
並
び
に
同
条
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
世
帯
、
同
条
第
二

号
ロ
及
び
同
条
第
三
号
イ

に
掲
げ
る
世
帯
（
同
条
第
一
号
イ
、
ロ
及
び
ヘ
並
び
に
同
条
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
世
帯

に
限
る
。）並
び
に
同
条
第
三
号
イ

に
掲
げ
る
世
帯
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
世
帯
に
対
し
給
付
金
を
支
給
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
国
が
交
付
す
る
交
付
金
を
財
源
と
し
て
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）か
ら
支
給
さ
れ
る

給
付
金
で
あ
っ
て
、
同
令
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
六
年

度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
一
号
）（
同
令
第
二
条
第
一
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
個
人
又
は
世
帯
、
同
条
第
二

号
ロ
及
び
同
条
第
三
号
イ

に
掲
げ
る
個
人
又
は
世
帯
（
同
条
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
個
人
又
は
世
帯
に

限
る
。）並
び
に
同
条
第
三
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
個
人
又
は
世
帯
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
個
人
又
は
世
帯
に
対
し
給

付
金
を
支
給
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
国
が
交
付
す
る
交
付
金
を
財
源
と
し
て
市
町
村
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
金
で

あ
っ
て
、
同
令
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
支
給
に
関
す
る
情
報
及
び
令
和
六
年
度
物
価

高
騰
対
策
給
付
金
（
第
二
号
）（
同
令
第
二
条
第
三
号
イ

に
掲
げ
る
世
帯
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
世
帯
に
対
し
給
付

金
を
支
給
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
国
が
交
付
す
る
交
付
金
を
財
源
と
し
て
市
町
村
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
金
で

あ
っ
て
、
同
令
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。）の
管
理
に

関
す
る
事
務





事

務

情

報

一

令
和
六
年
度
東
京
都
立
川
市
物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
給
付
金
（
三
万
円

給
付
）（
原
油
価
格
や
物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、
令
和
六
年
度
立
川
市
一

般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
東
京
都
立
川
市
か
ら
、
低
所
得
者
世
帯
を
支

援
す
る
観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
支
給
を
実
施

す
る
た
め
の
基
礎
と
す
る
情
報（
入
所
等
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情
報（
児

童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
に
よ
る
入
所
等
の
措
置

の
実
施
に
関
す
る
情
報
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二

百
八
十
三
号
）
に
よ
る
入
所
等
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情
報
、
知
的
障
害

者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
に
よ
る
入
所
等
の
措
置
の

実
施
に
関
す
る
情
報
及
び
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三

号
）
に
よ
る
福
祉
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、

生
活
保
護
関
係
情
報
（
生
活
保
護
法（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）

に
よ
る
保
護
の
実
施
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
地
方
税
関
係

情
報
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
そ
の
他
の
地

方
税
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
税
額
又
は
そ

の
算
定
の
基
礎
と
な
る
事
項
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
公
的

給
付
支
給
等
口
座
登
録
簿
関
係
情
報
（
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確

実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法

令
和
六
年
度
東
京
都
立
川
市

物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
給

付
金
（
三
万
円
給
付
）
の
支

給
要
件
の
該
当
性
を
判
定
す

る
必
要
が
あ
る
者
に
係
る
市

町
村
民
税
（
地
方
税
法
第
五

条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る

市
町
村
民
税
（
個
人
に
係
る

も
の
に
限
る
。）を
い
い
、
特

別
区
が
同
法
第
一
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
同

号
に
掲
げ
る
税
を
含
む
。
以

下
同
じ
。）及
び
公
的
給
付
支

給
等
口
座
登
録
簿
関
係
情
報

に
関
す
る
情
報

二

令
和
六
年
度
東
京
都
国
立
市
住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
対
象
臨
時
給

付
金
（
令
和
七
年
支
給
分
）（
原
油
価
格
や
物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、
令

和
六
年
度
国
立
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
東
京
都
国
立
市
か
ら
、

低
所
得
者
世
帯
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）の
支
給
を
実
施
す
る
た
め
の
基
礎
と
す
る
情
報
（
入
所
等
の
措
置
の
実

施
に
関
す
る
情
報
、
生
活
保
護
関
係
情
報
、
地
方
税
関
係
情
報
、
公
的
給
付

支
給
等
口
座
登
録
簿
関
係
情
報
、
令
和
五
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第

一
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
五
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第

二
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
六
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第

一
号
）の
支
給
に
関
す
る
情
報
及
び
令
和
六
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金（
第

二
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。）の
管
理
に
関
す
る
事
務

令
和
六
年
度
東
京
都
国
立
市

住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
世

帯
対
象
臨
時
給
付
金
（
令
和

七
年
支
給
分
）
の
支
給
要
件

の
該
当
性
を
判
定
す
る
必
要

が
あ
る
者
に
係
る
市
町
村
民

税
及
び
公
的
給
付
支
給
等
口

座
登
録
簿
関
係
情
報
に
関
す

る
情
報

三

令
和
七
年
度
東
京
都
東
大
和
市
子
育
て
応
援
給
付
金
（
原
油
価
格
や
物
価

高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、
令
和
六
年
度
東
大
和
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お

け
る
、
東
京
都
東
大
和
市
か
ら
、
子
育
て
世
帯
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支
給

さ
れ
る
給
付
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
支
給
を
実
施
す
る
た
め
の
基
礎
と
す

る
情
報
（
地
方
税
関
係
情
報
、
児
童
扶
養
手
当
関
係
情
報
（
児
童
扶
養
手
当

法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
の
支

給
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
児
童
手
当
関
係
情
報
（
児
童
手

当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
に
よ
る
児
童
手
当
及
び
旧
特
例

給
付
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年

法
律
第
四
十
七
号
）
附
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
手
当

法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
給
付
を
い
う
。）の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）、
公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録
簿
関
係
情
報
及
び
令
和
六
年
度

物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
二
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。）の
管

理
に
関
す
る
事
務

令
和
七
年
度
東
京
都
東
大
和

市
子
育
て
応
援
給
付
金
の
支

給
要
件
の
該
当
性
を
判
定
す

る
必
要
が
あ
る
者
に
係
る
市

町
村
民
税
及
び
公
的
給
付
支

給
等
口
座
登
録
簿
関
係
情
報

に
関
す
る
情
報

四

令
和
六
年
度
神
奈
川
県
綾
瀬
市
住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
に
対
す
る

生
活
支
援
特
別
給
付
金
（
追
加
分
）（
原
油
価
格
や
物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑

み
、
令
和
六
年
度
綾
瀬
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
神
奈
川
県
綾
瀬

市
か
ら
、低
所
得
者
世
帯
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）の
支
給
を
実
施
す
る
た
め
の
基
礎
と
す
る
情
報
（
入
所
等
の
措

置
の
実
施
に
関
す
る
情
報
、
生
活
保
護
関
係
情
報
、
地
方
税
関
係
情
報
、
公

令
和
六
年
度
神
奈
川
県
綾
瀬

市
住
民
税
均
等
割
の
み
課
税

世
帯
に
対
す
る
生
活
支
援
特

別
給
付
金
（
追
加
分
）
の
支

給
要
件
の
該
当
性
を
判
定
す

る
必
要
が
あ
る
者
に
係
る
市

律
第
三
十
八
号
）
第
三
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、令
和
五
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金（
第
一
号
）（
物

価
高
騰
対
策
給
付
金
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律

第
八
十
一
号
）第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
五
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金

（
第
二
号
）（
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
（
令
和
五
年
内
閣
府
・
総
務
省
・
財
務
省
令
第
一
号
）
第
二
条
第
一

号
イ
、
ロ
及
び
ヘ
並
び
に
同
条
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
世
帯
、
同
条
第
二
号
ロ

及
び
同
条
第
三
号
イ

に
掲
げ
る
世
帯
（
同
条
第
一
号
イ
、
ロ
及
び
ヘ
並
び

に
同
条
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
世
帯
に
限
る
。）並
び
に
同
条
第
三
号
イ

に
掲

げ
る
世
帯
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
世
帯
に
対
し
給
付
金
を
支
給
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
国
が
交
付
す
る
交
付
金
を
財
源
と
し
て
市
町
村
（
特
別
区
を
含

む
。
以
下
同
じ
。）か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
金
で
あ
っ
て
、
同
令
第
一
条
各
号

に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
六
年

度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
一
号
）（
同
令
第
二
条
第
一
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で

に
掲
げ
る
個
人
又
は
世
帯
、
同
条
第
二
号
ロ
及
び
同
条
第
三
号
イ

に
掲
げ

る
個
人
又
は
世
帯
（
同
条
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
個
人
又
は
世
帯

に
限
る
。）並
び
に
同
条
第
三
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
個
人
又
は
世
帯
そ
の
他

こ
れ
に
準
ず
る
個
人
又
は
世
帯
に
対
し
給
付
金
を
支
給
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
国
が
交
付
す
る
交
付
金
を
財
源
と
し
て
市
町
村
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付

金
で
あ
っ
て
、
同
令
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の

支
給
に
関
す
る
情
報
及
び
令
和
六
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
二
号
）

（
同
令
第
二
条
第
三
号
イ

に
掲
げ
る
世
帯
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
世
帯
に

対
し
給
付
金
を
支
給
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
国
が
交
付
す
る
交
付
金
を
財

源
と
し
て
市
町
村
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
金
で
あ
っ
て
、
同
令
第
一
条
第
三

号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。）

の
管
理
に
関
す
る
事
務

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
九

令
和
六
年
度
長
崎
県
大
村
市
価
格
高
騰
重
点
支
援
給
付
金
（
原
油
価
格
や
物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、
令
和
六

年
度
大
村
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
長
崎
県
大
村
市
か
ら
、
低
所
得
者
世
帯
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支
給

さ
れ
る
給
付
を
い
う
。）の
支
給
を
実
施
す
る
た
め
の
基
礎
と
す
る
情
報
（
入
所
等
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情
報
、

生
活
保
護
関
係
情
報
、
地
方
税
関
係
情
報
、
公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録
簿
関
係
情
報
、
令
和
五
年
度
物
価
高
騰
対

策
給
付
金
（
第
一
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
五
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
二
号
）
の
支
給
に
関
す

る
情
報
、
令
和
六
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
一
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
及
び
令
和
六
年
度
物
価
高
騰
対

策
給
付
金
（
第
二
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。）の
管
理
に
関
す
る
事
務

十

令
和
六
年
度
沖
縄
県
石
垣
市
物
価
高
騰
対
策
臨
時
給
付
金
（
非
課
税
世
帯
等
給
付
金
・
こ
ど
も
加
算
）（
原
油
価
格

や
物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、
令
和
六
年
度
石
垣
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
沖
縄
県
石
垣
市
か
ら
、
低

所
得
者
世
帯
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
を
い
う
。）の
支
給
を
実
施
す
る
た
め
の
基
礎
と
す
る
情
報

（
入
所
等
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情
報
、
生
活
保
護
関
係
情
報
、
地
方
税
関
係
情
報
、
公
的
給
付
支
給
等
口
座
登

録
簿
関
係
情
報
、
令
和
五
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
一
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
五
年
度
物
価
高

騰
対
策
給
付
金
（
第
二
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
六
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
一
号
）
の
支
給
に

関
す
る
情
報
及
び
令
和
六
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
二
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。）の
管
理
に
関

す
る
事
務

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
八
号
に
基
づ
く

利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
命
令
第
百
六
十
二
条
の
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
定
め
る
事
務
は
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
と
し
、
同
条
の
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
定
め
る
情
報
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
情
報
と
す
る
。

〇
デ
ジ
タ
ル
庁

総

務

省
告
示
第
十
一
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
八
号
に
基
づ
く

利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
命
令
（
令
和
六
年
デ
ジ
タ
ル
庁
・
総
務
省
令
第
九
号
）
第
百
六
十
二
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
八
号

に
基
づ
く
利
用
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
命
令
第
百
六
十
二
条
の
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
定
め
る
事

務
及
び
情
報
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

林

芳
正

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎





次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

一

本
邦
外
に
在
住
す
る
日
本
人
向
け
の
広
報
を
送
信
す
る
無
線
局
の
名
称
、
呼
出
名
称
、
使
用
電
波
の
型
式
及

び
周
波
数
並
び
に
送
信
時
刻

一

﹇
同
上
﹈

無
線
局
の
名
称

呼
出
名
称

電
波
の
型
式
及
び
周
波
数

（kHz）

送
信
時
刻
（
中
央
標
準
時
に
よ
る
。）

無
線
局
の
名
称

呼
出
名
称

電
波
の
型
式
及
び
周
波
数

（kHz）

送
信
時
刻
（
中
央
標
準
時
に
よ
る
。）

Ａ
三
Ｅ

五
、
九
二
〇

Ａ
三
Ｅ

五
、
九
五
五

Ａ
三
Ｅ

五
、
九
三
五

Ａ
三
Ｅ

六
、
〇
九
五

五

令
和
六
年
度
新
潟
県
南
魚
沼
市
価
格
高
騰
緊
急
支
援
給
付
金
（
住
民
税
均

等
割
の
み
課
税
世
帯
給
付
）（
原
油
価
格
や
物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、
令

和
六
年
度
南
魚
沼
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
新
潟
県
南
魚
沼
市
か

ら
、
低
所
得
者
世
帯
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）の
支
給
を
実
施
す
る
た
め
の
基
礎
と
す
る
情
報
（
入
所
等
の
措
置

の
実
施
に
関
す
る
情
報
、
生
活
保
護
関
係
情
報
、
地
方
税
関
係
情
報
、
公
的

給
付
支
給
等
口
座
登
録
簿
関
係
情
報
、
令
和
五
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金

（
第
一
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
五
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金

（
第
二
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
六
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金

（
第
一
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
及
び
令
和
六
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付

金
（
第
二
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。）の
管
理
に
関
す
る
事
務

令
和
六
年
度
新
潟
県
南
魚
沼

市
価
格
高
騰
緊
急
支
援
給
付

金
（
住
民
税
均
等
割
の
み
課

税
世
帯
給
付
）
の
支
給
要
件

の
該
当
性
を
判
定
す
る
必
要

が
あ
る
者
に
係
る
市
町
村
民

税
及
び
公
的
給
付
支
給
等
口

座
登
録
簿
関
係
情
報
に
関
す

る
情
報

的
給
付
支
給
等
口
座
登
録
簿
関
係
情
報
、
令
和
五
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付

金
（
第
一
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
五
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付

金
（
第
二
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
六
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付

金
（
第
一
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
及
び
令
和
六
年
度
物
価
高
騰
対
策
給

付
金
（
第
二
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。）の
管
理
に
関
す
る
事
務

町
村
民
税
及
び
公
的
給
付
支

給
等
口
座
登
録
簿
関
係
情
報

に
関
す
る
情
報

六

令
和
六
年
度
新
潟
県
南
魚
沼
市
価
格
高
騰
緊
急
支
援
給
付
金
（
子
育
て
世

帯
加
算
分
）（
原
油
価
格
や
物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、
令
和
六
年
度
南
魚

沼
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
新
潟
県
南
魚
沼
市
か
ら
、
低
所
得
で

あ
る
子
育
て
世
帯
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）の
支
給
を
実
施
す
る
た
め
の
基
礎
と
す
る
情
報（
地
方
税
関
係
情
報
、

児
童
扶
養
手
当
関
係
情
報
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
関
係
情
報
（
特
別
児
童
扶

養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）

に
よ
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。）、
児
童
手
当

関
係
情
報
、
公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録
簿
関
係
情
報
及
び
令
和
五
年
度
子

育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
（
令
和
五
年
三
月
予
備
費
使
用
及
び
令
和

五
年
度
予
算
に
係
る
子
育
て
関
連
給
付
金
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法

律
（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
令
和
五
年

三
月
予
備
費
使
用
に
係
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
を
い
う
。）の

支
給
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。）の
管
理
に
関
す
る
事
務

令
和
六
年
度
新
潟
県
南
魚
沼

市
価
格
高
騰
緊
急
支
援
給
付

金
（
子
育
て
世
帯
加
算
分
）

の
支
給
要
件
の
該
当
性
を
判

定
す
る
必
要
が
あ
る
者
に
係

る
市
町
村
民
税
及
び
公
的
給

付
支
給
等
口
座
登
録
簿
関
係

情
報
に
関
す
る
情
報

七

令
和
六
年
度
新
潟
県
南
魚
沼
市
福
祉
灯
油
購
入
費
助
成
金
（
原
油
価
格
や

物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、
令
和
六
年
度
南
魚
沼
市
一
般
会
計
補
正
予
算

に
お
け
る
、
新
潟
県
南
魚
沼
市
か
ら
、
地
域
住
民
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支

給
さ
れ
る
給
付
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
支
給
を
実
施
す
る
た
め
の
基
礎
と

す
る
情
報
（
入
所
等
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情
報
、生
活
保
護
関
係
情
報
、

地
方
税
関
係
情
報
、
公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録
簿
関
係
情
報
、
令
和
五
年

度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
一
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
五
年

度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
二
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
六
年

令
和
六
年
度
新
潟
県
南
魚
沼

市
福
祉
灯
油
購
入
費
助
成
金

の
支
給
要
件
の
該
当
性
を
判

定
す
る
必
要
が
あ
る
者
に
係

る
市
町
村
民
税
及
び
公
的
給

付
支
給
等
口
座
登
録
簿
関
係

情
報
に
関
す
る
情
報

度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
一
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
及
び
令
和
六

年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
二
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。）

の
管
理
に
関
す
る
事
務

八

令
和
六
年
度
京
都
府
長
岡
京
市
生
活
応
援
給
付
金
（
五
千
円
給
付
）（
原
油

価
格
や
物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、
令
和
六
年
度
長
岡
京
市
一
般
会
計
補

正
予
算
に
お
け
る
、
京
都
府
長
岡
京
市
か
ら
、
地
域
住
民
を
支
援
す
る
観
点

か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
支
給
を
実
施
す
る
た
め
の

基
礎
と
す
る
情
報
（
地
方
税
関
係
情
報
、
公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録
簿
関

係
情
報
及
び
令
和
五
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
一
号
）
の
支
給
に
関

す
る
情
報
を
含
む
。）の
管
理
に
関
す
る
事
務

令
和
六
年
度
京
都
府
長
岡
京

市
生
活
応
援
給
付
金
（
五
千

円
給
付
）
の
支
給
要
件
の
該

当
性
を
判
定
す
る
必
要
が
あ

る
者
に
係
る
市
町
村
民
税
及

び
公
的
給
付
支
給
等
口
座
登

録
簿
関
係
情
報
に
関
す
る
情

報

九

令
和
六
年
度
長
崎
県
大
村
市
価
格
高
騰
重
点
支
援
給
付
金
（
原
油
価
格
や

物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、
令
和
六
年
度
大
村
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に

お
け
る
、
長
崎
県
大
村
市
か
ら
、
低
所
得
者
世
帯
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支

給
さ
れ
る
給
付
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
支
給
を
実
施
す
る
た
め
の
基
礎
と

す
る
情
報
（
入
所
等
の
措
置
の
実
施
に
関
す
る
情
報
、生
活
保
護
関
係
情
報
、

地
方
税
関
係
情
報
、
公
的
給
付
支
給
等
口
座
登
録
簿
関
係
情
報
、
令
和
五
年

度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
一
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
五
年

度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
二
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
六
年

度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
一
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
及
び
令
和
六

年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第
二
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。）

の
管
理
に
関
す
る
事
務

令
和
六
年
度
長
崎
県
大
村
市

価
格
高
騰
重
点
支
援
給
付
金

の
支
給
要
件
の
該
当
性
を
判

定
す
る
必
要
が
あ
る
者
に
係

る
市
町
村
民
税
及
び
公
的
給

付
支
給
等
口
座
登
録
簿
関
係

情
報
に
関
す
る
情
報

十

令
和
六
年
度
沖
縄
県
石
垣
市
物
価
高
騰
対
策
臨
時
給
付
金
（
非
課
税
世
帯

等
給
付
金
・
こ
ど
も
加
算
）（
原
油
価
格
や
物
価
高
騰
等
の
影
響
に
鑑
み
、
令

和
六
年
度
石
垣
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
お
け
る
、
沖
縄
県
石
垣
市
か
ら
、

低
所
得
者
世
帯
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）の
支
給
を
実
施
す
る
た
め
の
基
礎
と
す
る
情
報
（
入
所
等
の
措
置
の
実

施
に
関
す
る
情
報
、
生
活
保
護
関
係
情
報
、
地
方
税
関
係
情
報
、
公
的
給
付

支
給
等
口
座
登
録
簿
関
係
情
報
、
令
和
五
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第

一
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
五
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第

二
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
、
令
和
六
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金
（
第

一
号
）の
支
給
に
関
す
る
情
報
及
び
令
和
六
年
度
物
価
高
騰
対
策
給
付
金（
第

二
号
）
の
支
給
に
関
す
る
情
報
を
含
む
。）の
管
理
に
関
す
る
事
務

令
和
六
年
度
沖
縄
県
石
垣
市

物
価
高
騰
対
策
臨
時
給
付
金

（
非
課
税
世
帯
等
給
付
金
・

こ
ど
も
加
算
）
の
支
給
要
件

の
該
当
性
を
判
定
す
る
必
要

が
あ
る
者
に
係
る
市
町
村
民

税
及
び
公
的
給
付
支
給
等
口

座
登
録
簿
関
係
情
報
に
関
す

る
情
報

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
総
務
省
告
示
第
百
五
十
八
号

無
線
局
運
用
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
七
号
）
第
百
四
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
年
総
務
省
告
示
第
八
号
（
本
邦
外
に
在
住
す
る
日
本
人
向
け
の
広
報
を
送
信
す
る
無
線
局
の
運
用
に
関
す
る
件
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎





Ａ 三 Ｅ 五 、 九 五 五 午 前 〇 時 五 十 五 分 か ら 午 前 一 時 五 十

五 分 ま で

Ａ 三 Ｅ 六 、 一 三 五 午 前 一 時 か ら 午 前 二 時 ま で

Ａ 三 Ｅ 六 、 〇 三 五 Ａ 三 Ｅ 六 、 一 六 五

Ａ 三 Ｅ 六 、 一 六 五 Ａ 三 Ｅ 六 、 一 八 〇

Ａ 三 Ｅ 五 、 九 五 五 Ａ 三 Ｅ 六 、 〇 二 〇

Ａ 三 Ｅ 五 、 九 八 〇 Ａ 三 Ｅ 七 、 二 二 五

Ａ 三 Ｅ 六 、 〇 七 〇 午 前 二 時 五 分 か ら 午 前 三 時 五 分 ま で Ａ 三 Ｅ 七 、 三 二 〇 午 前 二 時 五 分 か ら 午 前 三 時 五 分 ま で

Ａ 三 Ｅ 六 、 〇 九 〇 Ａ 三 Ｅ 七 、 三 四 〇

し お か ぜ し お か ぜ

Ａ 三 Ｅ 七 、 三 二 〇

し お か ぜ し お か ぜ

Ａ 三 Ｅ 七 、 三 七 五

Ａ 三 Ｅ 五 、 九 二 〇 Ａ 三 Ｅ 五 、 九 三 五

Ａ 三 Ｅ 五 、 九 六 五 Ａ 三 Ｅ 六 、 〇 八 五

Ａ 三 Ｅ 六 、 〇 四 〇 午 後 十 時 か ら 午 後 十 一 時 ま で Ａ 三 Ｅ 七 、 二 八 〇 午 後 十 時 か ら 午 後 十 一 時 ま で

Ａ 三 Ｅ 六 、 〇 九 〇 Ａ 三 Ｅ 七 、 三 〇 五

Ａ 三 Ｅ 六 、 一 六 五 Ａ 三 Ｅ 七 、 三 三 五

Ａ 三 Ｅ 五 、 九 三 五 Ａ 三 Ｅ 五 、 九 三 五

Ａ 三 Ｅ 五 、 九 八 〇 Ａ 三 Ｅ 六 、 〇 七 〇

Ａ 三 Ｅ 六 、 〇 九 〇

午 後 十 一 時 五 分 か ら 午 後 十 一 時 三 十

五 分 ま で

Ａ 三 Ｅ 六 、 〇 八 五

午 後 十 一 時 五 分 か ら 午 後 十 一 時 三 十

五 分 ま で

Ａ 三 Ｅ 六 、 一 四 五 Ａ 三 Ｅ 七 、 二 六 〇

Ａ 三 Ｅ 七 、 二 九 五 Ａ 三 Ｅ 七 、 三 二 五

備 考 表 中 の ﹇ ﹈ の 記 載 は 注 記 で あ る 。

﹇ 二 略 ﹈ ﹇ 二 同 上 ﹈

（別表）

国 債 の 名 称 記 号 額面金額の総額 買入価額の総額

個人向け利付国庫債券（固定・３年） 第143回 135560000円 135506012円

〃 第144回 147310000円 147251342円

〃 第145回 171550000円 171481680円

〃 第146回 268540000円 268433048円

〃 第147回 933480000円 933108134円

〃 第148回 418700000円 418533216円

〃 第149回 313140000円 313015292円

〃 第150回 319850000円 319722606円

〃 第151回 733400000円 733107838円

〃 第152回 127350000円 127299288円

〃 第153回 251000000円 250900036円

〃 第154回 150910000円 150849900円

〃 第155回 227910000円 227819224円

〃 第156回 357370000円 357227660円

〃 第157回 422780000円 422611612円

〃 第158回 653660000円 653399640円

〃 第159回 186440000円 186365756円

〃 第160回 174470000円 174400719円

〃 第161回 274860000円 274662932円

〃 第162回 256340000円 255951917円

〃 第163回 428980000円 428809126円

〃 第164回 282060000円 281947658円

令
和

年

月


日
水
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報

〇 財 務 省 告 示 第 百 二 十 四 号

個 人 向 け 国 債 の 発 行 等 に 関 す る 省 令 （ 平 成 十 四 年 財 務 省 令 第 六 十 八 号 ） 第 四 条 第 六 項 第 二 号 に 規 定

す る 中 途 換 金 に 係 る 個 人 向 け 国 債 を 買 入 消 却 し た の で 、 そ の 国 債 の 名 称 等 を 別 表 の と お り 告 示 す る 。

令 和 七 年 四 月 三 十 日 財 務 大 臣 加 藤 勝 信






〃 第165回 514580000円 514375058円

〃 第166回 15000000円 14980358円

〃 第168回 3500000円 3493054円

〃 第169回 1300000円 1297115円

〃 第170回 7000000円 6986821円

〃 第171回 1000000円 998806円

〃 第172回 50200000円 50110884円

〃 第174回 5000000円 4993825円

〃 第175回 20000000円 19980932円

〃 第176回 2000000円 1998574円

〃 第177回 32330000円 32327379円

個人向け利付国庫債券（固定・５年） 第109回 40000000円 39984064円

〃 第110回 13520000円 13514618円

〃 第111回 66900000円 66873352円

〃 第112回 92200000円 92163282円

〃 第113回 100550000円 100509956円

〃 第114回 128670000円 128618754円

〃 第115回 137400000円 137345272円

〃 第116回 120090000円 120042166円

〃 第117回 273400000円 273291112円

〃 第118回 302020000円 301899698円

〃 第119回 391290000円 391134140円

〃 第120回 130830000円 130777892円

〃 第121回 249440000円 249340640円

〃 第122回 202500000円 202419332円

〃 第123回 229010000円 228918782円

〃 第124回 262670000円 262565380円

〃 第125回 298760000円 298641012円

〃 第126回 315450000円 315324350円

〃 第127回 170650000円 170582028円

〃 第128回 153780000円 153718752円

〃 第129回 303360000円 303239172円

〃 第130回 357920000円 357777432円

〃 第131回 307080000円 306957690円

〃 第132回 239450000円 239354626円

〃 第133回 227450000円 227359398円

〃 第134回 133260000円 133206928円

〃 第135回 219750000円 219662470円

〃 第136回 114150000円 114104542円

〃 第137回 232170000円 232077530円

〃 第138回 200640000円 200560076円

〃 第139回 194090000円 194012692円

〃 第140回 95950000円 95911788円

〃 第141回 378500000円 378288958円

〃 第142回 1053540000円 1052029058円

〃 第143回 1212040000円 1210591436円

〃 第144回 973760000円 972363458円

〃 第145回 824490000円 823570342円

〃 第146回 507690000円 507326000円

〃 第147回 415410000円 415211426円

〃 第148回 138830000円 138774708円

〃 第149回 1152740000円 1151454176円

〃 第150回 745600000円 744355917円

〃 第151回 1661560000円 1657190886円

〃 第152回 2574290000円 2565674726円

〃 第153回 1748690000円 1745206525円

〃 第154回 1608090000円 1605783650円

〃 第155回 3694130000円 3686768758円
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〃 第156回 5000000円 4986103円

〃 第157回 11000000円 10968720円

〃 第158回 9000000円 8972678円

〃 第159回 1300000円 1295744円

〃 第160回 31500000円 31404010円

〃 第161回 1200000円 1197718円

〃 第162回 13200000円 13171790円

〃 第163回 20300000円 20263508円

〃 第164回 19000000円 18971103円

〃 第165回 5000000円 4994068円

〃 第166回 8000000円 7993145円

〃 第167回 68780000円 68773292円

個人向け利付国庫債券（変動・10年） 第61回 27030000円 26921246円

〃 第62回 30910000円 30765924円

〃 第63回 61530000円 61248097円

〃 第64回 165870000円 165129846円

〃 第65回 66840000円 66555847円

〃 第66回 86700000円 86389126円

〃 第67回 69220000円 68941484円

〃 第68回 31200000円 31054570円

〃 第69回 192330000円 191448798円

〃 第70回 125380000円 124820520円

〃 第71回 103730000円 103332549円

〃 第72回 150500000円 149960360円

〃 第73回 89250000円 88890877円

〃 第74回 52980000円 52733046円

〃 第75回 42090000円 41897171円

〃 第76回 28710000円 28581903円

〃 第77回 90350000円 89959313円

〃 第78回 138950000円 138451774円

〃 第79回 56420000円 56192990円

〃 第80回 100490000円 100021573円

〃 第81回 198220000円 197311810円

〃 第82回 212160000円 211213311円

〃 第83回 445200000円 443427099円

〃 第84回 137030000円 136538666円

〃 第85回 75460000円 75156365円

〃 第86回 86150000円 85748422円

〃 第87回 225710000円 224675852円

〃 第88回 99350000円 98906696円

〃 第89回 82840000円 82477837円

〃 第90回 208950000円 208200777円

〃 第91回 113420000円 112963619円

〃 第92回 89340000円 88923552円

〃 第93回 143070000円 142414495円

〃 第94回 69860000円 69548283円

〃 第95回 178570000円 177806277円

〃 第96回 241990000円 241122300円

〃 第97回 208900000円 208059407円

〃 第98回 239320000円 238204419円

〃 第99回 170310000円 169529692円

〃 第100回 328620000円 327153612円

〃 第101回 342070000円 340610303円

〃 第102回 140810000円 140305113円

〃 第103回 284670000円 283524519円

〃 第104回 189620000円 188736099円

〃 第105回 324710000円 323222248円

〃 第106回 186610000円 185777318円
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〃 第107回 527510000円 525342025円

〃 第108回 530490000円 528587811円

〃 第109回 475450000円 473536801円

〃 第110回 797700000円 793981493円

〃 第111回 397960000円 396136637円

〃 第112回 508070000円 505802858円

〃 第113回 510700000円 508554297円

〃 第114回 578020000円 575947375円

〃 第115回 322760000円 321461240円

〃 第116回 573140000円 570468309円

〃 第117回 435310000円 433315521円

〃 第118回 664390000円 661425301円

〃 第119回 453530000円 451635388円

〃 第120回 816730000円 813801425円

〃 第121回 34780000円 34640061円

〃 第122回 107620000円 107118335円

〃 第123回 74840000円 74497111円

〃 第124回 73910000円 73580205円

〃 第125回 74550000円 74235647円

〃 第126回 327220000円 326046689円

〃 第127回 233180000円 232241725円

〃 第128回 270040000円 268781228円

〃 第129回 260760000円 259565282円

〃 第130回 171310000円 170545598円

〃 第131回 323910000円 322594948円

〃 第132回 642000000円 639697988円

〃 第133回 362620000円 361160849円

〃 第134回 203120000円 202173168円

〃 第135回 263640000円 262432095円

〃 第136回 250140000円 249023834円

〃 第137回 239240000円 238242508円

〃 第138回 335110000円 333908402円

〃 第139回 485430000円 483476629円

〃 第140回 385800000円 384001598円

〃 第141回 415350000円 413446976円

〃 第142回 952950000円 948697673円

〃 第143回 889950000円 886215183円

〃 第144回 843680000円 840654823円

〃 第145回 951210000円 947382341円

〃 第146回 1500880000円 1493883614円

〃 第147回 1602070000円 1594729605円

〃 第148回 984610000円 980216417円

〃 第149回 673710000円 670876733円

〃 第150回 947860000円 944461270円

〃 第151回 842320000円 838930523円

〃 第152回 568510000円 565859911円

〃 第153回 708180000円 704935293円

〃 第154回 1397890000円 1391652256円

〃 第155回 984630000円 980542137円

〃 第156回 1367570000円 1362666281円

〃 第157回 1085880000円 1081510440円

〃 第158回 856990000円 852995166円

〃 第159回 3122760000円 3108451984円

〃 第160回 778240000円 774767343円

〃 第161回 1468250000円 1462138081円

〃 第162回 991630000円 988083675円

〃 第163回 1972090000円 1964154280円

〃 第164回 1510950000円 1503906713円
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〃
第
165回

1293970000円
1288041308円

〃
第
166回

1633150000円
1625862422円

〃
第
167回

5237310000円
5214345217円

〃
第
168回

7000000円
6968526円

〃
第
169回

28400000円
28284299円

〃
第
170回

3000000円
2987599円

〃
第
171回

1200000円
1195367円

〃
第
172回

16000000円
15938385円

〃
第
173回

8000000円
7979680円

〃
第
174回

200000円
199499円

〃
第
175回

7300000円
7285202円

〃
第
179回

147150000円
147135755円

合
計

88319870000円
88043615734円

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
二

普
及
指
導
活
動
の
課
題
と
方
法
に
関
す
る
基
本
的
事
項

一

基
本
的
な
課
題

協
同
農
業
普
及
事
業
は
、
国
の
施
策
の
展
開
方
向
及
び
地
域
農
業
の
状
況
に
鑑
み
、
公
的
機
関
が
担
う
べ
き
役

割
を
踏
ま
え
、
次
に
掲
げ
る
課
題
を
基
本
と
す
る
。

１

担
い
手
の
育
成
・
確
保

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
計

画
（
以
下
「
地
域
計
画
」と
い
う
。）に
位
置
付
け
ら
れ
た
担
い
手
の
育
成
・
確
保
に
向
け
た
取
組
を
推
進
す
る
。

そ
の
際
、
特
に
経
営
管
理
能
力
の
向
上
に
向
け
た
指
導
、
地
域
の
農
業
者
に
対
す
る
農
作
業
安
全
に
関
す
る
研

修
の
推
進
を
図
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
女
性
の
農
業
経
営
へ
の
参
画
及
び
農
村
に
お
け
る
活
躍
の
ほ
か
、
農
業
支
援
サ
ー
ビ
ス
や
多
様
な
人

材
の
活
用
の
た
め
の
取
組
を
推
進
す
る
。

２

ス
マ
ー
ト
農
業
技
術
、
農
業
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
活
用
等
に
よ
る
農
業
の
生
産
性
向
上
と
生
産
基
盤
の
強
化

ス
マ
ー
ト
農
業
技
術
の
活
用
及
び
こ
れ
と
併
せ
て
行
う
新
た
な
生
産
方
式
の
導
入
、
専
門
作
業
の
受
注
等
を

行
う
農
業
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
活
用
等
を
通
じ
て
農
業
生
産
性
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
農
業
生
産
工
程
管
理

（
Ｇ
Ａ
Ｐ
）
の
導
入
等
に
よ
る
生
産
基
盤
の
強
化
に
向
け
た
取
組
を
推
進
す
る
。

３

み
ど
り
の
食
料
シ
ス
テ
ム
戦
略
の
推
進

気
候
変
動
に
対
す
る
適
応
策
の
推
進
、
営
農
活
動
に
伴
う
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
の
削
減
、
総
合
防
除
等

に
よ
る
化
学
農
薬
使
用
量
（
リ
ス
ク
換
算
）
の
低
減
、
化
学
肥
料
の
適
正
利
用
等
を
通
じ
た
使
用
量
の
低
減
、

有
機
農
業
の
取
組
面
積
の
拡
大
等
「
み
ど
り
の
食
料
シ
ス
テ
ム
戦
略
」（
令
和
三
年
五
月
十
二
日
み
ど
り
の
食
料

シ
ス
テ
ム
戦
略
本
部
決
定
）
に
お
い
て
掲
げ
ら
れ
た
目
標
の
実
現
等
に
向
け
た
新
た
な
技
術
導
入
の
取
組
を
推

進
す
る
。

４

食
料
の
安
定
供
給
の
確
保

肥
料
・
飼
料
に
つ
い
て
国
内
資
源
の
利
用
拡
大
等
を
通
じ
た
国
際
価
格
の
影
響
を
受
け
に
く
い
生
産
体
系
の

構
築
、
農
業
生
産
資
材
の
適
切
な
利
用
等
に
よ
る
食
品
の
安
全
確
保
、
家
畜
伝
染
性
疾
病
予
防
、
病
害
虫
・
雑

草
の
発
生
予
防
及
び
ま
ん
延
防
止
の
対
策
等
を
通
じ
た
食
料
の
安
定
供
給
に
向
け
た
取
組
、
輸
出
拡
大
等
を
含

む
国
内
外
の
需
要
に
対
応
し
た
産
地
戦
略
に
基
づ
く
供
給
力
の
強
化
、
産
地
間
連
携
等
の
取
組
を
推
進
す
る
。

５

農
村
の
振
興

む
ら
づ
く
り
協
議
会
等
地
域
ぐ
る
み
の
話
合
い
を
通
じ
た
地
域
計
画
の
実
現
等
に
向
け
た
合
意
形
成
支
援
の

ほ
か
、
地
域
資
源
の
発
掘
、
他
分
野
と
の
連
携
、
六
次
産
業
化
等
の
取
組
を
通
じ
た
所
得
の
向
上
・
雇
用
機
会

の
確
保
、
農
福
連
携
、
中
山
間
地
域
等
の
条
件
不
利
地
域
の
振
興
、
鳥
獣
被
害
対
策
等
農
村
の
実
態
や
要
望
に

応
じ
た
取
組
を
推
進
す
る
。

６

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
旧
・
復
興
と
大
規
模
自
然
災
害
等
へ
の
対
応

被
災
地
に
お
け
る
営
農
再
開
に
向
け
た
支
援
等
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
旧
・
復
興
に
向
け
た
取
組
を
推

進
す
る
。

ま
た
、
地
震
や
豪
雨
等
の
自
然
災
害
に
対
す
る
備
え
を
強
化
す
る
取
組
や
こ
れ
ら
災
害
か
ら
の
復
旧
・
復
興

に
向
け
た
取
組
を
推
進
す
る
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
七
十
四
号

農
業
改
良
助
長
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
協
同
農
業
普
及
事

業
の
運
営
に
関
す
る
指
針
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
協
同
農
業
普
及
事
業
の
運
営
に
関
す
る
指
針
（
令
和
二
年
農
林
水
産

省
告
示
第
千
六
百
九
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

協
同
農
業
普
及
事
業
の
運
営
に
関
す
る
指
針

第
一

基
本
的
な
考
え
方

協
同
農
業
普
及
事
業
は
、
農
業
改
良
助
長
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
道

府
県
が
農
林
水
産
省
と
協
同
し
て
専
門
の
職
員
と
し
て
普
及
指
導
員（
第
三
の
二
の
農
業
革
新
支
援
専
門
員
を
含
む
。

以
下
同
じ
。）を
置
き
、
直
接
農
業
者
に
接
し
て
農
業
生
産
方
式
の
合
理
化
そ
の
他
農
業
経
営
の
改
善
又
は
農
村
生
活

の
改
善
に
関
す
る
科
学
的
技
術
及
び
知
識
の
普
及
指
導
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
主
体
的
に
農
業
経
営
及
び
農
村
生

活
の
改
善
に
取
り
組
む
農
業
者
の
育
成
を
図
る
と
と
も
に
、
農
業
の
持
続
的
な
発
展
や
農
村
の
振
興
等
を
図
る
も
の

で
あ
る
。
本
事
業
は
、
こ
れ
ま
で
時
代
の
変
化
に
合
わ
せ
て
様
々
な
農
政
上
の
課
題
に
対
応
し
て
実
施
さ
れ
、
成
果

を
挙
げ
て
き
た
。

一
方
、
今
後
、
我
が
国
の
食
料
・
農
業
・
農
村
に
つ
い
て
は
、
気
候
変
動
等
に
よ
る
自
然
災
害
の
多
発
や
栽
培
適

地
の
変
化
、
国
内
人
口
の
減
少
に
伴
う
国
内
需
要
の
減
少
や
高
齢
者
の
引
退
に
よ
る
農
業
従
事
者
の
大
幅
な
急
減
な

ど
、
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
課
題
に
直
面
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

現
在
、
社
会
全
体
が
急
速
に
変
化
し
、「
変
動
性
」「
不
確
実
性
」「
複
雑
性
」
が
取
り
巻
く
時
代
の
中
で
、
あ
ら
ゆ
る

事
態
を
想
定
し
、国
民
に
食
料
を
安
定
的
に
供
給
し
続
け
ら
れ
る
よ
う
環
境
整
備
を
図
る
た
め
に
も
、新
た
な
食
料
・

農
業
・
農
村
基
本
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
号
）
の
下
、
農
業
の
生
産
性
向
上
と
持
続
可
能
性
の
両
立
や
農
村

地
域
社
会
の
維
持
と
い
う
難
し
い
社
会
課
題
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
、
直
接
農
業
者
に
接
し
て
支
援
を
行
う
普
及
指
導
員
が
、
技
術
を
核

と
し
て
、
農
業
者
と
地
域
の
関
係
者
、
そ
の
他
の
食
料
の
生
産
か
ら
消
費
に
至
る
各
段
階
の
関
係
者
（
以
下
「
食
料

シ
ス
テ
ム
関
係
者
」
と
い
う
。）と
の
結
び
付
き
の
構
築
等
を
通
じ
、
担
い
手
の
育
成
・
確
保
、
農
業
者
の
所
得
の
向

上
及
び
地
域
農
業
の
生
産
・
流
通
面
等
に
お
け
る
革
新
を
総
合
的
に
支
援
す
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。

ま
た
、
普
及
指
導
員
が
そ
の
特
性
を
十
分
に
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
普
及
指
導
に
係
る
業
務
に
必
要
と
な
る
資
質

を
有
す
る
職
員
を
継
続
的
に
育
成
・
確
保
す
る
と
と
も
に
、
国
と
都
道
府
県
と
が
、
協
同
で
実
施
す
る
事
業
と
し
て

十
分
に
連
携
・
情
報
共
有
を
図
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
協
同
農
業
普
及
事
業
に
お

い
て
、
国
は
事
業
全
体
の
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
実
施
の
た
め
の
取
組
や
普
及
指
導
員
の
全
体
的
な
資
質
の
確
保
及

び
向
上
等
の
役
割
を
担
い
、
一
方
、
都
道
府
県
は
地
域
の
実
情
に
即
し
た
普
及
指
導
体
制
の
構
築
や
普
及
指
導
員
の

実
践
的
な
資
質
向
上
、
普
及
指
導
活
動
の
推
進
、就
農
促
進
に
資
す
る
研
修
教
育
の
提
供
等
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

国
及
び
都
道
府
県
は
、
こ
う
し
た
役
割
を
認
識
し
、
今
後
の
協
同
農
業
普
及
事
業
の
運
営
を
行
う
も
の
と
す
る
。


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二

活
動
方
法
に
関
す
る
基
本
的
事
項

協
同
農
業
普
及
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
活
動
方
法
を
踏
ま
え
、
普
及
指
導
活
動
に
取
り
組
む
こ
と
を
基
本
と
す

る
。

１

基
本
的
な
課
題
に
対
応
し
た
取
組
の
推
進
方
向

一
の
課
題
へ
の
取
組
を
実
施
す
る
上
で
、
新
規
就
農
者
等
へ
の
支
援
、
ス
マ
ー
ト
農
業
技
術
の
活
用
及
び
こ

れ
と
併
せ
て
行
う
新
た
な
生
産
方
式
の
導
入
の
促
進
、
農
業
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
活
用
の
促
進
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
イ

ン
の
生
産
体
制
の
構
築
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
取
り
組
む
こ
と
を
基
本
と
す
る
。

担
い
手
の
育
成
・
確
保
に
向
け
た
新
規
就
農
者
等
へ
の
支
援
の
充
実
・
強
化

世
代
間
の
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
農
業
就
業
構
造
の
実
現
の
た
め
、
農
業
内
外
か
ら
の
青
年
層
を
含
む
幅
広

い
世
代
の
就
農
及
び
そ
の
定
着
の
促
進
、
次
世
代
の
担
い
手
へ
の
生
産
基
盤
の
円
滑
な
継
承
と
就
農
後
の
経

営
改
善
等
の
支
援
並
び
に
新
規
就
農
者
の
受
け
皿
と
な
る
農
業
経
営
体
の
法
人
化
や
労
働
環
境
の
整
備
、
企

業
の
農
業
参
入
を
推
進
す
る
。

ま
た
、
新
規
就
農
及
び
そ
の
定
着
を
促
進
す
る
た
め
、
関
係
機
関
や
先
進
的
な
農
業
者
等
と
連
携
し
、
就

農
前
後
に
わ
た
る
一
貫
的
な
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
新
規
就
農
者
等
の
技
術
や
経
営
の
発
展
段
階
等
に
応

じ
た
支
援
を
推
進
す
る
。

さ
ら
に
、
女
性
の
農
業
経
営
等
へ
の
参
画
を
促
す
た
め
の
技
術
及
び
知
識
の
習
得
機
会
の
確
保
や
、
外
国

人
材
の
円
滑
な
受
入
れ
を
促
す
た
め
の
適
切
な
労
務
管
理
の
実
施
等
の
支
援
を
推
進
す
る
。

ス
マ
ー
ト
農
業
技
術
の
活
用
及
び
こ
れ
と
併
せ
て
行
う
新
た
な
生
産
方
式
の
導
入
の
促
進

ス
マ
ー
ト
農
業
技
術
の
活
用
を
通
じ
て
農
作
業
の
効
率
化
等
の
効
果
を
十
分
に
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
新

た
な
生
産
方
式
の
導
入
を
併
せ
て
行
う
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
地
域
の
生
産
環
境
に
応
じ
た
ス

マ
ー
ト
農
業
技
術
及
び
生
産
方
式
に
関
す
る
農
業
者
等
か
ら
の
相
談
体
制
を
整
え
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の

導
入
に
向
け
た
計
画
づ
く
り
等
に
対
す
る
伴
走
支
援
を
推
進
す
る
。

農
業
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
活
用
の
促
進

生
産
現
場
に
お
け
る
労
働
力
不
足
や
規
模
拡
大
に
向
け
た
生
産
性
向
上
等
の
課
題
へ
の
対
応
と
し
て
、
専

門
作
業
の
受
注
、
農
業
機
械
の
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
、
農
業
人
材
の
派
遣
、
農
作
業
工
程
の
整
理
や
経
営
分
析
等

を
行
う
農
業
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
活
用
の
促
進
が
重
要
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
農
業
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に

対
し
て
は
、
産
地
情
報
の
提
供
等
に
よ
り
農
業
者
等
が
持
続
性
の
高
い
農
業
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る

よ
う
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
農
業
者
等
に
対
し
て
は
、
農
業
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
関
す
る
情
報
や
当

該
サ
ー
ビ
ス
の
活
用
を
通
じ
て
農
業
生
産
資
材
コ
ス
ト
を
低
減
す
る
経
営
手
法
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
を

行
う
こ
と
に
よ
り
、
農
業
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
活
用
の
促
進
を
図
る
。

マ
ー
ケ
ッ
ト
イ
ン
の
生
産
体
制
の
構
築

加
工
・
業
務
用
需
要
や
海
外
需
要
が
拡
大
傾
向
で
推
移
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
有
機
農
産
物
を
含
む
環

境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
資
す
る
農
産
物
の
消
費
拡
大
の
必
要
性
に
鑑
み
、
食
料
シ
ス
テ
ム
関
係
者
等
と
の
連

携
の
下
、
産
地
に
お
け
る
労
働
力
等
農
業
者
や
農
村
の
実
態
や
要
望
も
踏
ま
え
て
、
品
種
・
栽
培
方
法
の
選

定
や
技
術
指
導
等
を
行
う
こ
と
で
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
イ
ン
の
生
産
体
制
の
構
築
を
推
進
す
る
。

２

普
及
指
導
活
動
の
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
実
施

普
及
指
導
活
動
を
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
実
施
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
取
り
組
む
こ
と
を
基
本
と

す
る
。農

業
者
に
対
す
る
支
援
の
充
実
・
強
化

普
及
指
導
員
の
本
来
職
務
で
あ
る
直
接
農
業
者
に
接
し
て
行
う
普
及
指
導
活
動
に
要
す
る
時
間
が
十
分
に

確
保
さ
れ
る
よ
う
留
意
す
る
。
農
業
者
に
接
す
る
際
に
は
、
関
連
す
る
施
策
の
情
報
を
含
め
て
情
報
提
供
を

行
う
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
普
及
指
導
活
動
の
充
実
・
強
化
及
び
効
率
化
を
図
る
観
点
か
ら
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
積

極
的
な
導
入
と
こ
れ
を
活
用
し
た
普
及
指
導
活
動
を
推
進
す
る
。

さ
ら
に
、
農
業
経
営
に
必
要
な
技
術
・
経
営
情
報
に
加
え
、
施
策
や
普
及
指
導
活
動
実
績
等
に
つ
い
て
広

く
認
知
さ
れ
る
よ
う
、
農
業
者
を
始
め
と
す
る
関
係
者
・
関
係
機
関
へ
の
情
報
発
信
を
推
進
す
る
。

ま
た
、
地
域
の
関
係
者
が
地
域
農
業
の
将
来
の
在
り
方
を
定
め
る
地
域
計
画
の
実
現
や
見
直
し
に
向
け
た

協
議
が
円
滑
に
進
む
よ
う
、話
合
い
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
役
を
担
う
な
ど
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

食
料
シ
ス
テ
ム
関
係
者
等
の
多
様
な
関
係
者
と
の
連
携
強
化

人
口
減
少
下
に
お
い
て
、
地
域
農
業
の
発
展
や
農
村
の
振
興
に
向
け
た
課
題
解
決
を
図
る
た
め
に
は
、
行

政
機
関
、
研
究
機
関
、
地
域
運
営
組
織
、
農
業
協
同
組
合
、
教
育
機
関
に
加
え
、
生
産
資
材
関
係
事
業
者
、

食
品
等
事
業
者
、
消
費
者
等
食
料
シ
ス
テ
ム
関
係
者
が
有
機
的
に
連
携
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
こ
の
た

め
、
普
及
指
導
員
が
こ
れ
ら
の
多
様
な
関
係
者
・
関
係
機
関
間
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
役
を
担
う
こ
と
で
産
地

の
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
機
能
を
発
揮
す
る
と
と
も
に
、
連
携
と
協
力
を
促
進
す
る
た
め
の
機
会
の
創
出
等
に
向
け

た
取
組
を
推
進
す
る
。

ま
た
、
活
力
あ
る
地
域
農
業
を
創
造
す
る
た
め
に
は
、
先
進
的
な
農
業
者
等
の
持
つ
優
れ
た
知
見
や
経
験

に
学
び
、
農
業
者
等
が
有
す
る
知
的
財
産
の
保
全
に
留
意
し
つ
つ
、
地
域
農
業
・
農
村
を
振
興
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
先
進
的
な
農
業
者
や
地
域
リ
ー
ダ
ー
等
に
対
し
、
地
域
振
興
や
経
営
発
展
に
資
す
る
施
策
情

報
の
提
供
等
を
積
極
的
に
行
い
つ
つ
、
地
域
モ
デ
ル
や
新
規
就
農
者
の
育
成
・
確
保
を
始
め
と
し
た
地
域
農

業
・
農
村
を
振
興
す
る
た
め
の
取
組
へ
の
参
画
を
求
め
る
こ
と
や
、
普
及
指
導
計
画
（

の
「
普
及
指
導
計

画
」
を
い
う
。）の
策
定
と
評
価
の
際
に
意
見
を
求
め
る
こ
と
等
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
構
築
の
た
め
積
極

的
に
働
き
か
け
る
。

試
験
研
究
機
関
と
の
連
携
強
化

都
道
府
県
、
独
立
行
政
法
人
、
大
学
、
民
間
企
業
等
の
試
験
研
究
機
関
と
の
連
携
に
当
た
っ
て
は
、
農
業

革
新
支
援
専
門
員
（
第
三
の
二
の
「
農
業
革
新
支
援
専
門
員
」
を
い
う
。

に
お
い
て
同
じ
。）を
始
め
と
し

た
普
及
組
織
は
、
研
究
開
発
の
企
画
段
階
か
ら
、
現
場
の
課
題
や
技
術
の
改
善
す
べ
き
点
等
を
伝
え
る
な
ど

に
よ
り
、
よ
り
実
用
性
の
高
い
技
術
が
開
発
さ
れ
る
た
め
の
役
割
を
果
た
す
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
こ
う
し

て
得
ら
れ
た
成
果
を
活
用
し
、
地
域
の
課
題
解
決
を
図
る
も
の
と
す
る
。

都
道
府
県
間
の
連
携
等

都
道
府
県
は
、
広
域
的
な
課
題
に
対
し
て
横
断
的
な
検
討
及
び
解
決
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
行
政
区
域
を
越

え
た
情
報
共
有
、
技
術
協
力
等
を
行
う
。

国
は
、
共
通
の
課
題
を
抱
え
る
都
道
府
県
間
の
連
携
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
農
業
現

場
に
お
け
る
地
球
温
暖
化
や
自
然
災
害
へ
の
対
応
、
家
畜
伝
染
性
疾
病
や
病
害
虫
防
除
等
に
関
し
て
都
道
府

県
が
持
つ
知
見
、
経
験
等
の
共
有
を
図
る
。

普
及
指
導
計
画
の
策
定
と
評
価

普
及
指
導
活
動
が
よ
り
高
い
成
果
を
得
る
た
め
に
は
、
普
及
指
導
計
画
の
策
定
、
実
行
、
評
価
及
び
改
善

の
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
普
及
指
導
計
画
を
適
切
に
策
定
し
た
上
で
、
そ
の
成
果
や
普
及
指
導
活
動
の
体
制
等
に
つ
い

て
、
内
部
評
価
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
先
進
的
な
農
業
者
や
関
係
機
関
等
を
含
む
委
員
に
よ
る
外
部
評
価

を
実
施
し
、
こ
の
う
ち
外
部
評
価
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
評
価
結
果
を
、
次
年

度
以
降
の
計
画
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
普
及
指
導
活
動
及
び
そ
の
体
制
の
改
善
を
行
う
も
の
と
す

る
。ま

た
、
計
画
の
策
定
や
対
象
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
普
及
指
導
員
に
よ
る
取
組

の
必
要
性
及
び
緊
急
性
が
高
い
も
の
に
重
点
化
す
る
。

こ
の
う
ち
、
食
料
シ
ス
テ
ム
関
係
者
等
の
多
様
な
関
係
者
と
の
連
携
を
要
す
る
も
の
等
、
特
に
重
要
な
課

題
に
つ
い
て
は
、
農
業
革
新
支
援
専
門
員
等
が
普
及
指
導
活
動
の
目
標
、
期
間
、
体
制
等
を
示
し
た
重
点
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
計
画
を
定
め
、
普
及
指
導
セ
ン
タ
ー
と
連
携
し
て
当
該
計
画
に
基
づ
く
活
動
を
推
進
す
る
も
の

と
す
る
。

調
査
研
究
の
適
切
な
実
施

普
及
指
導
員
に
よ
る
調
査
研
究
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
普
及
指
導
活
動
及
び
普
及
指
導
員
の
資
質
の
向

上
に
資
す
る
も
の
と
し
、
試
験
研
究
機
関
を
始
め
と
す
る
関
係
者
・
関
係
機
関
と
の
連
携
を
積
極
的
に
図
る

ほ
か
、
そ
の
成
果
等
を
有
効
に
活
用
す
る
も
の
と
す
る
。





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
第
三

普
及
指
導
員
の
配
置
に
関
す
る
基
本
的
事
項

一

普
及
指
導
員
の
配
置

都
道
府
県
は
、
普
及
指
導
員
が
求
め
ら
れ
る
役
割
を
果
た
し
、
農
業
者
か
ら
の
高
度
か
つ
多
様
な
ニ
ー
ズ
や
地

域
課
題
へ
効
果
的
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
経
験
豊
富
な
普
及
指
導
員
の
再
雇
用
等
を
進
め
る
と
と
も
に
、
普
及
指

導
活
動
へ
の
理
解
醸
成
や
社
会
的
認
知
度
の
向
上
等
を
通
じ
て
新
た
な
人
材
の
確
保
や
若
手
職
員
の
意
欲
の
向
上

を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
十
分
な
人
員
を
配
置
す
る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
配
置
に
当
た
っ
て
は
、
第
四
の
二
に
示
す
普
及
指
導
員
の
専
門
性
及
び
普
及
指
導
活
動
の
手
法
に
係
る

長
期
的
な
資
質
向
上
、
普
及
指
導
員
資
格
を
有
す
る
者
の
計
画
的
養
成
、
組
織
的
な
機
能
の
発
揮
等
に
も
留
意
す

る
。な

お
、
普
及
指
導
手
当
に
つ
い
て
は
、
普
及
指
導
員
の
職
務
が
複
雑
か
つ
困
難
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、

普
及
指
導
員
の
自
主
的
な
資
質
向
上
の
取
組
を
助
長
し
つ
つ
、
意
欲
あ
る
優
秀
な
人
材
の
確
保
を
図
る
観
点
か
ら

運
用
す
る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

二

農
業
革
新
支
援
専
門
員
の
配
置

普
及
指
導
員
の
う
ち
、
高
度
な
専
門
性
や
経
験
等
を
有
し
、
各
分
野
の
普
及
指
導
活
動
を
総
括
し
、
国
や
都
道

府
県
の
試
験
研
究
機
関
や
教
育
機
関
、
行
政
機
関
、
民
間
企
業
等
と
の
連
携
に
よ
る
専
門
技
術
の
高
度
化
や
政
策

課
題
へ
の
対
応
、
食
料
シ
ス
テ
ム
関
係
者
や
他
の
都
道
府
県
と
の
連
携
、
普
及
指
導
員
の
資
質
向
上
を
担
う
者
を

農
業
革
新
支
援
専
門
員
と
し
て
、主
要
な
農
政
分
野
・
技
術
分
野
ご
と
に
配
置
す
る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
農
業
革
新
支
援
専
門
員
は
、
普
及
指
導
員
と
協
力
し
つ
つ
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
推
進
に
当
た
る
も
の

と
す
る
。

第
四

普
及
指
導
員
の
資
質
の
向
上
に
関
す
る
基
本
的
事
項

普
及
指
導
員
に
求
め
ら
れ
る
役
割
を
十
分
に
発
揮
し
つ
つ
、
第
二
の
一
に
示
す
普
及
指
導
活
動
の
基
本
的
な
課
題

に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
な
資
質
の
向
上
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
普
及
指
導
員
の
自
己
研
鑽
の
促
進
及
び
研
修

の
充
実
・
強
化
に
向
け
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
取
り
組
む
こ
と
を
基
本
と
す
る
。

一

人
材
育
成
計
画

研
修
に
係
る
計
画
の
策
定
及
び
実
施
に
先
立
ち
、
中
長
期
的
な
普
及
指
導
員
の
人
員
配
置
を
勘
案
し
た
上
で
、

能
力
が
継
続
的
に
習
得
さ
れ
る
よ
う
、
普
及
指
導
員
の
目
指
す
べ
き
人
材
像
、
求
め
ら
れ
る
資
質
、
人
材
育
成
に

向
け
た
取
組
方
針
及
び
そ
の
推
進
体
制
等
を
定
め
た
人
材
育
成
計
画
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

二

向
上
を
図
る
べ
き
資
質

普
及
指
導
員
に
求
め
ら
れ
る
役
割
を
発
揮
す
る
た
め
、
ス
マ
ー
ト
農
業
、
気
候
変
動
へ
の
対
応
、
有
機
農
業
等

主
要
な
農
業
技
術
、
規
模
拡
大
や
法
人
化
等
に
要
す
る
農
業
経
営
及
び
農
業
・
食
品
分
野
に
お
け
る
知
的
財
産
保

護
・
活
用
に
関
す
る
高
度
な
知
識
並
び
に
効
果
的
に
普
及
指
導
活
動
を
展
開
す
る
た
め
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

等
の
能
力
（
新
規
就
農
者
か
ら
先
進
的
な
農
業
者
に
至
る
ま
で
の
多
様
な
農
業
者
に
接
し
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
図
る
能
力
、
食
料
シ
ス
テ
ム
関
係
者
等
地
域
内
外
の
幅
広
い
関
係
者
と
連
携
を
構
築
す
る
能
力
、
地
域
農
業
・

農
村
に
つ
い
て
実
態
や
要
望
に
基
づ
い
た
将
来
展
望
の
戦
略
を
立
案
す
る
能
力
等
）
に
つ
い
て
は
、
全
て
の
普
及

指
導
員
が
共
通
し
て
備
え
る
べ
き
基
本
的
な
資
質
と
し
て
、
計
画
的
か
つ
継
続
的
な
向
上
を
図
る
も
の
と
す
る
。

第
六

農
業
者
研
修
教
育
施
設
に
お
け
る
研
修
教
育
の
充
実
強
化

農
業
者
研
修
教
育
施
設
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
内
の
地
域
農
業
の
状
況
を
踏
ま
え
、
普
及
指
導
セ
ン

タ
ー
や
農
業
革
新
支
援
セ
ン
タ
ー
、
試
験
研
究
機
関
、
関
係
機
関
等
と
連
携
し
、
卒
業
後
に
就
農
す
る
学
生
や
社
会

人
を
含
む
幅
広
い
世
代
の
就
農
希
望
者
の
増
加
に
資
す
る
取
組
を
着
実
に
実
施
で
き
る
よ
う
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基

本
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

研
修
教
育
の
内
容
の
充
実
強
化
等

農
業
者
研
修
教
育
施
設
に
つ
い
て
は
、
就
農
希
望
者
、
青
年
農
業
者
等
に
対
す
る
都
道
府
県
に
お
け
る
中
核
的

な
教
育
機
関
と
し
て
、
実
践
的
な
技
術
力
と
経
営
力
を
備
え
た
農
業
者
の
育
成
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
栽
培
知
識
・

技
術
の
習
得
を
基
礎
と
し
た
上
で
、
先
進
的
な
農
業
経
営
者
等
に
よ
る
出
前
授
業
、
現
場
で
の
実
習
、
農
業
生
産

工
程
管
理
（
Ｇ
Ａ
Ｐ
）、
農
産
物
輸
出
及
び
経
営
管
理
に
関
す
る
教
育
並
び
に
企
業
並
び
に
教
育
機
関
及
び
研
究

機
関
と
連
携
し
た
ス
マ
ー
ト
農
業
技
術
及
び
有
機
農
業
を
含
む
環
境
と
調
和
の
と
れ
た
農
業
に
関
す
る
研
修
を
始

め
と
し
た
、
実
践
的
・
発
展
的
な
教
育
内
容
の
充
実
強
化
を
進
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
た
め
の
機
械
・
設
備
の
導

入
や
施
設
の
整
備
を
進
め
る
。

二

就
農
支
援
の
取
組
の
推
進
等

農
業
者
研
修
教
育
施
設
に
お
い
て
は
、
学
生
等
の
ニ
ー
ズ
や
地
域
の
農
業
実
態
等
に
応
じ
た
支
援
を
行
う
こ
と

と
す
る
。
農
家
出
身
で
な
い
学
生
や
学
生
の
雇
用
を
希
望
す
る
法
人
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
雇
用
就

農
を
円
滑
に
推
進
す
る
た
め
、
法
人
の
労
働
環
境
や
経
営
状
況
等
に
鑑
み
た
就
農
相
談
や
農
業
法
人
等
と
の
マ
ッ

チ
ン
グ
を
行
う
。
ま
た
、
親
元
就
農
や
新
規
参
入
を
目
指
す
学
生
も
含
め
、
普
及
指
導
セ
ン
タ
ー
等
の
関
係
機
関

と
の
連
携
等
に
よ
り
就
農
支
援
の
取
組
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
就
農
後
に
お
け
る
地
域
へ
の
定
着
が
図
ら
れ
る

よ
う
、
継
続
的
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

三

農
業
高
校
等
の
生
徒
へ
の
研
修
機
会
の
提
供
等

農
業
の
魅
力
を
伝
え
、
将
来
的
に
農
業
を
職
業
と
し
て
選
択
す
る
人
材
を
育
成
す
る
た
め
、
農
業
者
研
修
教
育

施
設
に
お
い
て
農
業
高
校
や
普
通
高
校
等
の
生
徒
に
対
す
る
研
修
の
機
会
の
提
供
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

四

社
会
人
等
へ
の
研
修
機
会
の
提
供
等

農
業
者
研
修
教
育
施
設
は
、
社
会
人
を
含
む
幅
広
い
世
代
の
就
農
を
促
進
す
る
た
め
、
都
道
府
県
の
他
の
研
修

機
関
等
と
の
連
携
・
役
割
分
担
の
下
、
社
会
人
等
に
対
す
る
研
修
の
機
会
の
提
供
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

三

資
質
向
上
の
方
法

普
及
指
導
員
は
、
試
験
研
究
機
関
、
先
進
的
な
農
業
者
、
食
料
シ
ス
テ
ム
関
係
者
・
関
係
機
関
と
の
交
流
等
を

通
じ
た
情
報
収
集
や
、
調
査
研
究
、
自
発
的
な
能
力
向
上
の
取
組
等
に
よ
り
、
幅
広
い
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術

の
習
得
、
関
係
者
と
の
人
脈
の
形
成
を
積
極
的
に
図
る
も
の
と
す
る
。

普
及
指
導
員
に
対
す
る
研
修
に
つ
い
て
は
、
国
と
都
道
府
県
と
の
役
割
分
担
を
踏
ま
え
、
職
務
経
験
並
び
に
技

術
及
び
知
識
の
習
得
状
況
に
応
じ
た
も
の
と
な
る
よ
う
計
画
的
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
研
修
へ
の
参
加
を
積
極

的
に
促
す
も
の
と
す
る
。
そ
の
際
、
普
及
指
導
活
動
経
験
の
少
な
い
普
及
指
導
員
等
の
能
力
の
向
上
を
図
る
た
め

の
体
制
の
整
備
及
び
農
業
革
新
支
援
専
門
員
の
役
割
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
人
材
の
育
成
に
配
慮
す
る
も
の
と
す

る
。ま

た
、
経
験
豊
富
な
普
及
指
導
員
や
Ｉ
Ｃ
Ｔ
等
を
効
果
的
に
活
用
し
つ
つ
、
計
画
的
に
集
合
研
修
、
オ
ン
ラ
イ

ン
研
修
、
Ｏ
Ｊ
Ｔ
、
派
遣
研
修
等
を
行
う
ほ
か
、
国
や
外
部
機
関
が
行
う
研
修
等
を
普
及
指
導
員
の
資
質
の
向
上

を
図
る
た
め
に
有
効
に
活
用
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五

普
及
指
導
セ
ン
タ
ー
等
の
運
営

普
及
指
導
セ
ン
タ
ー
等
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
と
し
て
運
営
す
る
も
の
と
す
る
。

一

普
及
指
導
セ
ン
タ
ー

普
及
指
導
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
、
普
及
指
導
員
の
活
動
拠
点
と
し
て
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
よ
う
整
備

す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
普
及
指
導
セ
ン
タ
ー
が
、
農
業
者
等
の
ス
マ
ー
ト
農
業
、
気
候
変
動
へ
の
対
応
、
有

機
農
業
を
始
め
と
し
た
農
業
技
術
及
び
農
業
経
営
に
関
す
る
情
報
発
信
・
相
談
窓
口
と
し
て
、
ま
た
、
食
料
シ
ス

テ
ム
関
係
者
・
関
係
機
関
、
試
験
研
究
機
関
や
民
間
等
の
専
門
家
、
市
町
村
や
農
業
団
体
等
の
関
係
機
関
の
ハ
ブ

機
関
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
運
営
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
際
、
人
事
異
動
等
に
よ
っ
て
普
及
指
導
員
が
培
っ
た

普
及
指
導
に
係
る
情
報
が
途
絶
え
な
い
よ
う
、
必
要
に
応
じ
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
も
活
用
し
つ
つ
、
情
報
の
継
承
体
制
の
構

築
を
図
る
も
の
と
す
る
。

二

農
業
革
新
支
援
セ
ン
タ
ー

農
業
革
新
支
援
専
門
員
の
活
動
拠
点
と
し
て
、
先
進
的
な
農
業
者
等
か
ら
の
高
度
か
つ
専
門
的
な
相
談
へ
の
対

応
や
、
国
や
試
験
研
究
機
関
、
民
間
企
業
、
他
の
都
道
府
県
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
及
び
新
た
な
技
術
等
に

係
る
情
報
の
集
約
整
理
等
に
よ
り
、
普
及
指
導
セ
ン
タ
ー
の
活
動
を
支
援
す
る
農
業
革
新
支
援
セ
ン
タ
ー
を
整
備

す
る
も
の
と
す
る
。

三

普
及
指
導
セ
ン
タ
ー
等
の
名
称

一
及
び
二
の
機
関
の
名
称
が
普
及
指
導
セ
ン
タ
ー
及
び
農
業
革
新
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
な
い
場
合
、
当
該
機
関

の
機
能
が
農
業
者
等
に
分
か
る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
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令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

五

農
業
者
研
修
教
育
施
設
の
学
生
等
以
外
の
就
農
希
望
者
に
対
す
る
研
修
の
補
完

農
業
者
研
修
教
育
施
設
は
、
当
該
施
設
の
学
生
等
以
外
で
あ
っ
て
、
農
業
者
等
の
下
で
研
修
を
受
け
て
い
る
就

農
希
望
者
に
対
し
、
受
入
先
の
農
業
者
や
普
及
指
導
セ
ン
タ
ー
等
の
関
係
機
関
と
の
連
携
・
役
割
分
担
の
下
、
必

要
に
応
じ
て
研
修
の
補
完
を
行
う
も
の
と
す
る
。

六

先
進
的
な
農
業
者
等
に
よ
る
外
部
評
価
の
実
施

農
業
者
研
修
教
育
施
設
は
、
研
修
教
育
の
内
容
、
そ
の
成
果
及
び
実
施
体
制
に
つ
い
て
、
先
進
的
な
農
業
者
等

に
よ
る
外
部
評
価
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
研
修
教
育
の
内
容
等
の
改
善
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
七

そ
の
他
協
同
農
業
普
及
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
本
的
事
項

国
は
、
農
業
情
勢
の
変
化
、
農
業
政
策
の
動
向
、
普
及
指
導
活
動
の
実
態
等
を
踏
ま
え
、
実
情
に
即
し
た
協
同
農

業
普
及
事
業
の
改
善
に
取
り
組
む
。

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
四
十
八
号

屋
久
島
空
港
の
施
設
の
変
更
を
許
可
し
た
の
で
、
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
四
十
三
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

国
土
交
通
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

浅
尾
慶
一
郎

一

空
港
の
名
称
及
び
位
置

屋
久
島
空
港

鹿
児
島
県
熊
毛
郡
屋
久
島
町

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
（
変
更
前
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
七
年
運
輸
省
告
示
第
四
百
四
十
七
号
、
昭

和
五
十
年
運
輸
省
告
示
第
百
八
十
号
、
昭
和
五
十
一
年
運
輸
省
告
示
第
六
百
十
七
号
及
び
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省

告
示
第
二
百
七
十
八
号
を
参
照
。）

イ

標
点
の
位
置

北
緯
三
十
度
二
十
三
分
六
秒

東
経
百
三
十
度
三
十
九
分
三
十
五
秒

標
高
三
十
六
・
七
メ
ー

ト
ル

ロ

空
港
の
範
囲

第
一
図
の
う
ち
、
一
点
鎖
線
で
囲
ま
れ
た
部
分

ハ

着
陸
帯

等
級

Ｃ
級

範
囲

第
一
図
及
び
第
二
図
の
う
ち
、
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
及
び
イ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
で
囲
ま
れ
た

区
域
（
長
さ
二
千
百
二
十
メ
ー
ト
ル
）

ニ

進
入
区
域
、
進
入
表
面
、
水
平
表
面
及
び
転
移
表
面

進
入
区
域

第
二
図
の
う
ち
、
イ
、
ロ
、
ヘ
、
ホ
及
び
イ
並
び
に
ハ
、
ニ
、
チ
、
ト
及
び
ハ
の
各
点
を
そ
れ

ぞ
れ
順
次
に
結
ん
だ
線
で
囲
ま
れ
た
台
形
の
区
域

進
入
表
面

第
二
図
の
う
ち
、
着
陸
帯
の
短
辺
（
イ
ロ
及
び
ハ
ニ
）
に
接
続
し
、
か
つ
、
水
平
面
に
対
し
上

方
へ
四
十
分
の
一
の
勾
配
を
有
す
る
平
面
で
あ
っ
て
、
そ
の
投
影
面
が
進
入
区
域
と
一
致
す
る
も
の

水
平
表
面

第
二
図
の
う
ち
、
空
港
の
標
点
の
垂
直
上
方
四
十
五
メ
ー
ト
ル
の
点
を
含
む
水
平
面
の
う
ち
、

こ
の
点
を
中
心
と
し
て
半
径
三
千
メ
ー
ト
ル
で
描
い
た
円
周
（
レ
の
線
）
で
囲
ま
れ
た
部
分

転
移
表
面

第
二
図
の
う
ち
、
進
入
表
面
の
斜
辺
（
イ
ホ
及
び
ニ
チ
並
び
に
ロ
ヘ
及
び
ハ
ト
）
を
含
む
平
面

及
び
着
陸
帯
の
長
辺
（
イ
ニ
及
び
ロ
ハ
）
を
含
む
平
面
で
あ
っ
て
、
着
陸
帯
の
中
心
線
を
含
む
鉛
直
面
に
直
角

な
鉛
直
面
と
の
交
線
の
水
平
面
に
対
す
る
勾
配
が
進
入
表
面
又
は
着
陸
帯
の
外
側
上
方
へ
七
分
の
一
で
あ
る
も

の
の
う
ち
、進
入
表
面
の
斜
辺
を
含
む
も
の
と
当
該
斜
辺
に
接
す
る
着
陸
帯
の
長
辺
を
含
む
も
の
と
の
交
線（
イ

ヨ
及
び
ニ
カ
並
び
に
ロ
ヌ
及
び
ハ
ル
）、
こ
れ
ら
の
平
面
と
水
平
表
面
を
含
む
平
面
と
の
交
線
（
タ
ヨ
、
ヨ
カ

及
び
カ
ワ
並
び
に
リ
ヌ
、
ヌ
ル
及
び
ル
ヲ
）
及
び
進
入
表
面
の
斜
辺（
イ
タ
及
び
ニ
ワ
並
び
に
ロ
リ
及
び
ハ
ヲ
）

又
は
着
陸
帯
の
長
辺
（
イ
ニ
及
び
ロ
ハ
）
に
よ
り
囲
ま
れ
る
部
分

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
に
係
る
施
設
の
供
用
開
始
の
予
定
期
日

令
和
十
六
年
三
月
三
十
一
日





〇

〇

自
動
車
登
録
番
号
標
及
び
車
両
番
号
標
の
塗
色
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

自
動
車
登
録
番
号
標
及
び
車
両
番
号
標
の
塗
色
を
定
め
る
告
示
（
平
成
二
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
九
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
五
号
中
知
床
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十
勝

一

地
色

白
色
、
灰
色
及
び
赤
紫
色

二

縁
色

イ

事
業
用
自
動
車
登
録
番

号
標
に
あ
っ
て
は
、
黄
緑

色
ロ

自
家
用
車
両
番
号
標
に

あ
っ
て
は
、
黄
色

三

文
字
色

緑
色

別
表
第
一
第
五
号
中
つ
く
ば
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

日
光

一

地
色

白
色
、
灰
色
及
び
黒
色

二

縁
色

イ

事
業
用
自
動
車
登
録
番

号
標
に
あ
っ
て
は
、
黄
緑

色
ロ

自
家
用
車
両
番
号
標
に

あ
っ
て
は
、
黄
色

三

文
字
色

緑
色

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
四
十
九
号

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
第
一
号
様
式
備
考

及
び
第
十
二
号
様
式

備
考

の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動
車
登
録
番
号
標
及
び
車
両
番
号
標
の
塗
色
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
三
十
日

国
土
交
通
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

浅
尾
慶
一
郎





別
表
第
一
第
五
号
中
葛
飾
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

江
戸
川

一

地
色

白
色
、
灰
色
及
び
黒
色

二

縁
色

イ

事
業
用
自
動
車
登
録
番

号
標
に
あ
っ
て
は
、
黄
緑

色
ロ

自
家
用
車
両
番
号
標
に

あ
っ
て
は
、
黄
色

三

文
字
色

緑
色

別
表
第
一
第
五
号
中
石
川
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

南
信
州

一

地
色

白
色
及
び
灰
色

二

縁
色

イ

事
業
用
自
動
車
登
録
番

号
標
に
あ
っ
て
は
、
黄
緑

色
ロ

自
家
用
車
両
番
号
標
に

あ
っ
て
は
、
黄
色

三

文
字
色

緑
色

安
曇
野

一

地
色

白
色
、
灰
色
、
黒
色
及
び

赤
紫
色

二

縁
色

イ

事
業
用
自
動
車
登
録
番

号
標
に
あ
っ
て
は
、
黄
緑

色
ロ

自
家
用
車
両
番
号
標
に

あ
っ
て
は
、
黄
色

三

文
字
色

緑
色

別
表
第
一
第
六
号
宇
都
宮
・
那
須
・
と
ち
ぎ
（
栃
木
県
全
域
）
の
項
上
欄
中
「
宇
都
宮
・
」
の
下
に
「
日
光
・
」
を

加
え
、
同
号
品
川
・
世
田
谷
・
練
馬
・
杉
並
・
板
橋
・
足
立
・
江
東
・
葛
飾
・
八
王
子
・
多
摩
（
東
京
都
全
域
）
の
項

上
欄
中
「
葛
飾
・
」
の
下
に
「
江
戸
川
・
」
を
加
え
る
。

別
表
第
二
第
五
号
中
知
床
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十
勝

一

地
色

白
色
、
灰
色
、
青
緑
色
、

水
色
、
青
色
、
青
紫
色
、
紫

色
、
ピ
ン
ク
色
、
赤
色
、
茶

色
、
黄
土
色
、オ
レ
ン
ジ
色
、

黄
色
、
黄
緑
色
及
び
緑
色

二

縁
色

イ

事
業
用
自
動
車
登
録
番

号
標
に
あ
っ
て
は
、
黄
緑

色
ロ

自
家
用
車
両
番
号
標
に

あ
っ
て
は
、
黄
色

三

文
字
色

緑
色

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 



別
表
第
二
第
五
号
中
つ
く
ば
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

日
光

一

地
色

白
色
、
灰
色
、
黒
色
、
水

色
、
青
色
、
紫
色
、
茶
色
、

黄
土
色
、
黄
色
、
黄
緑
色
及

び
緑
色

二

縁
色

イ

事
業
用
自
動
車
登
録
番

号
標
に
あ
っ
て
は
、
黄
緑

色
ロ

自
家
用
車
両
番
号
標
に

あ
っ
て
は
、
黄
色

三

文
字
色

緑
色

別
表
第
二
第
五
号
中
葛
飾
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

江
戸
川

一

地
色

白
色
、
水
色
、
青
色
、
青

紫
色
、
紫
色
、
ピ
ン
ク
色
、

赤
紫
色
、
オ
レ
ン
ジ
色
及
び

黄
色

二

縁
色

イ

事
業
用
自
動
車
登
録
番

号
標
に
あ
っ
て
は
、
黄
緑

色
ロ

自
家
用
車
両
番
号
標
に

あ
っ
て
は
、
黄
色

三

文
字
色

緑
色

別
表
第
二
第
五
号
中
石
川
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

南
信
州

一

地
色

白
色
、
青
緑
色
、
水
色
、

オ
レ
ン
ジ
色
及
び
黄
緑
色

二

縁
色

イ

事
業
用
自
動
車
登
録
番

号
標
に
あ
っ
て
は
、
黄
緑

色
ロ

自
家
用
車
両
番
号
標
に

あ
っ
て
は
、
黄
色

三

文
字
色

緑
色

安
曇
野

一

地
色

白
色
、
灰
色
、
青
緑
色
、

水
色
、
紫
色
、
赤
色
、
オ
レ

ン
ジ
色
及
び
黄
緑
色

二

縁
色

イ

事
業
用
自
動
車
登
録
番

号
標
に
あ
っ
て
は
、
黄
緑

色
ロ

自
家
用
車
両
番
号
標
に

あ
っ
て
は
、
黄
色

三

文
字
色

緑
色

別
表
第
二
第
六
号
宇
都
宮
・
那
須
・
と
ち
ぎ
（
栃
木
県
全
域
）
の
項
上
欄
中
「
宇
都
宮
・
」
の
下
に
「
日
光
・
」
を

加
え
、
同
号
品
川
・
世
田
谷
・
練
馬
・
杉
並
・
板
橋
・
足
立
・
江
東
・
葛
飾
・
八
王
子
・
多
摩
（
東
京
都
全
域
）
の
項

上
欄
中
「
葛
飾
・
」
の
下
に
「
江
戸
川
・
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
五
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報



叙
位
・
叙
勲

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

大
嶌

理
森

直
人

桐
花
大
綬
章
を
授
け
る
（
各
通
）

甘
利

明

荒
井

正
吾

江
﨑

鐵

奥
野

信
亮

金
田

勝
年

櫻
田

義
孝

長
嶺

安
政

中
村

晴

松
本

純

武
藤

勝
彦

山
口

厚

山
田

啓
二

旭
日
大
綬
章
を
授
け
る
（
各
通
）

大
西

英
男

北
村

雅
良

内
藤

晴
夫

中
村

法
道

西
川
太
一
郎

旭
日
重
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）

大
石

幼
一

大
田

弘

小
熊

豊

小
畠

弥

鹿
島

勇

小
林

幹
夫

藤

和
紀

佐
々
木
知
子

佐
藤

一
郎

佐
藤

邦
義

佐
藤

浩
雄

篠
邊

修

関
根

福
一

髙

康
三

髙
山

太
郎

武
井

雅
昭

中
澤

幸
男

中
村

中
村

正
典

難
波

幸
一

橋
本

副
孝

花
川
與
惣
太

春
山

文
典

藤
田

星
野
伊
佐
夫

堀
之
内
芳
平

前
島

浩
一

正
木

靖
子

三
林

憲
忠

皆
川

子

宮
地

忠
明

森
山

一
正

矢
野

真
之

山
本

信
夫

幸

和
範

和
才

博
美

渡

惇
夫

旭
日
中
綬
章
を
授
け
る
（
各
通
）

淺
井

万
富

浅
井

守
雄

安
部
三
十
郎

阿
部

秀
保

阿
部

雄

荒
木

幸
介

有
本

純
子

有
吉

哲
信

安
房

毅

池
田

清

石
谷

郎

石
野
富
志
三
郎

石
渡

浩
二

板
津

次

市
川

博

伊
藤

嚴
悟

伊
藤

庄
吉

伊

拓
哉

伊
藤

博

稲
垣

滋

稲
葉

薫

稲
山

幹
夫

井
上

弘
志

今
川

英
明

井
森

浩
視

岩
川

博

芝

守
央

薄
井

征
記

宇
多

正
行

内
堀

典
保

遠

敏
郎

大
浦

澄
子

大
河

昭
彦

大
川

敏
雄

大
木

勇
雄

大
谷

亨

大
湾

清
之

小
川

一
夫

小
倉

純
夫

加
賀
田
敏
雄

樫
﨑

博

勝
部

民
男

加
藤

善
市

金
子

光
夫

鎌
田

篤
司

亀
井
喜

雄

川
島

清
嘉

喜
多
島
俊
一

城
戸
津
紀
雄

紀
平

幸
一

木
村

要

木
村

英
敬

木
村

芳
之

金
城

棟
啓

壁

悟
朗

谷

寛

沓
名

俊
裕

工
藤

由
春

國
島

芳
明

保

英
幸

保
田
后
子

窪
田

伸
一

熊
谷

壽
人

熊
高

一
雄

小
泉

清
隆

小
泉

征
男

甲
村

侑
男

後
藤

充
啓

小
林

泉

小
林

義

小
森

孝
文

佐
伯

正
夫

齋
藤

彰

齋

詔
治

藤

武
弘

西
丸

武
進

佐
貝

全
健

坂
本

彦

坂
本

仙
一

佐
々
木

龍

笹
田

参
三

佐
藤

徹
哉

佐
藤

肇

佐
藤

浩

佐
藤

義
信

佐
藤
わ
か
子

佐
山

泰
朗

茂
原

荘
一

茂
山

眞
吾

獅
子
倉
千
代
子

柴
田

一
宏

清
水

男

清
水

嗣
能

清
水

義
隆

正
村

幸
雄

白
川

博
一

菅
原

恒
雄

杉
江
省
一
郎

鈴
木

昌
治

鈴
木

正
法

鈴
木

雅
博

砂
田

徹
也

清
野

眞
司

関
口

定
男

関
口

雅
章

瀬
戸

順
一

醍
醐

清

髙
杉

暢
也

髙
橋

敏
彦

武
井
音
兵
衛

竹
内

啓
二

竹
迫

毅

田
島

逸
男

立
原

孝
夫

立
谷

耕
一

田
中

一
吉

谷

一
之

谷
口

進
一

田
村

勇
一

田
山

雅
敏

土
屋

順
紀

井

基

出
口

治
男

土
井

建

土
井

雅
人

樋
下

正
信

戸
田
奈
津
子

友
野

紀
夫

豊
瀬

尉

鳥
海

弘

長
尾

博
通

中
河

昭

中
川

英
孝

中
川

満
也

長
﨑

武
利

中
澤

康
哉

中
澤

洋

仲
田

弘
毅

永
富

洋
一

長
沼

明

中
目

千
之

中
村

孝
治

中
村

晋

中
村

信
彦

西
井

政
彦

西
村

高
史

新
田

嘉
一

野
崎

重
弥

野
地

洋
正

長
谷
川

隆

櫨
山

陽
介

濱

憲
司

浜
口
多
美
雄

林
田

洋
二

日
暮

榮
治

平
林

明
人

福
井

浩
二

福
井

英
之

福
島

美
男

福
原

敏
夫

藤
橋

治

武
藤

正
信

伯
耆
田
富
夫

星
野

信
吾

益
田

龍
朗

松
原

敏
美

松
本

恒
夫

松
本

徹

的
場

真
介

丸

昭

三
笠

輝
彦

三
木

祥
史

美
谷
添

生

三
好

修

三
好

昇

向
井
田

岳

村
上

淳

村
田

洋
文

村

浩

村
松

幹
彦

茂
木

喜
明

望
月

誠

元
木

勇

森

浩
二

森

三
郎

森

森
岡

子

森
下

正
紀

柳
生

修

栁
澤

重
夫

柳
沢

祥
二

藪
田

宏
行

山
内

致
雄

山
岸

一
男

山
岸

清

山
口
治
太
郎

山
口

雄
三

山
崎

諭

山
田

和
代

山
中

尚

山
本

國
臣

善
岡

雅
文

吉
田

輔

田

輝
幸

吉
田

豊

吉
野

和
之

与
世
田
兼
稔

若
林

恒
夫

田

髙

和
田

重
昭

和
田

好
輝

渡
邊

友
三

渡
邊

廣
吉

渡

由
紀
雄

綿
森

繁

旭
日
小
綬
章
を
授
け
る
（
各
通
）

相
川

和
義

藍
川
佳
津

合
川

哲
夫

相
田

豊

相
場

博

青
木

公
平

青
木

俊
一

青
木
美
智
子

青
木

嘉
孝

赤
木

欣
康

赤
坂

周

明
石

元
秀

明
石

圭
生

秋
山

佳
弘

上
田

周
五

浅
井

康
正

浅
川

信
明

阿
部

政
喜

天
野

勉

新
井

一
徳

新
井

敏
文

新
井

保
美

荒
川

一
義

荒
川

正
己

有
松

数
紀

有
元

純
一

飯
澤

清
人

飯

飯
守

康
洋

五
十
嵐

太
郎

池
田

誠
一

池
間

雅
昭

伊
沢

勝
義

石
井

彦

石
垣

栄
一

石

洋
史

石
部

修
平

石
村

健

石
渡

德
一

磯
田

子

板
谷

信

伊
藤

勲

伊
藤

脩

伊
藤

勝
仁

伊

喜
代
志

伊
藤

幸
子

伊
藤

俊
一

伊
藤

宰
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伊
藤

優

伊
藤

實
穗

伊
藤

光
芳

伊
藤

綏
之

伊
藤

雄
介

稲
垣

正
明

稲
毛

明

井
上
奈
保
子

井

俊
郎

井
元

敏
雄

井
山

等

伊
與
田

明

岩
城

和
男

岩
崎

榮
市

岩
澤

勝

岩
瀨

計
介

岩
田
は
る
み

岩
本

章
嗣

木

茂

上
里

康
雄

上
田

上
野

史

上
野

良
夫

松

明
義

牛
山

隆
之

内

清
治

内
澤

誠

内
海

正
之

梅
木

百

占
部

誠

浦
部

善
弘

江
口

和
規

江
郷

國
紘

大
川
戸
岩
夫

大
岸

眞
弓

大

保
和
政

大
熊

敏
男

大
澤

博
克

太
田

幸
一

大
田

大
髙

征

大
竹

浩
司

大
竹

大
友

一
夫

大
西

賢
一

大
西

治
夫

大
野

好
夫

大
原

伊
一

大
渕

紀
夫

大
部

正
代

大
峯

茂

大
矢

吉
明

大
山
新
太
郎

大
山

寛

大
山
口
良
二

岡
田

武
二

小
川

和
俊

小
川

賢
治

小
川

卓

沖
野

温
志

小
倉

晴
夫

尾
﨑

達
哉

小
山
内
柳
一

織
田

繁
実

小
野

正
昭

尾
松

素

貝
増

吉
郎

加
賀

修

柿

潔

樫
尾

富
二

岡

英
雄

山

原
司

加

忠
勝

加
藤

則
夫

加
藤

則
之

加
藤

子

加
藤

靖
也

金
井

則
夫

金
泉
婦
貴
子

金
森

和
彦

金
子

岩
和

金
子
慶
太
郎

金
子

正
一

金
田

之
治

金
本

哲
男

鹿
能

武
司

鎌
田

修
二

亀
田

利
美

川
頭

省
三

川
上

富
夫

河
口
喜

雄

河
﨑

雅
子

川
端

茂
夫

川
端

義
秀

川
村

雅
士

川
本

瓦
井

昭
二

菊
池

孝

菊
地

康
博

岸
川

英

岸
田

修

北

敏
一

北
島

靖
生

北
野

明
宣

北
吉
孝
一
郎

木
原

幹
夫

木
村

貞
雄

木
村

康
夫

木

拓
栄

清
末

健
一

國
枝

秀
信

保

榮

井

明
人

倉
部

稲
穗

栗
尾

尚
孝

栗
原

文
隆

栗
原

信
幸

栗
生

勝
由

黒
木

茂
夫

黒
澤

一
雄

黒
澤

和
規

黒
田

勝
春

黒
田

雄
一

幸
地

政
和

腰
越

晃

小
嶋

秀
夫

小
平

吉
保

小
谷

栄
作

後
藤

澄
江

小
林

一
郎

小
林

勝
弘

小
林

元
壯

小
林

康
眞

小
原

昇

小
松

夫

小
室

光
博

小
矢
島
重
男

西
海

正
博

齋
藤

文
博

齋
藤

誠

佐
賀

敏
一

酒
井

誠
一

坂
牛

淳
治

原

洋
二

坂
田
美
栄
子

坂
田

喜
信

坂
本

泰
三

佐
川

秀
紀

﨑
本

敏
子

櫻
田

昭
正

佐
々
木
謙
吉

佐
々
木
浩
司

佐
々
木
竹
見

定
宗

正
人

佐
藤

一
乘

佐
藤
喜
三
郎

佐
藤

清

佐
藤

宣
幸

佐
藤

雅
夫

佐
藤

幸
雄

佐
藤

芳
治

佐
野

元
彦

佐
野

靖
夫

佐
野

豊

澤
里

富
雄

澤
田

保
夫

鹿
野

重
博

篠

洋
三

柴

惠

柴
田

裕
隆

柴
田

正

島
田

啓
二

島
田

新
一

清
水

雅
文

下
田

陽
一

下
田
平
幸
一

生
野

史
朗

正
法
地
延
光

白
土

隆

白
鳥

秀

白
山

隆
一

塩
飽

繁

新

良
和

新
城

寛
三

菅
原

博
信

菅
原

博
文

杉
谷

育
生

杉
元

豊
人

杉
山

利
博

杉
山

祐
一

鈴
木

一
誠

鈴
木

貞
男

鈴
木

伸
二

鈴
木

常
義

鈴
木

直

鈴
木

洋

鈴
木

美
伸

須
藤

利
夫

関

清
文

関
口
美
惠
子

関
谷

亮
一

田
井

秀
吉

高

誠

高
井

國
年

髙
木

敏
男

高
木

裕
明

高
笠
原
晴
美

髙
橋

栄
一

髙
橋

清
秋

高
橋

賢
治

髙
橋

洋

髙
栁
淳
之
助

多
木

隆
元

田
草
川
憲
男

多

和
桂
子

竹
内

浩
之

武
田

温
裕

竹
村

惠
史

田
島

剛
一

田
島

賢
一

田
島

淳
次

多
田

一
明

巽

昭

巳

嘉
一

立
石

幸

立
岩

之
博

田
中

勇

田
中

繁
信

田
中

信
宏

田
中

肇

田
中

晶
美

田
中

領

谷
本

博
明

田
淵

和
久

丹

正
臣

檀
野

晴
一

近
澤

亨

千
葉

隆

中
岸

雅
夫

忠
田

秀
敏

長
名

實

津
田

修

土
屋

知

土
屋

紀
雄

土
屋
美
惠
子

筒
井

章

堤

盛
吉

鶴
見

哲
男

寺
尾

稔

土
井

一
憲

藤
間

明
男

戸
梶

眞
幸

冨
樫

順
悦

田

訓
康

外
内

千
里

飛

悦
雄

冨
浦

良
治

富
田

篤

冨
田

栄
次

冨
田
セ
ツ
コ

富
吉
賢
太
郎

豊
田

一
雄

内
藤

洋
介

内
藤

吉
起

中
出

実

中
西

巧

中
野

憲
行

長
濱

正

永
原

知
康

中
村

修

中
村

生

中
村

剛

中
村

利
春

中
村

弘

中
村

良
夫

中
本

明

中
元

唯
資

中
屋

光
雄

中
山

友
春

中
山

政
博

名
倉

毅

西
尾

克
彦

西
川

和
孝

西
崎

義
晴

西
田

実
伸

西
村

章

西
村

和
典

村

高
治

丹
羽
つ
と
む

野
坂

美
仁

野
尻

秀
隆

野
田

正
治

野
中

信
孝

野
呂

政
夫

萩
原

茂

箱
守

和
之

間

昭
夫

羽
柴

厚

橋
本

周
一

長
谷
川

茂

長
谷
川

衛

長
谷
川
元
行

畑
井

信
男

畑
中

静
一

蜂
谷

良
一

服
部

猛

花
村

薫

濵

幸
平

濱
口

太
作

早
川

健
一

林

聖
邦

林

憲
二

林

寛

林
下

孤
芳

林
野

忠
弘

原
田

洋

東

充
洋

東
根

壽

肥
後

正
司

人
見

隆
文

守

英
介

平
井

洋
行

平
岩

弘

平
野

博
史

平
野

文
活

平
間

育
子

平
間

知
一

平
山

晴
彦

廣
瀬

雄

弘
中

英

深
田

栄

福
島

悦
雄

藤
瀬

正
男

藤
田

善
平

藤
村

忠
明

藤
原

幸
子

藤
原

晶
幸

藤
原

幸
美
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藤
原

要
司

厚

文
村

俊
治

古
石

英
仁

古
川
原

人

古
庄
信
一
郎

星

迪
子

星
野

祥
子

本
多

芳
宏

前
川

銑
一

前
田

時
男

前
田

裕
三

前
山

健
治

増
田

兵
衞

町
田

俊
夫

松
尾

浩

松
木

雅

松
隈

博

松
崎

正
誠

永

修
巳

松
本

熙

松
山

孝
志

丸
若

祐
二

三
角

武
男

水
上

利
夫

水

仁

三
田

隆
俊

峯
元

時
秀

味
村

正
弘

宮
内

郎

宮
川

政

宮
城

定
幸

宮
坂

圭
一

宮
坂

成
一

宮
澤

清
人

宮
下

勝

宮
田

到

宮
地

由
高

宮
村

麿

宮
本

宗
雄

三
輪

佳

向
井

浩
三

村
井

敏
夫

村
上

和
子

村
上

仁

村
瀨

優

村
田
幸
多
朗

村
田

村
山

一
夫

村
山

優

森

利
明

森

知
巳

森

裕
文

森

賴
信

森
田

健
治

森
野

善
広

谷
上

淳

安
田

敏
雄

安
原

健
二

谷
津

睦
夫

柳

収
一
郎

矢
野

悦
生

矢
野

仁
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正
人

石
野

忠
彥

石
橋

基
志

石
松

秀

井
関

康
宏

板
倉

清

市
川
今
朝
則

一
川

高
一

市
川

朝
子

一
戸

公
俊

伊
藤

隆

伊
藤

達
彦

伊
藤

輝

伊
藤

昭

伊
藤

洋
一

井
上

健
一

井
上

勝

射
場

義
彦

今
井

康
裕

村

一
朗

入
子

福
司

岩
井

保
善

岩
城

征
昭

岩

成
夫

岩
﨑

稔

岩
田

博

岩
渕

英
喜

岩
渕

男

岩
間

博

岩
本

隼
人

鵜
池

常
範

上
田

隆
茂

上
野

栄

上
野

充

上
野

惠

村

敏
紀

臼
井

通
夫

内
田

政
弘

宇
都

昌
治

畔
林

一
喜

梅
澤

雅
美

梅
原

晶

梅
原

通
夫

江
越

博
昭

江
阪

雄

鮱
名

勉

遠
藤

和
行

遠

敏
晴

遠
藤

隆
二

大
内

孝
明

大
河
原
眞
美

大
國

羊
一

大
迫

勝
次

大
重

孝

大
須
賀

操

太
田

恭
利

太
田

良
俊

大
竹

將
夫

大
谷

雅
彦

大

俊
明

大

雅
彦

大
野

耕
司

大
野

史
郎

大
野

輝
之

大
橋

信
彦

大
橋

眞

大
畑
多
津
雄

大
濵

髙
伸

大
林

清

大
原

義
英

大
引

和
也

大
道

正
夫

大
村

義
美

岡
尾

成
美

小
笠
原
靖
介

岡
村

範
明

岡
村

稔

岡
本

修
二

岡
本

寛
昭

岡
本

光
弘

岡
山

い
ち

荻
野

弘

奥
野

保
明

奥
野

佳
秀

奥
原

広
志

小
澤

良
一

織
田

良
範

小
野

隆
之

尾
上

一
水

小
野
沢
孝
一

小
野
寺
洋
征

小
濵
宗
一
郎

小
原

繁

小
俣
五
三
巳

甲
斐

裕
司

貝
沼

憲
志

掛
林

誠

笠
井

謙
一

西

幸
司

笠
原

隆

梶

太
郎

梶
山

純
一

柏

敏
之

梶
原

粕
谷

明
博

山
幸
太
郎

加
地

祥
文

勝

斉

勝
又

正
夫

桂

千
惠
子

城

惠

葛
山

節
弘

加
藤
康
志
郎

加
藤

宜
男

加
藤

晶

加
藤

博

加
藤

裕
之

加
藤

優

加
藤

三
男

金
丸

和
行

金
子

健
一

金
子

正
司

鎌
田

庄
平

鎌
田

敏
明

上
子

秋
生

唐
澤

信
司

川
上

千
代

川
北

明
男

川
口

嘉

川
崎

裕
嗣

川

巳

川
島

正
彬

川
戸

敏
彦

川
原

明

河
東

義
之

河
原
井
忠
男

神
田

正

神
野

俊
彦

菅
野

洋

岸

光

北
口

悦
司

橘
髙

照
忠

城
戸

秀
明

木
下

賢
司

木
下

雅
敏

木
下

吉
成

義

猛
文

木
村

孝
彦

木
村

勇
一

京
坂

和
憲

桐

忠
裕

桐
山

信
一

工
藤

金
寛

工
藤

敏
夫

國
澤

輝
生

國
澤

典
生

九
里

志

窪

伍
朗

窪
田

明

窪
田

善
雄

熊
谷

正
純

田

孝
雄

黒
瀨

滿
明

小
出

憲
博

江
田

雅
紹

古
賀

弘

小
佐
井
國

輿
石

武
裕

小
島

晴
夫

小
島

正
芳

小
菅

隆

小
谷

孝
一

児
玉

浩
澄

後
藤

一
誠

後
藤

善
博

小
林

孝

小
林

行
雄

小
亦

斉

小
松

貢

小
峯

隆
司

小
向

洋
一

小
室

憲
彦

金
銅

万
知

今
野

孝
一

藤

和

藤
晴
比
古

齊
藤

正
明

坂
井

孝
行

枝

宗
男

﨑
山

学

櫻
井

克
信

佐
々
木
敬
子

佐
々
木
幸
男

笹
本

一

佐
多

操

佐
竹

一
夫

川

昌
則

佐
々

悦
雄

佐
藤

公
俊

佐
藤

謙
二

佐
藤

二

佐
藤

太
郎

佐
藤

晃
章

佐

敏
博

佐
藤

佐
藤

秀

佐
藤

文
隆

佐
藤

正
夫

佐
藤

龍
二

島

茂
広

澤
田

喜
之

塩
澤

隆

塩
田

政
義

重
松

明
夫

下
堀

浩
二

篠
原

幸
吉

篠
原

正
治

澁
江

一
雄

島
田

一
敏

清
水

和
男

清
水

謙
一

下
野

正
基

宿
南

敏
行

庄
田

幸
作

白
石

修
章

白
田

公
則

白
鳥

昌
夫

志
和
陽
一
郎

新
開

輝
夫

新
川

龍
郎

神
宮
寺
禎
巳

新
澤

陽
英

新
谷

邦
弘

真

悟

末
村

幸
次

末
吉

栄

須
貝

竹
志

瀧
端

博

瀧
山

親
則

竹
井

文
雄

竹
井

義
晴

竹
内

賢
治

武
内

新
一

竹
内

政
昭

武
島

裕

竹
本

芳
朗

田

新
成

立
川

隆
雄

立
野

淑
郎

立
石

健
二

立
川

功

立
野

幸
雄

田
中

和
之

田
中

清
治

田
中

謙
治

田
中

正
一

田
中

達
浩

田
中

仁

田
中

保
政

田
中

譲

棚
田

正
之

田
邉

勝
美

谷
口

勝
司

谷
口

幸
夫

種
市

百
器

玉
城

則
雄

田
村

博
範

多
良
間
吉
髙

丹
後

正
己

千
葉

晃

塚
本

賢
二

川

孝
夫

土
屋

哲
郎

筒
井

敏
彦

続
木

一
良

杉
澤

愼
一

杉
田

尚
文

杉
田

勝

杉
野

学

杉
山

英
一

杉
山

順
爾

祐
名
三
佐
男

鈴
木

悟

鈴
木

重
一

鈴
木

正
一

鈴
木

雅
人

鈴
木

光
男

鈴
木

義
長

鈴
木
良
四
郎

鈴
村

利
弘

砂
川

富
朗

住
田

安
弘

瀬
尾

勝
成

関

勤

關
口

哲

瀬
戸

馨

善
部

修

十
河

悟

園
田

幸
吉

傍
島

伸
也

髙
尾

正
信

髙
岡

榮

髙
木

啓
次

髙
木

哲
弘

髙
橋

修

髙
橋

和
男

高
橋

和
彦

髙
橋

憲
悦

髙
橋

幸
治

髙
橋

卓

髙
橋

敏
政

髙
橋

利
道

髙
橋

秀

髙
橋

博
之

髙
橋

迪
夫

髙
橋

泰
夫

髙
風

勝
治

髙
村

一
男

髙
山

昇

田
川

晃
義

瀧
澤

敬
治

滝
澤

宏
二
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堤

義
雄

恒
川

好

角
田

元
幸

角
田

保
彦

鶴
間

宏
司

出
口

堅

寺

寺
川

陽

寺
田

利
雄

寺
田

靖

寺
谷

猛

土
井

修

土
井

兼
一

土
井

秀
逸

戸
出

秀

冨
上
健
次
郎

時

伸
一

永

早
美

永

英
男

成

武
治

戸
澤

秀
実

戸
島

正
巳

富
井

晴
夫

富
岡

秀
男

冨
永

敏
彦

冨
永

康
男

冨
永

雄

戸
谷

子

鳥
海

清

永
井

眞
一

中
井
川

英

長
尾

哲
男

長
尾

秀

中
川
宏
一
郎

中
川

正

中
﨑

郁
夫

中
澤

勇
一

長
澤

俊
郎

永
澤

義
嗣

中
島

悟

中
島

義
則

中
嶋

明

中
島

幹
夫

長
島

敏
明

長
瀬

正
典

中

善

中
野

和
代

中
野
多
郎
右
エ
門

長
峰

克
己

中
村

悟

中
村

英
俊

中
村

太

中
村

正
弥

成
清

伸
昭

南
條

英
一

難
波

一
也

二
井
田
春
喜

新
山

英
孝

西
澤

幸
司

西
島

雄
三

西
村

朗

西
村

泰
弘

西
本

勝
昭

二
村

清

野
上

完
治

野
口

秀
明

野
口

裕

野
田

一
巳

野
田

耕
平

野
村

治
和

野
村

昌
志

野
呂

修

賀

昭
彦

萩
原

篤
志

箱
﨑

温
夫

橋
口

迪
夫

橋
本

健

橋
本

政
人

畑

周
定

服
部

悟

羽
中
田
圭
子

羽
石

清
二

濱

寛
海

濱
岡

祐
一

濵
砂

英
一

早
川

清

林

茂
和

林

誉

林

正
義

林

睦
博

原

修
二

原
崎

正
志

原
山

和
巳

原
山

進

東

好
男

東
内

一
明

孝

飛
彈

良
一

日
野

道

平
泉

哲
郎

平
岩

善
雄

平
岡

一
能

平
岡
三
千
雄

平
沖

道
治

平
嶋

洋
次

平
田

健
一

平
田

昌
也

平
野

澤

英
治

府
川

博
明

福
田

健
志

福
田

好
宏

福
本

惠
介

福
山

利
昭

福

清
司

藤
井

淳
一

藤
井

勉

藤
井

哲
男

藤
内

光
武

藤
﨑

誠
一

藤
田

隆
司

藤
田

忠
義

藤
田

太

藤
本

信
隆

藤
森

祥
弘

藤
原

斉

藤
原

雅
人

舟
木

宏

降
田

宏

古
川
伊
佐
夫

古
川

仲
二

古
田

健
二

古
保

啓
一

星
合

昊

星
野

義
雄

細
井

優

細
川

治

細
谷

美
明

堀
田

健
治

堀

弘

堀
内

芳
男

堀
内

良
人

堀
金

忠

堀
本

修

本
庄

幸
賢

本
多

本
間

静
雄

前
川

彦

前
川

克
彦

前
島

學

前
田

昭
博

前
田

哲
司

前
野

一
夫

牧
田
不
二
男

牧
野

真
憲

槇
原

晃
二

正
木

朗

政
春

志

増
子

敦

増
田

大
三

眞
舘

尚
志

待
鳥

順
二

松
尾

剛
史

松
尾

一

松
岡

浩

川

隆
行

下

繁
一

松
下

祐

下

博
志

松
田

功

松
田
美
智
子

松
田

洋
一

松

敏
夫

松
本

司

松
本

有
司

松
本

善
美

松
山

守
秀

的
場

伸
一

丸
山

和
彦

丸
山

徹

三
浦

信
男

三
浦

法
久

三
木

博
史

三
代

正

水
落

雅
之

水
上

政
嗣

水
莖

弥

水
野

秀
則

水
橋

惠
子

水
見

洋

美
馬

博

宮
岡

博

宮
城

敏
夫

宮
﨑

良
治

宮
里

朝
光

宮
澤

彰
夫

宮
谷

太

宮
地

克
秀

宮
原

照
彦

宮
前

英
之

三
好

文
雄

三
輪

謙
治

武
藤

修

村
井

村
井

信
子

村
上

文

村
上

竹
男

村
下

治

村
中

明

村
永

次
郎

村
本

弘

村
山

裕

村
山

令
二

室
屋

充

目
黒

睦
夫

門
司

佳

元
根

俊
孝

本
村

光
節

森

浩
一

森

康
晃

森

豊

森
合

正
典

森
中

信
三

森
安

研

木

諭

矢
﨑

和
彦

安
川

敦
子

安
川

文
夫

谷
田
部
佳
見

柳
浦

清
文

柳
田

秀
彦

栁
原

昌
輝

山
形

克
己

山
岸

信
雄

山
口

才
智

山
口

順
子

山
口

賢
秀

山
腰

賢
二

山
下

雄
嗣

山
田

篤
司

山
田

孝
仁

山
田

忠

山
田

晴
康

山
田

裕
士

山
田

寧

山
根

洋

山
野

博
史

山
本

浩
司

山
本

朗

山
本

義
信

山
本

由
春

幸
田

勇
二

弓
﨑

秀
二

横
井

透

横
井

三
男

横
田

浩

横
山

公
平

吉
浦

英
治

吉
岡

司

吉
田

丈
己

吉
武

憲
治

吉
水

純
子

吉
村

俊

吉
本

靖
俊

米
沢
由
志
美

米
丸

数
馬

和
才

義
光

和
田

邦
彦

渡
邉

厚

渡
部

一
成

渡
邉

恵
一

渡

茂
通

渡
邊

睦
夫

渡
邊

亮
一

綿
谷

司

瑞
宝
小
綬
章
を
授
け
る
（
各
通
）

会
田

智
康

青
木

靖

青
木

征
輔

青
木

志

青
野

正
男

青
柳

邦
忠

青
栁

康

赤
川

正
一

明
石

亮
一

赤
田

留

赤
松

進

秋
丸

健
兒

秋
山

孝
雄

明
田

任
功

淺
井

謙
次

淺
田

和
子

淺
津

則
行

東

義
海

浅
瀬
石
潤
悦

畔
津

義
彦

麻
生

秀
喜

安
達

知
子

安
部

哲
男

阿
部

夫

安
部

隆
俊

阿
部

良

尼
﨑

靖

天
内

修

雨
田

幸
雄

新
井

茂

荒
井

正
雄

荒
木

弘
一

荒
巻

明
子

有
馬

光
孝

有
吉

玲
子

有
賀

和
彦

有
賀

俊
幸

安
細

和
彦

安
藤

敦
仁

安
藤

孝
之

安
藤

正
紀

安
藤

義
美

飯
尾

昭
二

飯
尾

美
和

井
内

義

五
十
嵐
俊
哉

五
十
嵐
信
夫

池
田

聡

池
田

英
世

池
田

浩
人

池
田

豊

池

雄

池

利
昭

池
本
美
智
代

池
本

龍
二

石
井

勲

石
井

勇

石
井

悦
夫

石
井

和
明
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石
井
二
三
男

石
上

和
男

石
川

和
枝

石
川

將
一

石
黑

和
彦

石
坂

啓
司

石
田

和
幸

石
田

浩
昭

石
田

正
紀

石
田

義
人

石

清
己

石

昭
英

石
貫

國
郎

石
橋

忠
男

石
丸

子

石
渡

隆
男

磯
田

望

磯
部

明
良

市
川

幸
子

一
木

重

市
之
瀨

男

市
ノ
渡
憲
市

糸
井

典
子

伊
藤

耕
生

伊
藤

仁
一

伊

忠

伊
藤

務

稲
川

一

稻
川

和
夫

稲
田

賢

稲
葉

信
子

乾

昇
一

犬
塚

尊
夫

井
上

定
保

井
上

民
二

井
上

寛

井
上
ひ
ろ
子

井
上

靖
子

井
上
裕
美
子

井
上

喜
通

伊
野
木
秀
子

猪
鼻

幸
正

田

勇

今
井

随
祐

今
井

武
雄

今
井

俊
博

門

幸
藏

今
城

康
雄

今
鶴

勇
二

今
野

弘
子

入
江

徹

岩
井

房
夫

岩
﨑

幹
生

岩
瀬

幸
夫

岩
立

元
夫

岩
撫

明

岩
満

竹
文

岩
本

茂
満

岩
本

正
士

印
南

等

上
路

茂

上
田

正
克

上
田

安
伸

上
田

義
昭

上
野
美
加

鵜

幸
雄

宇
治

茂

氏
川

修
道

臼
井

雅
明

薄
羽

豊
典

内
ケ
嶋
勇
治

内
田

惠

打
田

理
成

内
野
か
お
り

内
山

一
代

宇
津
木
章
男

内
海

啓
二

梅
田

欽
也

梅
田

国

浦
郷

宜
代

江
頭

文
則

江
川

和
孝

江
﨑

俊
夫

江
澤

俊
行

江
谷

信
一

江
畠

彦

江
守

光
男

遠
藤

和
夫

遠
藤

一
誠

遠
藤

憲
史

及
川

信
勝

及
川

文
夫

大
石

勝
美

大
石
美
佐
子

大
内

元
一

大
内

幸
敏

大
岡

記
代

大
垣

輝
行

大
川

禎
子

大
木
百
合
子

大
草

亘

大

保
泰
明

大
河
内
忠
則

大
芝

克
夫

大
島

啓
司

太
田

裕
子

大
津

正
行

大

利
榮
子

大
津
山
壽
奈
子

大
西

博

大
野
傳
一
郎

大
橋

克
己

大
橋

倫
人

大
原

憲
一

大
嶺

和
彦

岡

信
子

岡

弘
明

岡

弘
子

岡
﨑

智
治

小
笠
原

功

岡
田

元

岡
田

憲
二

岡
田

知
子

岡
田

文
雄

岡
田

昌
之

岡
田

豊

岡
田

義
和

岡
庭

隆

岡
野

房
子

岡
部

信
彦

岡
村

好
一

岡
本

和
裕

岡
本

喜
八

岡
本
美
枝
子

小
川

孝
司

沖
津

卓
二

野

武
克

沖
原

次

原

浩
洋

荻
原

寿
夫

沖
本

正
志

奥
山

清

小

正
己

尾
崎

幸
信

尾
﨑

喜
秋

長
田

一

小
澤

英
三

押
淵

徹

小
田

明

落
合

泰
彦

音
山

啓
二

小
野

孝
明

小
野

孝
義

尾
上

清
男

小
野
寺
源
七

小
山

洋

折
井

正
幸

折
笠

春
実

尾
張

惣
一

甲
斐

文
江

甲
斐

文
雄

香
川

春
紀

垣
内

司
郎

掛
札

守

景
山

倫
照

笠
井

秀
敏

笠
井

三
好

風
早

俊
昭

樫
村

雅
子

梶
本

光

片
岡

格

片
岡

由
伸

片
野

正
人

片
野

善
夫

片
山

和
義

片
寄

繁
之

加
知

芳
美

香
月
る
り
子

勝
田

年
和

勝
目

和
夫

勝
山

勉

桂

吉
一

桂
林

和
子

加
藤

一
俊

加
藤

敬
一

加
藤

憲
一

加
藤

悟
史

加
藤

誠
雄

加
藤

通
幸

加
藤

英
典

加
藤

幸

加
藤

孝
高

加
藤

芳
秀

尾

誠

門
田

和
明

野

京
子

兼
城

克
夫

金
田

浩
光

金
廣

長
俊

壁

宣
昭

鎌
倉

克
英

鎌
田

光
裕

鎌
田

良
一

上
屋

和
夫

神
谷

惠
次

神
山

敦

神
山

英
司

亀
谷

康
治

鴨
田

克
之

川
口

平

川
口

勝

川
﨑

明

川
﨑

啓
義

川
﨑

惠
弘

川
島

公
治

川
田

秀
道

川
田

義
勝

河
野

吉
孝

川
端
亜
喜
男

河
原

洪
三

川
平

敏

川
村

君
子

河
村

美
彦

神
田

悌
吉

神
田

弘
子

神
門

良
明

神
林

喜
彦

貫
目

志
保

菊
池

武
利

菊
池

秀
興

池

光
男

菊
池

了
邦

木
曽

文
人

北
川

克
洋

北
村

眞
治

北
村

雄

北
山

一
幸

北
山

吉
郎

吉
川

幸
枝

橘
原

智
司

城
戸
日
出
男

木
下

弘

木
下

誠

木
下

豊

儀
間

裕
芳

君
島

康

木
村

清
俊

木
村

耕
作

木
村

茂
夫

木
村

俊
幸

木
村

秀
喜

木
村

優
仁

木
村

泰

木
元

康
夫

貴
山

好
江

桐
田

直

桐
谷

澄
男

金
城

弘
一

金
城

安
政

櫛
引

繁
雄

世

和
孝

工
藤

協
志

工
藤

誠

工
藤

勇

國
重

雅
嗣

保

英
志

保

健
一

窪

照
子

保
木
榮
三

保
田

清

保
田
幸
男

熊
谷

昭
雄

熊
谷

唯
志

熊
原

正
典

米

幸
一

倉

弘
子

鞍
掛

孝

藏
方

庸
光

倉
持

宣
昭

栗
澤

博
士

畔
川

健
一

黒
川

典
功

黒
木

耕
作

黒
木

新
一

黒
田

郎

黒
山

靖
弘

桑
野

康
子

桑
原

道
子

桑
村

穆
知

桑
山

二

小
圷

健
二

古
居

富

小
池
美
智
子

小
池

祐
一

小
泉

哲
男

小
泉

雅
博

小
泉

学

小
市

公
三

神
代

香
代

香
田

隆

幸
地

賢
治

河
野

順
子

古

利
裕

後
閑

隆
之

小
駒

正
人

小
佐
々
良
徹

越
田

浩
之

小
島

伸
也

小
島

宏

小
角

正
二

小
関

栄
壽

小
谷

卓
宏

後
藤

昭
夫

小
西

保
勝

小
橋
川
春
武

小
林

浩

小
林

茂

小
林

惠

小
林

仁

小
林

進

小
林

正
人

小
林

正

小
林

雅
彦

小
林

守

小
林
由
紀
子

小
林

吉
範

小
渕
美

子

小
松

奎
一

小
松

康
夫

駒
場

福
子

小
盛

男

小
栁

光
春

小
山
志
津
夫

小
山

進

古
山

大
功

近
藤

優
子

近
藤

良

今
野

眞
保

今
野

洋
二

齋
藤

修
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清
水

史
雄

清
水

雅
明

清
水

洋
子

清
水

良
周

下
地

達
男

下
條
富
美
子

下
田

富
幸

下
平

達
朗

下
畑

勝
弘

宿
野
部
良
紀

首
藤

純
司

正
村
洋
一
郎

庄
山

正
敏

白
井
万
記
子

白
石

正
子

白
川

武
人

新

保
眞
度

新
谷

澄
男

新
谷

衞

新
屋
敷
早
人

末
吉

一
夫

須
賀

勲

原

善
夫

杉
浦

徹

杉
原

男

杉
本

孝
司

杉
本

信
夫

杉
山

邦
博

直
里

公
司

谷

晴
彦

鈴
木

秋
弘

鈴
木

香

鈴
木

邦
男

鈴
木

佐
紀

鈴
木

武
雄

鈴
木

健

鈴
木

俊
雄

鈴
木

文

鈴
木

鈴
木

拡
治

鈴
木

史
彦

鈴
木

正
和

鈴
木

正
弘

鈴
木

正
光

鈴
木

三
喜

須
田

妙
子

角
野

勝
明

墨
林

浩

諏
訪
間
満
里
美

清
野
喜
久
雄

関

志

関
根

正
夫

関
本

良

瀬
戸

利
三

芹
田

俊
男

善
方

明
夫

相
馬
美
惠
子

添
田

勝
夫

曽
川

惠
二

曽
田

髙
治

園
部

敏
英

䑓

克
幸

髙
尾

淳

髙
尾

潤

髙
木

洋
子

髙
木
要
志
男

高
澤

凖
次

髙
篠
美
佐
男

多
和
田
憲
孝

丹
下

哲
夫

丹

行

千
頭

孝
史

知
念

茶
円

敏
彦

越

人

美
子

井

典
子

辻
岡

進

對
馬

勉

津
田

貞
夫

津
田

成
章

土
屋
龍
太
郎

筒
渕

美
允

堤

佳
彦

田

義
信

露
木

光
夫

鶴
岡

義
一

手
塚

邦
明

手

根

稔

出
村
多
惠
子

寺
阪

眞

寺
田

朗
子

寺
田

和
枝

寺
田

健
一

寺
田

勝

土
居

達
也

川

利
雄

道
志

年
彦

安

茂

所

俊
彦

土
信
田
政
司

戸
髙

孝
明

戸
舘

一
宏

十
鳥

公
韶

土
手

栄
治

土
肥

猛

富
澤

邦
明

冨
田

壽
人

冨
田

幸
光

冨
永

伸
博

伴
野

学

友
山

宏
一

外
山

春
男

外
山

幸
男

豊
田
ひ
と
み

豊
田

健
司

豊
山

浩
史

内
藤

夫

内
藤

武
彦

仲

立
治

中
井

哲
朗

永
井

孝
三

長
井

忍

永
井

男

中
尾

康
子

長
尾

賢

長
尾

茂

長
岡

廣
通

中
北

子

中
澤

清
美

中
澤

朋
子

中
島

信

中
嶋

政
信

中
島

節
夫

永
島

圭
子

長
島

要
一

中
園

明
美

仲
田

周
雄

中
田

啓
治

中
田

泰
光

永
田

悦
弘

長
田

公
江

中
西

政
嗣

中
根

正
雄

中
野

篤
司

中
野

金
夫

中
野

永
野
美
智
代

中
平

美

中
村

彰
宏

中
村

俊
一

中
村

孝

中
村

主
税

中
村

正
人

中
村

睦
子

中
村

義
和

中
村

治

中
村

芳
美

中
村

良
之

中
村
留
美
子

中
本

克
州

中
山

重
臣

中
山

拓

長
束

崇
仁

七
瀧

惠
子

那
谷

定
彦

南
莊

宏

難
波

政
行

新
岡

治
生

新
野

照
代

贄
田

美
行

西
生

隆
司

西
沖

元
裕

錦

成
郎

西
澤

裕
司

西
田

正
博

西
田

良
正

仁
科

義
民

西
野

和
美

西
村

良
三

西
本

京
子

西
山

介

二
宮

孝
則

丹
羽

明
男

丹
羽

玲
子

沼
山
奈
々
江

根
岸

章

能
野

祐
司

野
口

治
美

野
崎

政
一

野
澤

剛

能
島

昇
三

野
尻

眞

野
尻

光
子

野
中

修
身

野
々
山
密
雄

信
岡

悦
子

野
村

一
夫

野
村
美
代
子

麦
谷

誠
一

箱
嶋

次
雄

橋
村

恒
男

橋
本

俊

橋
本

悟

藤

孝
雄

藤

忠
男

藤

勝

藤

靖
雄

坂

通
代

坂
井

照
明

坂
岡

敏

良
康

坂
口

豊

坂
下

正
弘

坂
田

正
雄

相
模

貞
一

坂
本
誠
二
郎

坂
本

雄

坂
本

政
英

坂
山

敏
二

佐
口

謙
一

笹
方

一
正

佐
々
木
衿
子

笹
木

健
生

佐
々
木
孝
明

佐
々
木
信
次

佐
々
木
崇
支

佐
々
木
哲
夫

佐
々
木
昌
良

佐
澤

史
朗

佐
瀬

俊
之

佐
竹

惠
子

佐
竹
ま
り
子

佐
竹

芳
朗

佐
藤

治

佐
藤

一
男

佐
藤

絹
子

佐
藤

清
則

佐
藤

修
一

佐
藤

敬

佐
藤

千
春

佐
藤

信
枝

佐
藤

浩

佐
藤

子

佐
藤
み
つ
ほ

佐
藤

美
幸

佐
藤

安
憲

佐
藤

勇
治

眞
田

清
史

佐
野

惠
三

佐
野

美
香

澤
尻

義
信

澤
田

秀

澤
邉

仁
一

澤
村

節
夫

重
岡

啓
一

繁
田

博
之

重
村

洋
一

雫
石

眞
一

篠
﨑

英
子

芝
木

厚
子

柴
原

時
男

渋
澤

利

渋
谷

政
行

島

不
二
彦

島
岡
秀
次
郎

島
影
恵
美
子

嶋
﨑

豊

島
田

昌
司

嶋
田

友
則

清
水

清
水

利

髙
瀬

賢
一

髙
田

洋
美

髙
田

大
嗣

髙
田

勝

髙
塚

惠
市

髙
橋

晶
子

髙
橋

伯

髙
橋

茂
博

髙

武

髙
橋

恒
男

髙
橋

鉄
已

髙
橋

徹

髙
橋
日
出
夫

髙
橋
三
四
吉

髙
橋

雄
三

髙
濱

広
記

髙
宮

史
郎

髙
屋

猛

高
山

元
延

寳
木
富
美
子

田
川

正
人

淑
郎

瀧
川

隆
雄

滝
口
し
げ
子

滝
澤

孝

宅
重
三
十
三

田
口

章

竹
下

菊
雄

竹
下

浩
兒

武
田

和
栄

武
富

裕
次

竹
身

良
文

竹
村

一
秀

竹
森

正
博

武
山

正
明

田
﨑

武
司

田
㞍

達
朗

田
代

幸
子

田
代

佳
行

立
中

幸
江

立
花
福
太
郎

田
中

治

田
中

薫

田
中

和
子

田
中

和
敏

田
中

一
文

田
中

順
子

田
中

住
江

田
中

尚

田
中

豊
弌

田
中

眞
紀

田
中

正
衛

田
中

雅
一

田
中

雅
道

田
邉

克
典

谷
口

卓

谷
口

正
人

谷
田

陽
平

谷
村

俊
宏

田
上

信
夫

田
野
倉
秀
雄

田
外

清

田
端

五
郎

田
畑

秀
良

玉
川

夫

玉
城

英
人

田
村

明
彦

垂
水

泰
敏
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橋
本

武
典

橋
本

道
哉

長
谷
川
し
と
み

長
谷
川
昌
宏

秦

秀
哉

畠
山

信

畠
山

信
弘

服
部

勝
彦

服
部

秀
月

花
岡

広

濵
田

繁
光

濱
田

政
利

早
川
美
智
子

林

邦
彦

林
田

彦

速
見

安
且

原

和
子

原

吉
宏

原
沢

正
美

原
園

修
二

原
田

清
人

田
美
保
子

針
生

弘

張
間

正
儀

春
田

盛
男

坂
東

清
一

稗
田

政
義

東

千
世
子

東
本

義
雄

口

浩
一

恒

正
典

比
志

保

菱
沼

正
二

樋
爪

光
弘

火
野
坂

徹

檜
山

利
男

平

一
彦

平
井

壽
一

平
井

實

平
賀

和
久

平
川

和
俊

平
川

善

開
田

清
喜

平
野

宣
夫

平
野

光
啓

廣
井

弘

弘
川

忠
司

瀨

義
喜

田

要

深
川

康

深
野

秀
夫

福
井
加
代
子

福
尾

正
彦

福
島

正

福
島

善
彦

福
田

孝
子

福
田

徹

福
田
洋
一
郎

福
留

勉

福
永

泰
二

福
本

純
一

福
本

吉
宏

福
山

勇

福
山

義
幸

藤
井

憩

藤
井

薰

藤
井

神
龍

藤
井

卓

藤
井

輝

藤
井

信
明

藤
井

江

藤
井
み
は
と

藤
川

順
子

藤
川

哲
也

藤
澤
千
栄
美

藤
田

勝
彦

藤
田

大
基

藤
田

信
彦

藤
田

教
夫

藤
田

宏
和

田

恵

田

幸
夫

藤

弘

富
士
原
要
一

藤
満

幸
子

藤
村

君
代

藤
本

勲

藤
本

孝
昭

藤
本

久
代

藤
山

伸
夫

藤
原

茂

藤
原

正
志

布
施

美
子

二
上

一
朗

二
見

吉
康

二
見

浩
一

船
津

誠
司

船
着

哲
夫

舩
本

修
作

古
郡

文
男

古
田

伸
次

古
舘

司

古
舘

英
彦

古
橋

康
夫

ペ
イ
ン
三
千
代

星

慶
一

保
科

勝
文

星
野

広
美

保
立

三
男

堀

知
靖

堀
内

秀

堀
切

卓

堀
越

武

堀
越
冨
士
夫

堀
場

寿
実

本
條

滋
人

本
田

恵
美

本
田

孝
三

本
多

博
一

本
間

和
久

本
間

信
行

本
間

則
昭

本
間

立

前
川

悦
雄

前
田

祥
一

前
田

勝

前
田

酒
男

前
田

烈

曲
尾

愼
一

牧

弘
志

牧
志

好
雄

馬
籠

順
子

真
崎

伸
一

眞
下
よ
し
み

増
田

良
二

町
田
智
惠
子

町
本

克

尾

欣
也

尾

幸
紀

風

俊
明

松
川

保

松
沢

義
文

松
田
美
知
子

松
田

洋
子

松
並

睦
美

松
村

一
美

松
村

高
明

松
村

孝
雄

村

博
史

村

学

松
本
あ
つ
子

本

一

松
本
幸
次
郎

本

宏

松
本

保
枝

松
山

武
士

鍋

豊

三
浦

和
子

三
浦

憲
一

三
浦

孝
二

三
浦

俊
一

三
浦

庄
助

三
浦

紀
子

三
浦
美
津
枝

三
上

良
則

三
木

真
澄

右
田

紀
雄

三
島

秀
明

深
須

達
男

水
口

勇

水
澤

里
美

水
澤

勉

水
嶋

浩
平

水
島

三
雄

水
田

博
和

水
谷
謙
一
郎

水
谷

隆

水
野

和
美

水
村

豊

溝

繁
一
郎

溝
口

勝
彦

三
田

明

三
井

章
仁

藥
袋

俊
次

皆
川

勇
一

南

儀
行

峯
村

秀
則

簔
葉

昭
司

美
濃
部

博

宮

英
司

宮
内

実

宮
河

哲
夫

宮
坂

伸

宮
﨑

耐
輔

宮
嵜

徹

宮
地

壽

宮
島

年
夫

宮
野

郁
子

宮
本

三
郎

宮
本

尊

宮
本

幹
雄

宮
本

光
明

向
井

敏
博

牟
田

恒
昭

六

章
子

村
井

康
利

村
上

正
治

村
越

善
子

村
澤

勉

村
田

南
美

村
田

弘

村
松

文
善

室
屋
喜

男

毛
利

義
喜

茂
木

照
司

本

正
則

本
村

陽
二

元
吉

正
典

森

明

森

鋭
一

森

乙
平

森

清
行

森

史
郎

森

健

森
田
喜
代
一

森
田

敏
彦

森
田

子

森
平

文
男

森
竹

嗣
夫

森
畑

通
夫

森
本

勉

森
本

正
行

師
岡

照
房

諸
持
耕
太
郎

重
畑

矢
倉

男

矢
毛
石
陸
男

矢
澤

行

矢
澤

正
知

安
井

兼
光

保
池

保
川

和
弘

安
田

明
弘

安
田

隆
洋

安
良
岡
靖
史

柳
迫

正
俊

柳
堂

愼
徹

矢
萩

惠
一

矢
部

達

山
内

幸
雄

山
神

良
明

山
川

武

山
岸

真
夫

山
北

哲

山
口

治
郎

山
口

隆
志

山
口

隆
治

山
口

能
子

山
越

博
子

山
﨑

哲
郎

山
崎

雄

山
﨑

玲
子

山
城

賢
榮

山
田
幾

雄

山
西

里
夫

山
西

政
昭

山
根

武
史

山
野
み
ど
り

山
之
内
惠
一

山
内

高
史

山
村

正
人

山
本

巖

相
澤

雄

青

吉
美

青
木

和
男

青
木

千
之

青
野

平

赤
井
澤
文

赤
石

英
克

上
里

昭

秋
元

孝
夫

浅
沼

豊

山
本

惠
一

山
元

山
本

敏
明

山
本

英
雄

山
元

秀
泰

山
本

雅
照

山
本

勝

山
本

通
也

山
本

実
幸

鑓
水

謹
二

油
科
淳
太
郎

湯
田

季
明

湯

佳
子

横
井

勝
則

横
田

恒
幸

横
田

昌
宏

横
村

久
夫

横
山
賢
太
郎

横
山

俊
晴

横
山

浩
彦

吉
岡

達
雄

吉
川

淳
子

吉
澤

定
幸

吉
田
五
十
春

吉
田

市
夫

吉
田

重
信

吉
田

精
華

吉
田

政

吉
田

正
弘

吉
田

勝

吉
野

愼
一

吉
野

正
巳

吉
村

仁

吉
本

睦
子

米
内

正

米
木

貫

米
澤

哲
一

若
槻

幹
穗

山

正

涌
井

雄

鷲
澤

文
雄

和
田

幸
司

和
田

孝
義

渡
邉
惠
之
助

渡
邊

正
乘

渡
邊

世
子

渡
辺

朋
子

渡
辺

英
雄

渡

文
行

渡
邉

正
文

渡
辺

光
雄

渡
邉

亮
司

瑞
宝
双
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）
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浅
野

健
司

味
岡

延
博

阿
曽

浩
美

姉
﨑

一
三

安
部

明
美

阿
部

誠

阿
部

誠

荒
井

早
苗

荒
谷

道
郎

有
田

光
代

有
村

逸
雄

安
藤

彰

安
藤

高
広

安
藤

典
子

安
保

弘
巳

飯
田

憲
治

飯
沼
む
つ
み

飯
村

昭
義

猪
狩

克
夫

井
口

兼
市

池
田

昭
文

池
田

髙
志

池
田

孝
治

池
田

正

池
田

子

池
田

宏

池
田

儀
澄

池
之
迫
紀
代
子

池
本

節
子

勇

一
敏

井
澤

與

石
井

正
己

石
井

貢

石
上

郎

石
川

栄
子

石
川

政
明

石
川

正
栄

石
川

嘉
孝

石
黒
三
紀
子

石
﨑

健

石
田

和
宏

石
田

滋
夫

石
田

人

石
津

昭
博

石
橋

光
男

石
原

豊
文

石
巻

聖

石
本
つ
や
こ

伊
勢

正
義

磯
本

志
信

市
川

俊
哉

一
戸

信
雄

市
橋

良
子

市
原

智
子

市
原

光
留

市
丸

弘
子

井
出

大
広

伊
藤

軍
勝

伊
藤

圭
一

伊
藤

勝
一

伊
藤

隆

伊
藤

友
博

伊
藤

友
美

伊
藤
緋
奈
子

伊
藤

三
儀

稲
垣

寿
計

稲
田
麻
里
子

稲
富
真
由
美

稲
村

睦
子

井
上

章
夫

井
上

清
隆

井
上

修
二

井
上

善
雄

井
上

佳
三

井
口

博
之

猪
俣

潔

井
畑

透

井
原

申

井
原

穗
積

井
原

良
和

今
北

嘉
彦

今
後

武
司

坂

千
秋

田

正
道

田

光
憲

今
村

和
博

入
江

祥
光

岩
尾

一
裕

岩
城

清
隆

岩
崎

健
次

岩
﨑

克
己

岩

紀
子

岩
下

英
二

岩
瀨

岩
田

準
一

岩
舘

佐
吉

岩
屋

悟

因
谷

良
光

上
杉

紀
子

田

育
男

田

行

上
田

浩

田

貴
昭

上
野

栄
一

上
野

孝
代

上
野

浩
信

豊

鵜

守

牛
島

子

臼
井

薄

祥
男

打
它

正
人

内
田
泉

子

内
田

俊
明

内
山

和
行

内
山

昌
敏

内
海
新
一
郎

内
海

孝
敎

内
海

義
行

海
野

吉
輝

梅
谷

三
郎

浦

美
子

浦
西

悦
巳

江
口

誠
一

衞
藤

一
郎

衛
藤

敏
幸

江
並

京
子

遠
藤

勇

遠
藤

充

遠
藤

好
雄

大
石

陽
子

大
石

隆
敬

大
川

明
義

大
河

智

大
里

る
り

大
島

三
郎

大
嶋

龍
太

大
関

正
幸

太
田

秀
雄

大
田

博
文

大
髙

敏
夫

大
竹

巌

大
竹

隆
一

大
谷

貴
志

大

精
一

大
友
金
己
知

大
西

厚
二

大
沼

忠
則

大
野

一
正

大
野
真
理
子

大
野

義
雄

大
野

芳
郎

大

香
織

大
村

静
正

大
山

安
彦

大
吉

良
男

岡

義
憲

岡
崎

明
彦

岡
田

明

岡
田

正
人

岡
田

実

尾
形

勝
利

緒
方

勢
一

小
片

之

緒
方

正
敬

岡
部

忠
美

岡
村

豊

岡
本

文
枝

岡
本
美
智
子

小
川

忠
弘

沖

好
子

荻
島

常
雄

荻
野
又
一
郎

奥
野

良
一

川
端

惠
子

川
端

正
典

川
原

茂
人

河
東

裕
子

川
渕

啓
治

川
間

松
代

川
村

英
一

川
村

勝
義

川
村

清
志

河
村

吉
人

河
行

賢
次

菅
具

美
子

菅
野

一
意

神
戸

卓
朗

木
内

稔

菊
池

勝

木
田

浩
幸

北
井

宗
徳

北
岡

史
郎

北
川

賢
一

北
澤

眞
一

北
田

和
夫

北
山

茂

北
山

弘
美

吉
川

律
子

木
戸

宏
美

城
戸
理
津
子

木
下

長
造

木
下

敏
明

木
下

隆
一

木
村

建
二

木
村

隆
志

行
司

実
夫

行
司

康
夫

桐
月

順
子

桐
畑
千
枝
子

草
地
真
由
美

鯨
井

節
子

葛
岡

行

工
藤

秀

工
藤

寛

野

威

保

福
治

保

睦
男

熊
倉

洋
治

熊
沢

修

倉
地

信
也

鞍
留

哲
也

栗
山

良
藏

栗
和
田
和
子

黒
岩

修
司

黑
川

裕
史

黒
木

昌
子

黒
澤
み
ゆ
き

桑
原

京
子

剣
持

典
夫

小
池

勝
見

小
池

古
賀

明

小

保
好
生

越
井

優
子

小
島

子

小
玉
多
智
美

兒
玉

延
幸

小
寺

戛
予

後
藤

勝
司

後
藤

之

五
藤

孝
秋

後
藤

武

後
藤

義
光

小
西

昌
治

小
西

芳

小
林

勇
雄

小
林

一
也

小
林

克
己

小
林

健
二

小
林

浩
二

小
林

史
朗

小
林

憲
夫

小
林

正
仁

小
林

葉
子

小
村

眞
理

小
室

勝
弘

小
山

智

小
山

雅
明

小
山

雅
人

昆

定
夫

近
藤

俊
彦

近
藤

重
子

今
野

恭
市

今
野

力
也

齋

悦
弥

藤

浩
司

藤

正
勝

齋
藤

裕
司

藤

嘉
憲

奥
本

弥
生

奥
山

幸
誠

奥
山

武
雄

尾
﨑
健
治
郎

尾
崎
日
佐
子

尾
﨑

史

小
澤

和
人

小

通

小
島

伸
五

小
沼

眞
一

小
根
澤

孝

小
野

博
幸

小
野
崎
忠
士

小
野
田
誠
二

小
野
寺
昭
市

面
出

稔

甲
斐

孝

甲
斐

博
臣

加
賀
谷
昭
年

香
川
ふ
み
子

加
地

英
雄

鹿
島

健
一

加
島

正

梶
山

康
人

粕
谷

昭

加
瀬

恵
子

岡

幸
一

本
佐
恵
子

片
山

智
文

勝
木

裕
子

勝
又

秀
悦

加
藤

栄
司

加
藤

京
子

加

茂

加
藤

祥
一

加
藤

法
明

加
藤

ミ
カ

加
藤

充

加

良
子

金
井

信
司

金
川

兼
子
や
す
子

金
﨑

光
文

金
田

洋
幸

蒲

悟

鎌
重

正
美

鎌
田

三
義

上
荒
磯
義
丸

神
尾
眞
理
子

上
村

正
光

神
谷

幹
夫

亀
井

正
勝

亀
岡

誠

亀
島

里
美

苅
敷
山

夫

苅
宿

俊
雄

軽
部

透

河
内

一
男

川
口

伸
広

川
崎

政
士

川
島

幸
次

河
濟

代

川
添

博
信

川
田

佳
子

川
西

利
則

河
野
枝
美
子

河
野

広
美

河
野
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佐
伯

妙
子

嵯
峨
ヱ
ミ
子

酒
井
智
惠
子

坂
井
眞
由
美

坂
上

秀
子

榮

夏
代

酒
尾

良
一

坂
木

伸
行

坂
田

庄
司

坂
田

隆
司

坂
中

英
夫

坂
部

明

酒
村

清
昭

坂
本

富
子

坂
本

幸
秀

崎
原

孝
就

佐

間
幹
夫

桜
井

彰
一

櫻
井

高
志

櫻
井

淑
子

櫻
田

浩
徳

佐
々
香
代
子

笹
川
政
比
己

佐
々
木
儀
一

佐
々
木
邦
春

佐
々
木
源
一

佐
々
木
忠
雄

佐
々
木

正

佐
々
木
敏
夫

佐
々
木
正
人

佐
々
木
眞
知
子

佐
々
木
幸
男

佐
藤

万
雄

佐
藤

和
子

佐
藤

主
彥

佐
藤

高
明

佐
藤

重
孝

佐
藤

眞
治

佐
藤

勢
子

佐
藤

忠
志

佐
藤

忠
幸

佐
藤

英
之

佐
藤

佐
藤

博

佐
藤

正
男

佐
藤

正
志

佐
藤

真
郷

佐

政
已

佐
藤
真
寿
美

佐
藤

道
子

佐
藤

雄
一

佐

養
三

佐
藤

佳
文

佐
栁

健

澤
口

巧

澤
邊

明
雄

椹

泰
造

三
田

清
治

三
ノ
宮

治

塩
川

浩
次

塩
谷

和
子

重
枝

勝
則

重
田

義
明

茂
野

一
三

柴
田

健
一

嶋
田

晃
次

嶋
田

隆

島
村

俊
子

清
水

昌
義

清
水

和
枝

清
水

広

下
内

軍
三

霜
鳥
美
江
子

下
宮

弘
行

庄
司

仁

庄
司

正
幸

正
田

敏
江

白
椿

守

白
鳥

二
郎

新
里

善
秀

新
立

和
美

新
谷

智
子

神
藤

保
義

陳
野
原
幸
紀

新
屋

晴
美

菅
井

浩
子

菅
谷

澄
子

菅
原

昭
一

菅
原

進

菅

尚
也

菅
原

秀
子

杉
浦

健

杉
野

成
次

杉
村

寛

杉
本

泰
則

杉
山

圭
一

杉
山

孝
生

須
甲
し
の
ぶ

鈴
木

勝
己

鈴
木

章
子

鈴
木

孝
昭

鈴
木

武
光

鈴
木

忠
良

鈴
木

庸

鈴
木

哲
雄

鈴
木

喜

鈴
木

博

鈴
木

弘
美

鈴
木

正
子

鈴
木

守

鈴
木

靖
子

鈴
木

洋
子

鈴
木

良
隆

鈴
木

良
二

須
藤

元
晴

数
胴

清
治

須
藤

勉

須
永

克
子

諏
訪
部

隆

清
凉
亜
紀
子

関

和
江

關

一
孝

関
口

義
昭

関
根

勇
夫

関
根

修

関
部

喜
彦

瀬
戸

浩
司

瀬
戸

幸
光

瀬
野

英
子

染
谷

克
已

大
宮
司
美
和
子

醍
醐

潮

髙
木

敏
彦

髙
木

廣
志

髙
倉

敬
子

髙
倉

稔

髙
島

清
子

髙
田

髙

豊

高
野

成
一

髙
野

武

髙
橋

克
彦

髙
橋

建
造

髙
橋

清
悦

髙
橋

忠
親

髙
橋

雄

高
橋

聡
次

髙
橋

宏
子

髙
橋

令
子

髙
見

美
子

高
宮

光
子

髙
村

正
博

田
川

学

滝
沢

收
道

田
口

和
子

竹
井

幸

竹
内

香
子

竹
内

正
雄

竹
川
佐
知
子

竹
島

耕
三

竹
島

正
智

武
末

秀
生

竹
田

弘

竹
中
さ
や
香

竹
中

純
一

竹
林

勝
幸

竹
原

和
宏

武
本

栄
治

田
澤

忠
雄

橘

友
昭

田
中

健
二

田
中

孝
之

田
中

俊
雄

田
中

智
子

田
中

雄

田
中

正
利

田
中

政
已

田
中

護

谷
口

享

谷
口

紀
子

谷
田

順
一

谷
中
ひ
さ
子

谷
本
弓
美
子

田
原

俊
一

玉
井

秀
和

玉
川

金
嘉

玉
山

長
悦

田
宮

馨

田
村

幸
子

田
村

利
夫

田
村

靖
子

檀
上

博
幸

丹
野

正
彦

丹
野

亮
一

筑
紫

廣
志

千
田

繁

千
田

信
男

千
葉

幸
一

千
葉

茂

千
葉

信
義

千
葉

正
明

柄

宣
行

越

英
秋

塚
本

文
惠

佃

昌
範

禎

博
文

堂

紀
一

津
田

章

津
田
小
百
里

筒
井

信
弘

筒
井

善
則

常
岡

裕
道

掛

仁

田

伯
雄

坪
井
日
出
男

津
村

章

露
木

健
造

露
木

隆
丸

鶴
見

好
道

鉄
川

惠
一

寺
﨑

寛
治

寺
崎
美
津
子

寺
澤

正
美

照
屋

末
子

土
居

昌
司

堂
ノ
浦

進

舛

秀
治

殿
谷

豊
一

冨
岡

恵
子

富
澤

敬

冨
田

良
平

戸
村

若
廣

友
村

承
藏

外
山

正
則

豊
島

民
雄

豊
巻

信
一

鳥
海

新
一

内
藤

敦
史

内
藤

和
弘

内
藤

清
秋

中

猛
保

永
井

均

中
尾

進

中
尾

好
美

永
尾

忠
博

長
尾
日
左
哉

長
尾

芳
昭

中
川

吉
弘

中
窪

民
子

中
里

栄
一

仲
里

護

芳
賀

格

萩
原

隆

羽
倉

信
夫

橋
爪

孝

橋
爪

操

橋
本

一
朗

橋
本

光
宗

橋
本

大
道

橋
本

忠
成

橋
本

要
一

橋
本

良
夫

長
谷
川
弘

長
谷
川
喜
之

長
谷
部
嘉
勝

羽
田

博
昭

畠
山

新
市

羽
田
野
智
子

服
部
美
枝
子

服
部

惠
洋

花
井

正
示

馬
場

一
政

浜
口

文
雄

濱
田

淳
次

濵
田

康
博

濵
畠

芳
治

濵
本

孝
則

仲
沢

義
全

中
島

英
幸

中
島

弘
子

中
須
賀
啓
次

中
務

子

永
田

秀
明

中
出

裕
美

中
西
真
由
美

中
西

励

中
野
奈
保
子

中
野

平
作

中
原

智
弘

中
村

敏

中
村

正

中
村

代

中
村

秀
治

中
村

英
美

中
村

正
和

中
村

正
勝

中
村

明

中
本

弘
義

中
屋
敷

男

永
易

正
敏

灘
儀

勢
一

七
日
市

生
井
澤
基
博

成
田

正
隆

成
瀬

美
恵

成
田

貴
宏

名
和

幸
彦

縄
田

覚

南
條

隆

南
部

政
志

新
美

行
雄

新
井
谷
美
代
子

新
山

功
一

西
川

光
明

西
川

嘉
弘

西
畠

正
児

西
村

秋
雄

西
村

一
郎

西
山
有
紀
子

西

愼
治

二
瓶

正
一

二
山

芳
和

守

沼
尻

建

根
本

一

野
口

雅
弘

野
口

良
輝

野

浩
一

野
地
﨑
せ
つ
子

野
田

光
博

野
戸

政
秋

野
中

輝

野
原

秋

野
村

重
隆

野
村

孝
行

野
本
ヨ
シ
子

拜
原

建
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林

至

林

栄
治

林

和
敏

林

純
一

林

淳
一

林

正
子

林

冨
三

林

利
智
子

早
瀨

章
雄

原
田

高
志

春
田

正
治

比
嘉

早
苗

日
景

賢

東

智
子

東

義
隆

比
金

敏
明

光

紘
一

口

良

日
髙

夏
子

日
野

一
生

比
良
敬
一
郎

平
井

克
浩

平
井

雄

平
礒

和
夫

平
岡

士

平
岡

美
幸

平
形

次
男

平
田

明
正

平
田

郁
實

平
田

壯

平
田

幸
次

平
田

積

平
田

信
夫

平
田

夫

平

利
子

井

英
治

廣
瀬

勉

深
江

憲
秀

福
井
智
永
子

福
岡

子

福
田

栄
一

福
田

和
博

福
田
壽
賀
乃

福
田
美

里

福
田

是
宏

藤
井

健
一

藤
井

孝
子

藤
生

か
よ

藤
岡

次
夫

藤
咲

美
輝

藤
島

勝
政

藤
永

隆
志

藤
巻

隆
夫

藤
村

良
昭

藤
本

泉

藤
本

教
二

藤
本

春
子

藤
森

俊
勝

藤
原

宣
一

藤
原

基

古
栃

成

古
野

正
夫

古
林

晴
美

古

学

邊
見

錠
司

邊
見

郎

朴
木

博
司

保
坂

隆
一

星

勲

星
野

誠

星
谷

悦
雄

細
井

博
明

細
井

也

細
川

長

細
田

秀

堀
田
眞
一
郎

保
戸
田
一
芳

堀

誠

堀

雅
彦

堀
井

長
幸

堀
内

幹
夫

堀
江

昭
一

堀
江

弘
道

堀
江

好
男

堀
川

一
枝

堀
口

英
之

堀
下

正
夫

本
田

秀
子

本
間

信
弘

本
間

勝

本
間

陽
子

前
島

光

前
田

昭
彦

前
田

健
次

前
田

市

前
田

昌
美

牧
野

吉
孝

政
岡

一
弥

政
田

町
子

桝
崎

洋

増
春

雅
孝

桝
村

昌
弘

浦

修

浦

司

浦

弘
明

松
尾

繁
一

尾

好
明

岡

政
晴

岡

泰
典

川

尚
曉

崎

政
彦

松
澤

章
夫

嶋

靖
子

松
田

克
之

野

長
次

松
野

友
美

松
本

和
徳

本

岸
雄

松
本

敏
子

松
本

正
子

本

匡
司

松
本

幹
男

松
本

雄
一

松
谷

博
子

山

茂

真
鍋

勲

鍋

守
博

眞
部

義
弘

丸
井

悟

丸
岡
み
ど
り

丸
山

敦

三
浦

和
泰

三
浦

京
子

見
上
孝
太
郎

三
上

能

三
木

稔

水
尻
美
喜
穗

水
野

忠
範

水
野

房
代

水
野

稔

水
野

雄
二

三
角

正
一

三
谷

和
正

三
谷

徹

道

俊
一

道
塚

信
治

光
井

淸

三

秀
夫

水
戸

克
義

南

堅
應

南
幅

岳
城

峯
岸

孝
一

三
原
由
紀
美

宮
内

昇

宮
川

喜
善

宮
下

彰
雄

宮
下

勇

宮
本

則
行

宮
脇

保

三
輪

憲
夫

武
笠

和
師

向
野

清
継

村
井

祐
嗣

村
上

三
國

村
上

利

村
﨑
由
美
子

村
田

元
子

村
中

喜
文

村

由
美
江

村
山

洋
志

室
井

敬
二

望
月

一
人

望
月
健
太
郎

望
月

重
男

茂
木
こ
と
じ

本
橋

勇

本
村

昌
彦

本
山

政
利

結
城

一
吉

湯
田

欽
一

湯
山
と
も
え

横
井
三
千
雄

横
井

吉
則

横
川

幸
弘

横
溝

尚

横
山
こ
と
惠

吉
井

龍
吾

吉
岡

和
保

岡

新
次

川

徹
夫

國

澄

吉
澤

二

千
惠
子

吉
田

功

吉
田
喜
一
郎

吉
田

耕
作

吉
田
小
夜
子

吉
田

順
子

吉
田

孝
志

吉
田

和

吉
田

吉
田

稔

吉
田

実

吉
田

実

吉
田

護

吉
谷

義
雄

吉
冨

美
紀

吉
野

健
市

吉
野

浩
之

吉
原

修

原

雅
彦

好
光

晴

吉
村

英
博

米
窪

潤
司

米
倉

雄

六
山

晃
仁

六

利
行

若
尾

邦
江

若
松

勝
彦

早
稲
田
睦
子

和
田

朗

和
田
み
ど
り

和
田

求

渡
辺

郁
子

渡

角
幸

渡
部

和

渡
邊

研
史

渡
部

淳

渡
邉

彰
一

渡
辺

祥
子

渡
部
世
津
夫

渡
辺

俊
治

渡
邊

範
子

渡
邉
二
三
雄

渡

美
子

渡
部
良
太
郎

藁
谷

一
雄

瑞
宝
単
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）

川
村
や
よ
い

瑞
宝
双
光
章
を
贈
与
す
る

山
中

進

瑞
宝
単
光
章
を
贈
与
す
る

愛
甲

文

會
田

賢
一

相
場

哲
夫

相
原

康
人

青
木

貴
秋

青
木

俊
雄

青
木

人

青
木

則
夫

青
木

秀
夫

青
柳

繁

青
山

孝
志

赤
川

滋

赤
木

義
隆

赤
坂

保
雄

明
石

利
夫

赤
堀

文
夫

赤
堀

昌
章

赤
嶺

信
良

秋
野

良
夫

秋
葉

一

秋
元

忠
夫

秋
元

光
広

森

清
実

森

淳
一

森

順
一

森

太
一

森

俊
子

森
川

繁
夫

森
澤

照
男

森
住

哲
之

守
田

宜
生

森
田

睦
子

森

良
二

森
永

謙
二

森
林

春
夫

森
藤

夫

森
元

昇
治

森
本

京

守
屋

修
平

森
谷

秀
哲

森
山

喜
芳

森
山

靖

木

清
文

木
沼
正
見

谷
口
富
士
男

矢
倉

雄

矢
澤

昇

安
井

人

栁
田

重
浩

矢
野

英
輔

矢
野

悦
男

矢
野

光
昭

矢
野

吉
男

矢
野
川
禎
男

山
内

啓

山
縣

頼
和

山
岸

哲
也

山
口

明
彦

山
口

榮
子

山
口

清
貴

山
口

伸
一

山
口
忠
一
朗

山
口

幸

山
口

弘
乃

山
口

政
幸

山
﨑

武
信

山
崎

一
幸

山
﨑

保

山
﨑

修
男

山
﨑

英
己

山
下

一
正

山
下

順
子

山
下
奈
津
美

山
下

秀
人

山
城

正
己

山
添

伸

山
田

克
則

山
田

賢

山
田

山
田

昌
行

山
手

祐
治

山
根

範
幸

山
野

重
慈

山
邊

愼
治

山
村
美
穂
子

山
本

篤

山
元

繁
幸

山
本

正
二

山
本

哲
之

山
本

正
男
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秋
山

和
春

秋
山

髙

秋
吉

博
憲

阿

津
道
夫

吾
郷

滋

朝
岡

良
一

浅
川

誠
二

浅
沼

信
幸

浅
野

勝
義

浅
野

博
信

浅
見

仁

芦
田

敏
郎

阿
曽

英
男

安
達

陽

足
立

実
雄

安

進

足
立

好
正

新
子
谷
正
美

熱
田

貢
一

熱
田

隆
雄

油
谷

昌

阿
部

和
夫

阿
部

哲

安
部

静

阿
部

正
市

安
部

隆
彦

阿
部

富
二

阿
部

義
信

天
野

孝

新
井

一
夫

荒
井

惠

荒
木

英
文

荒
平

道
夫

有
我

俊
春

安
瀬

政
広

安
藤

信
重

安

信
幸

安
倍

唯
二

飯
尾

公
次

飯
島

浩

飯
島

飯
田

泰
介

飯
田

敏
明

飯

富
夫

飯

紀
雄

五
十
嵐
俊
英

井
口

正
雄

池
上
聖
次
郎

池
田

修

池
之
上
順
市

池

均

池
山

仁
始

伊
佐

石
井

修
身

石
井

鎮

石
井

智

石
井

敎
彦

石
井

衛

石
井
美
智
夫

石
井

道
広

石
岡

淳
二

石
岡

幹
雄

石
躍

浩
昭

石
川

和
雄

石
川

達

石
川

長
之

石
川

基
彦

石
黒

政
敏

石
坂

信
義

石
坂

貴
英

石

猛

石
崎

信
彦

石

義
明

石
田

修

石
田

孝
二

石
田

博
康

石
橋

秀
則

石
橋

優

石
原

治

石
丸

孝
行

石
村

孝
男

石
村
洋
次
郎

石
山

和
也

和
泉

憲
治

泉

志

和
泉

正
幸

伊
勢

昭
仁

磯

本
三

礒
野

秀

板
垣

達
哉

市
川

幸
克

市
川

博
志

市
野

康
郎

井
長

数
夫

井
手

敏
博

井
出

秀
人

井
手

道
治

井
戸

則
光

伊

和
博

伊
藤

和
博

伊
東

廣
二

伊
藤

敏

伊
藤

重
雄

伊
藤

隆
義

伊
藤

利
夫

伊
藤

尚
明

伊
藤

憲
明

伊
東

福
信

伊
藤

正
夫

伊

昌
弘

伊
藤

勝

伊
藤

實

伊

求

稲
垣
新
二
郎

稲
垣

裕
次

稲

茂

犬

信
吉

井
上

啓

井
上

健
司

井
上

憲
二

井
上

博
志

井
上

博
幸

井
上

良
男

井
上

良
仁

猪
熊

誠
二

井
畑

輝
一

今
井

修
二

今
井

正
則

今
井

幸
男

泉

清

枝

正
一

今
岡

聖
勝

今
西

保
夫

今
村

昭
彦

今
村

秀
行

岩
尾

佳

岩
尾

良
一

岩
崎

保

岩

祐
一

岩
澤

正
博

岩
下

正
廣

岩
下

豊

岩
田

武
雄

岩
原

英
治

岩
渕

忠
典

岩
渕

仁

岩
渕

行
雄

岩
村

拓
三

岩
本

敏
文

岩
本

久
美

岩
本

浩
幸

岩
本

文
明

岩
本

雄
二

岩
谷

仁

犬
童

信
幸

上
田

祥
雄

田

和
昭

田

孝
二

上
田

裕
貴

上
野

繁
美

上
野

清
吾

上
野

隆
治

上
野

真
弘

上
野

光
男

上
原

和
吉

松

善
春

上
村

昭

村

繁

上
村

敏
一

氏

善
浩

宇
田
川
智

内
田

俊
博

内
田

保
寛

内
野

俊
也

内
原

一

都
宮

武

宇
野

司

産
賀

昭

梅
澤

義
一

梅
村

建

江
上

竜
一

江
木

正
博

江
口

隆

江
藤

照
男

榎
本

健
一

柄
本

憲
生

江
里
口
博
文

圓
城
寺
勝
義

遠
藤

和
憲

遠
藤

勇
助

遠
藤

由
雄

及
川

誠

大
荒
田
秋
彦

大
井

光
男

大
石

和
博

大
泉

聡

大
川

幸
一

大

保
勝
彦

大

保
惠
司

大

保
謙
三

大

保

計

大
熊

和
夫

大
黒

栄
一

大
古
場
和
孝

大
島

清

大
嶋

敏
浩

大
霜

正

大
城

浩

大
関

陽
悦

太
田

一
彦

太
田

重
義

大
田

孝
義

太
田

亨

大
田

政
孝

太
田
垣

幸

大
谷

毅

大
谷

実

大

誠

大

政
雄

大
槻

一
生

大
坪

芳

大
峠

利
則

大
友

智

大
友

久
志

大
西

哲

大
西

英
一

大
野

勝
美

大
野

俊
幸

大
野

弘
文

大
野

好
文

大
場

房
夫

大
橋

武
弘

大
平

秀
明

大
峰

竜
次

大
宮

惠
秋

大
森

勲

大
森

良
男

大
山

昭
義

大
山

順

岡
澤

隆
治

岡
田

勉

小
縣

計
吾

緒
方

龍
男

尾
形

紀
雄

岡
野

行
輝

岡
林

大
助

岡
村

義
和

岡
本

和
重

岡
元

博
史

岡
山

高

小
川

和
男

小
川

武
司

小
川

正
義

小
川

義
明

起
田

淳

沖
津

孝
治

谷

透

奥

美

奥
田

忠
徳

奥
土

英
世

奥
浜

弘
一

奥
屋
千
世
人

桶
川

秀

尾

昭

長
田

勲
供

小
澤

明
年

小
澤

光
男

尾
下

龍
一

小
関

毅
裕

小
田

二
郎

小
田
川
典
正

尾
立

富
男

乙
木

壽
美

小
野

隆
康

小
野

幸
夫

小
野

亮
一

小
野
澤

宏

小
原

房
夫

大
日
向

明

小
柳

光
一

尾
山

浩
仁

小
山
田
善

織
川

真
二

可
香
谷

淳

柿
島

孝
哉

柿
本

智

垣
本

正
志

鹿
毛

正
二

掛
水

締

笠

髙
明

鍜
治

嘉
男

梶
山

治
文

柏
倉

一
彦

柏
原

正
人

梶
原

光

岡

千
尋

片
桐

良
夫

片
野
田

均

片
山

隼
人

勝
川

純
次

勝
又

克
弘

滿

加
藤

和
人

加
藤

克
博

加
藤

勝
文

加
藤

淸
志

加
藤

健

加
藤

幸
一

加
藤

孝
昭

加
藤

正

加
藤

敏
幸

加
藤

秀
三

加
藤

正
信

加
藤

又
夫

加
藤

通
江

加
藤

行
雄

加
藤

豊

門

実

門
脇

竜
二

金
森

忍

金
山

順
一

金
子

重
雄

金
子

哲
昭

金
子

徹

金
子

良
治

金
丸

晃
司

金
行

夫

金
吉

伸
治

加
納
欽
一
郎

鏑
谷

利
雄

鎌
田

保
明

池

博
嗣

上
川

重

上
窪

通
夫

上
薗

孝
司

上
玉
利
一
芳

上
村

敏
徳

上
村

將
史
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神
谷

博
幸

神
谷

義
春

上
休
場
吉
則

亀
山

哲
次

加
茂

公
夫

加
茂

幸
夫

鴨
川
富
美
夫

鴨
志
田

誠

萱
原

孝
行

加

的
実

川
合

明

河
井

孝
也

河
合

招

河
内

和
彦

川
上

章
二

川
上

好
隆

川
口

満

川
口

裕
史

川
崎

健
治

川

武
志

川
嶋

英
二

川
尻

佳
孝

川
添

義
和

川
田

純
一

川
浪

賢
悟

河
野

優
雄

川
野
輪

薫

川
原

和
幸

川
原

茂
文

河
邉
潤
一
郎

川
村
一
比
古

河
村

重
雄

川
村

猛

川
村

正
広

神
立

孝
一

神
林

成

木
内

純
一

菊
地

利
夫

菊
池

英
幸

菊
池

均

菊
地

正
明

岸

忠
夫

木
治

一
勝

岸
上

重
仁

岸
上

正
勝

岸
田

和
義

岸
田

修
一

岸
田

隆
二

北

博

木
田

馨

鍛
代

高
治

北
川

泰
則

北
口

実
男

北
島

武

北
野

優

北
橋

勝
秀

木
津

義
行

木
戸
内
憲
明

木
下

惠

木
原

茂
美

木
原

伸
二

木
原

均

木
村

謙
司

木
村

進

木
村

益
明

清
崎

芳
浩

切
通

昭

日
下

毅

草
刈

謙
治

草
野

稔

串
田

純
孝

櫛
間
日
出
男

葛
原

利
夫

住

巌

楠
本

好
伸

工
藤

和
広

工
藤

繁

工
藤

俊
逸

工
藤

友
啓

工
藤

央
也

國
枝

重
雄

國
塩

幸
平

國

守

國
本

学

保

栄
二

保

重
好

窪
川

和
也

保
田
輝
夫

保
田
則
彦

窪
田

義
博

保
寺
照
雄

熊
谷

昭
雄

米

二

米

宣
雄

川

常
雄

倉
井

澄
夫

倉
田

文
夫

倉
持

孝

倉
本

逸
夫

栗
田

清

栗
本

武
士

黒
石

大

黒
岩

孝
臣

黒
木

房
美

黒
澤
喜

雄

黒
澤

達
夫

黒
住

正

谷

昌
和

桑
名

堅

野

忠
行

桑
本

幸
雄

現
王
園

力

小
泉

正
勝

小
出

勝
則

鯉
沼

和
夫

向
上

貴
弘

神
田

豊

河
野

昭
博

河
野

慶
治

河
野

美

河
野

正
則

髙
野

実

甲
村

光
義

小
木
曽
陽
三

小
暮

夫

小
佐
井
良
雄

小
坂

公
造

越

正
至

澤

修

小
島

伸
一

小
嶋

徹

小
島

信
雄

小
島

誠

小
竹

清
司

小
谷

好

児
玉

二

児
玉

一
幸

小
玉

定

児
玉

淳
一

小
玉

忠
男

古
藤

喜

後
藤

明
文

後
藤

徳
明

後
藤
富
士
雄

後
藤

良
一

小
西

武
夫

小
濵

邦
洋

小
林

昭
文

小
林

一
彦

小
林

伸

小
林

善
次

小
林

隆

小
林

也

小
林

千
里

小
林

恒

小
林

昭
秀

小
林

宣
康

小
林

博
夫

小
林

福
治

小
林

誠

小
林

正
典

小
林

正
美

小
林

幹
典

駒
澤

義
則

小

研

小

浩
二

小
松

繁
治

小
松

祐
治

込
山

仁
己

小
向

一
郎

古
村

俊
英

小
本

一
雄

古
森

信
博

小
森

光
雄

小
谷
津
芳
秀

小
山

勝

御
領
原

朗

是
澤

政
和

今

慶
治

近

一
男

近
藤

和

近
藤

和
彦

近
藤

清

近
藤

健
一

佐
藤

正
義

佐
藤

政
美

佐
藤

宗
明

佐
藤

康

佐
藤

雄
一

真
田

薫

佐
野

博
身

猿
谷

至

澤
井

義
雄

澤
口

勝
弘

澤
田

信

澤
田

敏
成

澤
田
石
信
夫

三
宮

昭
太

三
部

亨

椎

猛

塩
月

善
治

塩

彰

志
賀

隆
夫

鹿
森

利
眞

式
部

豊

冨

衛

重

佳
雄

宍
戸

修

司
城

正
一

信
田

克
之

設
樂

国
浩

実
川

勝

篠
原

崇

柴
田

公
明

柴
田

修
二

柴
田

利
尚

芝
田

治
久

芝
野

太
一

島

宇
喜
男

嶋
澤

秀
明

島
尻

行
弘

嶋
末

猛

島
田

文
男

島
袋

重
則

嶋
村

和
人

清
水

章
男

清
水

謙
二

清
水

正

清
水

忠
行

清
水

則
行

清
水

均

清
水

弘

清
水

信

清
水

光

清
水
美
代
子

志
水
佳
比
古

志
村

俊
晴

標

由
次

下
氏

章
志

下
垣

裕

下
川

道

下
田

修
二

下
田

勉

下
田

博
仁

下
田

良
一

下
舘

壽

霜
野

健
三

釋

郡
和
則

首
藤

周
二

庄
司

信
幸

庄
司

良
充

白
井

孝

白
井

白
井

信
章

白
井

白
石

和
之

白
木

哲
夫

白
相
勘
三
郎

白
銀

武
郎

新
庄

栄
治

新
谷

俊
郎

新
藤

慶
治

新
屋

政
志

菅

夫

菅
井

和
典

菅
原

純
生

菅
原

光
晴

杉

滿
明

杉
田

俊
也

杉
田

正
生

近
藤

繁
一

近
藤

猛
夫

近
藤

良
戒

佐
伯

猛
貴

才
田

泰
久

齊
藤

郁
雄

齋
藤

一
茂

藤

一
義

齊
藤
幸
太
郎

藤

省
三

斉
藤

武
弘

齊
藤

哲
治

藤

昇

齊
藤

範
幸

藤

博
司

斉
藤

良
昭

榊
原

哲
夫

坂
口

清
晴

阪
口

隆
則

坂
口

安
治

坂
上

政
幸

坂
田

治
行

坂
梨

哲
則

坂
本

英
明

坂
本

芳
実

酒
寄

惠
司

坂
寄

節
夫

相
良

隆
二

佐
川

眞
次

佐
草

剛
一

佐

間

晋

櫻
井

信
雄

佐
々
木

彰

佐
々
木
省
三

佐
々
木
清
一

佐
々
木
利
幸

佐
々
木
英
之

佐
々
木
正
博

佐
々
木

靖

笹
木

芳
治

佐
々
木
隆
一

笹
山

孝
雄

佐
藤

明
弘

佐
藤

栄
文

佐
藤

和
博

佐
藤

和
義

佐
藤

喜
好

佐
藤

幸
雄

佐
藤

敏

佐
藤

茂

佐

次
郎

佐
藤

佐
藤

武
文

佐
藤

保

佐
藤

徹
也

佐
藤
藤
一
郎

佐
藤

利
男

佐
藤

範
男

佐
藤

則
夫

佐
藤

典
男

佐
藤

佐
藤

秀

佐
藤

佐
藤

睦

佐
藤

誠

佐
藤

正

佐
藤

政
志

佐

正
利
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杉
谷

史
美

杉
原

博
文

杉
村

竹
男

杉
村

吉
英

助
田

春
市

諏
佐

晴
夫

鈴
木

悦
雄

鈴
木

修

鈴
木

一
實

鈴
木

邦
敏

鈴
木

浩
二

鈴
木

修
一

鈴
木
眞
一
郎

鈴
木

富
男

鈴
木

仁
志

鈴
木

洋
史

鈴
木

光

鈴
木

政
孝

鈴
木

基
雄

鈴
木

義
重

鈴
木

克
知

須
田

敦

須
藤
喜
三
志

須
藤

利
成

隅
田

茂

住

勝
美

瀨
井

健
次

清
司

俊
之

瀬
賀

秀
典

関

真
一

関
口

治

関
田

和
明

関
戸

宏
孝

関
屋

修

瀬
下

真
一

後
原

正
能

瀬
野
尾
忠
作

千
藤

彰
将

仙
波

隆

宗
宮

正
男

添
田

悟

其
川

秀
志

園
田

潤
一

空

英
徳

田
井

栄
二

大
光
司
良
伸

平
良

勝

髙

秀
雄

隆

賢
充

髙
市

薫

高
木

研
次

髙
木

大
成

高
木

浩
三

髙
木

茂
夫

髙
木

修
二

髙
倉

敏
彦

髙
須

髙
瀬

髙
田

弘
元

髙
田

孝
治

高
田

敏
行

髙
田

智
治

髙
津

純

髙
遠

英
夫

髙
波

利
征

高
野

公
男

髙
橋

悦
男

高
橋

一
行

髙
橋

秀

髙
橋

俊
成

髙
橋

敏
博

高
橋

俊
朗

髙
橋

富
男

髙

人

髙
橋

成
人

高
橋

弘

髙
橋
松
太
郎

髙
橋

幹
夫

高
橋

幹
春

髙
橋

滿

髙
橋

雄
二

髙
橋

弘

髙
橋

義
雄

髙
橋

良
徳

髙
橋

亮
一

髙
増

義

髙

義
晴

田
上

純
一

髙
村

克
美

髙
柳

晃

髙
栁

忠
昭

髙
山

博
視

髙
山

裕
司

滝
内

秀
一

滝
口

進

滝
田

守
栄

田
口

聡

田
口

隆
則

竹
内
喜

男

竹
内

誠
一

竹
内

敬
夫

竹
内

司

竹
内

秀
夫

竹
内

之

竹
内

雅
貴

竹
川
隆
利
志

武
澤

新
二

竹
田

紳
次

竹
田

隆
幸

竹
田
美
津
雄

竹
中

守

武
政

義
幸

竹
村

建
司

武
村

昌
弘

竹
本

幸

田

田
尻

尚
之

田
代

修
造

寺
元

一
也

寺
本

伸
二

照
井
砂
土
子

土
井

啓
造

土
井

武
勝

土
井

英
明

土
居

勇
公

土
井

雄
二

東
條

春
夫

東
内

和
生

當
眞

弘
次

塔
村

好
広

堂
山

信
一

土
岐

和
男

常
盤

繁

光
浩

永

耕
治

所
谷

一
史

戸
澤

正
志

歳
田

博
文

戸
田

晃
正

殿

冨
岡

修

富
澤

博
幸

冨
中

秀
範

冨
安
賢
次
郎

友
部

和
弘

豊
田

保
夫

豊
田

敏
治

豊
留

已

内
藤

清

内
藤

謙
三

内
藤

哲

内
藤

智

内
藤

達
男

内
藤

正
徳

中
井
富
士
雄

永
井

中
惠

清
志

中
尾

長
尾

正
照

長
尾

龍
司

長
岡

雄

永
翁

常
修

中
神

和
則

仲
川

栄
二

中
川

博
人

中
迫

勝
彦

長
澤

和
彦

中
司

義

中
島

厚

中
島

数
美

中
島

實
則

中
島

匡
雄

中
嶋

利

中
嶋

賢
一

中
島

茂

長
島

隆
志

中
條

龍
二

中
園

博

仲
田

修
二

中
田

次
男

中
田

浩
行

中
田

真
人

中
田

浩
靖

永
田

三
好

永
友

壽
法

中
西
賢
一
郎

中
根

哉

中
野

悦
夫

中
野

一
俊

中
野

隆

中
野

中
野

博
明

長
野

克
彦

長
野

邦
利

永
野

賢
治

永
野

隆
司

永
延

清
人

永
洞

耕
平

中
間

博
藏

中
村

充
谷

中
村

修

中
村

昭

中
村

啓
二

中
村

淳
二

中
村

忠
喜

中
村

勉

中
村

虎
彦

中
村

信
幸

中
村

浩
秀

中
村

康
男

中
村

鎮
識

中
村

幸
壽

中
元

正

中
山

丈
志

中
山

人
四

中
山

守
正

永
山

和
信

南
雲

斉

倉

文
夫

成
田

知
己

成
田

典
正

成
澤

哲
夫

新
穗

博
文

新
山

敦
雄

仁
尾

正

丹
生

豊

西

俊
逸

西

猛

西

信
幸

西
尾

和
人

西
ケ
谷
利
朗

西
坂

章
士

西
谷

政
英

西
出

透

西
丸

強

西
村

健
二

西
村

隆
男

西
村

玉
夫

西
村

俊
成

西
森

純
二

西
森

信
吉

新
田

敏
則

奴
井
名

治

沼
畑

孝
夫

根
津

正
一

根
本

能
夫

能
美

野
上

輝

野
口

元

能
勢

章
一

野
中

幸
藏

野
中

芳
美

野
原

哲
郎

野
間

敏
美

野
村

俊
之

野
村

弘

羽
賀

茂
好

芳
賀

伸
一

萩

啓
市

萩
原

覚

橋
口

清
文

橋
永

良
文

橋
本

泰
広

橋
元

良
助

筈
井

義
光

長
谷
川
一
夫

長
谷
川

隆

長
谷
川
春
夫

長
谷
川
博
美

畑
佐

男

立
切

正
人

立
花

薫

立

秀
夫

立
花

充
司

舘
下

正
明

田
中

明
夫

田
中

修

田
中

和
行

田
中
活
一
郎

田
中

雄

田
中

清
美

田
中

謙
一

田
中

庄
司

田
中

照
巳

田
中

徹

田
中

俊
幸

田
中

博

田
中

政
孝

田
中

政
俊

田
中

元
昭

田
中

安
信

田
中

幸
雄

田
中

良
隆

田
中

治

田
部

忠
博

棚
町

祐
介

谷

博
文

谷
内

正
朗

谷
口

幸
一

谷
口
幸
太
郎

谷
口

正
児

田
端

芳
明

田

俊
二

玉

章

田
村

和
義

田
村

泰
光

田
村
雄
一
郎

田
村

輝

多
良

伸
之

丹
代

和
夫

美

千
葉

次
男

千
葉

哲
夫

千
葉

正
志

中
礼

智

千
代
田
博
純

千
代
原
利
則

本

明

本

俊
輝

谷

晴
男

槻
木

孝
至

築
地

誠

勝

井

秀
之

本

清
英

津
田

隆

土
屋

幸
一

土
屋

博
行

圡
屋

盛
雄

筒
井

房
彦

坪
井
勇
一
郎

鶴
田

鎭
丈

髙

克
己

手

昭
博

寺
岡

幸

寺
田

一
郎

寺
田

高
益
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畑
中

達
夫

幡
野

精
一

反
田

博

服
部

茂
芳

服
部

良
二

初
村
伊
三
男

花
井

正

花
嶋

功

田

行
敏

花
菱

賢
二

花
見

信
行

馬
場

博

馬
場

啓
文

馬
場

源
助

濱
上
健
三
郎

濵
口

成
巳

濱
田

孝
人

濵
田

利
隆

早
川

悦
男

早
坂

男

林

栄
一

林

一
雄

林

勝

林

敬
二

林

啓
治

林

栄

林

茂

林

正

林

保

早
矢
仕
義
治

林
田

幸

早
水

巌

原

望

原

正
博

原

康
人

原

義
則

田

明
秀

原
田

明

原
田

則
夫

原
田

英

原
田

吉
宜

春
井

英
貴

東
浦

博
昭

引
地

克

口

照
幸

口

利
治

樋
口

信

田

隆
一

野

倫
郎

日
下

一
正

日
出
山
政
廣

日
髙

美

人
見

恒
夫

日
野

清
典

兵
藤

仁
一

平
井

一
夫

平
井

勝
治

平
井

茂

平
岩

好
友

平
川

啓
司

平
木

仁
山

平
阪

義
弘

平
田

誠
二

平
田

安

平

一
郎

平
出

栄
一

平
部

雄

平

利
之

平
山

定
昭

平
山

忠

平
山

達
也

蛭
田

芳
則

實

謙
一

廣
瀬
堅
太
郎

瀬

良
夫

中

敏
一

廣
山

博
文

鶸
田

敬
一

深
石

正
邦

深
津

康
文

福
井

正
雄

福
岡

賢
二

福
島

清
行

福
島

誠
希

福
島

透

福
囿

光

福
田

和
彦

福
田

清
隆

福
田

孝

福
田

昇

福
田

浩
之

福
田

正
人

福
原

祐
司

福
本

健
二

福
森

健
二

福
山

誠
二

藤

昭
男

藤

正
一

藤
井

昭
一

藤
井

憲
雄

藤
井

博

藤

博
文

藤
田

新
二

藤
田

髙
雄

藤
原

也

藤
村

育
寛

藤
本

昭
基

藤
元

啓
司

藤
本

初
男

藤
原

等

伏
島

浩

二
股

正
人

渕
上

博
幸

船
戸

幸
浩

山

裕

古
川

古
川

竜
秀

古
川

増
美

邊
見

正
浩

邉
見

良
一

星

光
春

干
場

忠
司

干
場

正
博

細
川
正
三
郎

細
見

孝
司

堀
清
左
エ
門

堀

博
文

堀
川

武
志

堀
口

孝
志

堀
口

豊
一

堀
口

正
和

堀
越

秀
生

堀
田

一
典

堀
田

修
司

本
城

芳
秋

本
多

健
一

本
田

和
義

本
多

孝
之

本
田

洋
一

本
間

二

本
間

恵
司

本
間

修
治

本
間

康
雄

前
園

守

前
田

淳
一

前
田

俊
二

前
田

利

前
田

昇

前
田
二
三
夫

前
田

道
男

巻
島

功
司

蒔
田

豊

眞
崎

正
春

政
光

裕
司

眞
島

道
則

増
崎
世
志
夫

増
田

拡
三

増
田

義
則

増
本

澄
男

間
曽

寿
美

町
田

昭

町
長

幹
雄

松
井

清
弘

松
井

孝
司

松
井

輝
雄

松
浦

哲
司

浦

俊
生

松
枝

澄
夫

松
尾

隆

尾

正
彦

松
岡

正
人

松

隆

崎

強

松
崎

信
英

松

裕
明

松
下

兼
士

松
下

裕
助

松
嶋

充
夫

松
島

光
則

松
田

伸
一

松
田

匡

松
田

博
雄

松
田

文
則

松
田

真
司

松
田

政

松
田

光
好

田

元
且

松
田

芳
常

松

洋
一

松
永

信
重

松
波

照
貞

橋

修
身

林

幸
一

松
原

邦
洋

松
原

敏
勝

松
原

治
司

洋
右

松
原
與
志
和

松

洋
次
郎

宮

隆

松
村

敏
之

松
村

誠

松
本

英
世

松
本

和
也

松
本

克
彦

本

勝
裕

松
本

悟

松
元

伸
由

松
山

一
広

松
山

勤

雪

昭
俊

的
場

義
次

真
庭

福
夫

眞
野

政
敏

馬
渕

文

丸
橋

章

丸
山

和
夫

丸
山

人
氏

丸
山

義
彦

三
浦

栄

三
浦

博

三
浦

譲

三
枝

武

三
上

順
一

三
上

順
治

三
上

昭
治

三
上

正

右
田

京
一

御
厨

竜
也

水
田

貴

水
谷

一
男

水
谷

東
悟

水
野

悟

水
野

博
明

水
元

正
人

溝
口

佐
夫

御
園

正
實

溝
部

賢
治

三
谷

和
正

道
下

浩
幸

道
脇

行

正
博

三
富

正
史

皆
田

和
志

南

乃
利
男

峯
田

良
市

御
船

勉

三
船

時
彦

三
船

昇

三
村

勇

宮
浦

博
司

宮
川

幹
夫

宮
川

道
夫

宮
川

和
生

宮
川

公
明

宮

保
政
治

三
宅

孝
一

宮
古

秀
雄

宮
崎

隆
二

宮
武

髙
志

宮
地

克
浩

宮
地

道
郎

宮
地

和
孝

宮
野

收

宮
村
與
四
男

宮
本

敦
章

宮
本

宮
本

憲
明

宮
本

安
男

宮
本

陽
一

向

紀

雄

向
井
多
壽
夫

向
井

達
也

迎

正
次
郎

椋
井

茂

六
車

匡
代

牟
田

一
幸

武
藤

一
幸

村
上

敬
輔

村
上

正
二

村
上

武

村
上

照
雄

村
上

人

村
上

弘

村
島

伸
二

村
瀬

信
雄

村
田

幸
治

村
田

典
康

村
田

守
正

村
知

収

村

達
之

村
山

潤
一

室
井

信
夫

毛
受

淳
一

茂
木

積

望
月

昇

茂
木

敏
美

本
林

昌

百
田

修
一

森

和
之

森

政
義

森

光

森
内

勇

森
岡
太
一
郎

森
岡

芳
文

森
賀

俊
雄

森
口

讓

森
下

泰
弘

森
田

文
男

森
田

実

森
田

豊

森
谷

泰
昌

森
永

輝
義

森
本

清
秋

森
本

正

森
本

祐
司

守
谷

誠

森
山

勝
美

茂
呂

浩
光

矢
尾
板
祐
司

八
木

清
民

木
田
吉
成

木
橋
弘
一

矢
口

邦
彦

島

庸
一

安
井

光
明

安
井

義
人

安
田

和
嗣

安
田

紀
雄

安
田

稔

安
永
謙
一
郎

安
原

晃

安
原

清
和

矢
住

悟

谷
地

勝
美

柳
井

幸
三

矢
内

昭
二

柳
川

正
俊
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山
本

春
洋

山
本

隆

山
本

孝

山
本

高
史

山
本

隆

山
本

達
夫

山
本

輝
昭

山
本

俊
明

山
本

俊
夫

山
本

豊
茂

山
本

洋
行

山
本

正
博

山
本

正
弘

山
本

道
雄

山
本

滿

山
本

宗
生

湯
田

春
雄

由
野
島
重
男

横
岸
澤
政
義

横
田

俊
夫

横
田

守

横
谷

祐
史

横
山

和
生

横
山

光
男

吉
江

秀
次

岡

重
代

吉
岡

正

吉
谷

川

泉

吉
川

隆

吉
越

富
男

吉
田

和
敏

田

謙
二

吉
田

恒
治

吉
田

新
吾

吉
田

義

吉
田

信
男

田

文
夫

吉
田

将

田

豊

吉
冨

眞
一

吉
永

大

原

秀
敏

吉
原

隆
次

吉
村

一
光

吉
本
良
太
郎

愿
山

聡

米
盛

英
明

米
山

幹
雄

龍

政
行

若
松

和
年

若
山

修
二

脇
田

源
一

涌
井

和
美

湧
田

勝
則

和
田

三
広

和
田

守
弘

和
田

幸
夫

渡
邉

和
弥

渡
部

勘
次

渡
邊

健

渡
邉

孝
一

渡
邉

章
悟

渡
邊

孝
章

渡

京

渡

努

渡
部

徹

渡
邉

利
秋

渡
邊

敏
信

渡
辺

大

渡
邊

寛
文

渡
部

泰
光

渡
部

政
志

渡
邊

勝

渡
邊

幸
広

瑞
宝
双
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）

相
澤

相
田

光
秋

會
田

修
二

会
田

寿
紀

相
田

賢

青
木

淳
一

青
木

巳

青
木

博
光

青
木

保
憲

青
田

憲
治

青
栁

忠
隆

青
柳

司

青
山

武
男

青
山

幹
生

青
山

善
嗣

赤
尾

博
信

赤
木

道

明
石
冨
士
男

赤
間

孝
弘

赤
松

國
孝

赤
山

和
雄

秋
月

義
明

秋
元

輝
彦

秋
山

武
正

秋
山

哲
雄

秋
山

秀

秋
山

博
明

阿

津

誠

淺
井

浩
治

浅
川

金
夫

浅
川

康
春

浅
沼

武
美

浅
野

廣

朝
日

歳
幸

浅
間

敏
男

阿
左
美
義

田

昭
壽

東

克
美

阿
蘇

円
藏

朝
生

良
重

安
達

正
春

安
達

雅
弘

足
立

安
廣

穴
井

敏
文

阿
彦

芳
美

阿
比
留

仁
重

油
谷

好
也

阿
部

克
郎

阿
部

清
隆

阿
部

賢

安
部

宗
悦

阿
部

孝

阿
部

剛

阿
部

利
夫

阿
部

豊
明

阿
部
比
佐
志

阿
部

正
規

阿
部

正
光

阿
見

吾

新
井

昭

新
井

勉

井

信
人

荒
井

洋

新
井

正
美

新
井

康

荒
木

一
博

荒
木

崇

荒
木

康
業

荒
木

龍
二

荒
関

克
巳

有
川

純
一

有
田

豊

有
馬

康
吉

有
山

敏
夫

淡
路

修
一

安
澤

晋

安
藤

高
之

安
藤

正
和

安
藤

義

安
倍

清
喜

飯
尾

章

飯
島

達
夫

飯
嶋

治
男

飯
島

美
明

飯
田

則
夫

飯
田

弘

飯

広
文

飯

昌
一

井
岡

伊
賀

英
則

五
十
嵐
重
一

五
十
嵐
鐘
光

五
十
嵐
則
夫

五
十
嵐
正
明

猪
狩

智
隆

碇
山

三
郎

井
川

信
吾

池
内

浩
二

池
下

憲
一

池
添

雅
寛

池
田

隆
文

池
田

富
男

池
田

信
之

池
田

勇
一

池
田
由
紀
子

池
ノ
上
康
明

池
端

利
和

伊
澤

健
司

石
井

一
浩

石
井

健
三

石
井

隆
行

石
井

正
恒

石
井

貢

石
井

康
弘

石
生

雅

石
王

誠
一

石
川

慎
吾

石
川

雅
輝

石
川

眞
義

石
川

通
保

石
川

盛
昭

石
川

豊

石
川

隆
二

石
川

良
一

石
倉

正

石
黒

孝
幸

石
崎

順
一

石
田

武
士

井
下

俊
二

石
田

章
博

石
田

孝
幸

石
田

峯
夫

石

末
男

石
戸

吉
美

石
橋

福
光

石
橋

政
勝

石
橋

幸
延

石
原

一
矢

石
原

謙

石
原

昇

和
泉

一
寿

泉

純
一

和
泉

博
文

泉
川

正
興

磯

勉

磯
田

茂

磯
沼

進

板
垣

正
雄

板
倉

政
昭

板
橋

勇

板
橋

次
夫

伊
丹

洋

市
川

明

市
川

淳
司

市
川

正
志

市
川

峰
生

市
澤

義
広

一
丸

和
弘

井
手
上
裕
実

出
光

公
敬

伊
藤

馨

伊
藤

和
夫

伊
藤

勝
裕

伊
藤

慶

伊
藤

忍

伊
藤

輝
男

伊
藤

敏
之

伊

富
治

伊

豊
昭

伊
藤

秀
隆

伊

世

伊
藤

裕
康

伊

文
夫

伊
藤

幸
年

伊
藤

義
秋

伊
藤

芳
晴

糸
谷

洋
一

井
戸
端
幸
雄

糸

清
一

稲
垣

正
進

稲
川

千
尋

稲
田

雅

稲
留

忠
義

稲
葉

弘

稲
本

金
利

稲
吉

英
文

稲

正
人

乾

憲
二

乾

重
夫

犬

文
之

井
上

逸
夫

井
上

修

井
上

和
夫

井
上

淑

井
上

志
郎

井
上

俊

井
上

富
夫

井
上

博
幸

井
上

雅
夫

井
上
松
七
郎

伊
波

興
治

伊
波

剛

今
井

一

今
井

正
二

井

昭
之

井

裕
己

柳

芳
夫

柳
澤

千
永

柳
谷

一
仁

簗
田

貢

柳
武

隆

矢
野

有
三

幡

康
弘

矢
花

光
博

山
内

孝
志

山
内

孝
文

山
内

博
文

山
形

美

山
形

洋
一

山
岸

正
人

山
口

篤

山
口

武

山
口

恒
夫

山
口

美
幸

山
口

斉

山
口
世
志
男

山
口

善
信

山
隈

志
郎

山

夫

山

敏
信

山

博
士

山
崎

博
幸

山
下

泉

山
下

薫

山
下

健
一

山
下

孝
一

山
下

幸

山
下

雄
次

山
下

陽
司

山
下

竜
司

山
田

和
雄

山
田
誠
四
郎

山
田

隆
昭

山
田

敏
信

山
田

雄

山
田

壽
一

山
田

雄

山
田

博

山
田

昌
弘

山
田

政
幸

山
田

貢

山
田

靖
智

山
根

克
俊

山
根

昭
司

山
野

智
朗

山

智
美

山
村

佳
廣

山
本

健
治

山
本

謙
二

山
本

繁
晴
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今
別
府
一
文

今
松

清
人

今
水

忠
明

今
村

正
幸

村

基
紀

今
若

修
二

井
向

正
美

入
口

敏
一

岩
井

和

岩
井
富
士
男

岩
男

重
信

岩
尾

隆
志

井

保

岩
切

功
次

岩

武
光

岩
重

誠
道

岩
下

一
成

岩
瀬

公
義

岩
田

武
男

岩
戸

寛
志

岩
中

満

岩
永

岩
部

光
義

岩
本

勝
美

岩
本

男

岩
山
哲
太
郎

上
奥

勝
善

木
園

勉

上
杉

光
洋

田

健

上
田

謙
治

田

愼
二

上
田

忠
光

上
田

輝
喜

田

上
田

正
弘

上
野

明
利

上
野

春

上
野

巧

上
原

修

上
原

薫

上
原

和
夫

上
原

茂
光

上

正
勝

上
間

安
吉

松

雅
博

上
村

栄
作

村

文
夫

上
山

芳
栄

浮
田

史
郎

氏

敏
幸

臼
木

章

臼
倉

敏
治

臼
澤

修
一

内
ケ
島
邦
彦

内
田

功

内
田

孝
一

内
田

保

内
田

弘

内
山

茂
文

内
山

貴
幸

宇
都
宮
清
一

生
方

俊

海
野

正

埋
田

末
秋

梅
田

智
之

梅
田

信
夫

梅
本

満
男

梅
本

勇
一

梅
山

義
尚

浦

達
也

浦
川

隆
夫

浦
木

司
郎

浦
田

和
敏

浦
山

政
一

浦
山

明

瓜
生

信
保

江
上

研
司

江
川

一
太

江
口

功

衞
藤

光
明

江
藤

輝
彦

榎
並

善
衛

海
老
岡
孝
之

海
老
澤
貴
史

海
老
澤
徹
二
郎

海
老
沼
里
史

江
間

和
彦

遠
藤

篤

遠
藤

克
仁

遠
藤

貴
文

遠
藤

雄

及
川

孝
一

大
岩

康
秀

大
内

孝
則

大
内

俊
也

大
内

博

大
浦

務

大
江

髙
義

大
柿

康
弘

大
掛

泰
寛

大
川

隆

大
川

正
光

大
城

亮

大
國

大
窪

利
幸

大

保
年
一

大
黒

昭
夫

大

篤

大
崎

幸
夫

大
澤

秀
雄

大
下
内
英
正

大
島

恭
二

大
島

恭
司

大
島

太
平

大
嶋

俊
晴

大
島

雄

大
須
賀

太
田

和
行

太
田

一

太
田

康

太
田

幸
一

太
田

忠

太
田

龍
徳

太
田

司

太
田

輝
昭

太
田

利
明

太
田

孝

太
田

春
彦

太
田

志

太
田

文
孝

太
田

佳

太
田

黎
一

大
谷

小

大
谷

大
津

勝
也

大
津

雅
之

大

英
二

大
槻

幸
市

大
坪

友
明

大
西

和
雄

大
西

志
郎

大
西

吉
幸

大
沼

俊
夫

大
野

光
一

大
野

定
一

大
野
美
智
也

大
野

泰
雄

大
野

行
男

大
野

好
美

大
橋

秀

大
橋

良
雄

大
原

林

大
東

文
幸

大
平

忠

大
水

武
徳

大
村

誠
一

大
森

章
雄

大
山

伸
一

大
和
田
勝
征

大
和
田
貞
二

大
和
田
壽
城

大
和
田
博
文

尾
賀

敏
郎

岡
崎

政
男

小
笠
原
周
一

小
笠
原
裕
一

岡
田

孝
行

岡
田

俊
之

岡
田

利
幸

岡
田

實

岡
田

康
孝

緒
方

正
二

緒
方
二
千
夫

岡
野

明

岡
部

隆

岡
部

勝

岡
部

行
雄

岡
光

彦

小
神
野

孝

岡
宮

純
一

岡
村

一
人

岡
村

英
典

岡
本

一
郎

岡
元

順
一

岡
本

弘
幸

岡
本

学

岡
本

義
治

小
川

節
博

小
川

隆

小
川

義
雄

小
川

律
雄

小
川

水

奧
住

孝

奥
詰

鉄
志

奥
野

欣
一

奥
野

紀
夫

奥
村

隆

奥
村

恭
男

奥
山

利
行

奥
山

弘

小
倉

和
臣

小
倉

克
仁

小
倉

洋

小
椋

保
宏

尾

尚
史

長
田

新
吾

長
田

正

長
村

光

小
澤

健
一

小
田

勇

小
田
佳
都
人

織
田

講
一

小
田

伸
次

織
田

正

小
瀧

修
次

小
田
草

誠

小
田
口
喜

次

小
田
島
睦
安

小
津

延
壽

小
貫

夫

小
野

克
巳

小
野

三
郎

小
野

保

小
野

秀
人

小
野
井

豊

小
野
寺

孝

小
野
寺
俊
之

小
幡

順
一

小
幡

秀
彰

尾
花

峰
夫

小
山

伴
幸

折
田
智
江
子

甲
斐

弘

開
口

敦
司

貝
澤
し
の
ぶ

海
原

敏
男

垣
岩

和
弘

書
上

裕
幸

柿

常
助

柿
木

栄
夫

加

厚
司

角
張

秀
二

加
倉
井
和
三

懸

富
夫

葛
西

一
晃

笠
井

一
雄

笠
井

重
行

笠
井

達
也

笠
井

正
治

笠
谷

裕
美

樫
東

芳
紀

鹿
島

知
幸

梶
本

圭
司

粕
谷

章

片
岡
美
津
博

片
岡

芳
和

片
山

和
行

勝
又

公
孝

桂
木

恵

桂
原

悟

加
藤

栄
一

加
藤

國
彦

加
藤

啓
純

加
藤

健

加
藤

定

加
藤

茂

加
藤

眞
司

加
藤

誠
二

加
藤

績
司

加
藤

征

加
藤

加
藤

晴
夫

加
藤

秀
人

加
藤

博

加
藤

正

加
藤

勝

加
藤

光
明

上
遠
野
幸
雄

上
遠
野

章

門
之
園
忠
彰

門
脇

俊
司

金
井

貞
雄

金
井

進

金

弘
明

金
澤
惣
一
郎

金
本

寛

兼

勝
彦

兼
井

謙
一

金
親

義
近

金
子

克
男

金
子

啓
太

金
子

幸
雄

金
田

森
雄

金
田

裕
一

金
田

芳

狩
野

過
能

秀

叶
田

良
幸

樺
山

暢
英

上
條

信
二

紙
谷

也

上
坪

忠
光

神
谷

俊
秀

神
谷

神
谷

伸
利

蒲
生

弘
幸

鴨
志
田

蒲
原

敏
郎

茅
野

勇

烏
山

亀
夫

仮
屋

文
高

河
井

敏
彦

川
内

浩
幸

川
内
美
紀
生

川
上

和
明

川
上

一
光

川
上

勉

川
上
富
士
雄

川
上

正
則

川
口
喜
代
一

河
口

秀
司

川

川
島

敏
明

川
島

正
幸

川
澄

武
司

川
瀬

三
男

川
田

常
雄

河
田

正
博

川
谷

敏
之

河
野

重
夫

川
畑

広
孝

川
畑

隆

河
原

克
巳

川
原

利
明

川
又

克
彦

川
見

道
一

河
村

栄
作
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河
村

河
村

肇

川
村

仁
志

河
村

裕
司

川
村

吉
治

川
村

嘉
宏

河
本

敏
文

河
原

成
敏

喜
一
郎

神
田

優
二

菅
野

達
也

菅
野

光
敏

神
林

隆
夫

神
戸

幹
夫

神
部

芳
幸

木
上

廣
実

木
内

豊

黄
金

等

地

清
人

菊
地

健
一

菊
池
健
次
郎

池

伸
二

菊
地

武
雄

菊
池

信
男

菊
池

紀
行

菊
池

偉
之

菊
地

仁
司

菊
池

友
二

木
崎
原

正

岸

喜
雄

岸
下

敏
文

岸
波

克
夫

木
嶌

芳

岸
本

美
明

木
曽

令
限

北

康
一

木
田

光
二

喜
多
岡

雄

北
岡

雄

北
川

和
男

北
川

三

北
川

順
淨

北
澤

修
二

北
澤

喜
治

北
嶋

繁

北
嶋

哲
也

北
谷

泰
司

北
原

文
雄

北
村

惠
一

北
村

満

北
村

実

北
山

秀
夫

鬼
頭

光
夫

木
野

晴
仁

木
下

和
雄

木
下

幸

木
下

雅
之

木
下

栄
和

木
下

義
行

木
南

好
弘

木
村

晃

木
村

篤
博

木
村

一
憲

木
村

伸
之

木
村
富
士
夫

木
村

実

木
村

嘉
昭

木
本

達
也

木
谷

剛

木
山

義
治

京
増

英
雄

清
原

淳

清
原

英
二

清
原

剛

桐
越

進

金
城

宏

金
城

正
和

日
下
部
和
人

日
下
部

悟

草
苅

孝
夫

草
村

亀
鶴

楠
井

康
文

楠
本

一
章

口
池

孝
志

工

和
孝

工
藤

和
正

工
藤

定
男

工
藤

隆
之

工
藤

洋
幸

工

正
隆

工
藤

正
俊

納
代
志
夫

窪

和
幸

保

貴
信

保

徳

保

敏
彦

保

治

保

昌
弘

保

通
泰

保

吉
幸

保
田
浩
章

窪
山

靖
志

熊
切

義

熊
田

正
明

熊
野

治
人

熊
野

夫

米
川
武
夫

雲
山

充
明

倉
内

等

倉
上

男

倉
嶋

茂
己

藏
田

一
彦

蔵
原

和
夫

倉
本

博
幸

栗
木

眞
澄

栗
嶋

近
男

栗
原

孝
男

栗
原

文
康

栗
原

昌
臣

栗
山

晃

胡
桃
澤
三
男

黒
鵜

晃

黒
河

利
典

黒
木

聖
雄

黒
河
内

武

黒
坂

和
彦

黒

達
三

黒
澤

和
弘

黒
瀬

昭
夫

黒
瀬

博
史

黒
田

貴
浩

黒
田

隆
保

黒
田

智

黒
田

三

黒
田

恭
行

黒
萩

明
夫

鍬

昭
二

桑
原

肇

氣
仙

浩
一

小
池

勇

小
池

幸
明

小
池

徹
夫

小
池

昇

小
池

雅
男

小
泉

隆

功

正
芳

髙
坂

新
一

糀
野

智
之

江
田

猛
伸

神

茂
俊

河
野

修

河
野

秀
範

河
村

正
俊

幸
山

和
之

小
木
戸
睦
美

國
分

正
友

小
坂

平

越
打

廣
海

越
野

一
洋

小
柴
彦
之
丞

小
柴

英
則

小
島

一
男

小
島

伸
一

小
島

敏
信

小
島

貢

越
前

昌
裕

小
清
水

治

小
杉

澄
孝

小
関

富
也

小
鷹

真
也

小
髙

洋
一

小
滝

誠

小
玉

明
利

児
玉

隆
義

児
玉

壽
徳

小
寺

幹
夫

後
藤

榮
悦

後
藤

啓
二

後
藤

悟
司

後
藤

淳
一

後
藤

滝
雄

後
藤

裕
一

後
藤

弘
介

後
藤

宏
之

後
藤

素
之

小
西

隆
信

小
西

隆
文

五
ノ
井
勝
夫

小
橋

幸
広

小
林

和
夫

小
林

一
正

小
林

重
信

小
林

周
一

小
林

純
一

小
林

愼
也

小
林
千
一
郎

小
林

力

小
林

哲
了

小
林

壽
一

小
林

俊
之

小
林

善

小
林

秀
良

小
林

正
明

小
林

光
治

小
林

行
雄

小
林

豊

駒

武
司

駒
澤

秀
人

小

孝
三

小
松

尊
富

古
味

一
雄

小
室

篤

菰
田

康
博

呉
屋

仁
盛

小
山

憲
治

小
山

定
一

小
山

小
山

豊

小
鷲

一
三

今

武
夫

昆

利
雄

昆

道
彦

紺
田

健
仁

近
藤

秋
一

近
藤

和
良

近
藤

勝
弘

近
藤

隆

近

文
男

近
藤

雅
広

近
藤

正
美

近
藤

光
夫

近
藤

良
廣

野

清
幸

今
野

恒
夫

紺
野

優

今
野

義
孝

紺
野

義
視

権
瓶

昭
司

権
瓶

敏
明

雜
賀

敏
泰

齊
藤

昭
夫

藤

明

齊
藤

一
夫

齊
藤

克
己

齋
藤

幸
輝

斎
藤

智

茂

齋
藤

茂

斉
藤

正
三

藤

將

齋
藤

進

藤

晋

齊
藤
莊
一
郎

藤

隆
男

齊
藤

孝
行

齊
藤

務

藤

夫

齋
藤

仁

藤

博

齋
藤

寛
泰

藤

真

藤

正
博

齊
藤

光
雄

佐
伯

照
夫

佐
伯

豊
彦

酒
井

泉

酒
井

幹
夫

酒
井

幹
彦

寒
河
江
光
春

坂
尾

寛

坂
口

憲
二

坂
口

勉

坂
口

俊
治

坂
倉

明

坂
田

篤
信

坂
田

秀
男

坂
田

正
治

坂
根

克
也

坂
牧

勇
夫

坂
巻

和
光

坂
本

晃

坂
本

坂
本

孝
博

坂
本

忠
行

阪
本

友
徳

坂
本

則
雄

坂
本
比
佐
夫

阪
本

正
則

坂
本

雅
治

阪
本

守

坂
本

宗
夫

坂
本

幸
治

左
川

敦
敏

佐
川

友

先
田
幸
次
郎

佐

本
昭
則

作
本

光
成

櫻
井

秀

酒
村

国
彦

迫
田

潜

佐
々
木

功

佐
々
木
一
聡

佐
々
木
謙
一

佐
々
木
茂

佐
々
木
茂
太

佐
々
木

隆

佐
々
木
武
治

佐
々
木
稔
雄

佐
々
木
壽
之

佐
々
木

洋

佐
々
木
正
人

佐
々
木
盛
清

佐
々
木
良
雄

笹
島

健
司

笹
原

祥

笹
森

武
雅

佐
々
布
昇
二

佐
田

昌
之

佐
藤

章

佐
藤

榮
作

佐
藤

修

佐
藤

和
雄

佐
藤

和

佐
藤

一
良

佐
藤

国
夫

佐
藤

公
晴

佐
藤

聡

佐
藤

繁
之

佐
藤

俊
治

佐

孝

佐
藤

高
則

佐
藤

隆

佐
藤

猛

佐
藤

武

佐
藤

竹
三

佐
藤

忠
信

佐
藤

達
也

佐
藤

哲
夫
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佐
藤

留
夫

佐
藤

仁

佐
藤

廣
司

佐

文
雄

佐
藤

雅
明

佐
藤

正
夫

佐
藤

正
志

佐
藤

政
志

佐
藤

正
光

佐
藤

正
俊

佐
藤

貢

佐
藤

実

佐
藤

雄
二

佐
藤

雄
二

佐
藤

洋
造

佐
藤

亮
一

里
見

等

眞
田

貞
治

佐
野

俊
夫

佐
野

輝

佐
野

佐
野

俊

佐
原

信
作

佐
保

安
生

澤

茂

澤
田

実

澤
田

保
則

澤
村

正
夫

澤
村

良
一

三
鹿
満
寿
雄

三
平

隆

椎

勝
敏

汐
崎

和

鴫
原

力
三

重
岡

俊
邦

実
川

充

志
藤

達
也

凌

泰
法

篠

春
男

篠
田

博
充

篠
原

一
清

篠
原

司

柴

正
昭

芝

正
人

柴
田

悟

柴
田

孝
博

柴
田

幸
雄

柴
田

昭

柴
沼

節

芝

嘉
継

澁
谷

和
憲

島

將
二

島
田

和
昌

島
田

和
幸

島
田

民
雄

島
田

規
正

島
田
正
之
輔

嶋
村

寛
治

清
水

功

清
水

保

清
水

通

清
水

俊
幸

清
水

規
広

清
水

清
水

幸
男

志
村

修

志
村

清

志
村

美
和

下
里

肇

下
田

修
一

下
土
井

下
向

勲

下
山

成
明

下
吉

信
孝

庄
司

静
雄

上
楽

剛

白
井

隆

白
井

恒
夫

白
井

利
正

白
石

貴
征

白
波

浩
司

城
腰

佳
男

城
下

康
治

神

誠

神

章
雄

新
海

和

眞
貝

悦
男

陣
後

忠
則

進
藤

守

眞
樂

正
春

須
浦

隆
雄

末
神

正
昭

末
永

五
吉

末
房

勝
馬

須
貝

英
則

菅
野

敏
明

又

一

菅
原

幸
道

杉
田

達
夫

杉
野

愼
一

杉
之
下
和
義

杉
原

良
二

杉
村

一
敏

杉
村

秀
明

杉
元

明
伸

杉
山

淳

杉
山

賢
吾

杉
山

也

杉
山

元
治

杉
山

柳
吉

菅
田

一
弥

鈴
木

勲

鈴
木

和
夫

鈴
木

和
雄

鈴
木

一
弘

鈴
木

一
弘

鈴
木

克
己

鈴
木

克
幸

鈴
木

健
二

鈴
木

三
郎

鈴
木

重
孝

鈴
木

宗
一

鈴
木

正
一

鈴
木

伸
治

鈴
木

精
一

鈴
木

孝

鈴
木

忠
夫

鈴
木

敏
且

鈴
木

成
稔

鈴
木

信
行

鈴
木

仁

鈴
木

正
博

鈴
木

政
美

鈴
木

稔

鈴
木

保
重

鈴
木

康
弘

鈴
木

康
正

鈴
木

靖
之

鈴
木

裕
介

鈴
木

豊

鈴
木

陽
悦

鈴
木

良
訓

進

純
利

鈴
本

博
史

須
藤

一
彦

須
藤

博
章

須
藤

光
雄

須
藤

耕
基

須
永

利
雄

砂
走

友
昭

砂
山

二
美

田

孝
治

諏
訪

和
雄

諏
訪

義
雄

清
野

悟

関

忠
史

関

雄

関

俊

関
口

豊
明

関
根

正
紀

関
原

孝

関
谷

清

関
谷

保
弘

瀬
口

和
男

瀨
戸

友
昭

芹
澤

進

相
馬
喜

三

添
田

勝

曽
我

斉

曽
根

周

園
田

正
司

太
皷

弘

大
黒

一
夫

平

賢
治

平

多
賀
新
一
郎

高
石

滋

髙
石

敏
伸

鷹
尾

和
典

高
尾

勝
成

髙
尾

秀
敏

高
木

和
明

髙
木

良
章

髙
木

敏
夫

髙
木

二
郎

髙
木

伸
男

髙
倉

俊
秀

髙
衣

功
望

髙
嶋

俊
夫

髙
島

敏
光

髙
田

幸
明

髙
田

清
貴

髙
田

武

髙
野

秋
男

高
野

秀
史

髙
野

雅
晴

高
橋

章

髙
橋

勇

髙
橋

栄
司

髙
橋

和
紀

髙
橋

啓
二

髙
橋

憲
次

高
橋
謙
二
郎

高
橋

幸
成

髙
橋

隆

髙
橋

隆

高
橋

務

高
橋

輝
將

高
橋

利
典

高
橋

俊
美

髙

高
橋

信
夫

髙
橋

博
典

髙
橋

政
己

髙
橋

貢

髙
橋

保
雄

髙
橋

義
光

髙
橋

芳
郎

髙

喜
四
道

髙

茂

髙
原

英

髙
星

忠
男

髙
松

伸
之

髙
宗

好
輝

高
森

哲
夫

髙
山

馨

滝
川

浩

瀧
田

豊

瀧
本

次

滝
本

優
二

田
口

一
行

田
口

秀

田
口

三
男

詫
間

文

武
井

保
雪

竹
内

廣
明

武
内

浩
之

竹
内

文
治

竹
内

良
二

竹
川

光

竹
下

昇

武
田

和

武
田

俊
一

武
田

秀
敏

武
田

幹
男

武
田

幸
雄

竹
林

彰

竹
藤

清
明

竹
本

秀
利

武
本

光
男

竹
本

和
平

田
澤

浩
治

田
嶋

範
行

田
下

博
之

田
代

清

田
代

正

多
田

幸
一

多
田

利
宏

橘

治
夫

橘

富
士
夫

橘

優

橘

満
芳

立
山

忠
美

立
和
名
義
信

舘

健
二

立
島

達
郎

立

秀
康

田
中

数
人

田
中

一
博

田
中

和
浩

田
中

成
憲

田
中

順
一

田
中

眞
一

田
中

大
助

田
中
多
加
利

田
中

勤

田
中

哲
郎

田
中

敏
郎

田
中

田
中
富
士
雄

田
中

眞

田
中

光
雄

田
中

豊

田
中

義
則

棚
橋

和
男

田

明
夫

田

順
治

田

忠
義

谷

光
康

谷
垣

浩
和

谷
川

隆
夫

谷
口

啓
介

谷
口

隆
之

谷
口

博
英

谷
口

凉
次

谷
藤

弘

田
埜

裕
司

田
上

良
二

田
原

裕

玉
井

朋
幸

玉
木

助
治

玉
橋

朝
淳

田
宮

秀

田
村

岩
夫

田
村

等

田
村

浩

田
村

正
美

田
山

勇

多
羅
尾
安
宏

垂
水

春
一

丹
治

壽
男

丹
内

利
昭

丹
野

孝
昭

檀
原

和
美

千
ケ

功

近
本
由
記
夫

千
田

健
一

千
葉

健
一

千
葉

秀
一

千

哲
朗

千
葉

信
博

千
葉

光
男

千
葉

泰
知

幸
夫

千
代
谷
明
夫

築
城

隆

越

稔

田

則
生

原

良
治

本

喜
義

本

武
夫

月
森

勝

机

健
司

辻

信
市

陽
一
郎

野

啓
子

津
城

利
晴

土
屋

修
美
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土
屋

悦
宏

土
屋

芳
朗

筒
井

幸
治

津
波

盛
茂

椿
山

康
弘

坪
田

和
茂

圓
谷

榮

津
森

利
彦

露

保
富
夫

鶴
屋

卓
郎

出
口

武

寺
尾

光
史

寺
川

孝
己

寺

茂

寺
岬

浩
壽

寺
島

匡
俊

寺
田

健
清

寺
田

雅
行

寺
田

喜
昭

寺
地

繁
雄

寺
沼

逸
郎

戸
井

修

土
居

一
夫

土
井

敏
弘

土
居

誠
人

土
居

義
則

樋
田

正

實

通
事

安
貴

東
上

勇

藤
武

文
明

道
谷

義
則

遠
山

輝
夫

遠
山

正
己

冨
樫

信
二

土
岐

昌
人

土
岐

正
昭

時
川

善
友

時
田

曉

差

忠
憲

滿

勇
次

戸
田
万
佐
光

戸
髙

人

戸
髙

実

内

健
司

栃
原

新
吾

十
鳥

恭
行

藤

一
隆

都
鳥

照
雄

土
肥

健
治

飛
岡

好

飛
田

良
朝

戸

光
男

富
家

俊
男

富
田

清
治

富
田

孝
義

冨
田

勝

富
髙

健
吾

冨
永

卓

富
永

忠
男

富
松

裕

友
石

輝
雄

友
田

雅
好

朝
永

展

朝
長

浩

友
光

正

友
寄

隆
秀

外
山

勝
己

外
山

孝
二

豊
島

勲

豊
住

幸
史

豊
田

進

豊
田

富
秀

豊
巻

志

鳥
谷
部
忠
義

井

清
文

中
井

三
郎

仲
井

隆
司

中
井

隆
造

長
井

信
三

永
井

則
男

長
井

春
生

中
尾

幸
司

中
岡

敏
美

長
岡

弘
繁

中
上

信

中
川

和
仁

中
川

泰
男

中
川
原
幹
生

中
熊

正
博

中
里

明
人

永
里

広
徳

永
澤

正
次

長
澤

礼
紀

中
地

正

長
地

淸
美

中
島

広

中
嶋

照
夫

中
嶋
日
出
男

中
嶋

広
貴

中
島

浩

中
島

晃
亮

中
島

徹

中
島

文
男

永
瀬

祥
一

中
田

秀
泰

中
田

誠

仲
田

正
春

中
田

守

中
田

一
夫

長
田

博

永
田

浩
三

永
田

稔

中
谷

武
司

中

勝
治

中
塚

幸
雄

永
綱

宗
徳

長
友

勝
典

長
友

勝
弥

中
西

昭

中
西

忠

中
西

雅
彦

中
根

孝
明

中
野

閲
男

中
野

時
男

中
野

康
夫

長
野

秀
行

長
野

仁

永
野

雅
崇

長
橋

才

中
原

行
雄

仲
間

源
榮

中
道

正
文

中
村

明
生

中
村

健
児

中
村

孝

中
村

威

中
村

信
明

中
村

憲
雄

中
村

治
政

中
村

秀
文

中
村

広
美

中
村

博
義

仲
村

文
雄

中
村

雅
史

中
村

政
已

中
村

益
雄

中
村

靖
史

中
村

容

中
本

忠
孝

中
本

幸
男

中
山

長
光

中
山

勝
彦

中
山

賢
一

中
山
誠
二
郎

中
山

毅
彦

中
山

達

中
山

中
山

央
季

中
山

幹
司

長
山

高
行

永
吉

保
壽

南
雲

泰
伸

名
倉

寛

那
谷

章

灘
本
二
三
夫

夏
迫

義
信

夏
目

健
男

七
山

欣
二

浪

多
助

鍋
倉

薫

並
川

均

奈
良

房
雄

毅
夫

成
田

透

成
田

英
夫

成
田

文
雄

鳴
海

保
夫

新
倉

正
美

新
島

秀
和

新
関

信
之

二
井
谷

学

新
述

伸
二

二
階
堂
敏
夫

西

勉

西
井

卓

西
内

好

西
浦

利
行

西
尾

菊
代

西
尾

信

西
尾

正
敏

西
尾

行
信

西
尾

義
規

西
岡

芳
美

西
垣

正
臣

川

修
治

西
川

敬
博

西
嶋

安
信

西
水
流
慶
一

西
田

康
史

西
出

俊
三

西
野

惠
一

西
野

伸
夫

西
端

育
夫

西
原

強

西
村

勝
美

西
村

信
弘

西
村

勝

西
山

西
山

隆

西
山

正
己

二
宮
也
須
志

二
宮

良
次

額
賀

弘
子

塗
師

秀
男

根
本

俊
昭

根
本

信
良

根
本
裕
太
郎

野
口

一
男

野
口
精
次
郎

野
口

宏
幸

野
口

正

野
中

潤
司

野
中

政
憲

野
々
上
正
充

野

正
己

信
定

清
則

信
田

孝
治

延
藤

孝
治

野
邊

義
人

野
間

博

野
村

茂

野
村

政
史

灰
野

末

芳
賀

俊
彦

袴

剛

萩
野

昭
義

箱
田

光
男

狹
間

義
洋

橋
口

勉

橋
爪

健
市

橋
本

逸
雄

橋
本

和
幸

橋
本

清
起

橋
本

鉄
男

橋
本

敏
勝

橋
本

雄

橋
本

政
男

蓮
池

武

蓮
田

裕
良

長
谷
川
和
夫

長
谷
川
惠
章

長
谷
川
俊
一

長
谷
川
寿
松

長
谷
川
富
弘

長
谷
川
富
也

長
谷
部
光
俊

秦

和
雄

畠
山

康
弘

畑
田

昭
好

波
多
野

治

服
部

耕
三

服
部

祥

羽
鳥

和
也

花
里

精
一

花

正
義

花
田

清
髙

花
野
井
友
秀

英

昭
義

馬
場

高
吉

馬
場

勉

馬
場

ノ
進

羽
深

俊
一

濵
田
慶
太
郎

濵
田

文
二

浜
津

重
春

濱
中

司
朗

濵
中

正

濵
邊

泰
山

早
川

豊
明

早
川

典
雄

早
川

志

早
坂

重
視

早
坂

早
坂

範
男

林

浩
一

林

新
二

林

利
男

林

喜

林

誠

林

良
彦

林

義
美

林
下

一
也

林
下

眞
教

羽
山

美
文

原

国
照

原

耕
也

原

博
幸

善
次

原
口

実

原
島

正
道

原
田

載
三

原
田

孝

針
本

康
広

春
木

竜
一

治
田

敏
雄

番
匠

建
夫

番
匠

貞
文

半
戸

祥
夫

板
東

幸
博

日
沖

裕
詞

日

美
文

日
笠
山
豊
実

東
出

徹

東
野

圭
二

光

一
彦

引
地

正

肥
後

年

彦
坂

正
人

菱
川

淑

日
髙

宗
一

日
髙

義
一

秀
島

敏
隆

日
向

富
男

日
向

正
和

日
比

敏
州

平
井

猛

平
井

満

平
江

達
稔

平
川

朗

平
木

俊
郎

平
瀬
戸

孝

平
田

惠

平
田

達
郎

平
田

三
明

平
野

利
己

平
元

啓
一

蛭
川

右
京





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

岡

幸
男

川

尚
克

川

喜

木

一
夫

廣
瀬

教
行

野

郁
夫

渡

信
雄

冨
宿

道
孝

深
瀬

富
夫

深
町

暁

深
見

伸
廣

福
井

力

福
井

俊
夫

福
澤

誠

福
士

恒
夫

福
島

功

福
島

英
次

福
嶋

正
則

福
田

明

福
田

栄
一

福
田

賢
二

福
田

孝
生

福
田

照
行

福
田

博

福
田

正
生

福
田
弥
太
郎

福
留

貞
美

福
留

利
夫

福
永

剛
士

福
永

正
信

福
原

市
雄

福
原

康
浩

福
山

輝
己

福

眞
二
郎

藤

芳
彰

井

明
人

藤
井

孝
治

藤
井

恒
良

藤
井

俊
夫

藤
井

正
彦

藤
井

義
明

藤

照
三

藤
代

実

藤
田

彰

藤
田

明

藤
田

次
郎

藤
田

秀

藤
田

寛

藤
田

祐
司

藤
田

廣

藤
谷

邦
俊

藤
綱

俊
郎

藤
冨

信
治

藤
中

義
章

藤
野

勝
正

藤
野

純
一

藤
巻

末
男

藤
本

厚
志

藤
山

義
治

布
施

治
行

船
越

夫

船
越

新
悟

船
間

良
和

船
山

春
雄

古
川

勝
夫

古
川

勉

古
川

徹
男

古
舘

武
彦

古
永

和
男

古
谷

和
彦

古

清
司

所

竜
司

別
役

康
夫

保
坂

廣
行

星

勝
男

星

星
川

隆
志

星
野

学

星
野
尾

干
場

納

細
木

幸

細
矢

利
幸

佛
石

芳
夫

堀

正
人

堀
江

静
人

堀
江

裕
之

堀
金

俊
次

堀
口

等

堀
越

隆
治

堀
込

好
明

堀
籠

孝
浩

堀
田

孝
一

堀
之
内
義
和

本
澤

信
夫

本
田

隆
規

本

義

本
間

勝
弘

舞
田

淸
美

前

敏
弥

前
川

博
幸

前
島

弘
司

前
田

彰

前
田

勝
治

前
田

博
典

前
田

康
博

前
出

秋
雄

前
野

義
秋

前
信
し
ず
か

前
原

政

牧

均

眞
柴

卓
美

益

隆
次

増
田

茂

増
田
三
喜
夫

増
渕
浩
一
郎

増
渕

忠
美

増
山

美
英

亦
勝

崇

又
川

佳
秀

間
舘

敏
典

待
井

伸
一

町
田

富
幸

松
井

和
朗

松
井

賢
一

松
浦

茂

松
浦
千
賀
夫

松
浦

裕
司

松
尾

要

松
尾

淳
二

松
尾

信
介

松
尾

哲
也

松
尾

則

松
尾

雄

松
岡

和
司

松
岡

茂
一

岡

洋
一

松
岡

良
典

松
木

幸
夫

茂
夫

眞
一

松

千
代
子

松

英

下

昭
好

松
下

俊
一

松
田

明
夫

松
田

俊
雄

松
田

敏
也

松
田

松
田

文

松
田

光
雄

松
田

義
憲

松
永

清
美

松
野

晃

松
野

茂

松
野

保

松
原

茂

松
原

善
勝

前

勝

松
丸

秀
一

松
實

洋
一

松
村

雄

松
本

厚

松
本

咲
茂

松
元

茂

松
本

伸
一

松
本

夫

松
本

信
廣

松
本

政
男

松
本

將
秀

松
本

政
広

馬
目

健
一

間
渕

丸
山

勝
治

丸
山

哲
生

丸
山

泰
生

丸
山

由
美

三
明

勝
二

三
浦

篤

三
浦

昭
詞

三
浦

寛

三
浦

正
範

三
浦

豊

三
浦

良
幸

三
重
野

要

三
上

喜
藏

三
上

信
吉

三
上

昌

三
國

儀
明

三
澤

龍
一

三
島

智
一

三
島

秀
史

三
城

雄
希

水
田
聖
一
郎

水
谷

武
夫

水
野

正

水
野

政
光

三

一
成

溝
口

か
よ

溝
渕

雄
市

三
田

正
和

三
田
村
博
夫

道
川

隆
義

箕
作

一

光
武

輝
史

三
橋

洋
志

三
戸

一
弘

御
堂

悟

三
鍋

行
廣

南

浩
誠

南

了

南

純
一

源

克
己

嶺
井

智

嶺
村

重
成

箕
輪

洋
一

三
原

博
幸

三
平

政
好

宮
川

隆
策

宮
川

健
司

宮
川

孝
夫

宮
木

誠
一

宮
坂

龍
一

宮

健
二
郎

宮
崎

剛
弘

宮

龍
己

宮

宮

浩
行

宮

正
喜

宮

紀
博

宮
里

昭
寛

宮
地

宰

宮
下

節
夫

宮
田

宮
原

政
利

深
山

秀
文

見
山

実

宮
本

功

宮
本

純
二

宮
本

孝

宮
本

昌
泰

宮
本

義
行

三
好

悦
雄

三
好

輝
夫

三
好

昇

三
好

英

武
藤

重

宗
永

清
和

村
岡

貴
浩

村
岡

年
光

村
上

和
伸

村
上

徹

村
上

東
暢

村
上

裕
明

村
上

美

村
上

正
人

村
上

雅
裕

村
上

洋
二

村
川

勉

村
川

雄
二

村
治

良
雄

村
瀬

龍
太

村
田

文

村
田

秀
志

村
竹

秀
晴

村
松

光
博

村
松

芳
光

村
山
惠
美
子

村
山

修

村
山

貞
男

毛
利

重
信

茂
木

正
一

杢
大

晶
功

望
月

勝
雄

望
月

剛

望
月

良
夫

茂
藤

輝
治

元
木

昭
彦

本
山

竜
徳

本
吉
原

勉

山

宗
利

森

邦
彦

森

森

得
安

森

春
生

盛

政
雄

森

雅
紀

森

正
己

森

正
己

森

保
幸

盛

善
弘

森
岡

茂

森
岡

幸
伸

森
川

勝
之

森
川

茂
生

森
下

初
男

森
田

勝
也

森
田

茂
夫

森
田

正
次

森
田

忠
明

守
田

康
男

森
永

成
人

森
野

正
利

森
本

克
也

森
本

国
春

森
本

亀

森
本

髙
男

森
本

雄

森
本

英
規

森
本

裕
正

森
本

正
明

森
本

善
信

森
谷

徹

守
屋

利
男

守
安

一

諸
熊

信
行

諸
田

正
美

門
田

良
三

重
樫
公
一

木

三
郎

木
田
良
太
郎

栁
沼

矢
口

晃

島

正
幸

安
木

博
昭

安
田

一
尚

安
田

邦

安
田

弘
人

安
田

祐
之

安
武

眞

安
竹

正
春

安
守

新
一

矢
田

優

田

祐
治

柳

仁

柳
澤

栄

柳
澤
二
三
夫

栁
田

誠

柳
丸

浩





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

矢
野

茂

矢
野

實

矢
野

良
一

山
内

和
義

山
内

章
一

山
内

竜
輔

山
内

光
敏

山
岡

健
一

山
神

俊
一

山
上

剛
史

山
川

孝
夫

山
川

和
志

巻

正
信

山
木
美
紀
男

山
口

哲

山
口

茂
人

山
口

隆

山
口

篤
幸

山
口

次
男

山
口

次

山
口

利
治

山
口

信
明

山
口
初
太
郎

山
口

昌
彦

山
口

要

山
口

保
男

山
口

裕
司

山
口

喜
充

山
崎

弘
幸

山

誠

山

康
好

山

栄
次

山

勝
巳

山

文
夫

山
下

和

山
下

勝
治

山
下

國
博

山
下
幸
市
郎

山
下

繁
好

山
下

猛

山
下

剛
資

山
下

英
昭

山
下

一

山
城

正
己

山
杉

正
博

山
田

和
道

山
田

純
一

山
田

徹

山
田

博

山
田
富
美
男

山
田

正
明

山
田

正
人

山
田

光
明

山
田

裕
三

山
田

善

山
中

正
和

山
中
眞
理
子

山
西

恵

山
根

伸
一

山
部

徳
一

山
本

篤
麿

山
本

悦
茂

山
本

一

山
本

和
重

山
本

克
美

山
本

国
廣

山
本

浩
一

山
元

栄

山
本

純
治

山
本

孝
男

山
本

隆
宏

山
本

見

山
本

照
男

山
本

人

山
本

英
憲

山
本

寛

山
本

正
生

山
本

正
人

山
本

三
男

山
本

靖
夫

山
本

幸
良

山
本

由
美

山
本

洋
三

山
本

善
昭

渡
邊

俊
英

渡
辺

昇

渡
辺

規
子

渡
辺

廣

渡
邊

博
文

渡
邉

裕
行

渡
邊

福
榮

渡
辺

文
雄

渡

文
博

渡
邉

正
志

渡

正
知

渡

正
博

渡

正
光

渡
部

雅
幸

渡
邉

衞

渡
邊

光
洋

渡
邉

満

渡
邊

勇
次

渡
部

雄
三

渡
辺

行
雄

渡
辺

義
男

渡
邉

渡

和
谷

志
幸

綿
引

章

渡
部

竹
文

瑞
宝
単
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）

山
本

良
博

湯
浅

誠

結
城

栄
二

湯
地

秀
訓

湯
本

彰

横
井
川
賢
雄

横
澤

英

横
畑

篤

横
町

利
明

横
山

榮
二

横
山

英
喜

横
山

悦
和

横
路

良
文

吉
井

政
浩

浦

章

吉
岡

健
三

吉
岡

伸
作

岡

泰
弘

吉
川
実
千
男

吉

邦
博

吉
田

栄
一

吉
田

茂

吉
田

節
夫

吉
田

司

吉
田

典
充

吉
田

一

田

全
希

田

豊

吉
原

吉
原

司

吉
村

耕
司

吉
村

正
己

吉
元

勝
夫

吉
元

健
志

吉
本

博
行

吉
本

光
雄

與

正

米
田

米
森

義
幸

流
王

幸
広

六
井

新
治

和
賀

重
信

狹

千
里

若
菜

茂
行

若
松
千
馬
騎

脇
田

公
敏

田

修
二

脇
田

克
朗

脇
山

司

和
田

充
弘

渡

治

渡

治

渡
辺

治

渡

一
雄

渡
邊

一
豊

渡
辺

克
己

渡
邊

公
好

渡
邉

啓
介

渡
邊
孝
太
郎

渡

悟
志

渡
邊

茂

渡
邉

忠
雄

渡

達
夫

渡

達
雄

渡
辺

次
彦

渡

恒
光

渡

輝
男

渡
邊

壽
彦

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
人

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ラ
ン
シ

ス
・
ハ
ガ
テ
ィ
四
世

同

リ
ッ
キ
ー
・
ラ
ッ
プ

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
人

ラ
デ
ン
・
モ
ハ
マ
ド
・
マ
ル

テ
ィ
・
ム
リ
ア
ナ
・
ナ
タ
レ

ガ
ワ

英
国
人

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
ラ
ッ
ク

レ
ッ
ジ
・
ボ
ー
モ
ン
ト

エ
ジ
プ
ト
国
人

ア
フ
マ
ド
・
ア
ブ
ル
ゲ
イ
ト

カ
ン
ボ
ジ
ア
国
人

ソ
パ
ラ
・
チ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
人

リ
ー
・
シ
ェ
ン
ロ
ン

ド
イ
ツ
国
人

ト
ー
マ
ス
・
バ
ッ
ハ

ノ
ル
ウ
ェ
ー
国
人

イ
ェ
ン
ス
・
ス
ト
ル
テ
ン
ベ

ル
グ

ブ
ラ
ジ
ル
国
人

ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ジ
ョ
ー

ジ
・
ウ
イ
リ
ア
ム
・
パ
ー
ソ

ン
ズ

メ
キ
シ
コ
国
人

ホ
ル
ヘ
・
カ
ル
ロ
ス
・
ラ
ミ

レ
ス
・
マ
リ
ン

ラ
オ
ス
国
人

ソ
ー
ン
サ
イ
・
シ
ー
パ
ン
ド

ン

旭
日
大
綬
章
を
贈
与
す
る
（
各
通
）

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
人

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
エ
ム
・

ジ
ャ
ー
ニ
ー

同

シ
ー
ラ
・
エ
ー
・
ス
ミ
ス

同

マ
イ
ケ
ル
・
フ
ロ
マ
ン

ア
ル
バ
ニ
ア
国
人

ジ
ョ
ル
ジ
・
テ
ネ
チ
ェ
ジ
ウ

イ
ン
ド
国
人

ラ
ダ
ー
ク
リ
シ
ュ
ナ
ン
・
ハ

リ
・
ク
マ
ー
ル

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
人

ア
イ
ル
ラ
ン
ガ
・
ハ
ル
タ
ル

ト

英
国
人

ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
デ
イ

ヴ
ィ
ッ
ド
・
ラ
ン
ズ
リ
ー

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
人

ジ
ョ
ン
・
コ
ー
ツ
・
エ
ー

シ
ー

カ
ナ
ダ
国
人

ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ロ
イ
ド
・
マ

ン
ソ
ン

キ
ュ
ー
バ
国
人

オ
ル
ラ
ン
ド
・
ニ
コ
ラ
ス
・

エ
ル
ナ
ン
デ
ス
・
ギ
ジ
ェ
ン

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
人

シ
ェ
ル
ド
ン
・
エ
ム
・
ギ
ャ

ロ
ン

同

ビ
ク
タ
ー
・
ジ
ェ
イ
・
ザ
ウ

同

ヘ
ン
リ
ー
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
・

シ
ス
ネ
ロ
ス

同

レ
オ
ナ
ー
ド
・
ジ
ェ
イ
・

シ
ョ
ッ
パ
・
ジ
ュ
ニ
ア

同

カ
ー
ト
・
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ト

ン

同

ケ
ン
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ
・
ナ
ガ

ノ

同

ジ
ェ
シ
ー
・
ジ
ェ
イ
・
フ

リ
ー
デ
ル

同

ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
エ
ル
・
ラ

ダ
ン

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
人

ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
バ
ー

オ
ラ
ン
ダ
国
人

ハ
ン
ス
・
カ
イ
パ
ー
ス

大
韓
民
国
人

金

基
炳

ド
イ
ツ
国
人

ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
キ
ン
ス
キ
ー

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
国
人

ユ
ッ
シ
・
ヌ
オ
ル
テ
ヴ
ァ

ブ
ラ
ジ
ル
国
人

エ
ド
ゥ
ア
ル
ド
・
エ
ウ
ジ
ェ

ニ
オ
・
ゴ
ウ
ヴ
ェ
ア
・
ヴ
ィ

エ
イ
ラ

同

渡
部

一
誠

ケ
ニ
ア
国
人

ベ
ン
ソ
ン
・
エ
イ
チ
・

オ
ー
・
オ
グ
ト
ゥ

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
国
人

ア
ブ
ド
ッ
ラ
ー
・
ビ
ン
・

フ
ァ
イ
サ
ル
・
ビ
ン
・
ト
ル

キ
ー
・
ア
ー
ル
・
サ
ウ
ー
ド

ド
イ
ツ
国
人

マ
テ
ィ
ア
ス
・
ナ
ス

同

ク
レ
ー
メ
ン
ス
・
フ
ォ
ン
＝

ゲ
ッ
ツ
ェ

フ
ラ
ン
ス
国
人

ジ
ャ
ッ
ク
・
ア
ッ
シ
ェ
ン
ブ

ロ
ワ

同

ミ
シ
ェ
ル
・
デ
ネ
ケ
ン

同

ス
テ
フ
ァ
ン
・
イ
ヴ
・
ポ
ー

ル
・
ミ
ル

ブ
ル
ネ
イ
国
人

ペ
ン
ギ
ラ
ン
・
ダ
ト
ー
・
パ

デ
ュ
カ
・
ハ
ジ
・
イ
ド
リ

ス
・
ビ
ン
・
ペ
ン
ギ
ラ
ン
・

テ
マ
ン
ゴ
ン
・
ペ
ン
ギ
ラ

ン
・
ハ
ジ
・
ム
ハ
ン
マ
ド

ベ
ト
ナ
ム
国
人

グ
エ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
ザ
ウ

同

グ
エ
ン
・
ク
オ
ッ
ク
・
ク
オ

ン

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
国
人

ラ
ミ
リ
ソ
ン
・
ジ
ャ
ン
セ
ッ

ト
・
ア
ラ
ン
・
ハ
リ
フ
ィ

デ
ィ

旭
日
重
光
章
を
贈
与
す
る
（
各
通
）


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ベ
ル
ギ
ー
国
人

ピ
ー
ト
・
ス
テ
ィ
ー
ル

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
国
人

ラ
ク
ト
ゥ
マ
ナ
ナ
・
フ
ァ
ヌ

メ
ザ
ン
ツ
・
ハ
ジ
ャ
ニ
リ
ナ

マ
レ
ー
シ
ア
国
人

ジ
ェ
フ
リ
ー
・
チ
ェ
ア
・

フ
ッ
ク
・
リ
ン

メ
キ
シ
コ
国
人

エ
ク
ト
ル
・
バ
ス
コ
ン
セ
ロ

ス

ヨ
ル
ダ
ン
国
人

ユ
ー
セ
フ
・
ア
ハ
メ
ッ
ド
・

ア
ル
＝
フ
ネ
イ
テ
ィ

旭
日
中
綬
章
を
贈
与
す
る
（
各
通
）

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
人

デ
レ
ッ
ク
・
オ
オ
ク
ボ

同

カ
ン
・
プ
ー
ン
ジ
ャ
・
ト
ヨ

コ

同

ラ
ン
デ
ィ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

バ
ス

同

メ
ア
リ
・
ジ
ー
・
マ
ク
ド
ナ

ル
ド

英
国
人

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ジ
ョ
ン
・

ピ
ッ
ツ

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
人

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ジ
ョ
ン
・

フ
ィ
ッ
プ
ス

ジ
ョ
ー
ジ
ア
国
人

エ
テ
リ
・
ス
ヴ
ァ
ニ
ゼ

セ
ネ
ガ
ル
国
人

パ
パ
・
マ
ガ
ト
ゥ
・
ゲ
イ

チ
ュ
ニ
ジ
ア
国
人

ハ
ビ
ー
ブ
・
ガ
ム
ラ

同

ア
ド
ナ
ン
・
ク
ア
ジ
ャ

同

ジ
ャ
メ
ル
・
ブ
ジ
ュ
ダ
リ
ア

同

イ
メ
ド
・
ベ
ン
・
ア
ン
マ
ー

ル

ド
イ
ツ
国
人

ヴ
ィ
ム
・
ヴ
ェ
ン
ダ
ー
ス

ノ
ル
ウ
ェ
ー
国
人

ヴ
ィ
ー
ダ
ル
・
ハ
レ
ー
ン

ブ
ラ
ジ
ル
国
人

税
田

パ
ウ
ロ

清
七

同

ダ
ル
シ
ー
・
ピ
ア
ナ

旭
日
小
綬
章
を
贈
与
す
る
（
各
通
）

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
人

ク
レ
イ
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン

同

リ
チ
ャ
ー
ド
・
デ
ル
・
ベ
ッ

キ
オ

同

グ
ラ
ハ
ム
・
イ
ー
・
ロ
ー

ウ
ェ
ル

イ
ン
ド
国
人

ア
ジ
ャ
ヌ
オ
・
ベ
ル
ホ

同

ス
ミ
ッ
ト
・
マ
リ
ッ
ク

キ
プ
ロ
ス
国
人

コ
ス
タ
ス
・
パ
パ
コ
ス
タ
ス

ク
ロ
ア
チ
ア
国
人

メ
リ
タ
・
ラ
チ
ュ
キ

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
人

ト
シ
ュ
テ
ン
・
リ
ー
マ
ン

ソ
ロ
モ
ン
国
人

フ
ラ
ン
シ
ス
・
デ
ヴ
ェ

チ
リ
国
人

イ
ス
マ
エ
ル
・
ミ
ノ
ル
・
カ

サ
ハ
ラ
・
ガ
リ
ド

フ
ィ
リ
ピ
ン
国
人

マ
リ
ア
・
ロ
ザ
リ
オ
・
ピ
ケ

ロ
・
バ
レ
ス
カ
ス

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
国
人

カ
イ
・
ニ
エ
ミ
ネ
ン

ブ
ラ
ジ
ル
国
人

エ
リ
ザ
ベ
ッ
チ
・
ミ
チ
エ
・

フ
ク
ダ

張

昌
彦

旭
日
双
光
章
を
贈
与
す
る
（
各
通
）

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
人

ジ
ェ
ニ
フ
ァ
ー
・
オ
コ
ナ
ー

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
人

ア
ー
ネ
ス
ト
・
ア
ギ
ア
ー

同

グ
ス
タ
ボ
・
ア
ド
ル
フ
ォ
・

ロ
ペ
ス
・
ミ
ラ
ン
ダ

イ
ン
ド
国
人

プ
ラ
カ
ー
シ
ュ
・
ク
ニ
ー

ル
・
ク
ン
ダ
ン
チ
ェ
リ

英
国
人

ア
マ
ン
ダ
・
コ
ツ
ィ
ア

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
人

マ
ー
ク
・
エ
イ
ド
リ
ア
ン
・

ミ
ラ
ー

中
華
人
民
共
和
国
人

雪
貞

同

謝

彬

同

楊

永
超

パ
キ
ス
タ
ン
国
人

ワ
ジ
・
ウ
ル
・
イ
ス
ラ
ム
・

ア
ッ
バ
ー
シ
ー

同

モ
ハ
ン
マ
ド
・
ア
ス
ラ
ム

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
人

ジ
ョ
ア
ン
・
ワ
ト
キ
ン
ス

瑞
宝
単
光
章
を
贈
与
す
る
（
各
通
）

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
人

ヴ
ィ
ッ
キ
ー
・
ス
ー
・
シ
ャ

プ
ラ
ー

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
国
人

マ
ル
タ
・
ノ
エ
ミ
・
セ

ト
ゥ
ー
ル

英
国
人

カ
ラ
ム
・
フ
ァ
ー
カ
ー

ソ
ロ
モ
ン
国
人

ウ
ィ
リ
ー
・
ベ
シ

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
国
人

ラ
ス
ア
ナ
イ
ヴ
・
ア
ン
ジ
ア

マ
ヌ
イ
ス
ア

旭
日
単
光
章
を
贈
与
す
る
（
各
通
）

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
人

木
立

ジ
ョ
ン

明

ハ
ン
ガ
リ
ー
国
人

セ
チ
カ
イ
・
ア
ン
ド
ラ
ー

シ
ュ

ペ
ル
ー
国
人

ホ
ル
ヘ
・
ル
イ
ス
・
ト
オ
ヤ

マ
・
ミ
ヤ
グ
ス
ク

瑞
宝
中
綬
章
を
贈
与
す
る
（
各
通
）

イ
ン
ド
国
人

ナ
ガ
・
ヴ
ェ
ン
カ
タ
・
バ
ピ

ラ
ジ
ュ
・
コ
ト
ラ

同

ジ
ャ
ス
ミ
ッ
ト
・
シ
ン
・
ベ

デ
ィ

ブ
ラ
ジ
ル
国
人

ア
ル
レ
ッ
チ
・
シ
ュ
ー
マ
ン

邱

美
富

瑞
宝
双
光
章
を
贈
与
す
る
（
各
通
）

紅
綬
褒
章

自
己
の
危
難
を
顧
み
ず
人
命
の
救
助
に
尽
力
し
た
の

で
、
令
和
七
年
四
月
二
十
九
日
、
紅
綬
褒
章
を
授
か
っ
た

者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

大
山

真
一

清
國

正
巳

小
笹

啓
輔

紫
村

俊
之

鈴
木

淳

堀
越
あ
ゆ
み

簑
谷

昇
陽

褒
章
条
例
第
一
条
に
よ
り
紅
綬
褒
章
を
授
け
る
（
各
通
）

緑
綬
褒
章

自
ら
進
ん
で
社
会
に
奉
仕
す
る
活
動
に
従
事
し
徳
行
顕

著
で
あ
る
の
で
、
令
和
七
年
四
月
二
十
九
日
、
緑
綬
褒
章

を
授
か
っ
た
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

新
垣

安
伴

内

根
深

大
垣

純
一

大
楠

満

門

み
ち
子

杉
本

貞
三

住

素
子

谷
口

敏
子

荷
見
紀
世
美

山
本
さ
ち
よ

山
本

裕
子

褒
章
条
例
第
一
条
に
よ
り
緑
綬
褒
章
を
授
け
る
（
各
通
）

黄
綬
褒
章

業
務
に
精
励
し
、
衆
民
の
模
範
で
あ
る
の
で
、
令
和
七

年
四
月
二
十
九
日
、
黄
綬
褒
章
を
授
か
っ
た
者
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

相
場

忠
義

青
木

光
達

青
山

仁

赤
名

健
司

足
立
ヨ
シ
子

阿
部

栄
子

新
木

洋
満

有
海

和
寿

安
部

明
朗

飯
田

保
二

泉
川

孝
三

磯
野

豊

市
毛

政
雄

市
坪

孝
志

伊
藤

清
光

伊
藤

利
彦

伊
藤
夫
臣
子

伊
藤

喜

茨
木

和
幸

岩
井

喜
照

岩
田

顯
彦

上
西

好
幸

内
海

一
富

梅
本

司

大
入

男

大
内
美
代
子

太
田

政
往

大
築

義
雅

大
野

剛

大
橋

芳
幸

濵
田

繁
敏

原
田

進
男

疋
田

智
人

平
野

利
一

廣
江

滿
男

福
井

博
文

福
島

裕
充

藤
木

昭

藤
田

一

藤
田

義
明

藤
村

光
一

古
橋

敏
彦

星
野

克
己

細
井

元

細
谷

芳

前
重

興
亮

増
島

健
三

増
田

幸

坂

卓
夫

松
﨑

一
浩

三
浦

幸
治

三
浦

愼

三
枝

俊
雄

三
國

清
三

水
澤

賢
二

水
野

征
夫

水
野

博
巳

水
橋

英

三
橋

義
人

宮
内

滋

深
山

茂
雄

深
山

隆
一

村
上

正
人

村
田

全
弘

村
松
絵
里
子

山

國
雄

森
川

明
智

森
坪

清
則

木

裕
有

島

昌
栄

安
居

助
廣

安
田

薫

安
田

千
代

安

優

山
上

誠
二

山
口

和
見

山
口

幸
一

山
下

弘

山
田

敏
之

大
和

孝
資

山
本

純
夫

山
本

直
充

湯
浅

桂
輔

横
井

豊

横
山

実

吉
﨑

忠
敏

吉
永

利
行

村

誠

村

美
好

米
澤

章

鷲
澤

幸
治

和
田
内
洋
子

褒
章
条
例
第
一
条
に
よ
り
黄
綬
褒
章
を
授
け
る
（
各
通
）

大
森

章
生

大
森
三
四
郎

荻
原

晴
巳

尾
﨑

隆
弘

小
澤

幸
男

小
野
澤
幸
造

倉

義
男

片
野

浩
一

加
藤

徹

加
藤

敏
之

門
田

治
男

金
丸

智
昭

金
丸

由
子

金
子

敏
夫

神
谷

司

神
丸

豊

紙
谷

繁
昭

河
江

芳

川
口

博
敬

川

俊
彦

河
村

正
英

神
田

康
裕

木
川
田
明
弘

菊
池

武

岸
田

孝
美

木
田

滿

北
口

義
明

木
下

良
三

清

進

國
井

熊
井

秀

倉
田

七
郎

栗
原

康

黒
川

幹

髙
坂

光
一

幸
元

秀
守

古
賀

京
子

小
嶋

眞
介

小
菅

正
治

小
手
川

小
林

智

小
林

正
利

小
林

要
藏

近
藤

博

近
藤

誠

齋
藤

守

佐
々
木
孝
行

佐
野

良
子

志
賀

耕
次

志
鷹

新

篠
原

男

柴
野

和
夫

清
水

正
盛

下
地

達
雄

荘
司

礼
子

白
石

元
宏

菅
原

博
之

鈴
木

一
彦

鈴
木
セ
ツ
子

鈴
木

文
三

關

雄
太

園
田

勝
志

髙
江
洲
順
也

高
橋

一
郎

高
橋

徹

髙
橋

豊

高
村

秋
光

田
口

敏
郎

竹
内

繁
吉

竹
内

良
典

竹
山

重
行

立
本

宗
一

田
中

俊
晴

谷

則
男

谷
合
ひ
ろ
よ

谷
川

定
隆

田
畑

秀

玉
江

陽
一

千
葉

進

田

洋
一

本

和
夫

恒
川

美

坪
川

貞
子

寺
尾

祐
輔

飛
田

良

内
藤

之

中
齋

陽
吉

長
坂

孝
之

中

昇
一

中
島

構
治

中
島

孝

長
田

宏
泰

仲
野

薫

中
路

幹
雄

成
田

賢

西
村

功
司

二
宮

知
央

丹
羽

拓
也

畑
内

康
孝

畠
山

純
一

畠
山

弘

波
多
野
忠
明
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紫
綬
褒
章

発
明
改
良
又
は
学
術
芸
術
上
の
発
達
に
関
し
事
績
著
明

な
の
で
、令
和
七
年
四
月
二
十
九
日
、紫
綬
褒
章
を
授
か
っ

た
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

青
木

節
子

阿
部

郁
朗

右
藤

泰
幸

岡
本

隆
司

木
本

恒
暢

近
藤

良
平

佐
竹

健
治

柴

幸
三

柴
田

大

田
中

義
光

谷
口

尚

津
村

義
彦

西
田

幸
二

般
若

泰

福
岡

淳

藤
掛

英
夫

星
田

剛
司

松
井

利
郎

村
治

崇
光

山
口

眞
史

褒
章
条
例
第
一
条
に
よ
り
紫
綬
褒
章
を
授
け
る
（
各
通
）

藍
綬
褒
章

公
衆
の
利
益
を
興
し
又
は
公
同
の
事
務
に
勤
勉
し
た
の

で
、
令
和
七
年
四
月
二
十
九
日
、
藍
綬
褒
章
を
授
か
っ
た

者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

青
柳

尚
毅

赤
星

友
宥

秋
元

人

秋
山

秀
阿

秋
山

惣
司

秋
山

満
江

阿

津
如
生

朝
倉

貞
子

足
達
留
美
子

渥
美

哲
夫

井

明
子

荒
木

裕
美

有
馬

健
治

安
西

勝
美

安
藤

彰

安
中

隆
一

安
納
ミ
ツ
子

安
倍

良
行

飯
泉

孝
司

飯

季
也

五
十
嵐
ひ
ろ
み

池
谷

敬
一

池
田

武

池
沼

雅
弘

井
坂

隆
一

石
浦

隆

石
垣

明
子

石
島

行

石
原

節
美

井
尻

里
子

一
條

武

伊
藤
む
つ
み

井
野

泰
雄

井
上

和
也

井
上

誠
二

井
上

宏
子

井
上

康
弘

射
場

一
之

井
村

渡

色
川

惠
子

岩
﨑

茂

岩
﨑

弘

岩
田

慈
照

岩
根

保
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官 庁 報 告

第１ 果樹農業の振興に関する基本的な事項

１ 果樹農業の振興に向けた基本的考え方
 果樹農業振興基本方針の理念
我が国では、多様な気候や土地条件の下、地域の特性に応じた多種多様な果樹が栽培されて
おり、北海道から沖縄まで、地域ごとに特色ある果樹農業が展開されている。果樹農業は、我
が国の農業産出額の１割を占めるとともに、地域経済にとって重要な産業であり、特色ある豊
かな文化の形成、国民の健康の維持・増進にも寄与してきた。
近年、我が国の高品質な果実生産は高く評価され、国内においては果実価格の上昇に伴い産
出額も増加し、経営体当たりの所得の増加につながっている。また、海外においても、生鮮果
実の輸出増加に一端が示されるように、日本産果実の評価が高く、輸出品目としても高いポテ
ンシャルを有している。
しかし、人口減少等を背景にした担い手・後継者の不足や、気候変動に伴う高温等の影響に
より、果実の生産量は減少しており、そのポテンシャルを十分に活かしきれず、国内外の需要
に応えきれていない。そればかりか、果実価格の上昇により一部の経営体の所得が増加しても、
生産量の減少は地域農業を支える流通等のインフラの衰退、ひいては地域産業の衰退につなが
りかねない状況である。
他方で、生産面積当たりの収量を飛躍的に向上することが可能な省力樹形等の技術が萌芽し
ており、また、これまで分業されてきた果実加工等の食品産業からの果実生産への参画の動き
が見られる。加えて、成長著しい輸出産業にサプライチェーンが一体となって参画し、収益の
拡大を目指す動きが顕れている。果樹農業は、こうした技術・経営のイノベーションの只中に
あり、その取組をスピード感をもって全国に波及させることが、個々の経営の競争力強化につ
ながり、ひいては果樹農業の持続的な発展に重要である。
果樹農業振興基本方針（以下「基本方針」という。）は、これらの課題に対応し、需要に応え
る果樹農業の持続的な発展を目指すために必要な基本的事項を定めるものである。技術やひと、
園地といった生産基盤の強化の加速化を柱とし、関係者が一体となって施策を推進する。

３ 果樹農業の生産基盤強化の加速化に向けた施策の推進
 労働生産性の向上及び安定生産の脅威となる気候変動等への対応

目標

労働生産性の向上のため、地域計画に基づいた園地の集積・集約化や基盤整備を進めるとと
もに、省力樹形等への改植・新植、スマート農業技術・省力化品種等の開発・導入を強力に推
進する。その際、大規模な経営体の育成・参入や、省力樹形等への改植・新植による省力的な
樹園地への転換をスピード感を持って進める（これらにより目指す経営体のモデルを第４ 近
代的な果樹園経営の基本的指標に提示）。
また、生産減少の大きな要因となる温暖化の影響等に対して、資機材による対策や品種構成
の見直し等の検討を進める。加えて、高温適応性を有する品種の開発・導入等を推進する（こ
れらの技術的対策や、品種・品目転換を図る上での基準を第３ 栽培に適する自然的条件に関
する基準に提示）。気候変動に適応する生産対策と併せて、化学農薬の使用量低減に資する病
害抵抗性を有する品種等の開発・導入や化学肥料の使用量低減等の環境負荷低減策・気候変動
緩和策を進める。さらに、社会全体の行動変容につながるよう食料システムの関係者の環境負
荷低減対策への理解を促進する。
【ＫＧＩ】
● 単収

1258㎏／10ａ（令和５年度）⇒1334㎏／10ａ（令和12年度）

主要指標（ＫＰＩ）

● 省力樹形等の導入スピード
170ha／年（令和５年度）⇒340ha／年（令和12年度）

● 技術的な高温対策を導入した産地
令和12年度までに500産地で導入
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果樹農業の振興を図るための基本方針の公表について
果樹農業振興特別措置法（昭和36年法律第15号）第２条第１項の規定に基づき、令和12年度を目標
年度とする果樹農業の振興を図るための基本方針を次のように定めたので、同条第４項の規定に基づ
き公表する。
令和７年４月 30 日 農林水産大臣 江藤 拓

 基本方針の期間等
従来の食料・農業・農村基本法に基づく政策全般にわたる検証及び評価並びに今後20年程度
を見据えた課題の整理を行い、同法が改正された（令和６年６月５日施行）。
新たな食料・農業・農村基本計画は、初動５年間で農業の構造転換を集中的に推し進めるこ
ととしており、その計画期間は５年間である。これを踏まえつつも、新たな基本方針は、一度
定植すればその後の20年間栽培を続けるという永年性作物である果樹の特性を鑑み、今後20年
程度を見据えた５年間の基本方針として定める。
基本方針において、果樹農業振興特別措置法に基づき、果実の需要の長期見通しに即した栽
培面積その他果実の生産の目標を定めるとともに、生産目標を含めたＫＧＩ（Key Goal Indi‑
cator：重要目標達成指標）及び施策の有効性を示すＫＰＩ（Key Performance Indicator：重

要業績評価指標）を定める（ＫＧＩやＫＰＩの関連については、第２ 果実の需要の長期見通
しに即した栽培面積その他果実の生産の目標に提示）。なお、施策の有効性は、市場動向や技
術進展を踏まえ、施策の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて見直しを行う。また、施策
の実行にあっては、国、自治体、生産者団体、研究機関が連携し、果樹農業の総合的な支援体
制を構築する。

２ 果樹農業をめぐる現状と課題の認識
高品質な果実の生産や国内外での堅調な需要を背景に、国産果実の卸売価格は上昇傾向で推移
している。一方で、果樹農業者の減少・高齢化が先行しており、栽培面積・生産量はともに減少
傾向にあり、果実の需要に対して国内生産が応えきれていない状況にある。
さらに、世界各地で気候変動による異常気象が頻発化しており、特に我が国の果樹農業では、
高温等の影響による障害が頻繁に発生する状況にある。
果樹農業が大きな割合を占める中山間地域では、都市に先駆けて人口減少・高齢化が進展して
おり、農村内の非農業者も今後大幅に減少する見込みにある。果樹農業者の所得の確保・向上と
ともに、地域経済を守るという観点から、果樹農業の地域の基幹産業としての付加価値を高めて
いくことが課題である。
また、人口減少により果実の国内消費量が減少する中で、加工や輸出等の需要は増加している。
高品質な国産果実の強みは活かしつつ、多様な消費者ニーズを捉え、果実加工品等の新たな需要
への対応や海外から稼ぐ力の強化が必要である。
これらの課題に対応し、需要に応える果樹農業の発展に向けて、生産基盤強化の加速化など、
果樹農業の振興に必要な目標及び施策を次項より掲げる。






具体的な施策

 園地の集積・集約化
● 経営規模の大小や個人・法人などの経営形態にかかわらず、農業で生計を立てる担い
手（離農する経営の農地の受け皿となる経営体や付加価値向上を目指す経営体）の育
成・確保を図るため、地域計画に基づき、担い手への園地の集積・集約化を推進する。

● 国は地方機関との緊密な連携の下、市町村における地域計画のブラッシュアップや実
現に向けた取組をプッシュ型で支援する。

● 農業委員会及び農業委員会ネットワーク機構、農地中間管理機構、農業協同組合、土
地改良区等の関係機関に加え、産地協議会＊など地域のその他の団体・関係者も一体
となって地域計画の実現に向けた取組を実施できるよう後押しする。
＊ 「果樹産地構造改革計画について」（平成17年３月25日付け16生産第8112号農林水産省生産局長通知）の第
２の協議会（産地をカバーする生産出荷団体、市町村、生産者の代表者、普及指導センター、農業委員会、
農地中間管理機構、農業共済組合等により組織する協議会）

● 担い手への園地の集積・集約化を推進する際は、今後実施する地域計画の分析・検証
も踏まえ、集約化した果樹産地づくりの課題となる老木抜根等の対策や、外部からの
新規参入を推進するための措置について、併せて検討する。

 担い手の育成・確保、労働力の確保

目標

果樹農業の担い手を育成・確保するため、高度な技術の習得や樹園地の確保、未収益期間の
克服など果樹特有の課題の解決に産地が取り組む果樹型トレーニングファームの取組など、幅
広い農業者や法人が果樹農業に参入する取組を推進する。離農する経営の園地の受け皿となる
経営体や付加価値向上を目指す経営体について、果樹農業で生計を立てる担い手として、規模
の大小や個人・法人などの経営形態にかかわらず、育成・確保する。また、サービス事業体等
を活用した労働力の確保、作業の省力化などによる季節的な作業ピークへの対応や労働時間の
平準化を図る。
【ＫＧＩ】
● 新規参入経営者数

820人（令和５年度）⇒1640人（令和12年度）
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 基盤整備の推進
● 国・地方公共団体間の連携や他産業等からの生産への参画も推進しつつ、過去に基盤
整備を実施した地区も含め、新たな果樹団地の形成に向けた要望の掘り起こしを行い、
地域計画に基づき、施設の更新等を含めて基盤整備を推進する。

● スピード感を持って果樹団地の形成を進めるため、合意形成が可能な土地から先行し
てより取り組みやすい小規模園地整備を行い、並行して規模拡大のための計画的な基
盤整備を進めるといった手法も活用する。

● 周囲の水環境に配慮しながら、中山間地域における活用されていない水田や、果樹団
地の中に点在する水田を集約して行う小規模園地整備、緩傾斜化、大区画化等により
作業性の良い樹園地形成を推進する。

● 水田転換園での果樹栽培適性を診断する技術や、排水性の高い水田転換園地の整備手
法を開発する。

● 中山間地域等において、地域の特色を活かした果樹農業の維持・発展を図るため、樹
園地、農業水利施設、情報通信環境の整備等を推進する。

 省力樹形等への改植・新植
● 作業動線を単純化し、機械化に対応して労働生産性を高めることが可能な省力樹形等
の改植・新植を推進する。

● 省力的な樹園地への転換を短時間で実施するため、まとまった面積での省力樹形等へ
の一斉改植を推進する。

● かんきつ等の各品目において省力樹形等の機械化に向く園地条件や樹形、品種を検討
し、開発・導入を進める。

 スマート農業・機械化の推進
● スマート農業技術の導入効果を発揮させる生産方式の確立や当該生産方式への転換に
向けた取組を推進する。

● ＡＩを用いて収集した品質等の選果データを生産方式の転換に活用するなど、データ
を起点とした果樹農業を推進する。

● 果樹農業のスマート農業技術・機械化体系の開発・導入を推進する。
● 労働生産性の向上に資する新品種・新技術の開発、汎用性のある安価な機械の開発、
ＡＩなど他分野からの技術転用を進める。

 大規模経営体の育成・参入
● 果樹産地における経営の大規模化を推進するとともに、大規模な法人経営体等による
大規模な省力樹形等への改植・新植を推進する。

● スマート農業技術の導入を前提とした樹園地の環境整備や流通事業者等との連携等に
より、販売供給の出口を見据えた作業の合理化、省力栽培技術・品種の導入、労働力
の確保等を図り、生産性を飛躍的に向上させた生産供給体制モデルの構築・横展開を
図る。

 気候変動等への対応
● 生産減少の大きな要因となる温暖化の影響等に対して、資機材による対策や、産地に
おける品種構成の見直し等の検討を進める。

● 高温適応性を有する品種の開発・導入等を推進する。
● 気候変動に適応する生産対策と併せて、化学農薬の使用量低減に資する病害抵抗性を
有する品種等の開発・導入や化学肥料の使用量低減等の環境負荷低減策・気候変動緩
和策を進める。

● 社会全体の行動変容につながるよう食料システムの関係者の環境負荷低減策への理解
を促進する。

 病害虫・鳥獣害対応
● 総合防除による病害虫対策や、化学農薬の使用量低減にも資する病害抵抗性の品種等
の開発・導入を進める。

● 果樹カメムシ等の特に果樹に甚大な被害を与えるおそれがある病害虫については、対
策技術の一層の開発推進を図るとともに、発生地域等と連携した総合的な対策技術導
入を図る。

● 野生鳥獣に対する様々な被害防止のための総合的な取組による鳥獣被害への対応を一
層進める。

● 特に鳥獣被害が増加している市町村に対しては、国・都道府県が連携し、課題解決に
向けて伴走支援を行う。

 花粉・苗木の確保
● 落葉果樹の人工授粉等に必要不可欠な花粉について、共同花粉採取などの産地内での
花粉供給体制の構築を一層進めるとともに、全国段階での花粉供給体制の構築を進め
る。

● 苗木について、苗木生産の省力化や生産拡大を進め、苗木生産・供給力を強化すると
ともに、果樹産地や果樹生産者と苗木生産者との契約生産や、果樹産地の苗木需要の
情報発信等により需給のマッチングを推進する。

● 苗木の生産・供給の強化に当たって、品種保護意識の向上等を推進する。


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主要指標（ＫＰＩ）

● 果樹型トレーニングファームの設置
45産地（令和５年度）⇒250産地（令和12年度）

● サービス事業体活用の産地
令和12年度までに50産地で活用

具体的な施策

 新規就農者の育成・確保
● 新規就農者を増やすため、高度な技術の習得や園地の確保、未収益期間の克服など果
樹特有のハードルに対応して、技術研修と園地継承を併せて行う果樹型トレーニング
ファームの取組を推進する。

 果樹農業の魅力の向上・発信
● 果樹に関心をもつ者が果樹農業に魅力を感じ、新規就農につながるよう、省力樹形な
ど、労働生産性の高い果樹農業の姿を発信する。

● 労働関係法制における農業の特例の考え方について、果樹農業現場の実態把握を進め
た上で、必要な見直しを検討する。

● 果樹農業が若者や女性にも選ばれる産業となり、農業法人の従業員としての定着や雇
用の増大が図られるよう、就労条件、農作業安全等の雇用の確保に資する法人の環境
整備、社会保険労務士の活用等を推進する。

 地域の基幹産業としての付加価値の向上

目標

若い人たちに魅力のある産業とするため、作業の合理化、販売単価の向上により労働対価を
高め、生産者の所得を向上させるとともに、農業という枠組だけでは労働力が限られる中、地
域経済を守る観点から、輸出・加工など関連産業との連携・波及、雇用の創出、地域の活性化
など、地域の基幹産業としての果樹農業の付加価値を高めていく取組を推進する。
【ＫＧＩ】
● 生産面積

194千ha（令和５年度）⇒192千ha（令和12年度）

主要指標（ＫＰＩ）

● 新たな大規模経営体・産地
令和12年度までに50経営体・産地を創出

具体的な施策

 輸出や加工等の関連産業との連携
● 輸出等の販路に向けて大規模効率生産・流通による生産・販売を目指す事業体や、徹
底した生産合理化により加工専用果実を生産する法人経営体、加工原材料を必要とす
る食品企業等と産地の連携や、こうした事業者の生産への参入を推進する。

● 食品事業者と果樹農業者が連携し、原材料の安定調達やこれを契機とした新しいビジ
ネスの展開を促進するとともに、地域の農林漁業者、食品事業者をはじめ、観光やフー
ドテック、ＩＴ・ロボット等を含めた幅広い関係者が連携・協調するための場の構築
を推進する。また、こうした食品事業者等による計画的な取組を総合的に支援する制
度を検討する。

 定年者等の地域住民、交流人口の参加
● 果樹は高い付加価値を生み出すという特性を踏まえ、農業生産条件が不利な山間部や
島嶼部において、定年者、高齢農家、交流人口や地域商社など多様な人材が参加し、
商品力のある産品の開発や軽労作業が可能な加工仕向けの品目の導入等により、収益
と高い営農意欲を確保する取組を推進する。

４ 新たな需要への対応のための施策の推進
 国内需要への対応

目標

高品質な国産果実の強みは活かしつつ、多様な消費者ニーズを捉え、手頃で日常的に摂取し
てもらえる生果実、果実加工品など新たな需要に対応した取組等を行う。また、日常的な果実
摂取を生涯にわたる食習慣として定着させるため、幼少期から国産果実に触れ食生活にも取り
入れ、果実について正しい知識を身に付けてもらうよう、関係者と連携しつつ食育の取組を推
進する。
【ＫＧＩ】
● 加工仕向量

314千トン（令和３年度）⇒377千トン（令和12年度）

主要指標（ＫＰＩ）

● 加工原材料果実の生産に取り組む経営体・産地
令和12年度までに10経営体・産地を創出
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● 担い手への園地の集積・集約化を進めることを基本として推進しつつ、多様な農業者
によるものも含めて、地域において自立的・持続的に果樹生産が行われることを通じ、
園地の保全管理を行う。

● また、担い手への円滑な経営継承に取り組むとともに、所有者不明農地の解消等を推
進する。

 労働力不足への対応
● サービス事業体の活用や関連産業との協働、着色作業の省略等の作業の省力化等によ
る季節的な作業ピークへの対応を推進する。

● 季節性に対応する短期労働力の確保のための環境整備の推進等を強化する。
● 外国人材の確保のため、育成就労制度の創設も踏まえた受入環境整備とキャリア形成
を促進し、果樹農業への外国人材の受入れのあり方について検討を進める。

● 農福連携の取組を通じ、障害者等が働きやすい環境の整備を図ることにより、障害者
等が生きがいを持って果樹農業に関する活動を行うことを促進する。

 大規模経営体の参入の推進
● 果樹を含む農業法人について、経営管理能力の向上のため、農業法人の評価の目安と
なる経営指標を示した上で、今後の果樹農業を担い、経営改善に取り組む経営層の育
成・確保を推進する仕組みを検討する。

● 令和７年４月から始動する農業経営発展計画制度や、農林漁業法人等投資育成制度等
の活用により、食品事業者やアグリビジネス投資育成株式会社、ＬＰＳ（投資事業有
限責任組合）から果樹の農業法人への投資の促進を図る。

● 民間金融機関が取り扱う制度資金について、更なる資金ニーズの拡大に対応可能な貸
付条件を有し、果樹を含む農業法人へより速やかな融資実行が可能となるよう、制度
資金の在り方を検討する。
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具体的な施策

 手に取りやすい国産果実生産・供給への対応
● 労働生産性の高い栽培体系への転換による、比較的手頃な価格で日常的に摂取しても
らえるような果実生産・供給を推進する。

 果実加工品の生産・供給への対応
● 果実の機能性や地域の特色により差別化が図れるような新たな商品開発の推進や、加
工等の関連産業等との連携を促すことによる加工仕向け用の原料果実の安定生産・供
給を推進する。

 食料システムの関係者の理解の増進
● 日常的に摂取してもらえる生果実や果実加工品等の新たな需要について、その取引が
合理的に行われるよう、食料システムにおける多様な関係者の理解増進を図る。

● 栄養バランスや機能性等の観点を踏まえて、果実の摂取頻度の増加を含む健全な食生
活の重要性について広く消費者の理解を醸成するため、関係者と連携しつつ、学校等
での食育に加え、大人の食育等を推進する。

● また、生果実や果実加工品等の摂取について、環境配慮等を踏まえて選択する行動変
容を促すため、環境負荷低減の取組を評価し、等級ラベル表示する「見える化」の取
組を推進するとともに、消費者の理解醸成を図る取組を推進する。

 海外から稼ぐ力の強化

目標

国内への需要に対応しつつも、拡大傾向にある海外市場を見据えた輸出に戦略的に取り組む
ため、高品質等の日本の強みを生かしながら更なる海外需要開拓を図るとともに、輸出先国・
地域の規制やニーズに対応しつつ、これに対応できる産地も併せて形成していく。また、果実
の輸出と併せて、優良品種の戦略的なライセンスを推進し、周年供給による輸出促進と海外か
らのロイヤルティの新たな品種開発等への還元により、国内果実生産の振興を図る。このほか、
食品産業の海外展開やインバウンドによる食関連消費も海外からの収益を得るという観点から
重要であり、輸出促進施策と併せて、これら施策を強化し、輸出拡大との相乗効果を図る。
【ＫＧＩ】
● 輸出額

316億円（令和６年）⇒1023億円（令和12年）
※ りんご、ぶどう、もも、かんきつ、かき等輸出重点品目（果樹）の合算

主要指標（ＫＰＩ）

● 輸出経営体・産地
16経営体・産地（令和６年）⇒97経営体・産地（令和12年）

具体的な施策

 海外需要の開拓、輸出産地の育成
● 現地系の大手スーパー等の非日系市場や未開拓の有望エリア等、新市場の開拓に向け
て、認定品目団体、ジェトロ（日本貿易振興機構）、ＪＦＯＯＤＯ（日本食品海外プ
ロモーションセンター）等の連携を促進するとともに、高品質な日本産果実の価値を
伝えるプロモーション等を通じて、ジャパンブランドの構築を図ることで、海外需要
の拡大を図る。

● 輸出先国・地域の規制に対応するための防除体系の見直しや、輸出先国・地域のニー
ズに対応するための価値・特性を有する品種の産地への導入等を進めることによる産
地育成の推進を図る。

 戦略的な海外展開の推進
● 優良な品種を戦略的にライセンスし、ターゲット市場における我が国の輸出促進に理
解があるライセンス先の海外生産を組み合わせたジャパンブランドの周年供給が可能
な体制を構築することで、農業者の直接的な「稼ぎ」につなげるとともに、海外から
のロイヤルティ収入も利用して、知的財産の保護・管理、産地化・ブランド化、さら
には新たな品種開発に還元することで、農業者の将来的な「稼ぎ」につなげる。

● 国外まで俯瞰して、知的財産の保護や管理を徹底しつつ、マーケットニーズに即応し
た品種の開発・普及や国内未利用品種の再評価を推進する。

● 国内における知的財産の保護・活用に向け、果樹生産者への苗木のリースなど、流出
対策とブランド管理を両立する管理方式の導入を推進する。

● これらの知的財産の保護・活用の取組に当たっては、費用対効果や当該知的財産のラ
イフサイクルを考慮するよう推進する。

● 原材料となる日本産食材の使用や日本食・食文化の理解促進等による輸出拡大につな
げる観点から、食品産業の海外展開を推進する。

● 地域の食や景観などの資源を活かした農泊等による農村へのインバウンドの誘客等の
促進に加え、海外向けの日本食プロモーションに当たって、ＧＩ産品の観光資源とし
ての更なる活用等を通じ、国内産地の観光面の魅力も発信するなど、輸出促進施策及
び観光振興施策について、相互に連携し、輸出拡大とインバウンド消費の好循環の形
成を通じて海外需要拡大を図る。

第２ 果実の需要の長期見通しに即した栽培面積その他果実の生産の目標
 需要について
我が国の果実は、優良品目・品種への改植・新植を進めた結果、消費者ニーズに対応し
た高品質な果実生産が進み、国内外での堅調な需要を背景に、果実の卸売価格は上昇して
おり、果実の産出額は増加傾向で推移している。一方、果実の消費については、「毎日くだ
もの200グラム運動」等の啓発活動を行ってきたものの、１人１日当たりの摂取量が減少
しており、人口も減少局面にあることから、消費量は減少している状況にある。特に若年
層、中年層で摂取量が少ない傾向にあり、国内消費仕向量は減少すると見込まれる。その
上で、今後の取組として、
 国内市場については、生果実の消費量が多い高齢者層の購買意欲の維持や若年層、中
年層の加工品需要への対応による国内消費の減少抑制を図る必要があり、このため、高
品質な国産果実の強みは活かしつつ、実需者や消費者の多様なニーズを捉え、手頃で日
常的に摂取してもらえる生果実、果実加工品など新たな需要に対応した取組等を行うこ
と
 海外市場については、防除暦の見直しなど輸出先国・地域の規制やニーズに対応する
輸出産地の育成の推進とともに、プロモーション等による更なる海外需要開拓を図るこ
と
を前提とし、果実の需要の長期見通しを立てる。
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 生産目標について
果実の生産面では、生産者の減少・高齢化等により、需要の減少を上回って生産量が減
少し、需要に対し国内生産が応えきれていない状況である。その上で、今後の取組として、
 園地の集積・集約化や基盤整備、省力樹形等への改植・新植、スマート農業技術の開
発・導入等による労働生産性の向上、高温対策の導入
 果樹型トレーニングファームの推進等による担い手・労働力の確保・育成
 輸出や加工など関連産業との連携や、こうした事業者の参入による大規模経営体・産
地の育成
等の課題が解決された場合に実現可能な生産数量とそれを達成するための栽培面積の水準
を生産目標として、果実の種類ごとに設定する。
 ＫＧＩ、ＫＰＩについて
また、生産目標の達成を実効的なものとするため、項目ごとにＫＧＩ（Key Goal Indi‑
cator：重要目標達成指標）を設定するとともに、施策の有効性を示すＫＰＩ（Key Per‑
formance Indicator：重要業績評価指標）を設定し、その関連をツリーにて示す。






第３ 栽培に適する自然的条件に関する基準

 基本的な考え方
高品質な果実生産を確実に図る観点から、果樹を栽培している地域における平均気温、
植物生理の観点からみた冬期の最低極温及び低温要求時間に関する条件並びに植栽時にお
ける園地の気象条件に係る注意事項を果樹の種類ごとに設定する（表１）。
なお、基準を満たさない地域において栽培する場合には、あらかじめ十分な対策を講じ、
気象被害の発生を防止し、高品質な果実生産が確保されるよう努めることが重要である。
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 高温障害
近年の温暖化に伴う高温障害は、高温を原因として生ずる果実、花、樹体における障害
であり、収量や商品性の低下に直結する。高温障害に対しては、栽培管理における基本技
術を徹底した上で、症状に応じた技術的対策を講ずる（表２）。技術的対策による対応が
困難な場合においては、障害リスクの低い品種の導入を図るなど品種構成の見直しを行う。
それでもなお障害の発生が抑えられず生産が困難な場合は、「表１．栽培する上での気象条
件・注意事項」を参照して地域の気象条件に合った品目への転換を検討する。
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第４ 近代的な果樹園経営の基本的指標

 基本的な考え方
省力樹形等やスマート農業技術、機械等の技術導入や、労働生産性を高める経営の展開
を図るため、代表的な果樹の農業経営モデルを示す。
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 農業経営モデルの考え方
具体的には、果樹の種類ごとに規模拡大や加工用果実生産に取り組むにあたって直面す
るそれぞれの課題に対し、基盤整備や省力樹形の導入等の手段を講ずることにより農業所
得の向上や１人当たりの労働生産性の向上に繋げ、経営の改善・発展や果樹農業への参入
に資する農業経営モデルを示す。
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第５ 果実の流通及び加工の合理化に関する基本的な事項

 集出荷・流通対策

目標

農村における人手不足やトラックドライバーの時間外労働の上限規制などによる労働力不足
に対応するため、集出荷施設・選果場の再編集約・合理化、果実やコンテナ等の出荷規格の見
直し、共同輸送やモーダルシフト等を進める。また、産地から消費者へ生果実の品質を保持し
て届けることは極めて重要である。このため、切れ目のないコールドチェーンの構築等、高温
等の現下の気象状況下においても、鮮度を低下させることなく流通させるためのサプライ
チェーンの構築を推進する。
【ＫＧＩ】
● 生産面積（再掲）

194千ha（令和５年度）⇒192千ha（令和12年度）

主要指標（ＫＰＩ）

● ＡＩ選果場
３選果場（令和５年度）⇒10選果場（令和12年度）

具体的な施策

 集出荷の効率化の推進
● 産地の実態を踏まえて、既存施設の役割の見直しに係る協議や修繕・更新に係る計画
の策定、その実施体制の構築等を行った上で、地域計画に基づく産地の将来像の実現
に向け、老朽化した集出荷施設・選果場等の共同利用施設の再編集約・合理化を促進
する。

● 選果能力の向上により、高品質化や、家庭選果の省略等による省力化を可能とするＡ
Ｉ選果機の導入を推進する。

 果実輸送の合理化の推進
● 果実やコンテナ等の出荷規格の見直しを図る取組を推進する。
● 国土交通省等の関係省庁や地方公共団体等とも連携しながら、農産品等のサプライ
チェーン全体の物流効率化を促進するため、物流の標準化、デジタル化・データ連携
等の取組や、産地における集出荷施設の整備や、農産品等の流通網の強化に必要な中
継共同物流拠点、卸売市場の整備等を推進する。

● 鉄道・船舶輸送をはじめ、多様な輸送モードを活用して、環境負荷低減にも寄与する
モーダルシフト等を推進する。

● 高温等の気象状況下においても、鮮度を低下させることなく流通させるためのスマー
ト技術を活用した流通の効率化・高度化やコールドチェーン確保等による国内外の流
通体制の構築等を推進する。

 果実の加工

目標

国産果実の加工仕向けについては、生果実の選果の過程で規格外となったものの一部が流通
している状況であり、果実生産量の減少に伴い加工仕向量が減少している中、規格外の果実を
加工用に回すだけでなく、契約生産など価格を決めて量をある程度加工に回すことが出来るよ
うな生産を進める。また、地域の基幹産品となる果実加工品の創出など、付加価値の高い加工
仕向けの取組を推進する。
【ＫＧＩ】
● 加工仕向量（再掲）

314千トン（令和３年度）⇒377千トン（令和12年度）

主要指標（ＫＰＩ）

● 加工原材料果実の生産に取り組む経営体・産地（再掲）
令和12年度までに10経営体・産地を創出
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具体的な施策

 国産の加工用原料果実の確保
● 徹底した生産合理化により加工専用果実を生産する法人経営体、加工原材料を必要と
する食品企業等の参入等により、契約生産など価格を決めて量をある程度加工に回す
ことができるような生産を進める。

● 果実の生産現場から、まとまった量の集出荷や一次加工、果実を加工利用する食品企
業や販売店といったサプライチェーンの実態を把握し、加工用原料果実を入手しやす
くする環境の整備を検討する。

 多様なニーズに対応した果実の加工
● 果実や未熟果の機能性成分に着目した加工や、日本ワイン、シードルなど地域の原料
を使用した特色ある醸造加工など、果実の機能性や地域の特色により差別化が図れる
ような新たな商品開発を推進する。

● 従来の果汁や缶詰、ジャム等に加え、ストレートジュース、スムージー、カットフルー
ツ、冷凍フルーツ、ドライフルーツ、非加糖のジャムなどの原料の素材をそのまま活
かした加工品や、環境負荷低減などストーリー性のある商品といった多様なニーズに
対応するため、生産者と実需者等の連携による用途に応じた加工の取組や、新たな果
実加工品生産技術の開発・導入を推進する。

第６ その他必要な事項

 東日本大震災からの復興
東日本大震災からの復旧・復興に向け、食品の安全確保の取組や、避難指示区域等における
高収益品目の育成による経営再開支援、国内外の風評被害の払拭を引き続き推進する。
 近年頻発する大規模自然災害による被害からの復旧・復興
令和６年能登半島地震・豪雨災害、令和７年雪害など、近年頻発する大規模自然災害からの
早期の営農再開を支援するとともに、改良復旧や再編復旧と合わせた省力樹形等の導入など、
新たな取組による営農再開を支援する。
 自然災害への備え
近年、自然災害が激甚化・頻発化する中で、被害を最小化するためには、過去の災害の教訓
を踏まえた、事前防災を推進する。
● 果樹農業者等が自らの災害時のリスクや情報を認識し、必要な対策を適切に講ずること
が重要であり、このため、平時の備えとして、ハザードマップの周知や気象別の予防減
災情報の発信に努める。

● 最近の災害における果樹農業経営への影響や農業保険の利点を発信し、農業保険の普及
促進を図る。

● 地方公共団体や農業関係団体等と連携し、果樹農業経営の災害への備えの意識を高める。
それと併せて、事業継続計画（農業版ＢＣＰ）の策定による具体的な効果を示しつつ、
計画に対する関心を高め、策定を促す。

● 大雨等による影響が懸念される際には、ＳＮＳ等を活用した注意喚起、果樹農業の被害
防止に向けた技術的な対策情報を発信する。

● 生産減少の大きな要因となる温暖化の影響等に対して、資機材による対策や品種構成の
見直し等の検討を進める。加えて、高温適応性を有する品種の開発・導入等を推進する。
また、気象庁が発表する気象情報や、被害防止に向けた技術指導通知、果樹農業現場に
おける高温障害等の影響やその適応策等の情報発信に引き続き取り組む。
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花き産業及び花きの文化の振興に関する基本方針の公表について
花きの振興に関する法律（平成26年法律第102号）第３条第４項の規定に基づき、花き産業及び花

きの文化の振興に関する基本方針を変更したので、同条第６項の規定に基づき、公表する。
令和７年４月 30 日 農林水産大臣 江藤 拓

花き産業及び花きの文化の振興に関する基本方針
この基本方針は、花きの振興に関する法律（平成26年法律第102号。以下「法」という。）第３条第

１項の規定に基づき、花き産業及び花きの文化の振興の意義及び基本的な方向に関する事項、花きの
需要の長期見通しに即した生産量その他の花き産業の振興の目標に関する事項、花き産業の振興のた
めの施策に関する事項、花きの文化の振興のための施策に関する事項並びに花きの需要の増進のため
の施策に関する事項を定めるものである。
なお、この基本方針における用語のうち、法において定義が定められているものについては、その
例によるものとするが、花きには、例えば、切り葉、切り枝、観葉植物、盆栽等も含まれる。
第１ 花き産業及び花きの文化の振興の意義及び基本的な方向に関する事項
我が国における花きの産出額は長らく漸減傾向にあり、新型コロナウイルス感染症拡大の状況下
で一段と減少したが、その後、需要の変化等により増加に転じ、令和４年では3684億円と農業産
出額の４％を占めている。生産現場では新規就農や若い生産者の活躍も目立つなど、花き産業は農
地や農業の担い手の確保を図る上で重要な地位を占めているところである。また、我が国の花きの
生産技術は高い水準にあり、多様で高品質な国産花きは、これまで国際園芸博覧会における大賞受
賞を始め、多くの賞を受賞するなど国際的な評価も高く、アジアやヨーロッパ諸国、米国向けを中
心に花きの輸出は増加傾向にある。
さらに、我が国においては、いけばな、盆栽や季節行事と結びついた花き利用など、世界に誇る
花きに関する豊かな伝統と文化が国民の生活に深く浸透しており、花きに関する伝統を承継し、花
きの文化を振興することは、国民の心豊かな生活の実現に資することとなる。
他方、安価な切り花の輸入の増加、燃料価格の上昇、物流問題、さらには近年の高温などの異常
気象や多発する災害といった諸問題に対応する観点から、我が国の花き産業の生産力や国際競争力
の強化が緊要な課題となっている。
また、近年の国内市場における花き消費は、新型コロナウイルス感染症拡大以降の行動変容によ
り、ホームユース需要の増加等がみられ、この需要の変化を的確に捉え対応を進める必要がある。
くわえて、令和９年に神奈川県横浜市で開催される国際園芸博覧会は、我が国の花き及び花きの
文化を国内外に発信し、国内外の需要を飛躍的に拡大できる機会であり、この成果を今後の花き産
業の発展に最大限に生かすことが重要である。
花き産業及び花きの文化の振興に当たっては、このような状況を踏まえ、花き産業の健全な発展
及び心豊かな国民生活の実現に寄与することを目的として、国、地方公共団体、事業者、大学等の
研究機関等が相互に連携を図りながら、花き産業の振興、文化の振興、需要の増進のための取組等
の措置を講ずることとする。また、上記の達成に向け、需要に基づく国産花きの生産供給について
検討する育種・生産・流通・販売・消費に関わる花き産業横断的な枠組みの構築を図ることとす
る。
第２ 花きの需要の長期見通しに即した生産量その他の花き産業の振興の目標に関する事項
１ 花き需要の長期見通し
花きの需要の長期見通しについては、近年の需要の動向に鑑み、また、法に基づき講じられる
花きの需要の増進のための施策の効果が発揮されることを前提とすれば、需要額は令和12年に
4600億円になることが見込まれる。
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２ 流通対策
 花きの流通の高度化
物流のひっ迫が懸念される中、「花き流通標準化ガイドライン」を基本に、パレット・台車の
利用や段ボール箱等の資材規格の統一等、流通に要する荷役作業・荷待ち時間の短縮、共同輸
送と組み合わせたストックポイントの構築等のコストの低減に資する流通経路の合理化を推進
する取組に対し支援を行うよう努める。特に、流通経路の合理化に当たっては、環境に負荷が
かからない輸送やモーダルシフト等、産地から小売までの流通に係る関係者の理解促進に努め
るとともに、流通情報のデジタル化と併せた通信環境の整備、流通情報システム間のデータ互
換性の確保等のプラットフォーム整備の取組を推進するよう努める。また、花きの短茎規格等、
省資材や積載効率の向上に資する出荷規格の見直しの取組についても推進するよう努める。
日持ちの良い花きへの消費者ニーズに対応するため、暑熱対策等品質の保持に資する卸売市
場における低温卸売場及び卸売市場やストックポイントにおける低温庫の整備等を推進するよ
う努める。

２ 花きの生産量その他の花き産業の振興の目標
次に掲げる輸出額の目標及び輸入額の見込みに需要の長期見通しを併せて考慮し、令和12年の
産出額の目標を4500億円とする。
また、令和12年の産出額の目標を達成するための花きの種類ごとの内訳は次のとおりとする。
切り花類 2700億円
鉢もの類 1100億円
花木類 200億円
球根類 20億円
花壇用苗もの類 370億円
芝類 80億円
地被植物類 30億円
 輸出額の目標
輸出額は、近年の輸出の状況に鑑み、また、法に基づき講じられる花きの輸出の促進に必要
な施策の効果が発揮されることを前提に、令和12年の目標額を200億円とする。
 輸入額の見込み
輸入額は、近年の輸入の状況に鑑み、また、法に基づき講じられる花きの生産性向上等の施
策の効果が発揮されることを前提とすれば、令和12年に300億円になることが見込まれる。

第３ 花き産業の振興のための施策に関する事項
需要に基づく花きの安定生産・安定供給を図るため、国産花きの生産者の経営の安定、花きの生
産性及び品質の向上の促進、加工及び流通の高度化、鮮度の保持の重要性への留意、輸出の促進、
研究開発の推進等について、国及び地方公共団体は、以下の施策を講ずるよう努める。
１ 生産対策
 花きの生産基盤の整備
新規参入者の確保・育成とともに、生産性向上を通じた生産基盤の強化を進めるため、生産
コストの低減に資する集出荷調製施設等の共同利用施設・機械の導入、暑熱対策等による周年
生産又は生産期間の延伸が可能となる低コスト耐候性ハウスの導入、既存ハウスの流動化や機
能強化、ヒートポンプ等の省エネ設備の導入を推進するよう努める。なお、施設整備にあたっ
ては、地域計画と連携しながら推進するよう努める。また、農業生産資材価格の上昇による影
響を小さくするため、資材コスト低減のための取組に対し支援を行うよう努める。さらに、花
きの生産者の産地間連携による技術交換や育種・種苗供給体制の強化、農業大学校等における
花きの生産技術の教育、これらの機会も活用した知的財産に関する意識・知識の向上等、生産
性及び品質の向上のための取組を支援するよう努める。
生産性向上に当たっては、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関
する法律（令和６年法律第63号）第７条第１項に規定する生産方式革新実施計画について、花
きの生産者等による作成を推進するとともに、ロボット・データ駆動型農業や環境制御型の生
産システム、自動選花機等のスマート農業技術等の導入を推進するよう努める。その際、スマー
ト農業に対応するための基盤整備を推進するよう努める。
品質向上に当たっては、集出荷調製施設における低温庫といった産地の低温設備等、品質の
保持に資する施設の整備を推進するよう努める。

 気候変動への適応策・緩和策
近年の温暖化による開花期の前進・遅延、生育不良等の高温障害や病害虫被害等の発生が深
刻化する中、需要期における出荷の安定・拡大及び品質の向上を確保するため、開花調整等の
計画生産技術の導入及び高温障害を回避・軽減する既存ハウスへの換気窓の設置や遮光・遮熱
資材、循環扇、細霧冷房、ヒートポンプ等の資機材を活用した栽培管理技術、物理的・生物的
防除法に係る技術・資材の導入を推進するよう努める。あわせて、高温耐性や病害虫抵抗性品
種の導入を推進するよう努める。また、みどりの食料システム戦略（令和３年５月12日みどり
の食料システム戦略本部決定）及び環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷
低減事業活動の促進等に関する法律（令和４年法律第37号）に基づき、省エネルギーかつ最適
な温度・日長管理技術の導入による温室効果ガスの削減や化学農薬のみに依存しない耕種的・
物理的・生物的防除法に係る技術・資材の導入等の環境負荷低減の取組を推進するよう努め
る。
 研究開発の推進
国産花きの生産量増加、低コスト生産、需要拡大、海外輸出等を推進するため、高温又は低
温耐性等の気候変動への適応性、病害虫抵抗性、日持ち性といった特性を有する花きの新品種
の育成及び増殖技術の高度化を推進するよう努める。また、産学官連携の下、適切な役割分担
等を図りながら、新品種の育成等に関する研究開発を推進するとともに、その素材となる遺伝
資源の適切な導入、ゲノム情報等を活用した品種開発の加速化を促進するよう努める。さらに、
国内外における品種登録等による新品種の適正な管理や品種識別技術の開発等により、知的財
産の侵害への対策を推進するよう努める。
生産性及び品質の向上を進めるため、産学官連携により、暑熱対策やニーズに応じた計画生
産、日持ち性の向上等に関する研究開発を推進するよう努める。また、花きの特性に沿ったス
マート農業技術の開発・改良及び既存技術と組み合わせた栽培体系の構築・導入を推進するよ
う努める。
特徴ある品種・品目等の高付加価値花きから日常使い向けに価格を抑えた花きまで、多様な
需要に対応しつつ、高収益化の実現に向けた栽培体系の構築を推進するよう努める。

自然災害や価格低下等のリスクに対する備えを進めるため、収入保険や園芸施設共済等への
加入、激甚化する風水害等の自然災害に対する事業継続計画の策定、施設の補強等の取組を推
進するよう努める。また、省エネルギー対策に取り組む施設園芸産地を対象に、燃料価格の上
昇に応じて補塡金を交付するセーフティネット対策を実施するよう努める。
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 品質の保持・加工技術の開発
花きの品質を保持しつつ流通させるため、生産から流通・販売に至るまでのコールドチェー
ンの確立、各段階における品目の特性に沿った品質保持剤の使用等の品質保持のための技術開
発・取組を推進するとともに、長期貯蔵の取組等の需要期に合わせた供給の意義について、関
係者に対する普及啓発を行うよう努める。また、輸出を含む長時間輸送に耐え得る梱包・包装
資材等の技術の開発等の取組に対し支援を行うよう努める。
花き産業及び花きの文化の関係者による多様なニーズに対応した新たな花きの利用スタイル
の提案や商品の開発等を推進するよう努める。
 販売・消費データの活用

卸売市場や小売業者の有する販売データを基にした需要予測や消費動向を産地にフィード
バックして需要に応じた生産を推進するため、花き産業の関係者全体で共通のデータフォー
マットによりデータを集積・分析する仕組みを構築するよう努める。その際、国内の情報と共
に輸出に関する情報についても取り扱うよう努める。

３ 輸出対策
 輸出先国の需要に即したマーケティング
オールジャパン体制により新たな輸出先国・地域や輸出品目の開拓等、更なる輸出拡大を図
るため、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律（令和元年法律第57号。以下「輸出促
進法」という。）第43条第１項の認定を受けた認定農林水産物・食品輸出促進団体と連携して、
花きの文化と併せた国産花きに関する情報の発信、海外販路の拡大に向けた市場・消費実態に
関する情報の収集・提供及び海外の見本市への参加の促進や海外からのバイヤーの招へい等に
よる商談の機会の創出に努める。また、国際園芸博覧会の開催・出展やインバウンド等を活用
した海外需要の創出に努める。
 輸出に対応した産地の育成
海外の市場・消費実態に関する情報に基づく生産が進められるように、花き産地における輸
出に対応した栽培体系の確立を推進し、フラッグシップ輸出産地を中心とした輸出に取り組む
産地の増加を図るとともに、産地間のリレー出荷や産地における輸出対応施設の整備を推進す
るよう努める。また、輸出先国の植物検疫要求に対応する技術の開発・普及に努める。
 輸出に係る環境整備
輸出先国の規制が輸出阻害要因となっている場合には、輸出促進法第３条により設置された
農林水産物・食品輸出本部の下、政府一体となって戦略的に対応する。
海外における日本産花きの優位性を確保するため、権利者や農業現場における種苗の管理の
徹底等により種苗の流出防止に取り組むほか、海外出願の推進により海外における無断栽培を
抑止するよう推進することに努める。また、海外ライセンス生産に当たっては、栽培技術等の
営業秘密管理を徹底するよう努める。さらに、これらの知的財産の保護・活用の取組に当たっ
ては、費用対効果や当該知的財産のライフサイクルを考慮し、花き産業の振興及び輸出拡大に
資するよう推進することに努める。

４ 研究開発事業の実施に関する基本的な考え方
 研究開発事業の基本的な考え方
研究開発事業の実施に当たっては、法及び基本方針に照らし適切な研究開発を行い、その成
果が活用されることにより我が国の花き産業の国際競争力の強化に特に資することを目指すも
のとする。

 研究開発事業の内容
［１］ 研究開発事業の目標
研究開発事業者は、法及び基本方針を踏まえ、事業の実施によって達成すべき具体的な目
標を設定するものとする。
［２］ 研究開発事業の内容
研究開発事業者は、次のア及びイの事項に取り組むものとし、これらの事項については、
研究開発事業計画（以下「計画」という。）に具体的な内容を記載するものとする。
ア 花きの新品種の育成
高温又は低温耐性等の気候変動への適応性、病害虫抵抗性、日持ち特性等、従来の品種
にない優れた機能や形質を有し、我が国の花き産業の国際競争力の強化に特に資する新品
種を育成すること。
イ 増殖技術の高度化
アにより育成された新品種に係る組織培養等による増殖技術、無病化技術その他技術の
高度化を図ること。

［３］ 研究開発事業の実施期間
計画期間は10年以内とし、事業の実施期間（開始日及び終了日）及び計画の目標達成に向
けた具体的な年次計画を記載するものとする。

第４ 花きの文化の振興のための施策に関する事項
花きに関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透し、国民の心豊かな生活の実現に資するように、
国及び地方公共団体は、以下の施策を講ずるよう努める。
１ 公共施設及びまちづくり等における花きの活用
庁舎、学校、図書館、市民会館等の公共施設における花きの展示やワークショップの開催、公
園整備等のまちづくりにおける花壇の整備、高齢者関係施設や社会福祉施設等における花きの展
示やいけばな、園芸作業等の花きに触れる活動等により、花きの活用を推進するよう努める。ま
た、花きの人を癒す効用に関する科学的データの蓄積及びそのデータから得られた知識の普及を
推進するよう努める。
２ 花きを活用した教育及び地域における花きを活用した取組の推進
民間団体等が行っている小学生等を対象にした「花育」について、学校や児童館等と連携を図
りつつ推進するよう努める。また、花壇作り等の花きを介した世代交流を伴う地域活動について
推進するよう努める。
３ 日常生活における花きの活用の促進等
家庭や職場等の日常生活における花きの活用を推進するよう努める。また、いけばな、盆栽等
の花きに関する伝統の継承、若年層が関わる花きの新たな文化の創出及び花きに関する知識の普
及を推進するよう努める。

第５ 花きの需要の増進のための施策に関する事項
需要に即した花きの供給を通じた消費の定着・拡大や新たな需要の創出を図るため、国及び地方
公共団体は、以下の施策を講ずるよう努める。
１ 花きのブランディングの推進
国際園芸博覧会、展覧会、展示会、品評会等の開催、消費者ニーズを踏まえた商品情報の提供、
切り花の日持ちを保証する販売の確立等、花きの需要の増進のための取組に対し支援を行うよう
努める。特に、令和９年に開催される国際園芸博覧会において、産地から小売までの花き産業及
び花きの文化の関係者がこの機会に主体的に需要の増進のための活動に取り組むことを推進する
よう努める。
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茶業及びお茶の文化の振興に関する基本方針

第１ 茶業及びお茶の文化の振興の意義及び基本的な方向に関する事項

１ 茶業及びお茶の文化の振興の意義
今から1200年以上前に中国から伝わったお茶は、我が国で長い歳月をかけ、「茶道」という高い精
神性やおもてなしの心を育む日本を代表する文化となった。また、江戸時代には、喫茶の習慣が庶
民にも根付き、「日常茶飯事」といった言葉が生まれるなど、日本人の生活にとって不可欠な存在と
なっている。くわえて、日本茶独特の深い味わいは、素材を活かした淡泊な味わいの料理を引き立
たせるという点から、我が国の米や魚を中心とした和食との相性が良く、和食文化を構成する重要
な役割を担っている。

第２ お茶の需要の長期見通しに即した生産量に関する事項

１ お茶の国内需要の長期見通し
我が国のお茶の需要の長期見通しとしては、現在の傾向が継続した場合、一人当たりの消費量は
令和12年には２割弱程度減少すると見込まれる。今後、消費の拡大に向けた施策や消費者ニーズに
対応した生産、加工・流通の体制を構築するための施策を講じ、その効果が発揮されることを前提
とし、一人当たりの消費量の減少幅を１割程度まで抑制しつつ、人口の減少を見込むと、令和12年
の国内需要量は、63万トンになると見込まれる。
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２ 需要の変化への対応
新型コロナウイルス感染症拡大以降の需要の変化や若年層の需要の増加等を踏まえ、ホーム

ユース等の日常生活における花きの利用を喚起する取組や、ごみの減量化や再利用に資する環境
に配慮した花材・資材の利用の取組、花きの人を癒す効用に着目した情報の提供等、新しい価値
観に基づく新たな需要の喚起について推進するよう努める。
３ 消費者の理解醸成
消費者が生産現場を訪れて花きの生産過程を知るアグリツーリズム（観光との連携）等、消費
者が生産現場を理解し生産者と交流する機会作りを進めるよう努める。また、ＳＮＳの活用、コ
ンテンツ産業やインテリア産業等の異業種との連携による効果的な需要喚起を推進するよう努め
る。

茶業及びお茶の文化の振興に関する基本方針の公表について
お茶の振興に関する法律（平成23年法律第21号）第２条第４項の規定に基づき、茶業及びお茶の文
化の振興に関する基本方針を変更したので、同条第６項の規定に基づき公表する。
令和７年４月 30 日 農林水産大臣 江藤 拓

このように、我が国において、お茶は、伝統と文化を育みながら国民の生活に深く浸透し、豊か
で健康的な生活の実現に寄与している。
産業としてのお茶の生産については、お茶は日本の北から南まで広い範囲で栽培されており、そ
れぞれの産地で特色ある茶生産が行われ、特に、農作物一般の生産にとって条件不利地域である中
山間地域では、お茶はその自然条件等を活かして栽培されることから重要な基幹作物となっている。
また、お茶が消費者の手元に届くまでには、茶園での「生葉」生産から、「荒茶」への加工、荒茶
をブレンド・再加工する「仕上げ」までの工程を経ており、こうした加工・流通・販売を包括して
いる茶業は、裾野が広く地域経済において重要な産業となっている。
さらに、世界と日本茶の関わりについては、江戸時代初期に初めて輸出されて以降、明治時代に
は国内生産量の８割以上が輸出されるなど、生糸と並び我が国の輸出産業を牽引し、外貨獲得によ
り日本の近代化を支えたほか、岡倉天心の著書「茶の本」等により日本の茶文化は世界に伝えられ、
多くの海外消費者を魅了してきた。近年においても、インバウンド観光による消費が好調、また茶
の輸出は過去最高額を更新という状況であり、農林水産物・食品の輸出の中でも際立つ存在である
とともに、お茶は日本文化を伝播する入口としての重要な役割を担っている。
２ お茶をめぐる課題
近年、食生活を始めとする生活様式の変化や多様化、家族間の生活時間帯の相違等により、急須
を用いてお茶を飲用する機会が若年層や中年層を中心に減少しており、これに伴いリーフ茶を中心
に国内消費量は減少し、茶の価格は低迷している。一方、ペットボトルの緑茶飲料は、その利便性
やすっきりとした味わいが幅広い世代の消費者の支持を得て、消費は拡大傾向にある。

また、世界に目を転じると、我が国の茶の輸出は、抹茶や有機栽培茶等の需要拡大により、近年
増加傾向で推移しており、令和６年の輸出額は過去最高の364億円を記録した。一方、拡大する海
外需要に供給が応えられていないことから、今後更に輸出を拡大するためには、供給体制を強化す
ることが重要である。
お茶の生産面では、生産者の後継者不足、繁忙期の労働力不足等により、栽培面積・生産量は減
少傾向にあり、１戸当たりの栽培面積は増加傾向にあるが、小区画ほ場や傾斜地などの生産条件に
より機械化が進んでいない産地がある。
こうした中で、茶の生産者等の減少により、今後更に生産量が減少すれば、国内外の需要を満た
せなくなることも懸念される。
３ 今後の茶業及びお茶の文化の振興に関する基本的な方向
生産面においては、海外で需要が多く取引単価の高い抹茶の原料となるてん茶への茶種転換や有
機栽培等への栽培法の転換など需要の変化に対応した生産を推進する。
また、生産者の減少に対応するため、茶園の集積・集約化、基盤整備、老齢茶樹の改植や、スマー
ト農業技術等の開発・導入の推進により生産性を一層向上させる。
輸出については、文化と併せたプロモーション等による海外需要開拓、輸出先国・地域の残留農
薬基準など輸入条件への対応、輸出向け産地形成等により輸出を更に拡大させる。
消費については、我が国の食文化に欠かせない急須を用いた伝統的な日本茶の飲み方等を未来へ
継承することに加え、国内外の多様な需要や消費スタイルを柔軟に受け入れ、外食産業や観光産業
等の他業種等とも連携しながら、現代の消費者の生活様式に合わせた飲み方等を提案すること等を
通じて、国内外に日本茶の魅力・情報を発信し、消費拡大を図る。
お茶の文化については、次世代へ確実に継承していくため、お茶に関する文化財の保存・活用や、
国内外の消費者のお茶の文化に対する理解増進を図る。
これらの取組の推進に当たっては、産地や個々の生産者等だけでなく、茶商やドリンクメーカー
等の実需者や輸出・流通事業者、食品関連産業・外食産業・観光産業等の他業種、研究開発機関や
機械メーカー、行政機関など茶業関係者が茶業の現状に対する共通理解を持ち、茶業の維持・発展
に向けて一体的に取り組む。

２ お茶の生産数量目標
お茶の生産数量目標は、
 令和12年の輸出量は、近年の輸出の状況や今後の拡大の見通しを踏まえ、今後の輸出に関する
施策を講ずることを前提に15万トン（810億円）を目標とし、これを国内需要の長期見通しに加
えると、総需要量は78万トンと見込まれ、
 令和12年の輸入量は、近年の動向等を踏まえ03万トンと見込まれることから、
令和12年の生産数量目標を現状並みの75万トンとする。
このためには、栽培面積を現状並みの35万haで維持するとともに、近年の需要の変化に対応し

た茶生産への転換や、生産者等の減少に対応した生産性の一層の向上が必要であり、各般の施策を
講じた結果、全国平均の単収は217㎏／10ａとなると見込む。
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第３ 茶業の振興のための施策に関する事項

お茶は我が国の食文化において重要な飲料であり、茶業はそれぞれの茶産地を支える基幹産業で
あることから、伝統的で高品質な普通煎茶等の生産、市場における安定取引、茶業を支える人材の
確保、国内における消費拡大等の取組を着実に進めつつ、国内外の需要の変化や生産者の減少等の
現状に関する関係者間の共通理解の下、需要の変化に対応した茶生産や生産性の一層の向上、加工・
流通の高度化、輸出の促進等の施策を推進する。
具体的な茶業の振興のための施策に関する事項は以下のとおりである。
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 需要の変化への対応や生産性向上に資する技術の研究開発・導入の推進
ア 需要の変化に対応した品種・技術の開発・導入
てん茶や有機栽培茶の需要の高まりを受け、高品質かつ多収で被覆適性のある品種や耐病虫
性のある品種の開発・導入を推進するとともに、てん茶や有機栽培茶の品質向上に向けた栽
培・加工技術や、紅茶や萎凋香緑茶など多様なニーズに対応した茶の栽培・加工技術の開発・
導入を推進する。
イ 生産性向上に向けた技術の開発・導入
生産者の減少に対応するため、新たな無人茶園管理機や栽培管理システム等のスマート農業
技術の開発・導入を推進する。
また、機械化が進んでいない被覆作業や傾斜地での作業に対応した機械の開発・改良を推進
する。
ウ 技術の開発・導入・普及に関わる人材の確保
茶業における需要の変化への対応や生産性向上のために必要とされる技術が開発され、速や
かに茶業の関係者に行き渡るよう、研究者を始め、これら技術の開発・導入・普及を担うため
に必要な人材の確保を推進する。
また、これら技術に基づき高品質なお茶の生産を推進する観点から、お茶の品質評価や審査
の技術を有する人材の確保・育成を推進する。

１ 輸出の拡大など需要の変化に対応した生産性の高い茶生産の推進
 需要の変化に対応した茶生産の推進
ア 茶種転換の推進
国内におけるリーフ茶の消費量が減少している一方、海外を中心に抹茶の需要が高まってい
ることから、こうした需要に対応するべく、抹茶の原料となるてん茶の生産への転換を推進す
る。
また、ティーバッグやペットボトル飲料など消費者の簡便化志向に今後更に対応していくた
め、これら用途向けにより効率的な茶生産が必要となることから、肥料・農薬の低コスト化や
機械化による省力化を推進する。
イ 有機栽培への転換の推進
有機栽培茶は、海外での需要が高く輸出量は増加している一方で、慣行栽培と比較して病害
虫防除や除草等に追加労力が必要なことから、耐病虫性品種の開発・導入や良質で効率的かつ
安定的な有機栽培を行うための技術開発・栽培体系の確立を推進する。
また、有機栽培の拡大に当たっては、生産者だけではなく加工・流通・消費に至るまでの関
連する事業者や住民の地域ぐるみでの取組を推進する。
ウ 中山間地域等の特色を活かした茶生産の推進
全国の茶園面積の約４割を占める中山間地域においては、比較的冷涼な気候で害虫の発生し
にくい地理的有利性を生かして有機栽培が行われる産地もあるほか、全国の各産地において、
てん茶や玉露、玉緑茶、釜炒り茶等の特色ある茶種の生産、高品質な茶を活かした自園自製・
自販、茶生産組合や地域農業団体等の関係者が一体となった取組などが行われており、これら
の特色ある茶生産を推進する。
また、中山間地域の茶園を含む農村景観は、都市住民やインバウンド観光客にも価値のある
日本の原風景として好意的に受け止められていることから、観光産業等の他業種とも連携し、
農泊や茶摘みといったコト体験の提供等の地域の特色ある取組を推進する。

 生産性の一層の向上等による生産基盤の強化
ア 茶園の集積・集約化、基盤整備
高齢化等によりお茶の生産者の減少が予想される中、地域計画に基づき、新規就農者・新規
参入者を含む意欲ある担い手への茶園の継承、集積・集約化を推進する。
また、機械化を図るため、茶園の緩傾斜化や作業道の整備、小区画に分割された茶園の大区
画化等の基盤整備を推進する。
なお、お茶の生産継続が困難と判断した茶園は、荒廃農地とならないように他品目への転換
を図る。

イ 改植・新植の推進
老齢茶樹園の若返りによる収量・品質の向上に向けて行う未収益期間も考慮した計画的な改
植等や、ほ場の大区画化等の基盤整備と併せて行う改植・新植を推進する。また、改植・新植
に当たっては、収穫期分散による品質安定化に向けた早晩性品種の導入を進めるとともに、て
ん茶や有機栽培茶などの需要に対応するため、被覆条件下でも多収で色沢・滋味に優れた「せ
いめい」等の被覆適性品種や、病害虫抵抗性を有し「やぶきた」に比べて多収な「かなえまる」
などの品種導入を推進する。
なお、茶は永年性作物であり、一度苗を定植すると営農が長期に渡って継続されると見込ま
れることから、改植・新植に当たっては、地域計画において目標地図に位置付けられた生産者
が、将来に渡って営農を行うことが確実な園地で行うことを推進する。
ウ 機械化の推進
今後、生産者の減少が見込まれる中、労働力不足等に対応するため、茶園への進入道の整備
などの基盤整備や改植と合わせた畝向きの統一化等により、乗用型の茶園管理機や摘採機、防
除機など既に確立された機械化体系の更なる普及を推進する。
エ スマート農業技術の導入
生産者の減少への対応や、お茶の品質向上のため、地域の栽培条件に応じてロボット摘採機
やロボット除草機などのスマート農業技術の導入を推進する。
また、「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律」（令和６年
法律第63号）に基づき、スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う新たな生産方式の導入
（ほ場の大区画化や情報通信機器で得られた栽培管理データの地域の栽培管理への活用等）を
推進する。
オ 実需者と連携した効率的・安定的な生産供給体制の構築
高齢化等により生産者の減少が見込まれる中、安定的に生産・供給を行うために、茶商や小
売店等の実需者と生産者の協力体制の下、繁忙期の労働力の融通や地域内外の他品目・他産業
の人材活用、アプリ等を利用した外部人材の募集等の取組を推進する。
また、実需者が自ら栽培・加工を行う取組や、実需者からの資本提供等により生産者が荒茶
加工施設等を整備する際の負担を軽減する取組等を推進する。
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 自然災害や気候変動等のリスクへの備えの推進
お茶の生産においては、凍霜害、干害、降灰、温暖化等の自然災害や気候変動のほか、販売価
格の下落、肥料価格の上昇等のリスクが存在する。こうしたリスクに備えるため、以下の取組を
推進する。
 防霜施設の整備や、夏季の干害を防止するためのかん水施設の整備を推進する。
 火山活動に伴う降灰の影響を恒常的に受けている地域においては、その影響を軽減するため
の機械・設備の導入を推進する。
 気候変動による品質低下等のリスクを分散・低減するため、早晩性の異なる複数品種を組み
合わせた栽培体系への転換、それに資する早生・晩生の高品質な品種の開発・導入等を推進す
る。
 自然災害や価格低下などによる収入減少に備えるため、収入保険や農業共済への加入を推進
する。
 肥料の施用量の低減に向けて、土壌診断に基づく適正施肥や土づくりを行うとともに、局所
施肥など施肥の効率化技術の導入を行う。また、堆肥や下水汚泥資源等の国内肥料資源の利用
拡大を推進する。
 茶生産を今後将来に渡って持続的に行っていくため、「みどりの食料システム戦略」（令和３年
５月策定）に基づき、化学肥料や化学農薬の使用低減、有機栽培への転換など、環境負荷低減
の取組を推進する。

２ 加工・流通の高度化の推進
 加工施設の整備の推進
需要の高いてん茶等の生産拡大に向けて、荒茶加工施設や仕上茶加工施設の整備を推進する。
また、今後、生産者等の減少が見込まれる中、加工施設の効率的な運営のために、荒茶加工施
設の再編・集約等を推進する。
なお、整備に当たっては、省エネ型機械の導入や化石燃料のみに依存しない加工技術の開発な
ど燃料価格高騰の影響を受けにくい生産体系への転換を推進する。
 実需者との結びつきに基づく安定取引の推進
需要の変化に対応した茶生産を推進し、消費者が求める茶の安定供給を図るためにも、茶の生
産者と茶商やドリンクメーカー等の実需者は、実需者が求める茶の品質や生産上の課題を相互理
解することが重要である。こうした相互理解に基づく安定取引のため、市場外において取引価格
や品質、数量などを事前に取り決める契約取引を推進するとともに、市場機能の充実・強化を図
る。
 消費者の信頼確保等のための加工・流通の更なる高度化
消費者からの継続的な信頼確保に向けて安心・安全な茶が安定的に供給されるよう、生産から
販売に至るまでのサプライチェーンにおいて、需要に応じた農業生産工程管理（ＧＡＰ）やＨＡ
ＣＣＰ、ＦＳＳＣ 22000等の取得、「みどりの食料システム戦略」に基づく環境負荷低減の取組の
「見える化」、物資の流通の効率化に関する法律（平成17年法律第85号）及び貨物自動車運送事
業法（平成元年法律第83号）に基づく荷主や物流事業者が取り組むべき措置の遵守等の取組を推
進する。

３ 輸出の更なる促進
 海外市場の開拓の推進
今後輸出を更に拡大するためには、それぞれの輸出先国・地域の状況に合わせて戦略的に輸出
に取り組んでいくことが重要である。これまでの輸出の実績や直近の輸出の動向を踏まえて、特
に次の３か国・地域に対する輸出の拡大を進める。
 米国について、現在、輸出先の中心であり、今後も輸出の増加が見込まれることから、需要
に応じた茶の生産拡大及び輸入品目用の残留農薬基準（インポートトレランス）の設定に向け
た取組の推進等により安定的・持続的な輸出の拡大を目指す。
 ＥＵ諸国について、有機栽培茶の輸出割合が大きく、抹茶を含む粉末状の茶の需要が高まっ
ていることから、これらの茶の生産拡大の推進により更なる輸出の拡大を目指す。
 ＡＳＥＡＮ諸国について、新たな食文化を取り入れることに積極的な若年層等を中心に粉末
状の茶の需要の拡大が見込まれることから、粉末状の茶の生産拡大の推進により更なる輸出の
拡大を目指す。
これらに加え、その他の国・地域も含めた多様な実需者及び消費者のニーズを捉えて、更なる
市場の拡大及び開拓を進めることが重要である。このため、農林水産物及び食品の輸出の促進に
関する法律（令和元年法律第57号）に基づく認定農林水産物・食品輸出促進団体による現地消費
者へのお茶の健康機能性や価値の訴求、他品目との連携も含め、日本文化や茶文化と合わせたプ
ロモーション等を通じた海外販路の創出・拡大の取組を推進する。その際、日本貿易振興機構（Ｊ
ＥＴＲＯ）や日本食品海外プロモーションセンター（ＪＦＯＯＤＯ）とも連携し、輸出支援プラッ
トフォームも活用して輸出に取り組む事業者等の取組を後押しする。
また、海外産の茶との差別化を図り、日本産の茶のブランド価値を向上するために、プロモー
ション活動に加え、動画やロゴマーク等も活用した戦略的なブランディングの取組を推進する。
これと併せて、海外での我が国のお茶のブランドや品種を保護するため、地理的表示（ＧＩ）の
活用や品種の海外出願の推進を図るとともに、我が国で地域団体商標又は地理的表示として登録
された名称や登録品種について、海外での冒認商標出願や無断栽培等の状況を監視する。
さらに、戦略的な茶生産及び需要の拡大を図るため、国連食糧農業機関（ＦＡＯ）等の国際会
議等の場を通じて、海外における茶の生産及び消費動向等に関する情報を収集する。
 海外需要に対応した茶生産への転換の推進
今後更なる増加が見込まれる海外需要を確実に取り込むためには、輸出向けの茶生産を推進す
ることが重要である。このため、
 需要が見込まれるてん茶の生産や有機栽培等の輸出向けに特化した栽培体系への転換、これ
らに資する被覆適性品種や耐病虫性品種等の開発・導入の推進
 生産者と輸出事業者等の実需者との連携を強化し、実需者が求める品質の茶を栽培するとと
もに、販路が確保され計画的な生産が可能となる契約取引等の推進
 輸出先国・地域の需要や基準認証等に対応したてん茶等の加工施設や一時保管施設（低温貯
蔵庫）等の整備
等の取組を推進するとともに、これらの取組が着実に行われるように、ＧＦＰ（農林水産物・食
品輸出プロジェクト）の取組とも連携し、産地や個々の生産者等への支援体制を構築する。
また、今後需要の拡大が期待される中東圏等の輸出先国・地域への市場拡大を見据え、ハラー
ルに対応した生産を推進する。







第４ お茶の文化の振興のための施策に関する事項

お茶は我が国の長い歴史の中で、製法から喫茶法に至るまで貴重な文化を形成してきており、お
茶があってこそ茶道や伝統的な製茶技術を始め関連する文化が成立・発展してきたとの認識の下、
その文化を今後、次世代へ確実に継承していくため、お茶に関する文化財の保存・活用や、国内外
の消費者のお茶の文化に対する理解増進を図る。
具体的なお茶の文化の振興のための施策に関する事項は以下のとおりである。

令
和

年

月


日
水
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報

 輸出先国・地域が求める輸入条件への対応
食品安全に関する規制等、輸出先国・地域が求める輸入条件に対応し、円滑な輸出を実現する
ために、輸出先国・地域における規制等に関する情報や留意事項について、生産者、輸出事業者
等の関係者間での情報共有を図る。
また、我が国と異なる残留農薬基準となっている輸出先国・地域において、我が国の病害虫・
雑草の防除体系により対応可能な残留農薬基準が設定されるよう、インポートトレランスの設定
に向けたデータ収集、申請等に取り組むとともに、輸出先国・地域における残留農薬基準に対応
した総合防除体系の普及を推進する。
そのほか、プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書（条約）並びに輸出先国・地
域における包装及び包装廃棄物規制に対応しつつ、輸出される茶の品質を保持する流通体系の構
築を推進する。
これら国際的な規制等に関しては近年、国際ルールメイキングや国際協力の場が活性化してお
り、我が国としてもそれらの議論に積極的に参画し、我が国の農業生産の実態に即したルール等
が設定されるように対応する。
 輸出産地の形成
これまでの航空便等による小ロットでの取引に代えて、輸出先国・地域の人口規模や市場ニー
ズ等に応じて、大ロットでの取引が増加傾向にあることから、こうした需要に対応して安定的か
つ効率的な供給を可能とするため、地域の輸出向け防除体系の統一等の生産方式の転換や、リー
ファーコンテナを用いた共同輸送等による流通体系の合理化など、産地における生産から流通ま
での一体的な取組を推進する。
また、フラッグシップ輸出産地を筆頭に、これまで各地で輸出を先導してきた生産者や事業者
の取組を更に後押しするとともに、それらのモデル的な取組の横展開を図る。

４ 消費の拡大
 多様な消費者層に向けたお茶の魅力・情報発信
お茶の消費量が減少している若年層や近年増加傾向にあるインバウンド観光客等の多様な消費
者層に向けて、その需要や消費スタイルを柔軟に受け入れつつ、ブランド戦略に基づくパッケー
ジ・商品開発等により、魅力的なお茶の楽しみ方の提案・情報発信を推進する。
お茶の喫茶法については、急須を用いた伝統的な淹

い

れ方の普及に加え、現代の消費者の簡便化
志向に即して、割れない茶器や洗浄しやすい茶器の普及、国産の紅茶、ウーロン茶等を含む創意
工夫を凝らしたティーバッグやペットボトル飲料の消費拡大、抹茶の家庭内消費の拡大等を推進
する。
また、料理・菓子等に合わせてお茶を提供するティーペアリング、食品原料用としての料理や
菓子、飲料等への活用などを通じて食品関連産業・外食産業・観光産業などにおける国産茶葉の
利用拡大を推進するとともに、お茶が有する健康機能性や情緒性を活かしたウェルネス産業での
市場拡大など、他業種とも連携した消費者への提案・情報発信により「国内外の消費者とお茶と
の出会いの場」を増やす取組を推進する。その際、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）、
2027年国際園芸博覧会（ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ 2027）等の各種イベント等の機会も積極的に活
用していく。
 お茶を活用した食育の推進
お茶の産地のみならず、消費地も含め、地域住民が子どもの頃からお茶に親しむ習慣を育むこ
とができるよう、学校教育の場等において、お茶の生産から加工・流通、消費までの一連の流れ
を学び、我が国の食文化への理解を深めることは、将来的に我が国の社会全体がお茶の文化及び
茶業を継承し、さらには世界へ発信していくことにつながるものである。
このため、茶業関係者等と連携し、児童生徒等を対象とする茶摘み体験や、製茶工場見学、お
茶の効用の紹介や淹

い

れ方教室等の参加型イベント、学校給食の活用等により、お茶を活用した食
育の取組を推進する。

基本測量関係事項公告
基本測量の測量成果を得たので、測量法（昭和24年法律第188号）第27条第１項の規定に基づき、

次のとおり公告する。
令和７年４月 30 日 国土交通大臣臨時代理

国務大臣 浅尾慶一郎

種 類 縮 尺 実施時期
地 域


所 属 番 号 図 名

摘 要

地 形 図 ２万５千分１ 令和７年 高 田 154 妙 高 山 調製・多色・柾判
〃 〃 〃 高 田 163 高 妻 山 〃 〃 〃
〃 〃 〃 高 山 51 十 字 峡 〃 〃 〃
〃 〃 〃 高 山 52 黒 部 湖 〃 〃 〃
〃 〃 〃 高 山 53 剱 岳 〃 〃 〃
〃 〃 〃 高 山 54 立 山 〃 〃 〃
〃 〃 〃 高 山 61 烏 帽 子 岳 〃 〃 〃
〃 〃 〃 高 山 63 薬 師 岳 〃 〃 〃
〃 〃 〃 高 山 64 三俣蓮華岳 〃 〃 〃
〃 〃 〃 高 山 73 笠 ヶ 岳 〃 〃 〃
〃 〃 〃 高 山 74 焼 岳 〃 〃 〃
備考 地図の刊行日 令和７年５月１日

１ お茶に関する文化財の保存・活用
茶道具、茶室、茶園などの景観、製茶技術、お茶に関する風俗習慣の中には、令和６年に国の登
録無形文化財に登録された「手揉み製茶」など、歴史的・学術的価値の高いものも存在しており、
こうした貴重な国民的財産を次世代へ確実に継承するため、文化財保護法（昭和25年法律第214号）
に基づき保存・活用を図る。
また、各産地の伝統的な茶の生産技術について、その特色を活かして地域の茶業を維持するとと
もに、技術の次世代への継承を推進する。
２ お茶の文化に関する理解の増進
茶道などのお茶の文化及びその成立・発展にお茶が果たしてきた役割に関する理解を増進すると
ともに、ライフスタイルの変化に対応して新しいお茶の文化を創造していくことは、国民の豊かで
健康的な生活の実現に資するものである。このため、
 小中学校等へのお茶の専門家の派遣により、子どもたちがお茶やお茶の文化に触れる機会を提
供する取組
 在外公館でのお茶の提供や、茶業関係者、お茶の文化に関わる者を含む連携体制の構築により、
日本茶の伝統と文化に息づく高い精神性等も含めて、海外において日本文化紹介活動を展開する
取組
など、国内外におけるお茶の文化の振興に関する取組を推進する。







種 類
地図情
報レベ
ル

実施時期 ファイル名
対 応 地 域

摘 要
所 属 番 号 図名

数値地図
25000（土
地条件）

25000 令和６年 lc_483104xml 延 岡 84 日向日置 VERSION 2での
既整備範囲を含
む。

〃 〃 〃 lc_483112xml 延 岡 123 三 納
〃 〃 〃 lc_492965xml 長 崎 52 佐世保北

部
〃 〃 〃 lc_492976xml 長 崎 13 楠 久
〃 〃 〃 lc_493156xml 大 分 23 臼 杵
〃 〃 〃 lc_493166xml 大 分 14 坂 ノ 市
〃 〃 〃 lc_502906xml 唐 津 44 今 福
〃 〃 〃 lc_503012xml 福 岡 123 脊 振 山 VERSION 2での

既整備範囲を含
む。

〃 〃 〃 lc_503013xml 福 岡 121 不 入 道
〃 〃 〃 lc_503021xml 福 岡 152 前 原 VERSION 2での

既整備範囲を含
む。

〃 〃 〃 lc_503024xml 福 岡 74 太 宰 府
〃 〃 〃 lc_503031xml 福 岡 151 宮 浦 VERSION 2での

既整備範囲を含
む。

〃 〃 〃 lc_503034xml 福 岡 73 篠 栗
〃 〃 〃 lc_503037xml 福 岡 31 豊前本庄
〃 〃 〃 lc_503043xml 福 岡 102 古 賀 VERSION 2での

既整備範囲を含
む。

〃 〃 〃 lc_503044xml 福 岡 64 脇 田
〃 〃 〃 lc_503053xml 福 岡 101 津 屋 崎
〃 〃 〃 lc_503054xml 福 岡 63 筑前東郷
〃 〃 〃 lc_503063xml 福 岡 92 神 湊
〃 〃 〃 lc_503064xml 福 岡 54 吉 木
〃 〃 〃 lc_503067xml 福 岡 12 小 倉 VERSION 2での

既整備範囲を含
む。

〃 〃 〃 lc_503075xml 福 岡 51 岩 屋 VERSION 2での
既整備範囲を含
む。

〃 〃 〃 lc_503077xml 福 岡 11 下 関 VERSION 2での
既整備範囲を含
む。



〃 〃 〃 lc_503102xml 中 津 124 斉 藤
〃 〃 〃 lc_503103xml 中 津 122 豊後豊岡
〃 〃 〃 lc_503104xml 中 津 84 杵 築

〃 〃 〃 lc_503105xml 中 津 82 住 吉 浜
〃 〃 〃 lc_503112xml 中 津 123 下 市
〃 〃 〃 lc_503113xml 中 津 121 立 石
〃 〃 〃 lc_503114xml 中 津 83 若 宮
〃 〃 〃 lc_503115xml 中 津 81 下 原
〃 〃 〃 lc_503124xml 中 津 74 両 子 山
〃 〃 〃 lc_503125xml 中 津 72 鶴 川
〃 〃 〃 lc_503133xml 中 津 111 浜
〃 〃 〃 lc_503134xml 中 津 73 香 々 地
〃 〃 〃 lc_503135xml 中 津 71 富 来 浦
〃 〃 〃 lc_503143xml 中 津 102  503144 の西側延

伸。lc_503144（竹
田津）に含めて刊
行。

〃 〃 〃 lc_503144xml 中 津 64 竹 田 津
〃 〃 〃 lc_503145xml 中 津 62 姫 島
〃 〃 〃 lc_503170xml 中 津 133 白 野 江
〃 〃 〃 lc_523500xml 京都及大阪 164 前 開 VERSION 1での

既整備範囲を含
む。

〃 〃 〃 lc_523501xml 京都及大阪 162 神戸首部 VERSION 1での
既整備範囲を含
む。

備考 地図の提供開始日 令和７年５月１日
数値地図25000（土地条件）は、オンラインで提供する。
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種 類 地図情報レベル 実施時期 提供範囲
地理院タイル（数値地図25000（土地条件）） ズームレベル10～16 令和６年 日 向 日 置
〃 〃 〃 三 納
〃 〃 〃 佐世保北部
〃 〃 〃 楠 久
〃 〃 〃 臼 杵
〃 〃 〃 坂 ノ 市
〃 〃 〃 今 福
〃 〃 〃 脊 振 山
〃 〃 〃 不 入 道
〃 〃 〃 前 原
〃 〃 〃 太 宰 府
〃 〃 〃 宮 浦
〃 〃 〃 篠 栗
〃 〃 〃 豊 前 本 庄
〃 〃 〃 古 賀
〃 〃 〃 脇 田







資 料
官業益金及官業収入
官 業 収 入 55346775 3849705 45153223 49002929  6343845 885

政府資産整理収
入

247697656 57974930 124676540 182651471  65046184 737

国有財産処分
収入

65337718 27764288 38046408 65810697 472979 1007

回収金等収入 182359938 30210642 86630132 116840774  65519163 640
雑 収 入 9078438845 1186492548 5553455520 6739948069  2338490775 742
国有財産利用
収入

108628278 3433429 107623156 111056585 2428307 1022

納 付 金 2000363567 26498304 793226344 819724648  1180638918 409
諸 収 入 6969447000 1156560813 4652606020 5809166834  1160280165 833
公 債 金
公 債 金 42139000000 2446198006 26767399109 29213597116 12925402883 693
前年度剰余金受
入
前年度剰余金
受入

1559490450  12622766662 12622766662 11063276212 8094

合 計 126514973726 10590148469 73618329097 84208477567 42306496158 665

１ 一 般 会 計
 歳 入

単位 千円（千円未満切捨）

科 目 歳入予算額
収 納 済 歳 入 額 歳入予算額と収

納済歳入額との
差（は減）

収入
歩合


本 月 分 前月までの累計 計

％
租税及印紙収入 73435000000 6895633278 28504878039 35400511317 38034488682 482
租 税 72393000000 6801769682 27826777541 34628547223 37764452776 478
所 得 税 20109000000 1858801775 8810928383 10669730158  9439269841 530
法 人 税 18054000000 2353824644 4819258768 7173083413 10880916586 397

相 続 税 3387000000 351929908 1688116507 2040046416  1346953583 602
消 費 税 24343000000 1676350010 9370505175 11046855185 13296144814 453
酒 税 1209000000 91996691 527763607 619760299  589239700 512
た ば こ 税 948000000 81643677 517410400 599054077  348945922 631
揮 発 油 税 2018000000 200522791 854548535 1055071326  962928673 522
石油ガス税 4000000 346745 2147690 2494435  1505564 623
航空機燃料
税

32000000 2749595 17487425 20237021  11762978 632

石油石炭税 606000000 40352906 265489023 305841930  300158069 504
電源開発促
進税

311000000 25117904 158272212 183390116  127609883 589

自動車重量
税

402000000 32334348 222889452 255223801  146776198 634

国際観光旅
客税

44000000 4190142 24968988 29159130  14840869 662

関 税 917000000 80795763 541177436 621973200  295026799 678
と ん 税 9000000 812074 5809707 6621782  2378217 735
地 価 税  600 4224 4824 4824 
旧 税  101  101 101 
印 紙 収 入
印 紙 収 入 1042000000 93863596 678100498 771964094  270035905 740

令
和

年

月


日
水
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報

〃 〃 〃 吉 木
〃 〃 〃 小 倉
〃 〃 〃 岩 屋
〃 〃 〃 下 関
〃 〃 〃 斉 藤
〃 〃 〃 豊 後 豊 岡
〃 〃 〃 杵 築
〃 〃 〃 住 吉 浜
〃 〃 〃 下 市
〃 〃 〃 立 石
〃 〃 〃 若 宮
〃 〃 〃 下 原
〃 〃 〃 両 子 山
〃 〃 〃 鶴 川
〃 〃 〃 浜
〃 〃 〃 香 々 地
〃 〃 〃 富 来 浦
〃 〃 〃 竹 田 津
〃 〃 〃 姫 島
〃 〃 〃 白 野 江
〃 〃 〃 前 開
〃 〃 〃 神 戸 首 部
備考 地図の提供開始日 令和７年５月１日

上記は、測量法第27条第２項に基づき、インターネットによる提供を行う。

〃 〃 〃 津 屋 崎
〃 〃 〃 筑 前 東 郷
〃 〃 〃 神 湊

国庫歳入歳出状況
財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和６年度の令和７年２月末における国庫歳入
歳出状況は、次のとおりである。
令和７年４月 30 日 財 務 省







 歳 出
単位 千円（千円未満切捨）

所 管 歳出予算現額
支 出 済 歳 出 額

歳出予算残額 支出
歩合


本 月 分 前月までの累計 計

％
皇 室 費 11121569 494916 4298428 4793344 6328224 430
国 会 141000969 9684455 102364633 112049089 28951880 794
裁 判 所 367688254 20969869 254709626 275679495 92008758 749
会 計 検 査 院 17564752 896642 12447752 13344395 4220356 759
内 閣 216721183 9772207 64882523 74654731 142066452 344
内 閣 府 6898375104 235839853 3232257487 3468097341 3430277763 502
デ ジ タ ル 庁 299097632 6477500 78947103 85424604 213673027 285
総 務 省 22499782798 341543223 21317153202 21658696425 841086372 962
法 務 省 972238806 53597783 653650602 707248385 264990420 727
外 務 省 1094998728 52263745 636974637 689238382 405760345 629
財 務 省 28083769145 636698077 19800447661 20437145739 7646623406 727
文 部 科 学 省 7625288046 292355786 5122219277 5414575064 2210712982 710
厚 生 労 働 省 35431504903 1518163613 27118840799 28637004412 6794500490 808
農 林 水 産 省 4102740353 188445586 1728208619 1916654206 2186086147 467
経 済 産 業 省 7055983134 3065879346 2524335166 5590214512 1465768622 792
国 土 交 通 省 12281040923 322748335 2592153906 2914902242 9366138681 237
環 境 省 827153883 22556964 199790091 222347055 604806828 268
防 衛 省 9652179745 459960720 5352401171 5812361891 3839817853 602
合 計 137578249935 7238348629 90796082691 98034431321 39543818614 712

２ 特 別 会 計
単位 千円（千円未満切捨）

会 計 名
歳入予算額又
は歳出予算現
額

収納済歳入額又は支出済歳出額 歳入予算額と収
納済歳入額との
差（は減）又は
歳出予算残額

収入
歩合
又は
支出
歩合

本 月 分 前月までの累計 計


交付税及び譲与税配付金
歳 入 54847500520 5172868656 41483108894 46655977551  8191522968

％
850

歳 出 54656405543 950978427 51140318628 52091297055 2565108487 953
地 震 再 保 険
歳 入 113328344 6306464 85635773 91942237  21386106 811
歳 出 113328344 344188 3807351 4151540 109176803 36

国債整理基金
歳 入 220562640946 7314796555 194591506728 201906303284 18656337661 915
歳 出 223628261741 7590054172 176279565403 183869619575 39758642165 822

外国為替資金
歳 入 4462964631 70052275 657806748 727859023  3735105607 163
歳 出 1317220070 28071132 277058655 305129788 1012090281 231

財 政 投 融 資
財政融資資金勘定
歳 入 23083213951 79197938 17956404815 18035602754  5047611196 781
歳 出 23083280677 56254153 17984587203 18040841356 5042439320 781
投 資 勘 定
歳 入 823354589 49913 776519360 776569273  46785315 943
歳 出 578418929 27705106 172903704 200608811 377810117 346
特定国有財産整備勘定
歳 入 51926765 83 37065521 37065604  14861160 713
歳 出 9427116 5446 3880956 3886403 5540712 412

エネルギー対策
エネルギー需給勘定
歳 入 4020840565 1757888570 2366324655 4124213226 103372661 1025
歳 出 4803598286 259807392 2480595753 2740403146 2063195140 570
電源開発促進勘定
歳 入 424124543 20223930 227945533 248169463  175955079 585
歳 出 451079861 19913013 164326013 184239027 266840834 408
原子力損害賠償支援勘定
歳 入 12599062972 442303353 7426164611 7868467965  4730595006 624
歳 出 12599062972 676500047 7191834000 7868334047 4730728924 624

労 働 保 険
労 災 勘 定
歳 入 1260201381 99407457 985022028 1084429485  175771895 860
歳 出 1093786921 106880552 835661190 942541742 151245179 861
雇 用 勘 定
歳 入 3630715216 365627335 2659346943 3024974278  605740937 833
歳 出 3295717736 292843052 2362937366 2655780418 639937318 805
徴 収 勘 定
歳 入 4280263387 731911948 3622470758 4354382706 74119319 1017
歳 出 4280263387 462890200 3038275355 3501165555 779097831 817

年 金
基礎年金勘定
歳 入 30344956289 1078168854 25166872874 26245041728  4099914560 864
歳 出 30344956289 3584255420 21447555180 25031810600 5313145688 824
国民年金勘定
歳 入 4244113164 208707864 3385289380 3593997245  650115918 846
歳 出 4244113164 222440398 3490676285 3713116683 530996480 874
厚生年金勘定
歳 入 51577228424 4024208089 43622342063 47646550152  3930678271 923
歳 出 51577228424 5666485753 41528536511 47195022265 4382206158 915
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



健 康 勘 定
歳 入 12804393312 961040988 10277397646 11238438635  1565954676 877
歳 出 12804393312 1375484773 10346136537 11721621311 1082772000 915
子ども・子育て支援勘定
歳 入 3949320210 246765643 3744530420 3991296063 41975853 1010
歳 出 3991007049 1582153 2736495579 2738077733 1252929315 686
業 務 勘 定
歳 入 494350935 24401192 433712945 458114138  36236796 926
歳 出 494350935 25317541 316284308 341601849 152749085 691

食料安定供給
農業経営安定勘定
歳 入 241376484 4050308 245746170 249796478 8419994 1034
歳 出 241376484 1552491 165028808 166581299 74795184 690
食糧管理勘定
歳 入 1021356205 81768325 505308658 587076984  434279220 574
歳 出 1034547484 35917410 611263442 647180853 387366630 625
農業再保険勘定
歳 入 99433405 5587384 53757522 59344906  40088498 596
歳 出 95559724 7041551 46625993 53667544 41892179 561
漁船再保険勘定
歳 入 8053950 201591 6367027 6568618  1485331 815
歳 出 7005201 275171 3252858 3528029 3477171 503
漁業共済保険勘定
歳 入 28804554 6187 9248854 9255041  19549512 321
歳 出 12451679 519145 8141061 8660206 3791472 695
業 務 勘 定
歳 入 23373888 794671 9119133 9913804  13460083 424
歳 出 23373888 791612 8989323 9780936 13592951 418
国営土地改良事業勘定
歳 入 7528006 9338 3836492 3845830  3682175 510
歳 出 10194569 136366 2043980 2180346 8014222 213

国有林野事業債務管理
歳 入 339540120 96544200 242981696 339525897  14222 999
歳 出 339540120 96544200 242981696 339525897 14222 999

特 許
歳 入 236925240 13538999 236439892 249978891 13053651 1055
歳 出 154013711 7811452 96786710 104598163 49415547 679

自 動 車 安 全
自動車事故対策勘定
歳 入 86019914 915628 85084733 86000361  19552 999
歳 出 26248775 248851 17292594 17541445 8707329 668

自動車検査登録勘定
歳 入 46310705 3443361 40192427 43635788  2674916 942
歳 出 43811833 1206599 21415306 22621906 21189926 516
空港整備勘定
歳 入 399326918 36672235 351756746 388428982  10897935 972
歳 出 475696200 14444190 191930516 206374706 269321493 433

東日本大震災復興
歳 入 681687603 141317375 464272995 605590370  76097232 888
歳 出 737690669 39420462 159730567 199151030 538539638 269

（参考） 沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調
単位 千円（千円未満切捨）

機 関 名
収入予算額又
は支出予算現
額

収入済額又は支出済額 収入予算額と収
入済額との差
(は減）又は支
出予算残額

収入
歩合
又は
支出
歩合


本 月 分 前月までの累計 計

沖縄振興開発金融公庫
収 入 13679577 837527 7296206 8133734  5545842

％
594

支 出 11088731 455115 6952130 7407245 3681485 667
株式会社日本政策金融公庫
国民一般向け業務
収 入 224240793 8824759 116768642 125593401  98647391 560
支 出 135916432 6113019 71294672 77407691 58508740 569
農林水産業者向け業務
収 入 53664823 1597833 34718032 36315865  17348957 676
支 出 51947759 1159589 26437947 27597537 24350221 531
中小企業者向け業務
収 入 173821112 6630922 74188339 80819261  93001850 464
支 出 69797095 2425296 28606776 31032073 38765021 444
信用保険等業務
収 入 310135418 12777315 199507613 212284928  97850489 684
支 出 845646528 45177212 373522012 418699224 426947303 495
危機対応円滑化業務
収 入 10576785 206802 5063586 5270389  5306395 498
支 出 71133209 1213443 29794362 31007806 40125402 435
特定事業等促進円滑化業務
収 入 6505975 3813 349196 353010  6152964 54
支 出 6505974 4950 347646 352596 6153377 54

株式会社国際協力銀行
収 入 1760727585 63670754 1169739007 1233409762  527317822 700
支 出 1686616712 77890487 1131053557 1208944044 477672667 716

独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門
収 入 161723257 11318773 129204842 140523615  21199641 868
支 出 182133826 10657639 109780017 120437657 61696168 661
 本表は、各機関からの通知により記載したものである。
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